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序章　本研究の目的と方法

第一節　研究主題

本研究の目的は,社会科価値学習の本質を明らかにし,その体系的理論を構築

することにある｡この目的のために,アメリカ合衆国で開発された価値学習に関

する代表的な社会科プロジェクト,やカリキュラム教材を研究対象として,各々の

内容編成･授業方略を分析し,これらの比較･考察を通じて,各種の社会的価値

とその価値を取り扱った各種の価値学習論との相関関係,つまり,各種の社会的

価値の性質がその価値学習論に与える影響,及び,特定の価値学習論の中に示さ

れる社会的価値の取り扱い方を解明する｡これらの解明により,社会科価値学習

の本質の究明と,その体系的理論の構築という本研究の目的に応えていく｡

従来社会科は,わが国においてもアメリカ合衆国においても,社会の諸現象の

うち,人間の心や頭の中にあるために他者には見えないもの,いわゆる価値観や

意図といった直接的な価値(これを｢思念｣と呼ぼう)や,それを用途目的に応

じて言葉によって可視的に示した思想･宗教･法規範･文化的慣習などの間接的

な価値(これを｢言説｣と呼ぼう｡また｢思念｣と｢言説｣をあわせてここでは

｢価値｣とする1)2)'を排除し,こうしたものとは無関係な存在と考えられてき
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た,いわゆる｢事実｣とか｢客体｣と呼ばれるもののみをより正確に認識するこ

とのみに限定しようとする傾向があった｡例えばアメリカ合衆国では,社会科を

こうした事象の｢客体｣部分の認識に限定する考え方が一つの社会科論として確

立していた｡こうした社会科論が,学問中心カリキュラム,社会科学科といった,

科学主義社会科である｡

しかし近年,価値を取り扱わない立場をとる科学主義社会科に対して,その取

り扱う範囲の狭さが原因となって引き起こされる様々な問題が指摘されている3)｡

この傾向は特にアメリカ合衆国で顕著であり,この間題点を克服するために価値

を学習の中で積極的に取り入れようとする学習が社会科の中核に位置付けられ,

また多様な価値の街域を対象とした学習が開発されるようになってきた｡本研究

では,これらを総じて｢価値学習｣と呼ぶことにする｡

なお,価値を排除してきた従来の社会科を反省し,価値を積極的に学習の中に

取り入れようとするこの価値学習を社会科の中核に位置付けられることになった

背景は,次の4点に集約できる｡

第一に,社会が価値を帯びていることが一般に理解されてきたことである｡つ

まり,認識対象となる社会の現実は,その多くが, ｢言説｣,つまり政策･法･文

化的慣習などによって生み出されているのであり,社会の諸事象のうち,本当に

これらと無縁のものなどほとんど存在しないことが理解されてきたのである4)0

例えば社会における｢構造｣ ｢システム｣ ｢メカニズム｣といったものも,大抵の

場合,人類が誕生する前には存在しなかったのであり,人間が,法規範,宗教,

文化的慣習などをルールとして生み出し,社会の構成員である人々の行動を制限

していくことで歴史的に構築してきたものである｡またこれらは,人間が生み出

したのであるから,当然のことながら,人間の持つ価値観や意図(｢思念｣)と無

線ではない｡国や地域によって政治･経済制度や社会システムに違いが見られる

のは,こうした背後にある価値観や意図(｢思念｣)に相違があるからである｡た

だ我々は,時にこうした｢構造｣ ｢システム｣ ｢メカニズム｣を｢客体｣と錯覚し

てしまうことがある｡またこれまでそう錯覚してきた｡それは人間が,知らず知

らずのうちに,こうした多種多様な｢言説｣とその背後にある価値観(｢思念｣)

に行動を制限され,その枠内に収まっているため,あたかもそれらが自然現象の

ごとく存在しているように見えるからである｡つまり,その｢言説｣や背後にあ
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る価値観が,その時代のその社会においては自明の存在,空気のような存在にな

ってしまうのである｡このような現実を踏まえれば,我々が社会の諸事象を正確

に認識しようと努めるにあたって,価値を排除すればするほどに,結果として社

会の諸事象を部分的･表面的な認識をしてしまうといったパラドクスを生み出す

ことになる｡目に見えないからといって,価値観や意図(｢思念｣)の存在を無視

するのではなく,できるだけこうした存在を意識し,明確化し,理解をすること

こそが,より深く,本当の意味での｢客観的な｣社会認識を可能にする5)｡こう

した考え方も,近年深く浸透するようになってきた｡

第二に,認識対象となる柾会の現実は,決して静的な不変の存在ではなく,動

的で流動的な存在であることを意識させる上で,社会の現実を形づくる価値,つ

まり社会を形作る｢言説｣ (政策や法;文化的慣習など)の存在や,それらの背後

にある｢思念｣ (価値観や意図)を取り扱う必要のあることがより認識されるよう

になったことがある｡社会科の学習において社会の諸事象を認識する際,それを

形づくる｢言説｣や,その背後にある価値観や意図(｢思念｣)を排除すると,社

会の諸事象は人間が作り上げたものであるという意識が学習者から薄れ,自然現

象と同じく最初から｢客体｣として普遍的に存在するかのように,変更不能の存

在かのように認識されてしまう危険性がある(社会学ではこれを｢物象化｣また

は｢制度化｣と呼ぶ6))｡例えば,日常で我々の多くの人が,市場では需要と供給

のバランスが自動に調整され,商品の｢適正｣価格が決定されるという｢市場の

法則｣というものを信じている｡しかしこの｢市場の法則｣は,元々,価値とは

無線の｢客体｣として存在するものではなく,市場主義経済社会が整えられる中

で,この体制を支えるために生まれてきた思想の一つであり,自由競争･経済活

動の自由を最優先とした価値観,市場が決めた価格こそ｢適正｣であると人々に

信じさせようとした意図の下,歴史的･人工的に生み出されたルール(｢言説｣)

である｡しかし,この法則性の解説だけに教育内容を限定し,それが生み出され

た価値観･意図(｢思念｣)を示さない場合,物理学の｢質量保存の法則｣のごと

く,法則を人間の誕生以前から存在し,いつでもどこでも不変的に存在する,ひ

とつの｢モノ｣のような錯覚を抱いてしまう7)｡こうしたことは,学習者に現実

社会を批判的に考えるといった批判的精神を育てないことにつながり,社会に対

する現状肯定的視野や態度をより高めてしまう8)0
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第三に,社会の急激な変化の中で,必ずしもこれまで社会を支えていた伝統的

な価値ではこれに対応しきれなくなり,同時に社会に対する多様なあり方が主張

されて伝統的な価値と競合し,その対応が教育(特に社会科)でもとめられるよ

うになったことがある｡

従来の事実認識に限定する社会科は,伝統的であるなしに関係なく,全ての価

値の排除を主張していたため,結果的に,こうした新しく生まれてきた多様な価

値と伝統的な価値との対立問題への対応を｢避けてしまう｣ことになった｡こう

した姿勢は問題の棚上げともとれ,この間題への対応として十分なものと言える

ものではなかった9)｡これに対して価値を積極的に取り扱っていこうとする立場

の社会科は,伝統的価値と新たに生み出されてきた多様な価値との競合･対立と

いった問題を正面から受け止めるものであったため,その間題への教育的対応策

の一例として期待されることになった｡

第四に,これが最も重要なことだが,価値学習は,価値を排除しようとしてき

た従来の社会科が力を入れてきた現象分析の手法や,現象に関する説明的知識を

習得できるだけでなく,学習者が民主社会に実際に参加して自分の意見を主張し

ていくために必要とされる学習者個人の価値観を形成でき,またそのために必要

となる様々な手続きに関する知識(以下, ｢手続き的知識｣と呼ぶ)を習得でき,

議論に参加しより良い社会を築こうとする態度までも育成できるなど,民主主義

社会に生きる市民として必要な能力や態度(いわゆる｢市民性｣または｢市民的

資質｣)をより豊かに育成することができることが,これまで以上に重要視されて

きたことがある10)｡ ｢市民的資質の育成｣において価値学習が果たす役割が大き

いことに対しての注目が高まった背景には,子どもたちの社会参加意識や政治意

識の低下などが調査などから明らかになり, ｢市民的資質の育成｣が現代社会の課

題と認識され,学校の各教科,特に社会科において求められるようになったこと

がある11)｡

わが国においても,上記のような理由から,価値を積極的に取り入れようとす

る価値学習の重要性が認識されてきている｡しかし,価値学習の研究はまだ始ま

ったばかりであり,多くの課題を残したままである｡その主なものを挙げると次

の3つがある｡

第一は,多様な価値学習が,これまで学習方法論的観点から類型されるに留ま
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り,取り扱われる対象とする価値の嶺域と教授方略や教育機能との関係に注目が

なされてこなかったことである｡価値学習には,思想,宗教,文化的慣習,法規

範など,対象とする価値(特に｢言説(ルール)｣)の嶺域によって,社会に対し

て求められる教育機能･役割が異なると考えられる｡しかし,これまでの価値学

習論研究は,これらを一括して取り扱ってきており,これらを相互に区別して,

対象とする価値の領域と内容編成･授業方略の関係や,これらの内容編成･授業

方略が提供する手続き的知識の関係を原理的に説明した研究は未だにない｡こう

した社会的価値の各嶺域別にその価値学習が持つ独特の教育機能や役割を知るこ

とは,どのような価値嶺域を対象にし,f=価値学習が,民主社会により望ましいの

かを発見することになる｡

第二に,価値学習のうち,思想,文化的慣習や法規範といった社会的価値を取

り扱った価値学習は,それぞれ個別に研究されるに留まり,社会的価値の領域全

体を包括するような研究が行われてこなかったために,価値学習全体をその取り

扱う社会的価値の対象額域別に整理し体系化するための類型的理論が示されてこ

なかったことがある｡思想を取り扱った価値学習の限定した研究は,一般的には

倫理教育研究と呼ばれ,また文化的慣習を扱った価値学習に限定した研究は,一

般的には多文化教育研究と呼ばれ,法規範を取り扱った価値学習に限定した研究

は,一般的には法関連教育研究と呼ばれた(なお,宗教を含むその他の価値を取

り扱った価値学習に限定した研要はなされていない).これらの研究は,それぞれ

個別の街域における価値学習に関してはその実態をある程度体系的に示すことに

成功しているが,嶺域を限定してしまったために,価値学習の全体を体系的に展

望できるフレームワークを構築するには至っていない｡

第三に,社会科教育が価値学習を中心とすることによって,社会科の教科とし

ての役割がどのように変化しているのかを明確にしてこなかった点である｡事実

認識に限定する社会科は,数学が数学の知識を,理科が自然科学の知識を教える

ことを第一目的にすることと同じく,社会科学の知識を教えることを第一目的と

するため,社会科は他教科と対等の関係にある｡対して,価値学習を社会科の中

心に据えた場合,社会科の位置付けは変化することになろう｡これはカリキュラ

ム全体における社会科の位置付けを再定義する上で有効となろう｡

これらのことから,わが国で今後,価値学習を展開していくためには,次のよ
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うな研究課題に応えていく必要がある｡

(ア)　多様にある価値学習の対象とする価値の嶺域と,内容編成･授業方略の

関係性,及びその方略が提供する,価値多元社会に対応するための手続

き的知識(技法)との関係性の体系的･原理的説明

(イ)　価値学習を社会科教育の中心に位置付けることによる,社会科の教科と

しての役割の再定義

そこで本研究は,上記(ア) (イ)を解明することを目的とする｡

第二節　本研究の意義と特質

価値学習の教育内容研究に関してはこれまでも様々な素材が取り上げられ,多

様な視点から研究がなされてきたが,これに対して本研究の特質･意義は,次の

3点に集約できる｡

第一の特質･意義は,社会科教育の先進国であるアメリカ合衆国において開発

された価値学習のプロジェクト車力リキュラムを研究対象とし,体系的に取り上

げる点である｡本研究がアメリカ合衆国の社会科に注目する理由は,次の二つで

ある｡一つ目は,教育制度上,合衆国は教育内容編成をかなり自由に組むことが

できるため,多種多様な内容編成･授業構成をした社会科プロジェクトやカリキ

ュラムが開発されており,価値学習の体系的理論研究の対象として大変に適して

いることである｡二つ目は,デューイ(John Dewey)に影響を受けたプラグマ

テイスト(Pragmatist)のグループを中心に,積極的に価値学習のプロジェクト

やカリキュラムの研究･開発を進める集団が存在し,社会科教育と制度の発展の

一翼を担っているため,そこから多くの示唆を得ることができる点にある｡この

二つの理由から,価値学習を体系的に取り扱う対象をアメリカ社会科に求めるこ

とが期待できる｡

第二の意義･特質は,本研究が,価値学習を包括的かつ体系的に整理するため
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に,学習対象とする価値の領域別の性質･機能に着目したフレームワークを提示

することである｡こうしたフレームワークを提示することによる価値学習の整理

は,従来の価値学習に用いられてきた学習方法論的観点からの直線的な分類法を

脱却して,価値学習の多様な存在を明らかにするばかりでなく,その整理するた

めの指標を提示することたなる｡

第三の意義･特質は,価値学習が対象とする価値の簡域に視点を置いて,学習

対象とする価値の街域の持つ性質･機能と教育目的･内容編成･授業方略や,揺

供しうる手続き的知識の内容との関係性を明らかにすることで,価値学習に嶺域

依存性が存在することを証明することである｡こうした研究は,目的用途に応じ

た教育内容の組織化を可能にするばかりでなく,価値多元社会に対してより望ま

しい価値学習のあり方を問うことができる｡このことは,教育全体における社会

科の果たすことができるより高次な役割の可能性を問うことができ,社会科の地

位向上の理論的根拠を示すことができる｡

これまでも,価値学習を取り上げた研究は,数多くあった｡しかし,各穫価値

学習を統一的･体系的に取り扱い,これを対象とする価値の嶺域に視点を置いて

分類して,その儀域別価値学習の教育機能の相違を解明する本研究の試みは,わ

が国はおろか,合衆国ほか諸外国にも見られない｡例えば,プラグマティックな

研究を志向する合衆国では,新たな価値学習論の構築や,それを具現化するプロ
ヽ

ジェクト･カリキュラムなどの開発に力が注がれており,これら各種の価値学習

論やプロジェクト･カリキュラムそのものを対象化し,整理･検討するような研

究はほとんど見ることができない｡わずかに,文化的価値など,価値の一飯域に

限定して,その学習論の類型化を図るという研究を幾つか見ることができるのみ

である12)

わが国に目を転じると,わが国も価値学習への関心は高く,実践的な価値学習

論の分析だけでも,数多くの先行研究がある｡主な研究者だけでも,浅沼茂,池

野範男,今谷順重,植田健,梅津正美,鴛原進,尾原康光,桑原敏典,中原朋生,

橋本康弘,服部-秀,松本佳子,溝口和宏,三好勝美,吉村功太郎など枚挙に暇

がない13>　しかしこれらの研究者のうち,多種多様にある価値学習をある程度統

一的･体系的に取り上げて独自の視点から整理しようと試みた研究は,わずかに

橋本,松本,溝口,吉村の4氏に限られる｡これらの研究を除けば,残りの研究
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の多くは,アメリカ合衆国やイギリス,ドイツなどで開発された各種価値学習の

個々のプロジェクトやカリキュラムの構造の特質や,その背後にある教育論のも

つ特質を個別に検討する研究(浅沼･植田･梅津･鴛原･尾原･桑原･中原･服

部など),またはそれらを時系列に整理する研究(池野,今谷など)になっている｡

価値学習を統一的･体系的に取り扱い,独自の視点からその整理を図る4氏の

研究のうち,橋本や松本の研究は,それぞれ,法規範,文化的慣習といった価値

の内容蘭域における複数の価値学習論を取り上げ,その類型理論を構築すること

で,各々の街域の多種多様にある価値学習論の類型化を図り,その比較･検討を

可能にしたものである｡この研究は,前者に挙げた個別のプロジェクトやカリキ

ュラムの特質を解明するに留まる研究よりは,分析対象となるプロジェクトの教

育論の意義をより対象化して検討できている点で優れた研究であると言えるが,

研究対象を価値の一領域に限定しているため,その街域を越えての各種価値学習

の包括的な整理は望めず,また嶺域を超えての各種価値学習を比較･検討するこ

とが不可能であり,課題を残すものである｡

これに対して,溝口,吉村の研究は,嶺域を限定せずより包括的に,そして独

自の視点から価値学習を整理しようと試みた研究であり,この点で本研究と共通

する｡これらの研究は,多種多様にある価値学習を包括的に整理して見るための

一つの類型指標が示され,文化的慣習や法規範といった価値嶺域の枠を超えての
)

各種価値学習の比較･検討も可能になった点で意義あるものである｡

この内,溝口は,各種価値学習を類型化するために,価値学習の方法論に着目

して, ｢価値分析型｣と｢価値追求型｣の二つに全体を類型した｡そして｢価値分

析型｣をさらに｢思想分析型｣ ｢政策分析型｣ ｢制度分析型｣ ｢宣伝分析型｣ ｢判例

分析型｣の4種類に,また｢価値追求型｣を｢選択的価値追求型｣と｢調停型価

値追求型｣の2種類に分けた｡また吉村は,各種価値学習を類型化するために,

次頁のマトリクスを作って示した(表0-1)

しかし,両氏の研究スタンスでは,価値の対象領域別の教育機能を解明すると

いう本研究の課題に答えることは原理的に不可能である｡というのも,両氏の研

究は,学習方法論を視点に価値学習の類型を図っており,その価値学習が対象と

する価値領域の内容を視点として統一的体系的に整理するといった視点がそこに

は見られないためである｡
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表0-1　吉村功太郎が示した｢価値観形成論の類型表｣

価値判断吟味型 価値判断決断型

構造吟味型 価値反省的吟味型 価値自主的選択型 価値観変革 ●成長型

個人レベル 構造吟味型 価値反省的吟味型 価値自主的選択型 価値自主的追求型

社会

レベル

客観 価値集団的選択型

間主観 価値集団的追求型

(吉村功太郎｢社会科における価値観形成論の類型化一市民的資質育成原理を求めて-｣ 『社

会科研究』第51号, 1999年, 12頁より抜粋)

なお,両氏の示した価値学習の類型は,本研究で示す類型に比べて,価値学習

を統一的･体系的に見るための指標として扱うにはそれぞれに以下のような課題

が見られる｡

まず,吉村の類型は,小単元レベルの学習方法論,特に価値的議論の到達目標

が意思決定にあるのか,それとも合意形成にあるのか,といった視点から類型が

なされている｡そのため,単元やカリキュラムレベルの内容編成の違いなどを踏

まえての価値学習の類型をすることができない｡例えば,小単元で合意形成が目

指されていれば,単元やカリキュラムレベルでの内容編成が全く異なるプロジェ

クトでも,吉村の類型では同じ｢価値集団的追求型｣に入れられてしまうのであ

る｡これでは価値学習を統一的体系的に整理するのに十分な類型理論とは言えま

い｡こうしたことが起きた原因の一つとして,吉村が日本に限定して,日本の多

種多様な価値学習の類型を図ろうとしたことを挙げておきたい｡日本の価値学習

の開発研究は,専ら小単元レベルに限定される傾向があり,カリキュラムレベル

の開発は遅れている｡そのため,日本の価値学習を類型する場合は,小単元レベ

ルの類型理論を完成させれば,ほぼ全ての価値学習を類型できてしまい,カリキ

ュラムレベルにまで視野が向かなくなる危険性があるのである｡

次に溝口の類型の課題は,多種多様にある価値学習を類型する分析視点の根拠

が不明瞭であることである｡溝口は全体を学習方法論の視点から｢価値分析型｣

｢価値追求型｣と分けたが,その下位の分類には, ｢価値分析型｣の場合, ｢思想

分析型｣ ｢政策分析型｣ ｢宣伝分析型｣ ｢制度分析型｣ ｢判例分析型｣といったよう

に,各種プロジェクトが対象とした価値の内容嶺域を分類の視点としたことに対
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して, ｢価値追求型｣の場合は, ｢選択的価値追求型｣ ｢調停的価値追求型｣と,学

習方法を分類の視点としており,この類型方法には一貫性が見られない｡また,

｢価値分析型｣の場合,なぜ｢思想｣ ｢政策｣ ｢宣伝｣ ｢制度｣ ｢判例｣といった類

型になったのか,その根拠を見ることができないのである14)これらの点で,港

口の類型理論は,価値学習を統一的･体系的に見るための指標として十分である

かは疑問が残る｡こうしたことが起きた一因として,溝口が価値学習を分類する

上で,何らかの一貫性を持ったフレームワークを設定しなかったことを挙げてお

きたい｡

筆者は,こうした先行研究の課題を踏まえて,研究対象をより多様な価値学習

が存在し,単元やカリキュラムの内容編成レベルから開発を行っていくアメリカ

合衆国を研究対象とし(本研究の特質･意義の第一番目),さらに価値学習を類型

する上で,価値の蘭域別の性質･機能に着目したフレームワークをあらかじめ設

定して臨むことにしたのである(本研究の特質･意義の第二番目)｡また,価値の

蘭域の持つ性質･機能と小単元レベルの学習方法論との関係だけにとどまらず,

教育目的･内容編成や,提供しうる手続き的知識の内容といったトータルの関係

性を明らかにしていくことにしたのである(本研究の特質･意義の第三番目)｡

このように,ここで挙げた本研究が持つ3つの特質･意義は,従来の研究に見

られない本研究のオリジナルである｡またこれまで見てきたように,本研究は,

わが国のこれまでの社会科教育研究では示されてこなかった幾つかの課題に応え

るものであり,本研究は,わが国の社会科教育の発展に大きく寄与するものにな

ろう｡

第三節　研究方法と本論文の構成

本研究の目的は,前述したように,第一に,価値学習の対象額域と教育機能と

の関係性を明らかにすること,第二に,価値を積極的に取り扱う立場の社会科の,

教育全体に果たす役割の変化を検討することである｡

第1章は,研究対象とするアメリカ合衆国社会科での価値学習の成立と展開を
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追う｡そして本研究のメインにあたる第2章から第7章までは,研究目的の第一

を達成する研究となる｡ここでは,特に70年代以降のアメリカ合衆国で開発さ

れた多様な社会科価値学習のプロジェクトやカリキュラムに焦点をあてる｡その

ために次のような手法をとる｡第一に,多様な価値学習を整理し,対象とする価

値の嶺域と,内容編成･授業方略の関係や,これらが提供する手続き的知識との

関係を原理的に説明するために,対象とする価値の嶺域を整理するための枠組み

を設定する｡第二に,枠組みによって分けられた各種価値学習を,その内容編成

の形式に応じて,個別内容配列型,テーマ別配置型,問題配置型に分け,それぞ

れの授業構成やそれが保障する手続き的知識の特質を解明し,そこに一貫する各

種価値学習固有の特質を抽出する｡第三に,明らかにした各種価値学習の特質を

マトリクスにまとめ,そこから価値の対象額域と教育機能との関連性を解明する｡

本研究の終章は,研究目的の第二を達成する研究である｡ここでは,第7章ま

での成果,特に対象とする価値の嶺域と,これらが提供する手続き的知識との関

係性に着目し,社会科で価値を積極的に取り扱うことによって生じる,社会科が

教育全体に果たす教科としての役割･位置付けの変化を検討する｡

〔註〕

1)価値を｢思念｣と｢言説｣の二つに分ける考え方は,橋爪大三郎の制度論を

参考にしている｡詳しくは,橋爪大三郎『橋爪大三郎コレクションⅢ　制度論』

勤草書房, 1993年を参照されたい｡なお,橋爪が使った｢思念｣ ｢言説｣とは

別の概念を活用して説明したのが,トウールミン(StephenToulmin)である｡

トウールミンは,所謂｢トウールミン図式｣と呼ばれる図を提示してこのこと

を説明しようとした｡トウールミンは,価値を｢-すべき｣とする規範的価値

(トウールミン図式の｢主張(C)｣が該当する)と,その規範的価値を正当化

するための根拠となる, ｢-の権利｣ ｢-の自由｣などいといった価値原理から

なる保障的価値(トウールミン図式の｢バッキング(B)｣が該当する)に分け

て考えている｡ここで言う規範的価値は,ルールとして成立させるために,言
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語を通して自らの価値観を具現

化し,橋爪の言う｢言説｣に該

当する｡対して,保障的価値は,

規範的価値を主張する人物の頭

ないし心の中にある(と思われ

る),その人物が拠り所とする価

値観であり,橋爪の言う｢思念｣

に該当する｡詳しくは,Toulmin,

S., Rieke, R., and Janik, A.,

An Introduction to Reasoning,

【データ(D)】
雑誌は15歳少女の
裸体を描いた絵画
を,猿褒目的ではな
く芸術作品と認識し
て掲載した｡

規範的価値
【主張(C)】
出版禁止処分に
すべきではない｡

人々は自由に芸術活動に
従事することができるし､
また自由にその作品を発
表することができる｡

【パッキング(B)】
表現の自由

保障的価値

トウールミン図式の一例

2nd Ed., Macmillan Publishing Company, 1978.及び,足立幸男『議論の論理

一民主主義と議論-』木鐸社, 1984年を参照されたい｡

なお,この価値についての説明は,第2章で再び詳しく述べる｡

2)社会科教育研究では,これまで価値は,その考え方において二つの流れがあ

った｡その流れの一つが森分孝治らの一元的価値論の立場であり,もう一方が,

池野範男らの二元的価値論の立場である｡前述したトウールミン図式を使って

説明すれば,森分のいう｢価値｣とは,ほぼ｢主張(C)｣,つまり規範的価値

のみを指す(森分孝治『現代社会科授業理論』明治図書, 1984年,及び,森分

孝治｢社会科授業構成の類型一社会科授業構成の原理を求めて-｣社会認識教

育学会編『社会認識教育の探求』第一学習社, 1978年)｡対して池野のいう｢価

値｣とは, ｢主張(C)｣の規範的価値と, ｢パッキング(B)｣の部分,つまり保

障的価値の両者を指す(池野範男｢批判主義の社会科｣『社会科研究』第50号,

1999年,及び,池野範男｢社会形成力の育成｣ 『社会科教育研究別冊　日本社

会科教育学会2000年度年報』 2001年)｡このように,社会科教育研究では価

値について二つの大きな考え方が存在しているにも関わらず,あまりこの違い

が説明されることはなかった｡また,これまで池野の二元的価値論を支持する

研究者(尾原康光･吉村功太郎･橋本康弘ら)らは,規範的価値,保障的価値

どちらも｢価値｣と呼び,特にその区別を示す概念を生み出してこなかった｡

このことは,価値についての多くの混乱を社会科で引き起こしてきた｡筆者の

価値論は基本的に池野と同じ二元的価値論の立場をとる｡つまり価値を規範的
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価値,保障的価値の二側面から捉える立場であるが,従来のような混乱を避け

るために,筆者は,橋爪の論を参考に, ｢思念｣と｢言説｣の概念を用いて,区

別を明確にすることにした｡

3)このことについて,詳しくは,本論文の第1章を参照されたい｡

4)例えば,法理学者ハート(H.L.A.Hart)は｢社会は様々な法的ルールに従っ

た人々の振る舞いの集積である｣とした考えをその著書『法の概念』で示し,

世界に大きな影響を与えた(ハート著(矢崎光囲訳) 『法の概念』みすず書房,

1976年)｡また日本でも,橋爪大三郎がこの観点から,価値や規範を社会の存

在と切り離せないことを指摘している｡ (橋爪大三郎『言語派社会学の原理』洋

泉社, 2000年,�"23-24頁｡

5)この考え方は,マックス･ウェーバー(MaxWeber)の｢客観的な認識｣の

考え方に由来している｡詳しくは,マックス･ウェーバー著(祇園寺信彦･祇

園寺則夫訳) ｢社会科学的及び社会政策的認識の客観性｣｣ 『社会科学の方法』講

談社, 1994年を参照されたい｡

6) ｢物象化｣や｢制度化｣については,野村一夫『リフレクション一社会学的な

感受性へー』文化書房博文社, 1994年や,バーガー(peter L. Berger) &ル

ックマン(Thomas Luckman)著(山口節郎訳) 『日常世界の構成-アイデン

ティティと社会の弁証法-』新曜社, 1977年を参照されたい｡

7)橋爪大三郎『言語派社会学の原理』洋泉社, 2000年, 24頁｡

8)この第一,第二の課題は,意味学派,特に社会構築主義を強く意識する社会

科教育学者たちから主張されている｡なお,わが国においては,池野範男らが

この立場から科学主義社会科を批判し,価値を積極的に社会科に取り入れるこ

とを主張している(池野範男｢批判主義の社会科｣『社会科研究』第50号, 1999

年,池野範男｢ディスコース(討論)の世界の構築｣ 『学校教育』No.1007, 2001

年,池野範男｢真理性か正当性か,市民の基礎形成か市民形成か｣ 『社会系教科

教育学研究』 13号, 2001年,池野範男｢社会形成力の育成｣ 『社会科教育研究

別冊　日本社会科教育学会2000年度年報』 2001年,など)｡アメリカ合衆国

の場合に関しては,第1章で詳しく述べる｡

9)これは公民権運動が盛んになる1960年代以降,多文化主義を強く意識する

人々から多く主張された｡例えば,わが国の場合,上記の池野がその一例であ
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る｡アメリカ合衆国の場合に関しては,第1章で詳しく述べる｡

10) ｢民主主義社会における社会科教育｣とした観点から,価値学習を擁護する

主張は,昔から今日に至るまで,多くの論文や理論書の中に見ることができる｡

わが国においては,古いものであると例えば上田薫『社会科とその出発』同学

社, 1947年,や上田薫『社会科の理論と方法』岩崎書店, 1952年などがあり,

新しいものとなると,池野範男｢市民社会科の構想｣社会認識教育学会編『社

会科教育のニュー･パースペクティブ』明治図書, 2003年などがある｡なお,

合衆国の場合については,第1章で詳しく述べる｡また,民主主義社会におけ

る価値学習の必要性は,第2章で改めて確認する｡

ll)例えば1970年代(1969年-1970年, 1971年-1972年, 1975年-1976

年)に実施されたNAEP (NationalAssessment ofEducationalProgress)の

13歳から17歳までの子どもを対象にした調査報告などがある(NAEP,Social

Studies Technical Report- Exercise Volume, National Center for Education

Statistics, WashingtonB.C., 1975, 1976, 1979.)｡また｢法関連教育に関する

研究グループ｣ (u.s. office of Education Study Group on Law Related

Education)は,このNAPEの報告を根拠として,教育現場が市民的資質の育

成に積極的に関わっていくべきであると,連邦政府に訴えている｡ (U.S.Office

of Education Study Group on Law Related Education, Final Report of the

Study Group on Law related Education, OE Publication 79-43000, 1978,

pp.44-45.)

12) cf. Sleeter, C.E., and Grant, C.A., Making 0-丘oices for Multicultural

Education, 2nd Edition, Pretice Hall, Inc., 1994.

13)筆者が調べた限りにおいて,実践的な価値学習の分析を試みた先行研究とし

ては,次のものがある｡ (グローバル教育などを価値教育と見なすのであれば,

まだ増えることになろう｡)

･浅沼茂･松下晴彦｢アメリカにおける歴史教育と道徳教育の統合一価値観形

成のための教材例-｣ 『比較教育学研究』 23号, 1997年｡

･今谷順重､ ｢公民的資質のとらえ直しと道徳教育-アメリカにおける新しい価

値教育論から-｣ 『社会科教育論叢』 34号, 1986年｡

･　　　　｢タバ社会科における価値的論争問題の取り扱い一価値学習への分

析的アプローチー｣ 『史学研究』 140号, 1978年｡
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･-　　　｢社会科における価値･態度教育についての一考察-アメリカ新社

会科の分析から-｣ 『社会科教育研究』 35号, 1974年｡

> 『新しい問題解決学習の提唱:アメリカ社会科から学ぶ｢生活科｣

と｢社会科｣への新視点』ぎょうせい, 1988年｡

･植田健｢政策判断能力を育成する公民科授業原理　Current Issues 2000の

場合-｣ 『教育学研究紀要』 46巻第2部, 2000年｡

･梅津正美｢歴史教育における文化理解の学習モデルの構想-posH:単元｢歴

史の中の家族｣の分析を通して-｣ 『社会科教育研究』 77号, 1997年

･鴛原進｢社会科異文化理解学習の改善- 『世界文化:グローバル･モザイク』

を手がかりとして-｣ 『社会科研究』 46号, 1997年｡

･尾原康光｢リベラルな民主主義社会を担う思考者･判断者の育成(1) -D.W.

オリバーの場合-｣ 『社会科研究』 43号, 1995年｡

-, ｢社会科における批判的思考育成の原理と方法- ｢議論｣に基づ

く　O'Reillyの批判的思考育成原理-｣ 『社会科教育論叢』 39号, 1992

･|:-｡

･桑原敏典｢自立的な価値観の形成を目指す社会科論争問題学習- ｢アメリカ

の社会的論争問題｣を事例として-｣ 『社会系教科教育学研究』 12号,

2000年｡

･中原朋生｢｢権利に関する社会的ジレンマ研究｣としての社会科一権利学習プ

ロジェクト『自由の基礎』を手がかりに-｣ 『社会科研究』 58号, 2003

<|:-｡

･服部-秀｢社会問題科としての社会科-ドイツの社会科教科書『schlusselzur

Politik』の場合-｣ 『社会科研究』 54号, 2001年｡

--, ｢社会形成科としての社会科の学力像｣『社会科研究』56号, 2002

年｡

･橋本康弘｢法関連教育の学習原理-"I'M THE PEOPLE"の場合-｣ 『社会系

教科教育学研究』 12号, 2000年｡

｢市民的資質を育成するための法力リキュラムー『自由社会にお

ける法』プロジェクトの場合-｣ 『社会科研究』 48号, 1998年｡

･松本佳子『社会科における多文化教育一教育構成の類型化-』広島大学大学

院教育学研究科修士論文, 2002年｡

･溝口和弘『現代アメリカ歴史教育改革論研究』風間書房, 2003年｡

･三好勝美､｢アメリカ法関連教育の授業構成-LREカリキュラムガイド『法に

学び法に生きる』の場合-｣ 『教育学研究紀要』 43巻第2部, 1997年

･吉村功太郎｢社会科における価値観形成論の類型化一市民的資質育成原理を

求めて-｣ 『社会科研究』第51号, 1999年｡
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14)この他,池野も溝口が示す類型化の理論的な根拠が不明瞭な点を指摘してい

る｡池野は,溝口が論文の目頭で,事実と価値の完全分離二元論に立つ論理実

証主義(科学主義)を支持し,終始一貫した研究の基本指針とすることを明言

しているにもかかわらず,そのスタンスは論文前半の｢価値分析型｣にしか見

ることができず,後半の｢価値追求型｣では,価値と事実の相関的二元論とい

う構築主義的立場に変更している矛盾を指摘し,それを｢科学主義と構築主義

の分水嶺をスリリングに歩いている｣と表現している｡ (池野範男｢書評:溝口

和宏著『現代アメリカ歴史教育改革論研究』｣ 『社会科研究』第59号, 2003年,

71-72頁)
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第1章　合衆国における価値学習の成立と発展

第一節　科学主義社会科の隆盛

日本の社会科では,価値を積極的に取り入れようとする勃きが近年起こるよう

になってきた｡しかしまだそれは活発なものとは言えない｡アメリカ合衆国もか

つては日本以上に,価値をできるだけ排除しようとする立場の社会科が主流にあ

った｡例え価値が扱われることがあったとしても,それは｢言説｣の部分,つま

り法規範や経典･聖書など,文字で示された可視的な部分を表面的に取り扱うこ

とに限定された｡茸た,学習活動も,その内容を観察･認識する程度に制限され,

それらを生み出し,支持してきた人々が持つ価値観･意図(｢思念｣)を明確にし

たり,それらのあり方を議論することなど転はとんど無かったo社会科から価値

を排除しようとするこうした傾向は,特に1960年代のいわゆる｢新社会科運動

期｣に,社会科学科など科学主義社会科が台頭することで,そのピークを迎える

ことになる1)｡

こうした中,わずかに,デューイや,デューイに影響を受けたプラグマテイス

トのグループ(ボード(BoydH.Bode),グリフィン(AlanF.Griffin),ハルフ

ィッシュ(H.GordonHullfish)など)が,今世紀の前半から中盤にかけて,社
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会科で政策や法を扱い,その政策や法の意図するところを考えたり,そのあり方

を問う学習を主張したりしてきた｡しかし,その扱われる政策や法は,原則とし

て子どもの生活の範囲内,子どもにとって身近な地域のものに限定してしまう傾

向があり,しかもそうした学習は,カリキュラムとして体系的に組織化されて全

面的に行われるのではなく,小単元レベルで時々,部分的断片的に行われる程度

であった｡

ただ例外的に,こうしたプラグマテイストの流れを汲む二人の社会科教育研究

者であるハント(MauriceP.Hunt)とメトカレフ(LawrenceE.Metcalf)が1950

年代に入って,性や人種政策のあり方をめぐる論争,宗教の対立や国家制度のあ
ノ

り方をめぐる論争など,学校がこれまでほとんど取り扱わなかった,生活や地域

の枠を超えた社会的レベルの価値(国の政策･法や宗教,その他社会一般に通用

している価値)のあり方をめぐる議論も,社会科の中により積極的に取り入れ,

子どもの議論の対象に含むことの重要性を主張し,それを体系的にカテゴリー別

にまとめて｢クローズドエリア(ClosedArea)｣という形で示した2)｡下の表1

-1はその｢クローズドエリア｣である(なお,後に授業理論も彼らは発表して

いる(表1-2))｡しかし,それはまだ｢カリキュラムの大きな枠組み｣とった

レベルであり,それが具体的な実例を伴らたカリキュラムとレて実践可能なレベ

ルに体現化していくのには, 1960年代の後半から1970年代まで待たなくてはな

らない｡

表1-1メトカーフらが示した｢クローズドエリア｣
1 ●経済

2 ●人種 とマイ ノリティ集団の関係

3 ●社 会集団

4 ●S E Ⅹ､ 結婚

5 ●宗教 と道徳

6 ●ナショナ リズム ●愛国主義 ●国家制度

也/fetcaJ4 L.E.. & Hunt, M.P., Teaching聯School Social Studies-'

Problem血Reflective乃物and鹿>daJ Unders,由>nding, Harper &

Row Publishers, 1955より筆者作成o )

価値をできるだけ排除しようとする立場に立った社会科がアメリカ合衆国で台

頭してきた背景には,伝統的にアメリカ社会に,価値は頭や心の中のことで目に
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表1 -2　メトカレフらが示した価値学習の授業モデル
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見えないから実証不可能な存在であるとし,できるだけこうした価値の取り扱い

は避け,実証可能である可視的な部分に研究の範囲を限定しようとする実証主義

的精神が広く浸透していたことがある｡この立場の社会科は,取り扱う範囲を可

視的な部分に限定することで,学習者に批判の機会を保障し,イデオロギーから

学習者を守ろうとした｡また,社会事象の可視的な部分をより正確に学習者に捉

えさせるため,社会事象をより正しく認識することができるであろう専門家･研

究者の社会事象に対する解釈･説明(学術成果･学説)を教材に積極的に取り入

れて,これを教授することを重視した｡この時,専門家･研究者の説明を教材に

そのまま記載し,教師はそれを講義形式でこれを直接的に教授した場合も多かっ

たが,中には,こうした説明を,資料を分析するなど研究者の分析プロセスを追

体験させるなどして学習者に批判の機会を保障しながら,学習者自身に見つけ出

させたりするなど,間接的に教授するものもあった3)｡さらには,社会事象のよ

り正しい認識を学習者ができるようにするため,各種学問嶺域の専門家･研究者

の分析視点･分析手法を教授することで,学習者自身が研究者と同様の分析視点･

分析手法の体系(これは1960年代, ｢学問の構造(thestructureofdiscipline)｣

と呼ばれた4))を習得させようとしたものも存在した｡

その典型的事例として中等ホルト社会科カリキュラム(以下,ホルト社会科と

略記)がある5)6)｡表1-3はホルト社会科の全体計画である｡ホルト社会科は

1巻から7巻までの教科書からなる｡ここでは,特に1巻『比較政治システム』

を取り上げる｡

表1-3　ホルト社会科カリキュラムの全体計画

対象学年 教科書のタイトル (巻) 該当する学問嶺域

9 学年 前期 『比較政治システム』(1巻) 政治学
個
別
料
学

後期 『比較経済システム』(2 巻) 経済学

10 学年 前期 『西欧社会の形成』(3巻) 社会学

後期 『四つの社会の伝統と変容』(4巻) 地理学

11学年 『新合衆国史』(5巻) 歴史学
総
令
料
学

12 学年 前期 『行動科学入門』(6巻) 人類学 ●心理学

後期 ■『三つの都市における人文学』(7巻) 人文学

(Fenton, E., et al., Holt SOCIAL STUDIES CURRICULUM, Holt Rinehart and Winston,

Inc., 1971.より筆者作成)
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ホルト社会科は,新社会科運動期に科学主義社会科を先頭に立って牽引してい

った人物の一人であるカーネギー･メロン大学歴史学教授のフェントン(Edwin

Fenton)が,自らの教育理論を具体化させた形で, 1967年に完成させホルト･

ラインハート･ウインストン社(Holt Rinehart and Winston)から出版した社

会科教材のシリーズである｡ホルト社会科は全7巻であり,各巻は,政治学,経

済学,社会学,地理学,歴史学,人類学･心理学,人文学といったように,社会

科学の各種嶺域別に編成されている｡

ホルト社会科は,前半の4/っの教科書が取り扱う学問(政治学-地理学)は個

別料学,後半の3つの教科書が取り扱う学問(歴史学仙人文学)は総合科学に該

当するが,この構成には理由がある｡というのも,前半の4つの教科書において

フエントンは,各学問嶺域に携わる専門家や研究者が固有に持つとされる分析視

点･分析手法の体系である｢学問の構造｣を学問嶺域別に設定し(表1-4),こ

の｢学問の構造｣を学習者に習得させた後,後半の総合科学を取り扱った3つの

教科書で歴史事象や異文化の生活実態などを学習させる際に,その習得した｢学

問の構造｣を利用し,歴史事象や異文化を総合的･多角的に解釈させようと考え

ていたのである｡フェントンは, ｢学問の構造｣を｢分析概念｣と,その下部の｢分

析的発間｣の二段構造として考えた7)｡また,この｢分析概念｣と｢分析的発間｣

は,実際の学者の分析視点を参考に作成された｡例えば, 『比較政治システム』の

場合,比較政治学者マクリディス(RoyC.Macridis)の分析視点を参考にしたこ

とが金子の研究で明らかにされている8)｡社会事象を調べるにあたって,各穫社

会科学の嶺域に属する学者がもっている分析視点を学ばせることが,社会事象を

より正しく認識することにつながるとしたフエントンの考え方をここに見ること

ができる｡

では,具体的に『比較政治システム』で設定されている｢学問の構造｣の,特

に｢分析的発間｣に注目してみよう｡ここで取り上げる『比較政治システム』は,

第1巻,第9学年対象である｡この｢分析的発間｣は,社会事象,この場合は特

に政治システムを調査する上で,専門家や研究者が投げかける問いに該当する｡

表1-5は, 『比較政治システム』で設定されている｢学問の構造｣である｡ 『比

較政治システム』で設定されている｢分析的発間｣には,政治システムの概要を

問う発間ばかりからなり,政治システムを生み出し,または支えている人々の意
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表1-4　ホルト社会科が設定した｢学問の轍乱(｢分析概念｣と｢分析的発問｣からなる)

且回虹二重二_∴　率の主義】 -発間
1･政策決定者　　　　政治システムの規則　a.誰が政策決定者か｡彼の特質は何か｡

を解釈し実行する　　どのような社会背景を持つか｡

人々の集団　　　　　　b.

(以下省略)

2.政治機構

政
治

政
治
学

比
較
政
治
シ
ス
テ
ム

政策決定者を操作す　　(省略)

る組織とその方法

3.意思決定 規則を作り,施行,解

釈するプロセス

l政治制度に参加する
:ど

l人々の,考え方.態度､

∫ --ノ蓑難草薙崇詰J

政治文化
′　　′　x

J　′′､x/

′′≡`　(-/JX ､JH

r　′　　′′　　′

'　,　J( ;I

4

J　′X ,

)　H′^

) ′　　′　　′　　′′　　′　　　′

xノ､○)′　､ ∨　′′

(省略)

I a.日常生活において市民は政府の役割を

l試#L,ているか｡

I b･市民は指導者に影響を与えることがで

′　′　ノ

′　　′　　)　ノ

l　きるのか｡また市民は指導者に影響を与
〉 ) ､ r〝ヽ　　′

l　えることができると考えているのか｡

I c.社会に生活している人々は政鯛i度を

(　､ <　{

<　x

どのように学んでいるのか｡

( ′ノIJ史′′′′　　　′　〉　　　　　　　　　､xJ)

■

･′′　　　　;,′三J .I ;ノ､′　　　　　　　　　′(ノ)i

l d･社会の人々は政治システムから全くも
′　u H　　　　　　　′　x/

■

って離れているのか｡人々は政策に従属
u J　　/

!しているにもかかわらず､その政策の決

定に影響を及ぼそうとしないのか｡全て
ヽ　′　　ヽ

の政策に参加しているのか｡

5.市民性 政治システムにおい

て個人が果たす役割

6.価値と目標

経
済
組
織

経
済
学

比
較
経
済
シ
ス
テ
ム

7.欠乏と選択

8.資源

9.価格

10.生産

ll.配分

12.経済成長

13.役割

社
会
構
造

社
会
学

西
欧
社
会
の
形
成

14.地位

15.規範

概
念
の
定
義
は
省
略

16.社会階級

17.集団

18.集団相互作用

19.文化変容

地
域

地
理
学

4
つ
の
社
会
の

伝
統
と
変
容

20.空間的配置

21.地域的連合性

22.空間的相互作用

各
分
析
的
概
念
に
2
-
4
ず
つ
分
析
的
高
は
示
さ
れ
て
い
る
が
略
す
｡

(Fenton, E., et al., A彪TIONALE For the Second Edition ofH｡lt SOG以上STUDIES CURRICULUM, Holt

Rinehart and Winston, Inc., 1971, pp. 13-21を参考に筆者作成｡ )
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表1-5　『比較政治システム』 (第1巻)で設定されている｢学問の構造｣ (｢分析概念｣
と｢分析的発問｣からなる)

1.政治的意思決定者一政治システムのルールを作り,解釈し,執行する人々の集団

a.誰が政治的意思決定者か｡その人物の特質は何か｡彼らの社会的背景は何か｡

b.政治的意思決定者のうち,市民集団から支持を受けているのは誰か政治的指導者か｡そ
うではない指導者は誰か｡

c.社会はどのように政治的意思決定者を採用しているか｡政治的意思決定者に権威を与え

るために生み出された公的ないし非公式のルールには何があるか｡

d.政治的意思決定者としての地位を獲得し維持するために,人々は何をしなくてはならな

いか｡彼らは誰にアピールをしなくてはならないか｡どのように彼らはアピールをするか｡

どのように彼らは権力の中に居続けているのか｡

2.政治的意思決定一政治システムがルールを生み出し,執行し,解釈するプロセス

a.意思決定のための公式ないし非公式のルールには何があるか｡

b.政治的意思決定者はどのようにしで情報を集めるのか｡こうした情報収集の手法は,意

思決定過程にどのような影響を与えているのか｡

c.決定事項はどのようにして執行されるのか｡決定事項を社会はどのように実行するのか｡

d.政治的意思決定者や政治機構,市民,政治文化に,こうした政治的意思決定のプロセス

がどのような関係を持つか｡

3.政治機構一政治的決定事項を取り扱う機関やその方法

a.社会における政治機構には何があるか｡それらの政治機構にはどのような機能があるか｡

b･これらの機関には公式にどのような権威が提供されているか｡非公式にはどのような権

威をそれらの機関は持つと想定されているか｡

c.政治機構は意思決定プロセスにどのような影響を与えているか｡

4.政治文化一政治制度に参加する人々の,政治への考え方､態度,技術｡

a.日常生活において市民は政府の役割を認識しているか｡

b.市民は指導者に影響を与えることができるのか｡また市民は指導者に影響を与えること
ができると考えているのか｡

c.社会に生活している人々は政治システムをどのように学んでいるのか0

d.社会の人々は政治制度から全くもって離れているのか｡人々は政策に従属しているにも

かかわらず,その政策の決定に影響を及ぼそうとしないのか｡全ての政策に参加している
のか｡

5.市民性一政治システムの中で個人が果たす役割

a･もしあるのなら,市民はどのように政府の権力執行に影響を与えているのか｡政治的意

思決定に彼らは影響を与えているのか｡彼らは政治的意思決定者に影響を与えることがで

きるのか｡彼らは権力に従順な市民か､意見を多様に持つ市民か,政治的無関心な市民か｡

b.市民は政府の情報をどのように獲得できるか｡

c･どのように政府は市民生活に影響を与えているのか｡政府は市民の自由を制限している

のか｡自由を生み出しているのか｡自由を拡大しているのか｡

d.政治に参加する市民は政治システムにどのような責任を負っているのか｡

(Fenton, E., et al., COMPARATIVEPOLITICAL SYSTEMSAn lnquiryApproach, Holt SOCIAL STUDIES

CURRICULUM, Holt Rinehart and Winston, Inc., 1971, pp.19-20より筆者作成｡ )
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図や価値観(｢思念｣)を発見させるような発間を見ることはできない｡また,そ

の政治システムを評価したり価値判断したりする発間も同様である｡『比較政治シ

ステム』は,価値を排除して政治システムの可視的な部分のみを学習範囲とし,

これをより写実的に捉えることを学習者に期待しているのである｡

『比較政治システム』が,価値を徹底して排除していることは, 『比較政治シス

テム』の授業展開の実態を見れば,よりはっきりと確かめることができる｡表1

-6は『比較政治システム』の全体計画とこの｢学問の構造｣との関係性を示し

た表である｡そして表1-7は,第　3章｢合衆国の政治文化｣ (レッスン9-1

3)と第4章｢ソ連の政治文化｣ (レッスン14-16)の授業構成を示している｡

表1-6にあるように, 『比較政治システム』は,全部で11ある章のうち,第

3章から第11章までがアメリカ合衆国およびソ連の政治システムを取り上げて

いる｡この第3章から第11章のタイトルには, ｢合衆国の政治文化｣ (第3章),

｢ソ連の政治文化｣ (第4章), ｢合衆国の政治機構｣ (第5章), ｢ソ連の政治機構｣

(第6章) - ｢合衆国とソ連の市民性｣ (第11章)と, ｢分析概念｣として設定

された5つの概念のどれかが示される｡さらには,章には2-4程度のレッスン

があるが,表1-7に見られるように,それぞれのレッスンには,その革の｢分

析概念｣の下位にある｢分析的発間｣が1-2個程度設定されている｡例えば第

3章｢合衆国の政治文化｣のレッスン12では, ｢政治文化｣の下位に示された分

析的発間｢社会に生活している人々は政治制度をどのように学んでいるのか?｣

が設定されている｡このことから, 『比較政治システム』は,フェントンが設定し

た｢学問の構造｣という専門家や研究者が持つとされる分析視点の体系を活用し

て,アメリカ合衆国とソ連の政治システムを調査(リサーチ)することが,学習

の主な目的であることを改めて確認できる｡

なお,第1章や第2章でも,この｢学問の構造｣をもって,それぞれストアペ

ンバーグとシャイアン族の政治システムの調査を行っている｡このことは,表1

-6で,第1章の下位にある4つのレッスンのタイトルが,それぞれフェントン

の設定した5つの｢分析概念｣から成るところからも伺うことができる｡つまり,

『比較政治システム』では,アメリカやソ連の政治システムの他に,ストアペン

バーグとシャイアン族の政治システムの調査を通して, 3度も繰り返し｢学問の

構造｣ (｢分析概念｣と｢分析的発間｣)を学習させることで, ｢学問の構造｣の着
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表1 -8 `『比戟政治システム』.の金棒計画と'｢分析概念｣.の関連性

-**早 レッスン とタイ ートル 分析の観点 [分析的概念】 研究対象

-欝 1 章

■ス トアペ ン

●バ ー グ ●キ

ヤンプ の政 ▼

治 システム ●

- レッスン 1 政策決定者た ちと諸機構 政策決定者 ■

政治機構
ス トアペ ンバ ▼

■レッスン 2 意思決 定一 意思決定ーl ー グの政 治 こ/

●ステムの分析 ▼
レッスン 3 政 治文化 と示漁 獲 政治文化 市民性 ●

レッスン4 諸概念 を活 用 した政 治の分析 分析 的 概 念 の ■■

●確 認ー■
■第 2 章

■原 始的 ■伝 ■

■廠 的な政 治 ■

システム

ーレッスン 5 政策決定者た ちと諸機構 政策決定者

政治機構 ■■シ ャイーア ン贋 一▲

の 政 治 シ ステ ー

Pムの分析 ■

レッスン■6 意思決定 意思決定 ▼

レツス㌢■7 政治文化 と市民性 政治文化 市民性 ■

- レッスン 8●P原 埠的I.伝統的政治システム

�"サ 3 * ■レッスン 9ー 政治文 化の概念
ア メ リ カ

■合衆国
政治文化

■合衆国一ソ連の ー

●政 治 シ ス テ ム ー

■の分析

■合廃 園 の政 ■

治文化

～■レッスン j3 アメ 汀lカ青年 の政治的藤倉

廃 4 章 レッスン 14 ツァー リの遺産

■ゾ連■ソ 連の政 治 l

■文化

～ レッスン 16 ソ連にお ける鹿 治文化

H 5 ^ ▲レッスン Ⅰ7 アブ y カ憲法 の舷 民地的背景
■ア メ リ カ

■合衆国
政治機構

合衆 ■国の 政 ■

治機構

～ レッスン 乏0 アメ リカの諸機構一一個人の権利

f| 6 $ lレッスン 乏1 民主的な中央集権主義

■ソ連■ソ連 のI政う瞥

■機療

l～ レ■ツスン 24 党 と政府 の周-ID つ■なが一りー

J第J7l章 レ ッスン 25 政策決定者ーの社会的背景 L

ア メ リ カ

■合衆 国◆
政策決定者

合 衆国の 政 ■

一策 決定者 た ■

■ち■

～ レッスン 32 アメリカの政治組織

■第 8 章 一レッス ン 33 帝政 ロ■シアの政治的指導者た ち

､ソ連●ソ連 の政 策 ■

決定者たち ■

T Jレツ■スン 4I0 一党 の政策 ; 官僚 主義②

■第 9 章 レ ッスン 4l■ カンボジア

-ア メ リ カ

意 思決 定 ー

●合 衆国 の 政 ～ ■レッスン 4& 意思決定ーその過程 娃それほ ど

▲沿 的意 思 決■

∴定 ■

合理的かー ■合衆 国

帯 1{)章 レ ッスン 49 チェコスlP バ キア人の侵入

ソ連ソ連の 意 思 ■

■決定

～レッス ン-62 ソ連の司法組織

■第 11 章 ■レッスン 5l3 市於陸の概念 ●ア メ リ▲カ

市民性 ★一合 象 国■と ゾ

連の市民性 ■

～ レッス ン 6l1 市民の不服従 ■合 衆国 ●

ソ連

(F叫E., et ai, COMPARAプア曙POLITICAL SYSTEMS An hi癖Approa功HoM SOαA乙

STUDIES CUREOULヱ刀曙th社民血fihatt andWinston, Inc.ナ1B71より筆者作成)

曾9



実な習得を図っているのである｡

前述したが,フェントンが『比較政治システム』で設定していた｢学問の構造｣

の特に｢分析的発間｣には,政治システムの概要を問う発間ばかりからなり,政

治システムを生み出し,または支えている人々の意図や価値観(｢思念｣)を発見

させたり,政治システムを評価するような発間はない｡つまり,学習者がこの『比

較政治システム』を通して｢学問の構造｣を着実に習得することは,政治システ

ムを可視的な部分のみ分析対象とする態度を学習者に育成することに等しいので

ある｡

また,この表1-6をよく見ると, 『比較政治システム』と, ｢比較｣という言

葉がタイトルには含まれていながら,この教科書は分析対象となるアメリカ合衆

国の政治システムとソ連の政治システムを比較をすることを通して特段に何か活

動をするような章は設定されていないことが分かる｡例えば両者の比較から,そ

れぞれの政治システムを支える人々の背後にある価値観の違いを発見したり,そ

れを踏まえて両制度を評価したりする活動をするための章はない｡ただ淡々と,

アメリカ合衆国の政治文化を調査したら,次はソ連の政治文化を調査し,次は合

衆国の政治機構を調査して-と,政治システムの調査を目的とした章が最後まで

延々と続いている展開となっているのである｡『比較政治システム』は,徹底的に

価値の排除に努めているのである｡

また,授業構造を示す表1-7を見ても, 『比較政治システム』各章のレッスン

にある党閥の各項目は, ｢分析的発間｣に答えるための,より下位の発間といった

ものとなっており,政治システムを支えている価値観や意図(｢思念｣)を発見さ

せたり,政治システムを評価･価値判断させたりするようなものは全く見られな

い｡第3章･第4章の各レッスンにおいても学習者は,教科書が提供する資料を

利用するなどして,ひたすらにこうした下位の発間項目に答えて,アメリカ合衆

国国民とソ連国民の政治文化に関する諸情報,つまり,両国国民の政治に関する

知識の容量,政治に対する態度,そしてそれら知識や態度の形成手段などに関す

る諸情報(この情報は教科書が前もって設定したものであり,当時の有力な研究

者や専門家のアメリカ合衆国の政治文化やソ連の政治文化に対する一般的見解

(解釈)に基づいている)を発見すること,導き出すことのみが求められる｡こ

のように,『比較政治システム』は,価値の排除を徹底し,事象の可視的な部分の,
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表1-7-1 『比較政治システム』第3章｢アメリカの政治文化｣の授業構成
授業構造 教師の主な発間 主な学習内容

*

早
の

包

壁

早

◎教科書の導入部 (pp.43-44) を読む0■

M Q :第3章では､ アメリカの政治文化､

つまりアメリカ国民が政治に対して持つ

考え方や態度､■技術が何かを明らかにす

る○

威

袷
文
化 レ

◎教科書レッスン9 ｢政治文化の概念｣ を読 (｢分析的発間｣ として次のものがあることを学習者は

み､ 政治学者が政治文化を分析する際に投 確認する○)

げかける発間 (｢分析的発間｣) を確認する0 1●市民は国家や政治システムについて何を知つている

か○規模はどのくらいで､ どこにそれがあつて､誰が

政治的指導者で､その政府はどのように組織されてい

るか0市民は国家をどのように感じているか0政府の

どのような行動を支持し､どのような行動に対して不

支持なのか○

2●国の法律について市民は知つているか○それに市民

は従う意識があるか○またもしその法律が間違つてい

れを£蜘存に働きか■けて合法的にそれを変革しようと

しているか○

3●どのように法律は作られ また法律を執行する政府

にどのようにしたら影響を与えることができるかを

｣
の
分

ツ
ス
ン

市民は知つているか○政府に影響を与える手段に対し

て市民はどのように感じ､どのような意見を持つてい
析
0

念

●
分
析

9 るか○

政 ■
袷
文
化
の

4 ■市民は自分の持つている権利や責任にウいて何を知

つているか○そうした市民としての権利を重要視して

いるか0

的
質
間
の

ォ
※ なお､上記1～4 は､以下の｢分析的発間｣(aM d )

を具体化したものである0

確
き刃

a●日常生活において市民は政府の役割を認識して

tm いるか○

b ▲市民は指導者に影響を与えることができるのか0

また市民は指導者に影響を与えることができると

考えているのか○

C●社会に生活している人々は政治システムをどの

ように学んでいるのか○

d ■社会の人々は政治システムから全くもつて離れ

ているのか0 人々は政策に従属しているにもかか

わらず､ その政策の決定に影響を及ばそうとしな

いのか○全ての政策に参加しているのか0
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ア
メ ､
リ
カ

レ

ツ
ス
ン
1
0

◎日常生活においてアメリカ国民は政府の役

割を認識しているか○

◎アメリカ国民は指導者に自らが影響を与え

ることができると考えているのか○

○ (データ 10A を見て) 重要な政治家の名 ●合衆国は民主主義国家の中でも政治的指導者を知る人

前を知つている八が一番多い国はどこ の割合が高い○

か○政治的指導者を知つているというこ ●政治的指導者を知つているということは､政治に対し

とは､ 政治的行動や態度にどのような影

響があるか0

○ (データ 10B を見て) 最も国民が政治に

て積極的に関わろうとした態度や行動を生み出す○

●合衆国はイギリス､ ドイツと並んで政治に興味を示す
の
政
袷
文
化

令

'//>'K
国

の

興味を示している国はどこか○

○ (データ 10B を見て) 調査チームの質問

人が多い○

●P｢政府の説明をほとんど聞いたことがない｣ という回
の
分
析

政
袷
的

に対する回答として､ どれが最も ｢政治 答が､ 政治に無関心な国民の回答である0 ここから､ ア

に無関心な国民｣ の回答ですか○この資 メリカが最も政治に無関心な人が少ない国と見ること

知
識

料から見れら£ どの国が最も ｢政治に無

関心な国民｣ の割合が少ない固か0

○ (データ 10C を見て) 政治に関して最も

ができる○

●アメリカ､ イギリス､ ドイツといつた国は､ 国民が新

学ぶ時間の多い国はどこか○政治的参加 聞やラジオ､ テレビ､ 雑誌で政治の話を見たり聞いたり

者が最も多い国はどこか○

○ (データ 10b を見て) 最もポジティブに

する時間が長く､ その学ぶ時間も多いと考えられる○な

お､アメリカ国民は新聞よりラジオやテレビなどから情

報を得る人が多い○

●合衆国の国民は､ 政治は状況を改善するためにある､

政治を捉えているのはどの国の国民か○ とポジティブに捉えている○また政治に高い期待を持つ

政府に政治に高い期待を抱いて政治的参 て臨んでいる0

加する人々はどの国の国民か○また政治 ●対してメキシコ国民などは､政治にあまり大きな期待

に最も期待していない人々はどこの国の

人か○

○ (データ 10E を見て) ｢政治に無関心な

をしていない0

●アメリカが最も政治に無関心な国民が少ない国であ

国民｣ が最も少ない国はどこか0 この結 る○

論はそれぞれの国家の政治文化について ■政治の活動に無関心な人が多い国は､ 政治ヘの参加に

何を示すか0 も興味がない0

◎アメリカ国民は国家をどのように感じてい

るか○
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○ (データ11Aを見て)アメリカ国民は他

の国民よりも多く政治について話します

か｡この質問はあなたがアメリカの政治

文化を分析する上でどのような意味を持

K&E

･合衆国は他の民主主義国家の国民に比べてしばしば政

治に関して積極的に話をしている｡

･こうした質問は,アメリカ国民の政治への関心度を知

ることができ,アメリカの政治文化を分析する上で重要

である｡

ア
メ
リ
カ
の
政
治
文
化
の
分
析

レ
ッ
ス
ン
1
1
　
合
衆
国
の
政
治
的
態
度

レ
ッ
ス
ン
1
2
　
合
衆
国
の
政
治
的
社
会
化

○ (データ11Bを見て)アメリカ国民が最

も誇りに思うことは何ですか｡アメリカ

国民が政治システムに対して感じている

ことに関して,このデータからどのよう

な結論が導き出せますか｡

○ (データ11Cを見て)他国民と比べてア

メリカ国民は官僚や警察が国民にとる扱

いをどのように感じているか｡この質問

はあなたがアメリカの政治文化を分析す

る上でどのような意味を持つか｡

･合衆国の国民は自国の政治システムを誇りに思う傾向

がある｡

･合衆国は自国の警察や官僚が自国の国民を公平に取り

扱っているとい感じている｡

･こうした質問は,アメリカ国民の政治に対する考え方

を知ることができ,アメリカの政治文化を分析する上で

重要である｡

◎アメリカ国民Iま政治システムや政治への責

任･義務をどのように学んでいるのか｡

◎アメリカ国民は,政策に従属しているにも

かかわらず､その政策の意思決定に影響を

及ぼそうとしないのか｡全ての政策に参加

しているのか｡

○ (データ12Aを見て)このデータは,令

衆国が｢多くの団体に属する人たち｣か

ら成る国家であることを示しているか｡

複数の組織や団体に所属することが､政

治的知識や政治への態度に与える影響と

は何か｡

○ (データ12Bを見て)家族の意思決定に

おいて16歳当時自分がその影響力を与

えることができた経験のある人が一番多

くいるのはどの社会か｡

○あなたが家族の意思決定に影響を与える

ことができるとする｡こうした態度は政

治への参加に関する考えや感じ方にどの

ような影響を与えると思うか｡
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･合衆国の国民は民主儀国家の中でも複数の准碗臣や団体

に所属する人の奮恰が多い｡

･細線や団体は活動目的を持ち､その目的に向かって所

属する人々全員の参加が求められる,いわば小さな民主

主義組織であり,これに所属することは､政治に関心を

もち,政治に積極的に参加する態度を養うと考えられ

る｡

･合衆国とイギリス国民が家族の意思決定に16歳当時

参加していた経験を持つ人の割合が一番高い｡

･積極的に政策を考え,意思決定するという民主主義社

会を運営するために必要とされる能力や態度を育成で

き､政治参加を好ましいものと考えるようになると考え

られる｡



レ
ツ

○ (データ 12C を見て) 職場の意思決定に ●合衆国の国民は他の民主主義国家の中でも職場で経営

関して何らかの相談を受けたことがある

経験を持つ人が最も多い国はどこか○

○もし人々が職場でしばしば会社の方針に

者に意義申し立てをする機会が多くある○

■積極的に政策を考え､ 決断するという民主主義社会を
ついて相談を受ける機会があるとした 運営するために必要とされる能力や態度を育成でき､よ

ら､ そうした経験の無い場合に比べてそ り政治参加を好ましいものと考えるようになると考え

のことが政治的態度を育成することにど

のような違いを生み出すか○

○ (データ 12D を見て)■学校の討論に参加

られる0

■合衆国の国民は､他の民主主義国家の中でも学校で討
した記憶のある人々の割合が最も高い国 論に参加した経験を持つ人々の割合が最も高い○

ス はどこか○こうしたことは､ 表現の自由 ●普段から討論をすることは､ 自由に自分の考えを述べ
ン
1

に対する態度を形成する上でどのような る機会を多く保障することになり､表現の自由に対して

2

A
呆

違いを生むか○

○ (データ 12E を見て) 家族の意思決定に

肯定的な襲度を生むと考えられる○

●家族の意思決定に参加した経験を持つ人はより政治に
国
の

参加した経験を持つ人と､ 政治の参加と も積極的に参加すると答え､ そうした経験がない人は､

呼 の関係性をこのデータはどのように示し あまり政治に関心がない○
袷
的

ているか○家族は政治的社会化にどのよ ●家族をま子どもに政治システムや政治ヘの義務■責任と

隻 うな役割を果たすのか○

○ (データ12F を見て) 自らは政治的能力

いつたものを教えるのに有効であり､子どもの政治的社

フ言
化 会化に大きな役割を果たしている0

●合衆国が最も自らに政治的能力があると感じている人

の割合が高い○

●学校や職場は人々に政治システムや政治ヘの義務●責
があると感じる人の割合が多い国はどこ 任といつたものを教えるのに有効であり､人々の政治的

ですか○学校や職場が政治的社会化にど

のような役割を果たすのか0

社会化に大きな役割を果たしている○

レ
ツ
ス
ン
1

◎アメリカ国民の政治的態度は変化してきて

いるのか○

○ (Jerald G .B achm an 著 『国家の問題を ●若者は特にベトナム戦争や公民権運動に関心を持つて

3

ア
メ
リ
カ
の
若
者

の
政
袷

見る若者の目 (Youth ム刀丘atN ation al

P roblem )』(1971年) の抜粋を見て) 若

者ヘのインタビューによると､ 合衆国が

直面しているうち最も問題なものは何と

答えているか0

○アメリカの若者は現代政治についての知

いる0

●合衆国の現代の若者はベトナム戦争以来､政府に対し
識をどのくらい持つているか○彼らは政治 て不満を抱くようになつた0これは大人たちも同じであ

的
台toti
菱

に対してどのように感じているか0それは

両親の感じ方と違うか0

る0

ア
メ
リ
カ
の
政
治
文
化
の
分
析



【単元のまとめの活動】

◎学習者自身が政治システムにどのような形

で参加しているのか調べなさい｡また学校

全体で生徒がどのように政治システムに参

加しているのかを調べなさい｡

◎アメリカの政治文化を示していると思われ

るイラストなどを集めてスクラップブック

にまとめなさい｡

(写真でもニュースの記事でも風刺漫画でも,あなたが

描いた絵でも良い)

表1-7-2　『比較政治システム』第4章｢ソ連の政治文化｣の授業構成
授業構造 教師の主な発間 主な学習内容

塞

早
の

要 望

t0)
の

壁

早

○教科書の導入部 (pp.43-44) を読む0

M Q :第4 章は､ ソ連の改組 ヒ､ つまり

ソ連国民が政治に対して持つ考え方や態

度､ 技術が何かを明らかにする○またア

メリカの政紺 ヒとどのように違うかを

確認する○

ソ

レ
ツ
ス
ン
1

◎日常生活においてソ連国民ーま政府の役割を

認識しているか?

◎ソ連国民は指導者に自らが影響を与えるこ

とができると考えているのか○

○ (教科書 p.73-76 を読んで) 帝政ロシア ●多くの宗教や文化がロシアには存在する0

4 の経済的､■社会的､ 政治的に重要な特質 ●ロシア帝国を享皇帝と貴族による専制国家であつた0

ツ
ア
ー
リ

は何か0

○ (教科書 p.73-76 を読んで) 農民の主な

●ロシアは大多数の農民とわずかな知識階層からなる0

●ロシアの農民は政治に関する知識も少なく､ 政治にも
逮 の 政治ヘの考え方､ 態度､ 目的は何か0 知 参加しようとしない保守的な存在である0
の
政

>$)'¥f. 識階層のそれは何か0 ●知識階層は､ 故郷 こ関する知識が豊富で､ 暴力革命に

�"¥0
ン′
ら

フ一
ム
の
分
析 ,

より封建勢力を一掃し､労働者中心の政府を築くことが

大切だと考えていた0

◎ソ連国民は政治システムや政治ヘの責任 ●

義務をどのように学んでいるのか○

○教科書 pp.79一81 の記事 (H an y G . ■ソ連の学校では､個別の活動よりも集団活動が重視さ

Shaffer 著 『ソ連のシステムの理論と実践 れる○それは､ 集団活動が､ 子どもたちが将来なるであ

(乃 e 鹿viet System in 乃eory an d ろう労働者として必要な団結の大切さなどを学習でき

Practice)』(1965年)に掲載された雑誌『ソ一るからである0

連の教育』のボルドレフの教育論) によれ ●団結の大切さは､ ｢良き共産党員｣ に必要な資質とソ

ば､ ソ連の教育の主な目的は何か0 連では考えられている0
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ソ
逮

レ

○学校でのハードな勉強だけでなく､ この

●また､ ソ連の学校では､ 教師が権威をもつて何かを教

え込むことを避けることが大切とされる○それは子ども

自身に学校の秩序を維持する責任があることを学ばせ

るためである○

ツ
ス
ン
1
5

ソ
逮

■の政
袷

●責任をもつて秩序を守ることも､ ｢良き共産党員｣ に

必要な資質とソ連では考えられている0

●ソ連の労働者の優秀さは毎日ラジオや新聞で報じら
記事の著者が奉仕活動を重視するのはな れ､ 学校でも教えられているが､ ｢彼らのようになるに

ぜか0

○あなたは教科書にある記事で述べられて

いる技術を通して､ 若者の特質を変化さ

せることができると思いますか○

は｣ ｢人間と労働｣ といつたテーマで実際に奉仕活動や

の ■■
政

00
ン′
ス
チ
ム
の
&

労働体験をさせることは､それを体験することで､より

的
餐

こ=言化

深い理解ができる○

(学習者は自由に意見を出すことができる)

レ

【単元のまとめの活動】

◎ソ連の改組 ヒの専門家であるトンプソン 【チャート】

ツ
ス

教授のインタビューテープを聞き取り､ ソ アメリカ ソ連

ン 連と合衆国の政敵対ヒの比較をしたチャー (トンプソン教授 (トンプソン教授
1
6

ソ
逮
の
政
袷
文
化

■トを作ろう○

◎ソ連と合衆国における若者の政治的社会化

それぞれについて､ グループ別に口頭発表

蕉 のインタビューを のインタビューを

亮 し まとめる) まとめる)

(トンプソン教授 (トンプソン教授

しよう○ 莞 蓄 …三三…)Ei ーを のインタビューを

まとめる)

好enton, E., et al.,倣別Tm脱打7C4エSYSTEMSAn lnq乙勿′ Approach, Holt SOCIAL STUDIES

CURRICULUM, Holt払nehart andWinston, Inc., 1971, pp.42-85より筆者作成｡なお,レッスン16にある｢ト

ンプソン教授のインタビューテ-7o]は,その実物を筆者が入手できなかったため,チャートを正確に完成するこ

とはできなかった｡)

● 『比較政治システム』の第3章･第4章が学習者に提供するデータ(一部)
データ10A

質問 ‥インタビュアーは人々に各政党の指導者の名前と､ 大臣 (各官庁の長官) の名前を尋ねた0

サンプル全体のうち､ 正答を答えることができた人間の割合 (% )

国 政党の指導者を4 政党の指導者を誰 4 人以上の大臣の 大臣の名前を誰も

人以上挙げること も挙げることがで 名前を挙げること 挙げることができ

ができた きなかつた ができた なかつた

アメリカ合衆国 6 5 1 6 3 4 2 8
イギリス 4 2 2 0 3 4 2 3
ドイツ 6 9 1 2 4 0 2 0

イタリア 3 6 4 0 2 3 5 3
メキシコ 5 5 3 2 1 4 7
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データ12B

データ12D
質問■:｢あなたが子どもだつたとき､ 学校で政治的 ●社会的論争問題について討論するような機会が与え

られることがありましたか? もしあれを£ あなたはそれに参加しましたか? ｣

サンプル全体のうち､ 正答を答えるととができた人間の割合 (% )

回答した割合 (% ) アメリカ イギリス ドイツ イタリア メキシコ

機会は与えられ､ 参加レた 4 0 1 6 1 2 l l 1 5

機会は与えられたが､ 参加しな

かつた ■

機会は与えられなかつた

1 5

3 4

8

6 8

5

6 8

4

5 6

2 1

5 4

無回答 ●その他 l l 8 1 5 2 9 1 0

総計 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

文章資料噺しいソビエトの青年を育成する支援｣ (教科書『比較政治システム』 pp.79-81)

(Harry G. Shaffer著『ソ連のシステムの理論と実践(乃e Soviet System in乃eory and

月笥ctice)』 (1965年)に掲載された雑誌『ソ連の教育』のボルドレフの教育論)

私たちは,子どもの活動を組織化して,子どもたちに適切な道徳訓練を提供していかねばならな

い｡子どもたちは,共同利益に向けた仕事に従事させることで,私たちの社会の高度な道徳原理を

理解し,そしてこれを信ずることができると考えられる｡レーニンは若者に次のように言っている｡

｢労働に従事せよ｡そして共同活動にエネルギーを注げ｡これこそが,共産主義者を生み出す礎と

なるのだ｡こうした労働こそが,少年少女を真の共産主義者とする唯一の方法なのだ｡厳しい労働

の結果としての,実践的な成功を達成することができたときのみ,子どもたちは共産主義者になる

ことができるのだ｣

学校の子どもたちは共同プロジェクトで活動的に仕事をする時,彼らの倫理的理論が,正真正銘

の個人の信念になる｡この原理は､ソビエト建設にも示されてきたものである｡このことは,他の

社会主義国家の若者だけでなく,ソビエト連邦の若者世代の育成を形作ってきた｡

こうした社会的に有益な労働に加えて､学校行事,クラブ活動,ゲーム,身体訓練,スポーツ,

器械体操なども,子どもたちを我々の社会の道徳的信条を習得させるための訓練となる｡子どもの

活動を細織化し,彼らに有益な社会的労働に従事させることは､彼らの信じるものと､彼らの信じ

る度合いとのギャップ,いうなれば､言葉と信条とのギャップを埋めることを可能にする｡

私が従事する学校も､私たちの生徒に対しては､個人の活動よりも集団活動を重視している｡と

いうのも,集団活動は,子どもたちの意識を社会に向けさせる支援をするからである｡

�"�"　�"(以下,省略)
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より写実的な認識をさせることに努めているのである｡

第2節　科学主義社会科への批判と価値学習の台頭

アメリカ合衆国の社会科はこのように,価値を排除する傾向にあったが, 1960

年代の後半から1970年代に入って,価値を社会科で積極的に取り扱うことが求

められるようになる9)｡例えば,アルメント(B.J.Armento)は,これまでの社

会科は｢その現実がどうなっているのか｣の点にのみ重点がおかれていたが,新

世代の社会科は価値を積極的に取り扱っていくことが求められるとして,

｢①　今日の我々の社会及び世界の他の社会における人間行動や社会制度･機構

のもとに,どのような価値的仮説や信念が横たわっているか

②　自分にとっては何が重要であるか

③　今日の個人的,社会的,市民的問題に対応するための十分に根拠付けられ

た意思決定を行うために,どのような知識や自分自身の価値を使用するこ

とができるか｣

という次の3つの視点を挙げ,これらを踏まえた価値学習についての理論を確立

することが,新世代の社会科に求められていると述べている10)｡これまで価値(と

くに｢思念｣)は頭や心の中にあるもので実証不可能だから取り扱わないとし排除

してきた合衆国社会科の大きな方向転換をここに見ることができる｡

こうした価値を社会科で積極的に取り扱おうとする動きは,各州の社会科フレ

ームワークにも見ることができる11)例えばカリフォルニア州の社会科フレーム

ワークは, 1970年代に入って,積極的に価値を取り扱うようになる12)｡カリフ

ォルニア州社会科フレームワークは,その目標の3番目に｢個人的あるいは文化

的な相違と類似を理解し,尊重させること｣を挙げ,下位の構成目標に｢合衆国

は,多民族,多言語,多文化的な国家であるという認識の下に,美的感覚,イデ

オロギー的信念,性の役割,道徳の規準,価値観などの多様性を理解させる｡｣を
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設定し,さらに目標の4番目には｢社会的価値についてよく考え,また自らの価

値体系を発展させ,明確にすること｣を挙げており,価値を積極的に取り扱おう

とする姿勢を見ることができる｡

このように,価値を積極的に社会科で取り扱おうとする姿勢が顕著になる一方

で,｢社会科の目的は市民生活に子どもたちが参加できるように支援していくこと

である｡しかしこのことは,従来の(価値を排除する)社会科のように,名称･

日程･場所などの事実的知識を記憶させるだけでは達成できない｣ 13)など,従来

の価値を排除してきた社会科は批判を受けるようになる｡

60年代の科学主義社会科など,価値を排除する傾向にあった社会科に向けられ

た批判は,それだけで十分に研究として位置付けることができるはど大量に　60

年代後半から　80年代にかけて生まれてくる｡そしてその多くは,従来の社会科

は,社会の事象や制度が｢どうなっているのか?｣といった点に学習の範囲を限

定し,その背後にある意図や価値観を解明したり,それを踏まえて社会や制度の

あり方を検討したりしないことが,科学主義社会科などが意図するところであっ

たかどうかは別として,学習者の現行制度や社会的現実を批判的に見る態度を生

み出す機会を阻害し, ｢政治的社会化｣を進めてしまっている,といったものであ

った14)｡

例えば,チェリーホームズ(cleoH.Cherryholmes)は, ｢制度化｣ ｢物象化｣

の観点から批判している｡チェリーホームズは,この　60年代の科学主義社会科

の教科書は,各種文化の実態や政治制度などを取り扱う時,その文化において人

間がどのような行動をとるか,制度がどうなっているのか,その表層を淡々と説

明し,文化を生み出し維持する文化的慣習の背景にある価値観･意図,制度の存

在を支える価値観･意図やそれらの問題点などを扱ったり,議論したりすること

を避けるため,学習者はそれら文化や制度の存在に疑問を抱かなくなり,その存

在を｢モノ｣のように,最初から自然現象の如く当然に存在するものとして捉え

てしまう｢物象化｣ ｢制度化｣の危険性があると指摘する15)チェリーホームズ

は,次のように述べる16>

｢もし社会の制度が,世界中どこにでもある単なるモノであるかのように扱われ

たり, ｢天が我々に与えしモノ(givens)｣として扱われたりして学習されてし
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まえば,そして社会の制度に身を委ねてしまう我々の気持ちが客体のものとし

て(訳者註:ここでは,人間の当然かつ不変の性質として客観的に存在するも

のとして,の意)扱われれば,我々がその制度に知らず知らずのうちに身を委

ねてしまっていることを反省しようなんてことが起こるはずがない｡｣

そして,この｢物象化｣ ｢制度化｣を克服するために,チェリーホームズは,次の

ような提案をする17)

｢こうしたことから,大切なのは,学習者が社会の制度が人々の選択の上で存在

しているのであり,その無数にある選択肢の一つに過ぎないことを学ぶことで

ある｡それら制度は,人間が何か意図を持ち,または意図を持たずに生み出し

てきたのであり,文化的･歴史的な産物(product)なのだ｡我々は制度が歴

史的･文化的な産物である制度のあり方を反省しなかったり,ひたすらに制度

へ義務感や身を委ねてしまう気持ちを持つことについて意識して考えたりする

ことなく社会の制度を学習することは,そうした制度が人間の生み出した産物

であることをゆがめてしまうことになる｡｣

つまりチェリーホームズは,我々に社会が作られたものであることを常に意識

させ,そのあり方を反省させることで,制度や文化は変革可能であること,及び,

そのあり方を考えることの重要性を主張しているのである｡

また,エングル(ShirleyH.Engle),オッチョア(AnnaS.Ochoa)やバンク

ス(JamesA.Banks)も,チェリーホームズと同様の視点から,価値を排除する

傾向にあった従来の社会科の問題点を指摘し,社会科は｢価値や制度を変革する

可能性を絶えず保持しなくてはならない｣ (バンクス) 18>, ｢価値の議論を積極的

に行い,意思決定をすることで- (中略) - "政治､からの自由"にとって大変に

重要である独自の思考や社会批判を促す『対抗社会化』を行っていかねばならな

い｣ (エングル&オッチョア) 19>,と主張している｡

こうした中で,具体的な価値学習のカリキュラムや教材の開発も1960年代後

半に始まる｡ここでは,従来の社会科が持つ｢制度化｣ ｢物象化｣ ｢政治的社会化｣

といった問題点を克服するため,社会の諸現象や制度が,最初から世界に存在す
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るのではなく人間が生み出したものであり,そこには人間の意図や価値観が背後

にあり,それらは変革可能な存在であることを強く学習者に意識付けさせるため,

二つのアプローチが考え出された｡

一つは,他地域･他国の社会の事象,制度やシステムなどと,自国のそれとを

比較評価させることで,それらの現実の背後にある意図や価値観を暴き,またそ

れらが変革可能であることを意識づけていくアプローチである｡ ｢政治システム｣

ならそれをテーマにして世界各国の政治システムを比較し,評価を図る試みであ

り,筆者はこのタイプの価値学習の教材を,その内容編成及び授業構成の特質か

ら｢テーマ別構成･比較型｣と名付ける｡このアプローチは,管見する限り,エ

ングルの弟子であるマシヤラス(ByronG.Massialas)が開発した"探求による

世界史" (ランド･マクナリー社(RandMcNally&Company)刊1969-1971

年)にその最初を見ることができる20)｡

もう一つは,社会の諸事象や諸制度を生み出すことになった法やその他の社会

的価値･規範の発生過程を追うものであり,'それらの法や価値がどのような議論

を通して生まれてきたのか,議論ではどのような価値観の対立があったのか,な

どを踏まえさせ,その当時の決断のあり方を議論することで,それらは人間が生

み出したものであり,変革も可能な存在であることを認識させるアプローチであ

る｡各社会事象を生み出す法やその他社会的価値が成立する際に起きた価値対立

の問題から内容編成がなされ,学習者はそこでの人々の意見などを踏まえて議論

するこのアプローチの特質から,筆者はこのタイプの価値学習の教材を｢問題別

構成･議論型｣と名付ける｡このアプローチは,管見する限り,オリバー(Donald

W. Oliver)や弟子のシェーバー(James P. Shaver),ニューマン(Fred M.

Newmann)らハーバード大学のグループが開発した『公的論争問題シリーズ』

(AEP社刊, 1966-1971年｡以下,ハーバード社会科と略記)にその最初を見

ることができる｡

この二つのアプローチのうち,後者のハーバード社会科は,第6章でその構造

や教育論を詳細に分析し説明するので,ここではその説明を省き,前者のマシヤ

ラスが開発した"探求による世界史"の中身を紹介するだけに留める｡ここでは

"探求による世界史"のうち,ホルト社会科の『比較政治システム』と比較しや

すいように,特に同じ政治システムを取り扱った教材である『政治システム』を
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中心に取り上げる21)｡

"探求による世界史"は,インディアナ大学のマシヤラスが, 1969年から1971

年にかけて世界史用に開発した教材である｡上記の表1-8は,"探求による世界

史"の全体計画である｡"探求による世界史"は全9巻から成り,歴史学,地理学,

人類学･社会学,経済学,政治学といった社会科学の領域を基礎に教科書の内容

が構成されている｡このうち『政治システム』は第5巻に該当する｡

表1-8 :"探求による世界史"の全体計画

巻 教科書のタイ トル 巻 教科書のタイトル

第1 巻 歴史を調べる 第 6 巻 世界秩序

第2 巻 人間と環境 ■ 第 7 巻 文化的交換

3 $ 宗教的形而上学的システム 第 8 巻 社会構造

第4 巻 経済組織 第 9 巻 二つの社会の展望

第5 巻 政治システム

(Massialas, E.G., et al., World History through Inquiry-'Looking into History, Man and

His En vironmen t, Religious, Philosophical Systems, Economic Organiza tion, Political

Systems, World Order, Cultural Exchange, Social Structure, Two Societies in

Perspective, Rand McNally, 1969-1971より筆者作成)

マシヤラスはこの教科書を編成するにあたって,師であるエングルが1963年

に示した問題中心カリキュラムの草案(これは,ハントとメトカレフが示した｢ク

ローズドエリア｣をより具体化したものである)を相当意識している｡これを示

したものが次真の表1-9である｡表1-9は,左側にエングルが示した｢鍵と

なる概念｣と｢永続的社会問題｣から成るカリキュラムの草案を,右側に実際に

マシヤラスが開発した"探求による世界史"の内容編成(｢タイトル｣ ｢検討課題

となる社会問題｣ ｢基礎学問｣ ｢単元の内容｣)を示した｡この表から"探求による

世界史"の各教科書のタイトルとエングルが示した｢鍵となる概念｣のほとんど

が一致し,かなりの教科書において"探求による世界史"の｢検討課題となる社

会問題｣とエングルの｢永続的社会問題｣が一致していることが見て取れる｡な

お,社会制度やシステムの比較検討をカリキュラムの全てで行うことは,エング

ルもマシヤラスも計画してはいない｡社会制度やシステムの比較検討は"探求に

よる世界史"のうち, 『政治システム』や『経済組織』などの教科書でのみ試みら

れているのである｡
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表1 - 9　エングルのカリキュラム計画とマシヤラス"探求による世界史"の全体計画の関係

エングルが示すカリキュラムの構造 マシヤラス "探求の世界史" の全体計画

鍵となる

概念
永 続 的 社 会 問 題 教材のタイ トル 検討課題とな孝社会問題 基礎学問 単元の内容

I

Ⅰ
歴史 を調べ

る
歴史学 ●歴史の探求方法

自然の力と

人間の相互

作用

○私たちの生活状況を改善する

ために最大どの位の自然資源

を活用することができるのか○

また､ どの位将来の世代のため

に残すことができるのか○

Ⅱ 人間と環境

○アメリカ社会が直面して

いる資源の枯渇､ 環境汚染

に対してどのように対策

するベきか○我々はどのよ

うに自然と接し､ これを活

用するベきか○

地理学

●各社会の､ 景観や植

生､ 気候と人間の関係

●各社会の天然資源の
活用

形而上学
○人間生活において､美術､宗教､

Ⅲ

宗 教的形而

上学的シス

テム

○どの宗教が､ 人間生活にお

いて､ 美術､ 宗教､ 哲学の

適切な役割を与えるのか○

人類学

●各社会の､ 社会の成

員の結束を強めるた
哲学の適切な役割は何か○ 社会学 めに人間が作 り上げ

た宗教と宗教組織

経済系臓

○最大限の生産をして､ その商品

を最大限活用できる経済社会

を､ 我々はどのように細威すれ

ばよいのか○

Ⅳ 経済組織

○ どの経済組織が最大限の

生産をして､ その商品を最

大限活用できるのか○

経済学

●各社会の､ 財とサー

ビスを配分するため

に人間が生み出した

経済組織

政治細臓

○権利が最もよく保護され､ 政府

, が人民の責任を負つてくれる
政治制度は何であるか0

Ⅴ
政治システ

ム

○権利が最もよく保護され､

政府が人民の責任 を負つ

てくれる政治制度は何で

あるか○

政治学

●各社会の､ 社会秩序

を保つために人間が

作り上げた政治組織

自由
○特に集団と個人の相互依存閑

係が増す今 日において､ 私たち

はどのように社会による制御

と個人の自由と考調整するこ

とができるか0

Ⅵ 世界秩序

○アメリカ側陣営 とソ連側

陣営の対立を解消して､ 国

際秩序 を安定 させるには

どうすればよいか○

●国際秩序を保つため

に人間が生み出した

国際政治組織
相互依存閑

係

､文化

○私たちの社会の良い点をいか

に維持しつつ､ 私たちはどのよ

うに批判 ●変革 ●改善に備えて

いくベきか○

Ⅶ 文化的交換

○ これか らの社会は異文化

が互いに積極的に接触 し

合い､ 影響を与え合つてい

くべきなのか○そのスピー

ドは速い方が良いのか○

人類学

●人間の物質 ●思想の

交換適用 と文化 の変

容

社会集団

○どのようにしたら､ 我々は自分

たちとは異なる集団と調和を

保ちなが ら生活することがで

きるのか○どのようにしたら､

盲目的な偏見､ 先入観に基づい

た意見､ 個人に課せられた抑制
Ⅶ 社会構造

○アメリカ社会が直面して

いる人種ヘの偏見や人種
差別をなくし､ 人種の枠を

社会学
●各社会の社会的成層

を集団が無効にする行為な ど

を取り除くことができるのか0

○違う生活背景､ 興味関心､ 視点

を待つた集団の間で起きてい

る問題を､ いかにしたら私たち

は解決することができるのか0

超越 した調和された社会

を築 くにはどうしたら良

いか○

と成層の維持 ●変動

科学 ○社会改善のため手段として､私
たちは科学をどのように使う
ことが最も望まれることか0

＼

Ⅸ
二つ の社会 ○若者が社会で果たす適切 各種行動 ●中国とイギリスの比

の展望 な役割とは何か○ 科学 較研究

(左のエングルのカリキュラム計画は E ngle,S.H .,Thoughts in Regard to R evision,SocialE ducation,vol.17,1963,pp.182-196.

より垂者作風 右の "探求による世界史" の全体計画は, M assiak s,E .G .,and Zevin ,J.,W orld H istory through Inq乙砂 L̂ ooking

mわ月お吻Man and His En-血刀ent, Religious and Philosophical Systems, Economic Organization, Political Systems,

World OrdaぢCultural Exchange,ぷx:伝/ Structure, Two Societies血Perspective, Eand McNaRy, 1969- 197 1より筆者作成)
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この内, 『政治システム』に記載されている発間やその解答例を参考にして筆者

が『政治システム』の授業構成を教授書形式で示したものが,表1-10である｡

『政治システム』は4つの単元から構成されている｡単元1から単元3は｢事実

分析｣をメインとし,単元4は｢価値判断｣をメインとした内容となっている｡

単元1では,世界史に登場する様々な国家の政治的指導者のうち, ｢ルイ14世｣

｢源頼朝｣など10人を特に取り上げてスライドで示す｡そして,彼らはどの国

の政治的指導者で,どのように国を支配したのか,これら政治的指導者に共通す

る要素が何であるか,を学習者に調べさせる｡ここから学習者は,世界には多様

な政治システムが存在することや,国家には必ず政治的指導者がいること,政治

的指導者は共通して人間をひきつける魅力や勇気を持っていることなどの一般原

理を発見する(実際は,教材が設定した資料を通して,教材が前もって設定した

-般原理を学習者に発見させる)｡

単元2では,同じく世界史に登場する様々な政治システムについて書かれた文

章資料を10個ほど取り上げて学習者に示す｡この10個は, ｢始皇帝の政治｣ヒ

トラーの政治｣ ｢徳川家康の政治｣などから成る｡そして,これらの政治システム

の特質をまとめることを学習者は求められる｡この時,学習者は次の5つの分析

視点を持って分析することが求められる22)

｢1　指導者はどのように選ばれるのか｡

2　指導者や政権を握る集団はどのように意思決定を下すのか｡

3　なぜ人々は政府に従うのか｡

4　政府やその指導者たちはどのようにして権力を維持しているのか｡どのよ

うにしてその権力を失うのか｡

5　ここで示された政府は,これまでで示されてきた政府とどq)ような一致点

があるか｡ここでの指導者は,単元1においてスライドで示した指導者た

ちとは,どのような一致点があるか｡｣

この分析視点のうち, 1-4は,前節で取り上げたホルト社会科『比較政治シス

テム』の分析視点である｢政策決定者｣ ｢政治機構｣ ｢意思決定｣ ｢政治文化｣ ｢市

民性｣と似ている(1は｢政策決定者｣, 2は｢意思決定｣, 3は｢市民性｣また
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表1-10　探求による世界史"第5巻『政治システム』の授業構成

■…5la至望≡還芸事毒類柔怒≡窯辞袈塊茎訪韓%l=昌讃{Bl蔓措辞群舞t/焚き毒さ§主>j手軽昌設営鼓溢ブ≡仙巡妄茸昌¥岩≡芸若輩至拙 藷=如汝
rll

淋
宰卓素地 買貰真芯

■個々の指導者の行

脚 の調査●上厳 ◎ 世界史上の 10 人の政治的指導者のスライド (絵 ●写戴 を見せ､ 彼らの国 ●地位 ●身分 ●時代 ●統治

師掛罰

拷導者を調査し､特

質をまとめる

手法などを明らかにする○その後, 【活動丑】【活動富】に移る0

1 ●ルイ 14 世 5 ●合衆国連邦議会議員 10●サパタ

師勅皇】 2 ●ウイリアム ●ジェームス提督 6 ●源頼朝

磨滅 し､行動様式の 3 ●オランダ琴会 における中産 7 ●エステイニアヌス帝

多様性と系統性を 階級の商人 ■8 ●ベニン王国の女王

知る 冒

7L
1
】
政
韓

4 ●ムスタファ2 世 9 ●オク夕ビアヌス

【櫛秋 田 (｢9 ●オク夕ピアヌス｣ の場合)

○写真の政治的指導者の名前､ 時代､ 国を答えなさ S :答える

S ‥答える

○紀元後 1 世紀のローマ帝国の指導者

担 い0 オク夕ビアヌス

導
者
の
蛋

○彼の地位をま何ですか○■写真から想像しなさい○ ○ローマ帝国初代皇帝

○彼はどのように国を治めましたか○ S :答える ○ (省略)

※ (ほか 1～8､ 10 もオク夕ビアヌスと同様の展開となるが､ ここでは割愛する)

[# * ]

○これらの人間にはどのような共通性があるか○ど

の人間が似たもの同士か○どの人間が最も違う人

聞か○

T ‥発閲する

S ‥答える

(生徒個々の意見が出される)

個々の政治システ

ムめ調査■レッテル

冒

7C
2
】
塞

量

料
の
慕

◎ 世界史上の 10 の政治システムがどのようなものであるのかを､ 教科書にある文章資料から分析する0

付け

【活柑

政治システムを調

その後､ 【活動3 刀 に移る○

※ 次の発間を常に心がけること
査し､特質を簡潔な ●文章資料は､ いつ､ どこで書かれたものであるのか○誰が何のために書いたものであるのか0
言葉で表現する ●文章資料で示されている政沿体制において､ その意思決定はどのように行われているか､ 誰が意思決

定をしているか､ どの程度それは受け入れられているか○

1 ●カス トロの政治 (20 世紀 ‥キューバ) ｢真の民主主義｣ に見せかけた共産党独裁制

2 ●ペリクレス 係己元前5 世紀 ‥アテネ) ボリスで実施された直接民主制

3 ●ジュリアス ■ニエレレの政治 (20 世紀 :タンザニア) 共産党ではない一党による政治

4 ●フリードリヒ2 世の政治論 ‥(18 世紀 : ドイツ) ｢慈悲深い｣ 専制君主制

5 ●ジョン ■ロックの政治論 (17 世紀 ‥イギリス) 立憲君主制を含む代議制 ●共和制構造

6 ●始皇帝の政治 (紀元前 3 世紀 ‥秦) 厳しい専制君主制

7 ●国家革命委員会の政治演説 (20 世紀 :アルゼンチン) ■軍事政権 (軍部政治)

8 ●国家元首と立法府の不一致に関する意見書

(20 世紀 ‥アメリカ)

政府機関の競合により機能する共和制

9 ●ヒトラーの政治 CZ0 世紀 ‥ドイツ) 一人の統治による独裁制

10●徳川家康の政治 (17 世紀 ‥日本) 軍事的貴族政権による封建制

醐 (｢1 ●カス トロの政治｣ の場合)

○ ｢真の民主主義｣ についてこの文章の著者はどの

ように考えているのか0 それはあなたの考え方と

同じか○

○革命はいかにして成し遂げられたのか○新政府か

T :発間する

S ‥答える

T :発問する

○ (省略)

○共産党の軍事蜂起で達成され､ 共産
ら事実上最も恩恵を受けたのはどのような集団

か0

○どのような集団が蜘荷に含まれるのか0

S ‥答える

T ‥発間する

S ‥答える

党員が一番恩恵を受けた0

○ (省略)
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○革命政府はどのように国を運営するのか0 将来も

この国は同じ運営がなされるだろうか○

○この国は本当の民主主義国家なのか○この政府は

T ‥発間する

S :答える

T ‥発閲する

○ (省略)

○ ｢真の民主主義｣ にみせかけた共産

どういつたタイプの政府であると言えるか○ S :答える 党独裁制

○あなたはここで述べられている革命政府が支配

するこの国に住みたいか○それはなぜか○

T ‥発閲する

S :判断する

○ (生徒個々の意見が出される)

※ (ほか2～ 9 もカストロ政権の政治シス■テム探求の場合と同様の展開となるが､ ここでは割愛する)

個々の政治システ

ムの調査■比較■類

寧

70

◎ 世界史上の 10 の政治システムがどのようなものであるのかを､ 教科書にある文章資料から分析する○

型化●類型理論の構

爵
脚

その後､ 【活動割 【活動冨刀に移る○

※ 次の発間を心がけること

政治システムを調 ●資料にある政府の指導者はどのように選ばれるのか､ どのように意思決定を下すのか､ なぜ人々は

査レ 他と比較､特 政府に従うのか､ 政府やその指導者たちはどのようにして権力を維持しているのか○どのようにし

質をまとめる

【括掛釦

調べた政治システ

ムの多様性と系統
性を発見し､過去の

類型理論を踏まえ

分類する

てその権力を失うのか○

1■ア戸伸フレ瑚 治 4 ピリン､ 玉 ■変代 7.0 /吻 健 10.オン餌 療治

2 糊 邪記 5.-3刀玉 ■､ ､､ 度 ■8●デガq)却 療治

3
】
分
類
と

3●久僻 堰挙 6●脚 臣顧権 9●預毒旨サ地 噸 論

【括鍬割 (単元2の 【活動割 と同じように, 上記 1 ~ 10 の政治システムの特質を明らかにする活動が組

比
較

まれるが, ここでは割愛する)

醐

○リブセットの類型理論で上記の政治システムを S :分類する

S :分類する

S ‥類型理論

○ ｢伝統的｣ ｢合法的｣ ｢カリスマ的｣

分類せよ0 で分類する

○他の類型理論 (例えばアリストテレスの類型理 ○ ｢借主制｣ ｢貴族制｣ ｢民主制｣ で分
論) で上記の政治システムを分類せよ○ 類する (など)

○ (上の問いで示された類型理論に不満があれーカ ○ (グループごとにオリジナルな類型
独自の類型理論をグループごとに発表せよ0 を発表する 理論が発表される)

個々の政治システ

ムの調査■比較■評

寧

◎ 世界史上の3つの政治システムがどのようなものであるのかをこ教科書にある文章資料から分析する○
価

【活動釦

政治システムを調

その後､ 【活動S )] 【活動a 】に移る0

1 :サラザールの政治 (20 世紀 ‥ポルトガル)
■査する 2 ‥ネロの政治 (1世紀 ‥ローマ帝国)

【活妻駄H

政治システムを比

較して価値基準を

3 ‥シャイアン族の政治 (18 世紀 :■アメリカ合衆国)

【活敢釦 (単元 2の 【活動割 と同じように, 上記 1～3 の政治システムの特質を明らかにする活動が組
明らかにし,評価す

る ′

7G
4
】
価
檀

まれるが, ここでは割愛する)

【括妻敏男】

○合衆国の政治システムは, それぞれの政治システ T ‥発間する (生徒個々の意見が出される)

(生徒個々の意見が出される)

(生徒個々の意見が出される)

(生徒個々の意見が出される)

判
節

ムとどのように比較できるかO S ‥■答える

の
形 ○ (合衆国の政治システムを含めて) より望ましい T ‥発間する

成 と思う政治システムと､ より望ましくないと思う

それとを比較してリストを作成せよ○

○なぜあなたはその政治システムをより望ましい

と考えたのか○

○権利が最もよく保護され 政府が人民の責任を負

つてくれる政治制度は何であるか0

S ‥答える

T ‥発間する

S :答える

T :発問する

S ‥答える

GVtassialas,E .G .,and Zevin ,J., W orld H istory 鮎 癖 In quiry:P olitical 伽 terns,Raムd M cN ally & Com pany,1969, および

M assialas,E .G .,and Zevin ,J., W orld H is,吻 ′血 フugh In quiry '-P olitical 伽 tern s,TbacherをG uideR and M cN dH y & Com pany,

1969,から筆者作成○なお単元5 ●6 は ｢応用研究用｣ の補足なので省略し､ 単元 1～4 までを授業形式に整理した0)
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は｢政治文化｣, 4は｢政治機構｣にそれぞれ該当する)｡そして5では,単元1

で導き出した一般原理が単元2で取り扱う国家･社会の政治システムや指導者の

性質をも包括的に説明できるかどうかを確かめ,理論の修正を図る試みとなって

いる｡学習者は1-5までの分析視点を持って各種政治システムを分析した後,

特質をまとめ,その政治システムにネーミング付けする活動が組まれている｡こ

のように単元2は,政治システムの特質を明らかにするために教科書が提示した

分析視点や手法を活用して,各種政治システムの可視的･表面的な部分の事象の

説明をすることを主な活動としており,それは,ホルト社会科『比較政治システ

ム』でとられている学習活動に大変似たものとなっている｡

単元3では, ｢ノヴゴロド王国｣ ｢フルシチョフ時代のソ連｣など世界史で見ら

れる政治システムに関する10個の資料が再び示される｡学習者は,単元2で学

んだ分析視点を持ってこの資料を分析し,各資料に示される政治システムの特質

をまとめる｡その後,リブセットやアリストテレスの政治システムの類型理論が

紹介され,これを参考に,単元3で示された10個の政治システムの類型化を行

うことが学習者に求められる｡学習者はこの活動を通して,類型化の判断基準を

変えることで,様々な政治システムの類型理論も様々に変化することを学習者は

発見することになる｡

単元4では,合衆国を含め4つの政治システムが取り扱われ,単元2で学んだ

分析視点をもってそれら政治システムの特質をまとめたのち,それら政治システ

ムの比較･評価を行う｡学習者は,各政治システムを比較検討して最善と考える

政治システムを判断する｡その後,政治システムをなぜ選んだのか,その判断の

基準を明確にすることが要求され,各種政治システムを支持する人々が持つ,判

断の基準となる価値観が解明される(つまり,政治システムに含まれる価値観や

意図が解明される)｡

こうした『政治システム』の単元1-4からなる授業構成は,前述したが,ホ

ルト社会科の『比較政治システム』と比べるとその違いが明確になる0 『比較政治

システム』は,ソ連とアメリカ合衆国の政治システムが｢どうなっているのか｣

の点のみ注目し,その実態の調査に内容を限定していた｡対して『政治システム』

は,各種政治システムの存在を支持する背景にある,判断基準となる価値観･意

図(｢思念｣)を明らかにし,それを踏まえて｢どの政治システムが我々の社会に
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資料1-1 ｢資料1 :｢カストロの演説『真の民主主義』｣

(第5巻『政治システム』単元2 ｢文章資料の分析｣の【活動③】において,キューバの

政治システムを学習者が研究するための資料として,教科書に示されていた文章資料)

○　カストロの演説｢真の民主主義｣

民主主義は多数派が政治を執る政治形態であり,多数派の意思が主張でき,多数派の財

産が守られる政治形態セある｡民主主義とは,自由に思考する権利だけでなく,思想する

手段を知る権利,自分が考えたことをどのように書き示すのかを知る権利,他人が考え発

言したことなどを読む権利など,全ての人間の全ての基本的人権が保障される社会であ

る｡また食事をする権利,仕事をする権利,教育を受ける権利,社会で何かを意図するこ

とができる権利などもこの基本的人権に含まれる｡これがまさに真の民主主義であり､こ

うした民主主義は,革命によってもたらされる｡私たちの革命によってもたらされるのだ0

真の民主主義は,我々が外国の手から奪い返した後,あなた方のために回復してきた土

地を,あなたたち農民が手にすることができる社会である｡本当の民主主義とは,あなた

たちプランテーション労働者が約300万エーカーの土地を獲得し,もうかつてのように浮

浪者として生きていかなくてもよい社会である｡本当の民主主義とは,あなたたち労働者

が働く権利を保障され,誰も飢えて死ぬようなことがない社会である｡真の民主主義は,

あなたたち貧しい学生が,もしそれに見合うだけの才能を持っているのであれば,金持ち

の子弟と同様に,大学程度の高等教育を受ける機会が保障されている社会である｡本当の

民主主義とは,あなたたち労働者の息子たちや,あなたたち貧しき農民の息子たちが,そ

してその他全ての貧しい家庭の息子たちが,教師を持ち, 10年程度の教育を受けることが

できる社会である｡真の民主主義社会とは,あなたたち老人が,自らをもう支えることが

できるほど稼ぐことができない時,貧乏な生活をしなくてすむ社会である｡本当の民主主

義は,全ての人が,何らかの馬鹿げた先入観などのために職を追われる恐れのない,働く

権利が保障された社会である｡真の民主主義は,あなたたち女性たちが,ほかの市民と同

様に平等な権利を有し,自国を守るとき,男たちの隣で武器を持って戦う権利を持ってい

る社会である｡純粋な民主主義とは,政府が要塞を学校に代え,全ての家族のために住居

を作り,全ての父親が自分の息子たちのために屋根を持つことができる社会である｡

本当の民主主義とは,病気になった全ての人が医者にかかり,治療を受ける権利をもつ

ことである｡本当の民主主義とは,農民を徴兵して無理やり戦場に行かさないような社会

である(兵士は徹底的に堕落してしまうと,労働者や農民といった我々兄弟o?敵になって

しまう)｡ただし我々は農民を､特権階級の心無い支配者を守る人間ではなく､わが国の

労働者や農民を防衛する戦士としては育てていく｡真の民主主義とは,人々を分け隔てし

ない,また兄弟である人民同士を対立させることはないあなたたちの社会である｡今,あ

なたがたの政府は､今まで以上に強い力を人民が持っていることを発見し､農民に,労働

者に､学生に,女性に､貧しい人々に､そして正義のために戦おうとしている全ての人々

に銑を手渡すことで､彼らを組織化していくことが､様々な要素を組み合わせて,人々を

今まで以上に力強くしている｡

真の民主主義は､この,まさにあなたたちの,そして私たちの社会なのである｡それは

48



多数派の権利が擁護されるだけでなく,多くの武器までもが多数派に手渡される社会なの

である｡親愛なる友人よ｡こうした政策は,多数派が運営し経営している本当の民主主義

社会の政府だからこそ成し遂げることができたのだ｡これはいんちきの民主主義社会では

決してできることではない｡

これまでの搾取者たちの寡頭制や階級的軍事社会や君主制社会ではけっしてなされる

ことがなかったこと,そして少数派の政府では決してなす勇気がない政策,それが労働者

や学生,女性や貧しい市民など,人々の大多数に銃を提供したことである｡

もちろん,少数派の権利について私たちは考えるべきではないと言っているのではな

い｡彼ら少数派の権利は,多数派の財産と同じ程度のものとして考える価値があるのであ

る.しかし,多数派の権利や財由ま,少数派の権利や財産に勝るべきであり,その逆はあ

ってはならない｡

理想の民主主義,真の民主主義,本当の純粋な民主主義とは,我々の社会にすでに今み

ることができる民主主義なのである｡

こうした民主主義は,結束力のある組織や人民と政府が一体化したなかで,この国の多

数派の財産や多数派の利益のために事を成し,努力する中に直接生まれてくる｡こうした

直接性の民主主義は,人々の意思を欺き,または歪めて,その欺晴や詐欺から導き出され

る故狩な手法に依存したいかさまの民主主義,偽の民主主義の何千倍も民主主義を実践す

ることができる｡

こうした我々の社会の民主主義が直接的なのは,革命を通して民主主義を我々が生み出

していることに由来する｡明日という日は,人民の言葉,人民の決断,人民の必要性に基

づいた要求,願い,情熱の実現である｡今日という目は,人々と政府の直接的な相互依存

関係の中で存在する｡そうした日は,革命が十分に達成され,我々が新しい政策,そして

新しい手続きを採用しなくてはならないと自由に人民が決断できるようになったときに

生まれるのである(そして革命政府はすぐに人民の意思を解釈し,その意思に従うであろ

う)｡もっとも重要な仕事が成し遂げられ,革命のもっとも基本的な仕事(それらには,

革命と国家を防衛するといったことが含まれる)が成し遂げられれば,そのとき人民と政

府はすでに様々な点で結びついた革命の特質と状況に適合したと考えられる手順を採用

することになる｡手順はあなたたちと我々が,人民と政府が選択するものなのである｡

誰もまだスポーツをしたり,個人的な儲けのための政府を建設しているのではない｡

我々は単に我々の義務をこなしているだけであり,我々は皆,一つの目的に向かって全て

を犠牲にしている｡我々は疲れきってしまうまで仕事をする,私たちはいま,一生懸命一

つの目標,目的に向かいつつあるのであり,それは我々の原理に使え,それを実現して最

終的に勝利することである｡

(Massialas, E.G., and Zevin, J., World History through Inquiry: Political Systems,

Rand McNally & Company, 1969, pp.3-4から筆者作成｡)
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望ましいか｣という価値的議論を試みていた｡この議論を通して,学習者は合衆

国の政治システムも多様にある政治システムのひとつに過ぎず,他と同様人間が

生み出した変革可能なものであることを意識できる｡また,各種の政治システム

はそれぞれ異なった価値観を基準に持って成り立っているのであり,その価値観

の基準が異なれば,合衆国など各種の政治システムは,良くも悪くも見えること

を理解することができる｡

こうした"探求による世界史"や『公的論争問題シリーズ』のように,システ

ムや制度の背後にある価値観や意図(｢思念｣)の存在を明確にしたり,そのあり

方を検討するといった価値的議論を学習者にさせるなど,価値を積極的に社会科

で取り扱うような教材が60年代後半から作られるようになった背景には,次の

二つのことを要因にあげることができる｡

第一に, 60年代後半,アメリカ合衆国では,ベトナム戦争の泥沼化から反戦運

動が大きく展開され戦争の意義が問われるようになり,また公民権運動が活発に

なり,黒人らが一斉に｢隔離すれど平等｣といったアメリカの価値観に批判を表

明するようになる中,多くのアメリカ国民が,アメリカ社会がこれまで守ってき

た伝統的価値観に対して疑問を抱くようになったことがあろう｡このことは同時

にこれまで当然の存在として捉えてきたアメリカ合衆国国内の様々な制度やシス

テムの背後にある価値観を再検討し,新たな社会を支える価値観を,女性や有色

人種が持つ価値観をも含めた多様な価値観から,議論を通して国民全体が選択ま

たは再構築する必要性があることをアメリカ人に認識させ,このことが社会科の

変革に影響を及ぼすのである｡例えばこの時期,合衆国の社会科教育研究者の間

でしばしば｢ポスト･モダン｣｢脱構築｣といった言葉が活用されるようになるが,

こうした動向は,その意識の現われと見ることができる｡

第二に,こうしたアメリカ社会の諸制度を支える価値観や伝統的価値観などに

疑問の目を向けてみると,そこには大変に多くの議論すべき問題が存在している

ということに多くのアメリカ国民が気づいて,それに関する論争や研究が活発に

なってきたことがある｡実際, 1970年代以降, ｢社会は,論争問題,価値葛藤に

覆われ,そして常に変化している｡これらの問題は熟考するしないに関係なく,

私たちの生活に影響を及ぼしている｣ (エバンス(R｡naldWEvans)) 23), ｢論争

問題や価値葛藤が社会全体を覆っている｣ (エングル&オッチョア) 24), ｢社会,
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特に民主主義社会は,多くの価値のジレンマに覆われている｣ (シェーバー) 25)

など,多くの社会科研究者が"社会は議論するべき問題,価値葛藤に覆われてい

る''と述べ,そして口を揃えて, "もはや価値を社会科で取り扱うことを避けるこ

とはできない"と述べている26)｡

第3節　民主主義社会における価値学習の役割に対しての評価

マシヤラスやオリバーらが1960年代後半に価値学習のプログラムをカリキュ

ラムレベルで開発したことを皮切りに,1970年代に入って様々な価値学習のプロ

グラムが開発されることになった｡これについては次の第2章以降で述べるとし

て,これと同時に, ｢市民的資質の育成｣の観点から社会科価値学習を評価する動

きが盛んになったことをここでは注目したい｡

従来の価値を排除する傾向にあった社会科(例えば前述した科学主義社会科)

は, ｢市民的資質の育成｣の役割を社会科が果たしていくべきだと_した意識がほと

んどなかった｡例えば,科学主義社会科の支持者であったケラー(C.R.Keller)

は,民主主義社会に生きるために必要とされる,価値を議論したりする技能や,

こうした議論に積極的に参加しより良い社会を築くことを考察しようとする態度

など,いわゆる｢市民的資質｣を育成する役割を社会科が担うことを重荷である

として,社会科の役目を学問の概念や一般的知識に焦点をあて,歴史と社会科学

の最新の学説を教えることに限定することを主張した2?)例え,価値を排除する

社会科(科学主義社会科)が民主主義社会との関係から自らの立場を肯定するこ

とがあっても,それは,その提供する最新の学説が｢批判的思考の道具としてや,

民主主義において必要不可欠なリテラシーとして｣有益であることを指摘するの

みであり,あくまで民主主義社会に生きる市民に必要な｢道具｣を提供し,その

基礎面の準備に貢献するといった｢間接的な｣寄与を主張するに過ぎなかった28>

｢市民的資質の育成｣を社会科教育の役目から省くべきだとした主張や,その

育成に対する消極的な姿勢は,日本においても,社会科から価値の排除を主張す

る人々の間に見ることができる29)こうした主張がなされる背景には,次の3つ
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のことがある｡第一に,社会科をはじめ,学校での諸教科が市民的資質の育成に

寄与できる程度･度合いを,彼らは大変に低く見ていることがある｡第二に,莱

社会に子どもたちが出て行けば自然に民主主義社会に生きるために必要な態度や

手続き的知識を学ぶことになる,と日常社会の｢市民的資質の育成｣機能に対し

て,彼らが過度な期待感を持っていることがある｡第三に, 1960年代以前,子ど

もたちの社会参加意欲や政治意識の低さ,市民的資質の未成熟さがまだあまり問

題にされてこなかったことがある｡

これに対して, 1960年代後半以降,アメリカ合衆国において子どもたちの社会

参加意識や政治的関心の低さなどが調査結果などから浮き彫りになり,子どもた

ちの市民的資質の未成熟という現実が明らかになってくると30>　これに対する問

題意識が教育現場にも広まり,同時に学校の各教科,特に社会科の果たすべき使

命が問い直されるようになってきた31)｡そして｢市民的資質の育成｣には価値学

習が有効であることを従来から主張してきたデューイやその影響を受けたプラグ

マテイストのグループの考え方が注目されるようになり,デューイらの教育論の

再評価32>　価値学習の理論や教材の新開発だけでなく,価値学習による｢市民的

資質の育成｣のより広い可能性を検討する多様な研究･検討もなされるようにな

る｡その主な研究者を挙げるだけでも,オリバー,シェーバー,ニューマン,エ

バンス,エングル,マシヤラス,オッチョア,パーカー(walterC.Parker),ヘ

ス(DianaE.Hess),レミ- (RichardC.Remy),サックス(DavidW.Saxe)

などがいる｡彼らは軒並み,価値を排除する傾向にあった従来の社会科,特に科

学主義社会科における, ｢規範･価値と切り離された知的作業や,市民の直面する

実際問題と切り離された科学的知識の教授のみが重視されてきて,市民的資質の

育成は軽視ないしは無視されてきた｣ 33)実態を批判した｡そして,彼らはそれぞ

れが｢市民的資質の育成｣における価値学習の様々な可能性を検討し, ｢市民的資

質の育成｣において価値学習が果たす役割が大変に大きなものであることを示し

た｡

例えば,レミレは,価値学習が提供することのできる(提供しなくてはならな

い)｢市民的資質｣に含まれるべき基礎的能力として,次のものを挙げている34>

① ｢情報の収集と活用｣:知識を収集し,評価し,組織する能力

② ｢状況の把握と理解｣ :自分の置かれた立場を評価し理解する能力
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③ ｢意思決定｣ :問題に対して思慮深い決定を行う能力

④ ｢判断力｣:問題に対して公正さ,道徳性,倫理性といった価値的な判断基準

を発展させ,それを適用しながら判断を下す能力

⑤｢協力｣:共通の目的を達成するために,他人と集団で活動することができる

能力

⑥｢利益の促進｣:自分の利益や価値を守り促進していくために政治機関に働き

かけていくことができる能力

また,ヘスは価値学習で価値を扱い議論することで生み出される｢市民として必

要な能力や態度(｢市民的資質｣)｣には次のものがあるとしている35)｡

① ｢批判的思考技能｣:議論は,対立する価値観や主張を評価し,自らの考えを

変える手法を教えることができる｡

②｢異なる意見を持つ人と対話し意見調整する能力｣:議論では様々な価値観や

見解を持つ人々と接することになるため,それらの不一致を理路整然と整

理し,調整する能力が育つ｡

③｢社会に積極的に参加しようとする態度｣:議論に参加することで,自分の意

見を持って社会参加することの重要性を理解でき,そうした態度が育つ｡

また実際に価値学習がこうした技能や態度,手続き的知識を学習者に習得させて

いるのかを調査する研究も頻繁に行われ36>　その効果が証明されている｡

このような｢市民的資質の育成｣における価値学習の可能性に焦点を当てた研

究は,価値学習が民主主義社会を維持発展させていくために必要不可欠な学習で

あることを示すこととなり,1970年代以降の価値学習の地位を高めていくことに

貢献するのである｡

第4節1970年代以降の合衆国社会科における価値学習

一価値学習はアメリカの分裂を促すものか.それとも結束を促すものか-

ここまで,アメリカ合衆国における価値学習の成立及び発展の過程を大筋で追

ってきた｡そして,アメリカ合衆国では価値を社会科に取り入れようとすること
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すること自体は20世紀前半にデューイとそれを支持するグループが提唱してき

たが,それは取り扱われる範囲が子どもたちの生活の範囲内に限定され,また学

習開発も小単元レベルに重点が置かれたために,価値学習のカリキュラム全体の

具体的計画を立てるまでに至らなかったことを示した｡そして元来アメリカ合衆

国では価値を社会科から排除しようとした動きの方が主流であり,そうした傾向

は1960年代前半の科学主義社会科の登場でピークを迎えたが, 1960年代後半に

なって,価値を排除しようとしてきた社会科(特に科学主義社会科)の｢保守性｣

が問題視されるようになってきたことや,社会情勢が変化して社会科に｢市民的

資質の育成｣や多元的な視点からの伝統的価値観の再検討など,新たな要請がな

されるようになってきたことから,ようやく社会科で価値を積極的に取り扱おう

といった動きが生まれ, 1970年代には多様な価値学習論やそれに基づいた教材が

開発されるようになり,価値学習が社会科の中心に位置付くようになったことを

示した｡

こうした価値学習を社会科の中心に位置付けようとする動きは,近年ますます

その傾向を強めている｡近年のアメリカ社会は,様々な論争問題が生じ,国家の

分裂が危倶されるようになっている｡一説にはこうした価値学習は,より一層の

社会分裂を招くきっかけともなりかねないとの批判もあるが37>　逆にこうした論

争問題を積極的に教室の授業に取り込むことができる価値学習は,学習者がコミ

ュニティや地域,国家や世界で起こる様々な問題に正面から取り組んでいくため

の態度や技術,コミュニティでの話し合いへの自発的な参加をする態度,建設的

な議論をするために必要な技能や態度など,論争問題に対してより合理的な解決

案を構築するために必要な態度や能力(手続き的知識) 38>の学習を保障し,さら

には自分勝手な意見を出し合うのでは問題は解決しないことなどを学習者に学ば

せるものであるために,結果として社会の結束を生み出すものであるとして評価

する動きも少なくなく39>　分裂を防ぐための教育界側からのアプローチとしても

注目されるようになってきている｡
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〔証〕

1)ハス(JohnD. Haas)は, 1955年に進歩主義教育協会の解散なども,価値

を積極的に社会科に取り入れようとする立場が, 1960年代に入って弱まり,料

学主義社会科が台頭した一因になったと指摘している(Haas,J.D., EraofNew

Social Studies, Social Science Education Consortium, 1977, p.5.)

2 ) Metcalf, L.E., & Hunt, M.R, TeachingHigh School Social Studies:Problem

in Reflective Thinking and Social Understanding, Harper & Row Publishers,

1955

3)例えばスタンフォード大学のハンナ(PaulR.Hanna)は, ｢環境拡大法｣を

提唱し,政治学･経済学･地理学･社会学･歴史学･人類学それぞれの蘭域の

学術成果を, ｢家族｣ ｢共同体｣ ｢地方自治体｣ ｢国家｣ ｢世界｣の順に,その枠に

合わせて配列するカリキュラムを提唱している(Hanna, P.R., Revising the

Social Studies: What is needed?, SocialEducation, vol.27, 1963, pp.190-196.

Hanna, P.R., and Lee, J., Generalization from Social Sciences, Social

Studies in Elementary Schools, 30th Yearbook, 1962.) ｡ハンナの環境拡大法

に関しては,詳しくは草原和博｢地理を基盤とする社会科カリキュラム編成-

P･ハンナの再評価-｣ 『カリキュラム研究』第6号, 1997年を参照されたい.

4) ｢学問の構造｣は, 1940年代にシュワブ(JosephSchwab)が理科教育の中

で提唱したのが最初である｡ 1960年代の新社会科運動期に,その中心的人物の

一人であったブルーナ- (Jerome S. Bruner)が注目したことから, 1960年

代前半に一躍脚光を浴びた｡ファインゴールド(M.Finegold)とコネリー(F.M.

Connery)は,このシュワブの提唱した｢学問の構造｣は,クーン(Th｡masS.

Kuhn)の｢パラダイム｣の考え方に似ていると指摘している(Finegold,M.,and

F.M. Connery, Structure of Discipline in Education, in Lewy., A., The

International Encyclopedia of Curriculum, Pergamon Press, 1991)シュワ

ブの｢学問の構造｣論について詳しくは　Schwab, J., The Concept ｡f the

Structure ofa Discipline, The EducationalRecord, 1962を参照されたいo

5)ホルト社会科カリキュラムは,次の7巻(教科書本体と教師用指導書の14
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冊)から成る｡

Fenton, E., et al., Holt Social Studies Curriculum; Teacher's Guide for

Comparative Political System, 2nd edition, Holt, Rinehart and

Winston, 1968.

･ ---　　　　　　COMPARATIVE POLITICAL SYSTEMS An Inquiry

Approach, Holt SOCIAL STUDIES CURRICULUM, 2*d edition,

Holt Rinehart and Winston, Inc., 1971.

･ -------, Holt Social Studies Curriculum,' Teacher's Guide for

Comparative Economic System, Holt, Rinehart and Winston, 1968.

-　COMPARATIVE ECONOMIC SYSTEMS An Inquiry

Approach, Holt SOCIAL STUDIES CURRICULUM, 2^　edition,

Holt Rinehart and Winston, Inc., 1971.

, Holt Social Studies Curriculum,'Teacher's Guide for The

Shaping of Western Society, Holt, Rinehart and Winston, 1968.

THE SHAPING OF WEATERN SOCIETY An Inquiry

Approach, Holt SOC.乙AL STUDIES CURRICULUM, Holt Rinehart

and Winston, Inc., 1968.

Holt Social Studies Curriculum; Teacher's Guide for

Tradition and C.ゐanging in four Societies, Holt, Rinehart and

Winston, 1968.

● ~~~--　-, TRADITIONAND CHANGING INFOUR SOCIETIESAn

lnquiry Approach, Holt SOCIAL STUDIES CURRICULUM, Holt

Rinehart and Winston, Inc., 1971.

● ~~~----, Holt Social Studies Curriculum; Teacher's Guide for A

New History of the United States, Holt, Rinehart and Winston,

1969.

● --I--　　A NEWHISTORY OF THE UNITED STATES, An Inquiry

Approach, Holt SOCIAL STUDIES CURRICULUM, Holt Rinehart

and Winston, Inc., 1969.

●ー-～--　　, Holt Social Studies Curriculum; Teacher's Guide for

lntroduction to the Behavioral Sciences, Holt, Rinehart and

Winston, 1969.

● -I-----メ INTRODUCTION TO THE BEHAVIORAL SCIENCES An

lnquiry Approach, Holt SOCIAL STUDIES CURRICULUM, Holt

Rinehart and Winston, Inc., 1969.
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.ノー--　-, Holt Social Studies Curriculum,'Teacher's Guide for The

Humanities in Three Cities, Holt, Rinehart and Winston, 1969.

, THE HUMANITIES IN THREE CITIES An Inquiry

Approach, Holt SOCIAL STUDIES CURRICULUM, Holt Rinehart

and Winston, Inc., 1971.

6)ホルト社会科を分析対象とした先行研究は多いが,ここでは特に, 『比較政治

システム』を分析対象とした先行研究だけを紹介したい｡これには次のものが

ある｡なお,本論内の『比較政治システム』の内容構造の説明は,基本的には

ここで紹介した論文の内容に依拠した｡

･金子邦秀｢アメリカ新社会科における歴イ史の教授法-E･フェントンの場合

-｣ 『社会科研究』第23号, 1975年｡

･金子邦秀｢アメリカ新社会科における教材構成論一比較政治学に基づく政治

学習-｣ 『教育学研究紀要』第21巻, 1976年｡

7)これはシュワブの｢学問の構造｣の考え方を参考にしてフェントンが生み出

したものである｡なお,フェントンの｢学問の構造｣についての詳細な研究と

しては次のものがある｡なお,本論内にあるフエントンの｢学問の構造｣の考

え方についての説明も,基本的には以下の論文の内容に依拠した｡

･棚橋健治｢社会科カリキュラム開発における"構造"概念について-E･フ

エントンの所論を手がかりにして-｣ 『社会科研究』第31号, 1983号｡

8)金子邦秀『アメリカ新社会科の研究一社会科学科の内容構成-』風間書房,

1995年, 51-52頁｡なお,マクリディスの研究に関しては,次の文献がある｡

Macridis, R.C., The Study of Comparative Government, Double Day and

Company, Inc., 1955.

9)合衆国では70年代ごろから社会科で価値を積極的に取り扱う方向に転換し

てきたことを,具体例を挙げて詳細に研究したものとして,今谷順重『新しい

問題解決の提唱-アメリカ社会科から学ぶ｢生活科｣と｢社会科｣への新視点

-』ぎょうせい, 1988年がある｡

10) Armento, B. J'., Social Education: AMatter of Values, Allen, J., Education

in the 80s- Social Studies, A National Education Association Publication,

1981, p.114.

ll)これは筑波大学の研究グループが解明している｡詳しくは,大森正･山根栄

57



次･高柳英雄･江口勇治｢アメリカ各州の社会科フレームワークについての考

察-その類型的把握と社会科教育観の分析-｣『社会科教育研究』第40号, 1977

年｡

12) 1970年代にカリフォルニア州の社会科フレームワークの詳細な研究として

は,大森正｢1970年代後半における米国社会科カリキュラム改造の方向-1974

年版カリフォルニア州公立学校社会科フレームワークの考察を通して-｣『社会

科教育研究』第38号, 1976年がある｡この研究で大森は, 1968年版と1974

年版のカリフォルニア州の社会科フレームワークを比較し, 74年版が,価値を

積極的に社会科で取り扱うように方向転換したことを明らかにしている｡

13) Engle, S.H., Exploring the Meaning of the Social Studies, SocialEducation,

vol.35, no3, 1971, pp.287-288.なお,括弧内の文章は筆者が便宜上加えた｡

14)これは筆者が今後研究を進めていく予定である｡なお, 60年代から70年代

にかけての合衆国で起きた科学主義社会科に対する批判に関して,それを体系

的にまとめた報告書として,ウイリー(KarenB.Wiley)の報告書が大変に参

考になる(Wiley, K.B., The Status ofPre-College Science, Mathematics and

Social Education- 1955-1970, vol.IE, Social Science Education Consortium,

1977, pp.302-312.)｡ここに紹介されている科学主義社会科批判には,制度化

や物象化の問題の他に,次のようなものがある(数が多いので全ては掲載でき

ない｡ここでは一部を紹介する)｡

①　学派によって｢学問の構造｣が異なり,そのことは事象の説明も変化させ

ることになるが(いわゆる｢観測の理論負荷性｣),どの学派の｢学問の構造｣

や事象説明の学説を選択するのか,といった議論や判断基準が定められてい

ない｡ (Krug (1966), Newmann (1967), Oliver (1967), Eulie (1969))

②　前もって研究の最新の学術成果を設定していたため,そうした学術成果を

学習者が｢批判的に検討｣したり｢探求｣したりする活動にはならず,そう

した教師が設定した"答え"に学習者を｢誘導する｣学習になってしまって

いる｡ (Newton (1973), Popkewitz (1976) (1977), Tucker (1972)

Weisernberg (1968), Pearson (1973))

③　科学者の探求手法が,一般人のそれとは違い,より優れているという仮説

に関する明確な証拠はない(Newmann (1967))
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④ ＼′一次資料の分析が繰り返される授業は,子どもにとって退屈であるo

(Anthony (1967), Eulie (1969), Sanders andTanck (1970))

⑤　カリキュラム作成段階において,子どもや青年の性質というものを軽視し

過ぎている(Wiley (1977))

16)批判の多くは,デューイの影響を受けたプラグマテイストのから出てきてい

る｡ここで取り上げる,チェリーホームズ,エングル,マシヤラス,オリバー

などは,それぞれが合衆国ではデューイアン(Deweyan)として評されている｡

ただし,彼らは積極的に価値問題を社会科に取り込むことを主張するのみなら

ず,自らそうした価値問題からなる実践的なカリキュラムを編成したことから,

筆者は彼らをそれまでのデューイ主義者と区別して｢第二世代のデューイ主義

者｣ないし｢ネオ･デューイアン｣と呼びたい｡

16) Cherryholmes, C.H., Social and Political Education in the United States,

Morrissett, I., and Willams, A.M., Social/ Political Education in Three

Countries, Social Science Education Consortium, 1981, p86.

17) Ibid.

18) Banks, J.A., and Ambrose A. Clegg, Jr., TeachingStrategies for the Social

Studies, Addison-Wesley, 1973, p.449.

19) Engle, S.H., and Ochoa, A.S., Education for Democracy Citizenship,

Teacher's College Press, 1988.

20) "探求による世界史"は,次の9巻(教科書本体と教師用指導書の18冊)か

らなる｡

Massialas, E.G., et al., World History through Inquiry: Economic

Organization, Rand McNally & Company, 1969.

● -　　　　~　　　　　　　World History through Inquiry: Economic

Organization-'Teacher's Manual, Rand McNally & Company, 1969.

● h~　　　　　　　　　　　　World History through Inquiry-'Political

Systems, Rand McNally & Company, 1969.

● --　　　　　　　　　　- , World History through Inquiry: Political

Systems: Teacher's Manual, Rand McNally & Company, 1969.

●ー~~~~　　　　　　　　World History through Inquiry-'Man and His

Environment, Rand McNally & Company, 1969.
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･ ---　　　　　　　　　World History through Inquiry-'Man and His

Environment: Teacher's Manual, Rand McNally & Company, 1969.

･ -　　　　　　~　　　　　World History through Inquiry-'Looking into

History, Rand McNally & Company, 1969.

･ -　　　　　　　　　　World History through Inquiry- Looking into

History: Teacher's Manual, Rand McNally & Company, 1969.

~　　　World History through Inquiry-'Religious and

Philosophical Systems, Rand McNally & Company, 1969.

-　　-, World History through Inquiry-'Religious and

Philosophical Systems-　Teacher's Manual, Rand McNally　&

Company, 1969.

-, World History through Inquiry: World Order,

Rand McNally & Company, 1969.

~　　, World History through Inquiry-　World Order-

Teacher's Manual, Rand McNally & Company, 1969.

● -~~　　　　　~　　　　　World History through Inquiry-'Cultural

Exchange, Rand McNally & Company, 1969.

● ~~~~~~-　　　, World History through Inquiry-' Cultural

Exchange- Teacher's Manual, Rand McNally & Company, 1969.

● ~~-　　　　　　　　　　　World History through Inquiry-'Social

Structure, Rand McNally & Company, 1969.

● ~~~　　　　　　　　　　, World History through Inquiry: Social

Structure-'Teacher's Manual, Rand McNally & Company, 1969.

● ~　　　　　　　　　　　　World History through lnquiry'Two Societies

in Perspective, Rand McNally & Company, 1969.

● h~~~~　　　　　　　World History through Inquiry: Two Societies in

Perspective- Teacher's Manual, Rand McNally & Company, 1969.
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･.探求による世界史"の『政治システム』の先行研究としては,次のものが

る｡なお,本論内の『政治システム』の内容構造の説明は,基本的にはここ

紹介した論文の内容に依拠した｡

.小原友行｢社会科探求学習における教材構成-B.G.マシヤラスの場合-｣

『教育学研究紀要』 21号, 1975年｡

.-一---, ｢社会科学習原理としての探求-E.G.マシヤラスの場合-｣『社

会科研究』 24号, 1976年｡

･山田秀和｢社会システム論を基盤とする世界史課程編成-B.G｡マシヤラス

『探求による世界史』を手がかりとして-｣ 『教育学研究紀要』 46巻第

2部, 2000年｡

Massialas, E.G., et al., World History through Inquiry: Political Systems,

and McNally & Company, 1969, pp.19.

Evans, R.W., The Societal-Problem Approach and the Teaching of History,

cialEducation, vol.53, 1989, pp.50-52,69.

Engle, S.H., and Ochoa,A.S., op tit., 1988, p.13.

Shaver, J.P., Rationale for Issues-Centered Social Studies Education, The

cial Studies, vol.83, 1992, pp.95-99.

エングル&オッチョア,エバンス,シェーバーのコメントについては,次の

文を参考にした｡ Ochoa, A.S., Building a Rationale for Issue Centered

ducation, Evans, A.W., and Saxe, D.W., Handbook on Teaching Social

ssues, Bulletin 93, NCSS, 1996.

′ Keller, C｡R., Needed* Revolution in the Social Studies, SaturdayReview,

no.16, 1961, p.60.

)こうした考え方は,ミハエリス(J.U. Michaelis)などの論文などに見るこ

とができる(Michaelis, J.U., An Inquiry Conceptual Theory of Social Science

Curriculum Planning, Social Education, vol.34, 1970.) ｡

9)例えば,森分孝治『現代社会科授業理論』明治図書, 1984年｡

0)例えばNAEPの調査報告がある｡序章の註を参照されたい｡

1) ｢市民的資質の育成｣において価値学習が果たす役割についての検討は,古

くはデューイらが行ってきた｡しかし1970年代以降,その検討はより活発に
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り､,また具体的なものになっている｡

cf. Shaver, J.P., Needed: A Deweyean Rationale for Social Studies, The

�"gh School Journal, vol.60, 1977.

Engle, S.H., Exploring the Meaning of the Social Studies, o p. tit.,

.287-288

Remy, R.C., Handbook of Basic Citizenship for Competence, Association

Supervision and Curriculum Development, 1981, pp.3-14.および,今谷順

『新しい問題解決の提唱-アメリカ社会科から学ぶ｢生活科｣と｢社会科｣

の新視点-』ぎょうせい, 1988年, 112-113頁を筆者がまとめた｡

Hess, D.H., Discussion in Social Studies: Is it Worth the Trouble?, Social

ducation, vol.68, 2004, p.153を筆者がまとめた.

)例えば　IEA (the International Association for the Evaluation of

ducational Achievement)は,価値学習が実際に政治的関心を学習者に育て

いるのか,そして民主的価値を生み出しているのか,政治や社会に参加する

度を学習者に身につけさせることができているのか,などを調べるため,学

時代に社会科で価値学習を受け,価値的議論をしてきたという世界28カ国

､卒業生(高校) 9万人を調査し,価値学習がそうした効果を持つと結論づけ

いる｡また,アンドリナらは,高校時代に社会科で価値学習を受け,価値的

論をしてきたという18歳から24歳までの人々を調査し,彼らはより好んで

ユースに常に耳を傾け,嘆願書の署名やボイコット運動に参加する傾向があ

ることを明らかにすることで｢価値的議論に参加することは,高校を卒業した

も,子どもたちの市民としての振る舞いにポジティブな影響を与えている｣

と結論づけている(Judith TorneyPurta and the International Association

the Evaluation of Educational Achievement, Citizeiコβhip and Education

n Twenty-Eight Countries: Civic Knowledge and Engagement at Age

Fourteen, Amsterdam: the International Association for the Evaluation of

Educational Achievement, 2001. Andolina, M.M., et al., Habit from Home,

Lessons from School: Influence on Youth Civic Engagement, PS- Political

Science andPolitics, vol.36, no.2, 2003, pp.300-301.)

)この立場には,例えばハーシュ(E.D.Hirsch)がある(Hirsh,E.D., Cultural
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iteracy-下作at ever American Needs to Know, Houghton Mifflin Company,

87)

門脇はこれを｢社会力｣と呼んでいる｡ (門脇厚司『子どもの社会力』岩波

香, 1999年)

｣ の立場には,例えばニューマンがある｡ニューマンはNCSSの機関紙『社

科教育(SocialEducation)』内で,価値学習が社会の分裂をもたらすものな

か,結束をもたらすものなのか,そして学力低下をもたらすものなのか,学

向上をもたらすものなのか,上記のハーシュと論争をしている｡ (Newmann,

.M., Another View of Cultural Literacy- Go for Depth, Social Education,

1.52, 1988)

63



2章　価値の本質と価値学習の類型

前章では,アメリカ合衆国における価値学習の成立及び発展の過程を大筋で追

てきた｡そして,元来アメリカ合衆国では価値を社会科から排除しようとした

動きの方が主流であり,そうした傾向は1960年代前半の科学主義社会科の登場

ピークを迎えたが, 1960年代後半になって,価値を排除しようとしてきた社会

料(特に科学主義社会科)の｢保守性｣が問題視されるようになってきたことや,

会情勢が変化して社会科に｢市民的資質の育成｣や多元的な視点からの伝統的

値観の再検討など,新たな要請がなされるようになってきたことから,ようや

社会科で価値を積極的に取り扱おうといった動きが生まれ,1970年代には多様

価値学習論やそれに基づいた教材が開発されるようになり,価値学習が社会科

中心に位置付くようになったことを示した｡

次章では,60年代後半以降開発されたこうした多様な価値学習の教材を分析し,

対象とする価値の嶺域と,内容編成･授業方略の関係や,これらが提供する手続

き的知識との関係を原理的に説明する｡本章では,こうした次章以降の研究を進

めていく上で必要となる,対象とする価値の領域を整理するための枠組みを設定

することを目的とする｡
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i節　価値の本質と社会的価値　-価値学習の基盤-

価値学習を整理する枠組みを設定するにあたっては,まず価値の本質について

らかにし,そこから現代社会においての価値学習の必要性を説明せねばならな

｡価値とは何か｡広辞苑によると価値とは｢良いといわれる性質｡ ⑦人間の好

の対象となる性質｡ ㊥個人の好悪とは無関係に,誰もが｢良い｣として承認す

べき普遍的な意味｣とある1)｡つまり価値とは,好悪の(特に｢良い｣という)

質を持つものであり,またそれは同時に人間が思考し行動をする上での判断の

標･基準となる性質をもつ｡例えば｢表現の自由｣は,現代社会においては,

々は潜在的に｢良いもの｣｢望ましいもの｣といった意識を持って活用しており,

間が何か行動をとる時の判断の基準となっている｡

しかしここで一つの疑問が浮かぶ｡なぜ価値は｢良い｣とか｢望ましい｣と恩

てもらえる性質を保てるのか｡この点について作田啓一は,価値とは,なんら

の人間の欲求を満たしうる性質を持つもの,つまり｢欲求充足的意味｣を持つ

ものだからと説明している2)｡例えば, ｢表現の自由｣も,それは｢好きなことを

発言したい｣といった人間の欲求を満たすから｢良いもの｣ ｢望ましいもの｣,つ

まり価値と見なされるのである｡ ｢経済活動の自由｣も｢団体交渉権｣も,全て人

間の欲求を満たす性質を持つ点で価値なのである｡また｢民主政治は,市民が政

権を選択できることであるべきだ｣といったものも価値となる｡政権を選択した

いという人間の欲求を満たすからである｡｢州権主義｣というのも価値である｡｢連

邦より州の権力を強めたい｣といった人間の欲求を満たすからである0

さて,こうした価値であるが,作田はジンメルの価値の定義を踏まえて,別の

視点からもこの価値を説明している｡作田は入手あるいは到達に犠牲を伴う性質

をもつものとして,犠牲の代価として価値を捉えた｡つまり,価値は欲求の充足

といった意味もあるが,それと同時に別の欲求の犠牲(代償)も生み出すことを

作田は指摘したのである3)0

確かに,価値は欲求の充足と犠牲をもたらす｡例えば,個人が就職をするか,

進学をするか迷っている時,それは｢経済活動の自由-経済活動を自由にしたい｣

という欲求を満たすべきか, ｢学問の自由-自由に学問をしたい｣という欲求を満
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すべきか迷っているのであり,その選択により片方の価値は犠牲となる｡この

例のように欲求の充足と犠牲との関係が,個人の内部に起きる場合は大きな間

にならない｡しかし,例えばマスコミが議員の娘の秘密を週刊誌に報じようと

て,議員の娘が出版差し止めを申請した場合,これはマスコミが｢知る権利-

の情報を知っておきたい｣ ｢表現の自由二人の情報を国民に伝えたい｣という欲

を充足することで,議員の娘の｢プライバシー保護-自分の秘密にしたい情報

を守りたい｣という欲求が犠牲となり,また娘の出版差し止めの申請が通れば,

今度は娘の｢プライバシーの保護｣の欲求が満たされ,マスコミの｢知る権利｣

｢表現の自由｣の欲求が犠牲となる｡このような時は欲求の充足と犠牲の関係は,

す人の域を超えており,他人同士の対立を生み出している｡このように,価債は

と求の充足と犠牲という二つの性質を持つが,このことはしばしば,社会に価値

ぎ藤や対立,論争を生み出すことになる｡

当然,社会はこうした葛藤や対立を放っておくことはできない｡ホップズでは

ないが, ｢万人の万人による葛藤状態｣が生み出されることになるからである｡と

なると社会は,こうした価値葛藤をできるだけ防ぐことで秩序を保つ使命を負う

ことになる｡では社会は実際にどのように価値葛藤に対応してきたのか｡作田は

人々が｢社会的価値｣を生み出していくことで,こうした価値葛藤や論争,対立

をできるだけ生み出さないように努力してきたことを指摘する4)｡作田は｢社会

的価値｣を｢選択過程を通じ,何が望ましいかについて社会の成員が後天的に習

得した観念｣と定義する5)｡つまり,価値の葛藤に直面した社会の成員の誰かが,

両者が納得するような判断の指標を示してその決着をつけ,その判断指標を,他

の成員たちも同意して受け入れたものが｢社会的価値｣だといえる｡

ここで問題となってくるのが,社会の成員のうちの誰が｢社会的価値｣を定め

たのか,といった点である｡社会の成員のはとんどが受け入れなくてはならない

のだから,その判断を強制する力,つまり権力を持つ者やその機関が必要となっ

てくるのである6)0

昔はそうした権力は国王や領主といった者が持っていた｡そして彼らの決定は

絶対であった｡他の社会の成員(-家来や庶民)は国王の決定に反論する権利が

なく,国王らの決断に従順に従うことが求められた｡そのため,他の社会の成員

は,価値葛藤を議論する必要があまりないため,そうしたことへの能力･態度の
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も求められることはなかった｡

かし, 19世紀に入ると,庶民の総意をできるだけ政治に反映させようという

主主義体制｣が各国で誕生し,その政府(裁判所)の決断に対して,庶民が

し,それを表明する権利を持つようになった｡と同時に,庶民にも価値葛藤

寸して政府が下した判断を自分の意思で考察し,自らの考えを表明していく責

号生じたのであるo　このように,自らの考えを持ち,それを表明することがで

庶民のことを｢市民｣という｡

れに合わせて教育現場でも,上記の責任を果たすべく,価値を積極的に学習

取り入れることで,従来の｢社会的価値｣(伝統的価値)を反省的に考察したり,

しい｢社会的価値｣を創造したりする態度や能力,いわゆる｢市民｣として必

な資質(- ｢市民的資質｣)を育成することが徐々に求められるようになった｡

えば,アメリカ合衆国では20世紀の前半にデューイがその必要性を唱えて｢社

科｣を設立し,価値学習を行っていった7)｡

このように,価値は｢良い｣ ｢望ましい｣といった性質を帯び,これが人間の行

における｢判断の基準･指標｣となる｡その｢良い｣とされるのには価値が人

のある欲求の充足を促すからだが,それと同時に別の欲求を犠牲にするという

面性を持つため,これが葛藤や論争を引き起こす｡この葛藤を収めるために社

は｢社会的価値｣を生み出す必要があるが,特に民主主義社会においては, -

の人々にもこうした｢社会的価値｣を反省したり提案していったりする責任が

る｡そうなると学校現場では,価値を積極的に取り入れて,人々が｢社会的価

｣を反省したり,生み出していったりする機会を提供し,そうしたことをする

めに必要な能力や態度(｢市民的資質｣)を育成する学習,つまり,価値学習が

められることになる｡価値学習は,民主主義社会でしか必要とされない学習で

あり,同時に民主主義社会を我々が支えていく上で,必要不可欠な学習なのであ

る｡

第2節　価値学習の4類型
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値学習は民主主義社会を支えるためには必要不可欠な学習であることは,前

で明らかになった｡デューイは20世紀のはじめにその必要性に気づ普,価値

習の重要性を世間に訴え｢社会科｣を成立させている｡

しかし,こうした価値学習は,当時は主流とは成りえず,一般の教育現場の社

科の授業では,こうした価値は排除される傾向にあった｡こうした理由として

,前述したが,価値とは目に見えない,その存在を実証できない存在と考えら

ていたからである｡

確かに価値はすべてを見ることができるわけではないが,見える部分もある｡

爪大三郎は,価債は,普段は見ることのできない｢思念｣と,これをある程度

はあるが言語を使って示しているので見ることができる｢言説｣の二つから構

されるとしている8)｡｢思念｣には,個々の人間が持つ意図や価値観が属し, ｢言

｣には,社会の成員が共通に持つ法や経典といった成文法や,慣習といった不

律などルールー般(いわゆる｢社会的価値｣)が属する｡

く三}思念

＼
主体A

′＼/＼/＼/＼/ラ

言説
個人的価値
-共通価値 ＼

主体B

社会-

iiZ5iZm
言説

共通価値一
社会的価値

図2-1　｢思念｣と｢言説｣の関係図

ノ図2-1は,橋爪が示した, ｢思念｣と｢言説｣,そして前述した｢社会的価値｣

との関係の説明を筆者が図で示したものである9)｡普段人間は,何らかの｢思念｣

を持ち,これに従いながら生活している｡しかしそうした｢思念｣は,個人個人

よって異なることが多く,このことは時としてトラブルを生む(これは,作田

が述べているように,価値が,一方の欲求の充足ともう一方の欲求の犠牲を生み

出す性質を持つからである)｡そのため,人間は,集団で生活するためには,互い

に異なる｢思念｣を表明しあい,その合意に向けた討論をし,共通価値を創造･

判断しなくてはならない｡この時,人間はいやおうなしに,自らの持つ｢思念｣

を相手に伝えるために,自らの｢思念｣を内観し,言語を使って｢言説｣という

68



形でそれを表明することになる｡また,創造ないし判断した共通価値は,集団内

部の人間全員が守るべき指標となるため,集団内の全員が認知できる形で示され

なくてはならない｡それゆえ,必ず明文化され, ｢言説｣として示されることにな

る｡つまり,共通価値は,その背後に必ずそれを生み出した社会の成員たちが合

意した｢思念｣を具現化したものであり,広く波及させなくてはならないという

用途上の問題から,必ず｢言説｣として示される性質のものなのである｡

この共通価値だが,その通用範囲が広がると,やがて｢社会的価値｣と呼ばれ

るものとなる｡そして世界中の人々が合意する価値となったとき,それは｢普遍

的価値｣と呼ばれるものとなる｡なお,社会の成員が｢社会的価値｣を創造ない

し判断し,それを｢言説｣として示すとき,その目的用途に応じて法や文化的慣

習,経典などと呼ばれるものに分かれていく｡

こうしたことを,橋爪が使った｢思念｣ ｢言説｣とは別の概念を活用して説明し

たのが,トウールミンである｡トウールミンは,いわゆる｢トウールミン図式｣

と呼ばれる図を提示してこのことを説明しようとした｡下の図2-2がトウール

ミン図式である10)｡

規範的価値
【データ(D)】
雑誌は15歳少女の
裸体を描いた絵画
を,猿褒目的ではな
く芸術作品と認識し
て掲載した｡

【主張(C)】
出版禁止処分に
すべきではないo

人々は自由に芸術活動に
従事することができるし､
また自由にその作品を発
表することができる｡

【パッキング(B)】
表現の自由

保障的価値

トウールミン図式の一例

図2-2　トウールミン図式の一例

図2-2にあるように,トウールミンは,価値を｢-すべき｣とする規範的価

値(主張(c)が該当する)と,その規範的価値を正当化するための根拠となる,

｢-の権利｣ ｢-の自由｣などといった価値原理からなる保障的価値(パッキング
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(B)が該当する)に分けて考えている｡ここで言う規範的価値は,ルールとし

て成立させるために,言語を通して自らの価値観を具現化したものであると言え,

橋爪の言う｢言説｣に該当する｡それに対して,保障的価値は,規範的価値を主

張する人物の頭ないし心の中にある(と思われる),その人物が拠り所とする価値

観であり,橋爪の言う｢思念｣がこれに該当する｡

かつて目に見えないものとされ,排除されてきた価値ではあるが,アメリカ合

衆国では1970年代以降,前述したように社会科で価値は積極的に取り扱おうと

する動きが高まり,様々な価値学習が開発されるに至った｡そこではまず,可視

的な部分である法や文化的慣習などの｢言説｣が注目され,紘,文化的慣習,経

典など様々な｢言説｣を取り扱うようになったが,やがて,背後にある｢思念｣

までも学習対象となり,これを内観するような学習活動もとられることになった｡

筆者はこれら多様に存在する価値学習を,その対象とする価値の街域別に整理

を試みる｡そこでは,類型するをめの枠組みが必要となる｡筆者はこの枠組みを

得るために,見田宗介の価値理論11)に注目することにした｡見田は,価値,特

に｢言説｣を,その性質･機能に注目して類型化した研究者である｡見田は価値

(言説)を2つの観点から見る｡

一つは｢社会的パースペクティブ｣と呼ばれる観点で12)ここから見田は価値

を,人間個人の幸福を示す自己本位な価値と,社会善を示す社会本位な価値とに

分ける｡前者は,人間の行動基準として,何をすれば自分にとって最善であるの

かを示す,人間個人の生き方を示す価値で,宗教的価値や思想的価値といったも

のが該当する｡後者は,人間の行動基準として,何をすれば社会全体にとって最

善であるのかを示す,社会のあり方を示す価値で,慣習などの文化的価値や,法･

判例などの社会規範が該当する｡もう一つは｢時間的パースペクティブ｣と呼ば

れる観点で13>　ここから見田は価値を,長い時間のスパンで有効な普遍性を問い,

その伝統性･継続性を権威の拠り所とする価値と,現代という短いスパンにおい

て最も適当と考える考え方を問い,その革新性･適応性に権威を持つ価値とに分

ける｡前者は,宗教的価値や慣習などの文化的価値が該当する｡後者は思想的価

値や法などの法規範的価値が該当する｡

見田は,この二つの観点から,価値(言説)を,宗教的価値,思想的価値,文

化的価値,法規範的価値の4類型を提示した｡
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表2-1　価値の類型表(フレームワーク)

時間的パースペクティブ

伝統性●継続性重視 現代適応性 ●革新性重視

社
自己本位

宗教的価値 ■思想的価値

会
喜∴′■⊥的

ペ

(宗教●経典) ⇒日常での (倫理 ●人尚哲学) ⇒日常で

個人の多様な行為を生む の個人の多様な行為を生む

社会本位

文化的価値 法規範的価値

(伝統的慣習)⇒日常での (法 ●判例) ⇒政治的●経済
ク 文化的社会的現実を生む 的社会的現実を生む

見田宗介『価値意識の理論一欲望と道徳の社会学-』弘文堂, 1966年, 32頁の第一図｢価

値の類型表｣より筆者抜粋｡ただし一部手直ししている｡)

本研究では,価値研究の第二人者である見田の価値の4類型理論を,価値学習

型のフレームワークとして採用する｡見田の類型論を用いる理由としては,次

二点を挙げることができる｡

見田の類型論は,価値街域を包括している｡

見田の類型論は,価値の性質･機能により分類をしている｡

本研究では,この4類型を踏まえ,価値学習を,宗教的価値を重点的に取り扱

た学習(以下,宗教的価値学習と呼ぶ),思想的価値を重点的に取り扱った学習

以下,思想的価値学習と呼ぶ),文化的価値を重点的に取り扱った学習(以下,

化的価値学習と呼ぶ),法規範的価値を重点的に取り扱った学習(以下,法規範

価値学習と呼ぶ)の4つに分ける｡そして,宗教的価値,思想的価値,文化的

値,法規範的価値,それぞれのテーマで編成した価値学習の複数の教材･プロ

エクトの特に教育内容編成及び授業構成とそれが保障する手続き的知識に着目

,それぞれの価値学習の固有の特質を明らかにする｡

まず本研究では,自己本位的な価値学習に注目し,第3章で宗教的価値,第4

では思想的価値を扱う学習を取り上げる｡その後,社会本位的な価値を扱う価

学習に注目し,第5章で文化的価値学習,第6章では法規範的価値学習を取り

げる｡
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〔証〕

1)新村出編『広辞苑　第四版』岩波書店, 499頁｡

2)作田啓一『価値の社会学』岩波書店, 1972年14-24頁｡

3)同上｡

4)作田,同上, 24頁｡

5)同上｡

6)権力,政府と社会的価値(規範)との関係については,上記の作田のはか,

橋爪大三郎『言語派社会学の原理』洋泉社, 2000年, 131-210頁を参照され

たい｡

7)デューイは,これまでの学校が,社会の常識や伝統的な社会的価値を教える

場であったことに疑問を持ち,こうした社会の常識的なものの見方･考え方や

伝統的な社会的価値を見直し,新しいものの見方･考え方や社会的価値を子ど

もたち自身の手で作っていく機会を提供する場として学校を定義し直した｡そ

してデューイは,自らの理念を実現するために, 20世紀の初頭に実験学校を作

った｡そこで行われた学習法は,子どもが生活の中で疑問に思ったことや,問

題と感じたことに対して,子どもたち自身がその解決法を仮説として予想し,

その後それが本当に正しいのか,合理的なのか,最善なのかを,仲間と共に検

討するというものであった｡こうした学習は｢問題解決学習｣と呼ばれ,また

こうした問題への考察方法は｢反省的思考｣と呼ばれた｡この学習は,共同体

の一員として人と協力し,議論していくという,民主主義社会の一員として必

要になる態度を育成し,また,子ども自らが日常で常識であると感じることも,

よく調べ,深く考えてみれば必ずしも正しいとは言い切れないことを認識させ,

社会の常識的な見方･考え方,伝統的な社会的価値への批判的態度を育成する

ものであった｡また,証拠の収集方法や議論の手法といった,民主主義社会の

形成者として必要とされる手続き的知識も提供した｡

しかし前述したが,この頃はまだ前時代的な社会的価値(伝統的価値)が多

く残り,またそれらへの問題意識を持つ人々は少なかったこともあって,一般

の教育現場では伝統的な価値やものの見方の習得が行われる傾向にあった｡デ

72



ユ-イが試みた前時代的な社会的価値(伝統的価値)の反省を試みる学習がア

メリカ合衆国で注目され本格的な実施が試みられるのは,アメリカ国民の多く

が従来の価値を排除してきた学習の保守性に気づき,また伝統的な社会的価値

への疑問が高まった1970年代まで待たなくてはならない｡詳しくは森分孝治

『アメリカ社会科教育成立史研究』風間書房, 1994年を参照されたい｡

8)橋爪大三郎『橋爪大三郎コレクションⅢ　制度論』勃草書房, 1993年, 118

125頁,及び　134-139頁｡

9)橋爪,同上, 122真の図3･2と, 135頁の図4･2を参考にして筆者が作

成した｡

10) Toulmin, S., Rieke, R., and Janik, A., An Introduction to Reasoning; 2nd

Ed., Macmillan Publishing Company, 1978.なお,トウールミンに関する研究

の第一人者は,足立幸男である｡詳しくは足立幸男『議論の論理一民主主義と

議論-』木鐸社, 1984年を参照されたい｡

ll)見田宗介『価値意識の理論一欲望と道徳の社会学-』弘文堂, 1966年｡

12)見田,同上　30-31頁｡

13)見田,同上　29-30頁｡
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第3章　宗教的価値学習

第1節　合衆国における宗教的価値学習の概要

本章では,合衆国社会科における諸々の宗教的価値学習論に基づいた教材やプ

ロジェクトの分析を通して,宗教的価値学習の価値学習としての固有の特質を解

明する｡ここで言う｢宗教的価値｣とは,前章で述べた通り,宗教の教義などを

指す｡また｢宗教的価値学習｣とは,宗教的価値を取り扱った学習一般を指す｡

前章で見てきたように,見田によると宗教的価値は,自己本位的で伝統性･継

続性重視という固有の性質を持つとされていた｡つまり,ある社会的価値が宗教

的価値として人々に認識され存在するための条件として,その社会的価値の内容

が,それを信ずるある複数の人間にとっては,日常で生活するために有効と思わ

れるような何らかの指針(基準)を提示できるが,それを信じない人間には何の

指針も提示しえないような個々の単位のものであること,そしてその内容は長い

歴史の中で大きく変化せず守られ続けていることの2つがあるとされている｡

アメリカ合衆国において特にこの宗教的価値は,社会科はおろか教育全体にお

いて取り扱わないようにしようとする傾向が強かった｡こうした背後には,宗教

を公立学校で取り扱い,これを教授することが, ｢特定宗教の強制｣や｢信仰の自

由の侵害｣を引き起こしかねないというアメリカ国民の一般認識がある｡多民族
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国家のアメリカ合衆国において宗教対立は国の根幹を揺るがしかねない問題であ

り,宗教を学校で取り扱うことで,わざわざ学校現場からその火種を蒔く必要は

ないと多くのアメリカ国民が考えていたと言えよう｡

こうした学校現場からの宗教的価値排除の傾向は,1970年代に入ってから変わ

ってきた｡その理由としては,以下の3つの事情がある｡第一に, 1960年代後半

以来,アメリカ国内で価値を排除してきた社会科の課題が指摘されるようになり

(第1章参照),価値を社会科でもっと積極的に取り扱っていこうといった動きが

活発になる中で,宗教的価値もその例外とせずに社会科で取り扱っていこうとい

った動きが起きたことがある｡第二に,1960年代に起きた公民権運動の影響から,

アメリカ国内のWASPがWASP以外の人々に対して持つ価値観や偏見が問題視

されるようになり,その偏見を改善するための教育が求められるようになる中で,

もっと異文化について知ろう,文化的価値を社会科などで積極的に取り扱い相手

のことをもっと知ろう,という動きが起き,宗教的価値も主に｢異文化理解｣を

目的として学校教育(特に社会科)に取り入れようとする動きが活発になったこ

とがある｡第三は, 1963年に,アピントン対スケンプ裁判で連邦最高裁判所のク

ラーク判事が｢学校における宗教活動は違憲であるが,学校において宗教そのも

のを取り扱うことは合憲である｡聖書はその文学性や歴史資料として学ぶのであ

れば価値のあるものであり,こうした意味での宗教の学習は,修正1条(信仰の

自由)に影響を与えるものではない｡｣ 1)と判決を下したことで,学校現場で宗

教的価値学習を実施することそのものは違憲ではない,と公的な見解が示された

ことがある｡

アメリカ合衆国では,1970年代に入って宗教的価値学習を教育現場で実施して

いこうといった動きが強まることになるが,それは具体的には,宗教教育協会

(REA : ReligionEducationAssociation)の主導の下,宗教と公立教育に関する

全米協議会(NCRPE : National Council of Religion and Public Education)が

1970年代の中頃に設立されたことによって進められる｡同協議会は, 『宗教と公

立教育(Religion and Public Education)』という雑誌を毎年出版し,その啓蒙

活動を行っている｡この宗教的価値学習には,現在,カリフォルニア州立大学,

ハーバード大学など,アメリカ合衆国の主要大学も注目しており,特にカリフォ

ルニア州立大学の場合, ｢宗教と公立教育資料センター(RPERC)｣を設立してそ
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の活動の中心となっている2)｡またハーバード大学も,同大学のエツク教授が｢多

元主義プロジェクト(PluralismProject)｣を立ち上げている3)｡

こうしたアメリカ合衆国の宗教的価値学習であるが,基本方針として次の3原

則が示されている4)｡

｢原則1 :連邦最高裁判所が明確にしたように,公立学校において宗教を取り扱

うことは合意である｡

原則2 :生徒が適切に歴史や文化を学習し理解するためには,学校で宗教を取

り扱うことが大変に重要である｡

原則3 :宗教は客観的かつ中立的に教えられなくてはならない｡また,公立学

校の目的は,生徒に宗教的伝統の多様性に関して学習させることであ

り,決してそれらを教化(indoctrination)することではない｡｣

この原則からは,アメリカ合衆国の宗教的価値学習推進派は,学校で宗教的価値

を取り扱うことが, ｢特定宗教の強制｣や｢信仰の自由の侵害｣を引き起こしかね

ないというアメリカ国民の一般認識に配慮し,宗教的価値学習が,特定の宗教的

価値の注入を行う学習とならないように,最大限の配慮をしようとする姿勢を見

ることができる｡

このように,徐々に活発になったアメリカ合衆国の宗教的価値学習であるが5),

アメリカ合衆国より早くから宗教的価値学習を学校現場で実践してきたイギリス

などヨーロッパとは異なる特質として,次の点を指摘できる｡それは,イギリス

などの場合,宗教的価値学習は, ｢宗教教育(RE: ReligionEducation)｣といっ

た独立の学科目が設定されて実施される傾向があるが,アメリカ合衆国の場合,

社会科の中で扱っていこうとする傾向が強いことである｡例えば,全米社会科協

議会(NCSS)は,宗教と公立教育に関する全米協議会(NCRPE)と協力関係を

とり,宗教的価値学習を社会科に取り入れる動きを支援しており6),またNCRPE

の中心人物の一人であるヘインズ(charles C. Haynes)は,全米社会科協議会

(NCSS)の機関誌『社会科教育(SocialEducation)』において,宗教的価値を

社会科が積極的に取り扱っていくことの重要性を説いている7)0

以上見てきたように, 1970年代以降,宗教的価値を学校現場,特に社会科の授

76



業で積極的に取り扱おうとする動きが合衆国で高まってくるが,それと同時に,

宗教的価値を取り扱った様々な社会科用教材やプロジェクトが開発されるように

なってくる8)｡この社会科用教材やプロジェクトから,大きく2つの宗教的価値

学習の流れを見ることができる｡ 1つは,多様な宗教の教義や,それにまつわる

慣習･儀式など,各種宗教的価値に関する情報をできるだけ包括的かつ正確に子

どもたちに伝えることで,子どもたちの宗教的基礎知識(religious literacy)を

保障し,また他宗教への誤解や偏見を解消し,さらには,宗教的寛容心(religious

tolerance)を育てることを目的としたものである｡もう1つは,そうした各種宗

教の宗教的価値の多様性を伝えるだけでなく,その比較･検討をさせることで,

その宗教間に普遍としてある価値観(思念)を発見し,そのことで他宗教を特異

なものとして好奇的に見る態度や,ステレオタイプな見方,偏見を克服すること

を目的としたものである9)｡

このうち,前者の,多様な宗教的価値を学習者にできるだけ包括的かつ正確に

伝えることで,宗教の基礎知識や宗教的寛容心を育てようと主張する人物として

は,第2節で扱うアルクイレピッチ(GabrielArquilevich)らがいる｡また後者

の,多様な宗教的価値から宗教間に普遍に存在する価値観(思念)を発見するこ

とで他宗教を特異なものとして見る態度や偏見を克服しようと主張する人物や団

体としては,レッサ(W.A.Lessa)とヴォゴット(E.Z.Vogt) i<サや第3節で扱

うダイヤグラム･グループ(TheDiagramGroup)らがある｡次節からは,この

2つの宗教的価値学習論に基づいて作成されたと思われる教師用指導書や教科書

などを取り上げ,その内容編成や授業構成の相違を明らかにし,これを踏まえな

がら各学習論の特質を見ていこう｡

第2節　個別配列･理解型宗教的価値学習:『世界の宗教』の場合

1･内容編成一世界の宗教に関する諸情報の宗教別･系統的配列一

多様な宗教の教義や,慣習･儀式など,宗教的価値に関する情報を子どもたち

に伝えることで,宗教的寛容心を育てようとする教材･プロジェクトの一例とし
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て,ここではアルクイレピッチが編集した『世界の宗教:間学問的テーマ別単元』

(ティーチヤー･クリエイティド･マテリアル社(TeacherCreatedMaterials)

刊1995年(1999年一部改訂)｡以下『世界の宗教』と略記) 11}を取り上げよ

う(なお,本研究での分析対象とする『世界の宗教』は, 1999年改訂版である)0

アルクイレピッチは, 『世界の宗教』の序文に,学習者に宗教的寛容心を育てて

いくことの重要性を挙げ,その目的を達成するためには,学習者に宗教的価値に

関する情報や,それら宗教的価値とそれが発生した土地の環境との関係性などの

知識を提供することで,彼らから異文化の宗教に対する偏見をなくすことが有効

であると述べている12)｡こうした考えの背景として, ｢結局,民族差別も(異民

族に対する)ステレオタイプな見方も,大部分が無知から生まれてくるのだ｡｣ 13)

としたアルクイレピッチの世界観がある｡アルクイレピッチが自らのこうした信

念を踏まえて開発した教材がこの『世界の宗教』である｡この教材は,全部で10

の単元から成り,その単元はさらに20前後の小単元が存在し,その小単元は,

閏いと解説の二段構成となっている｡

この『世界の宗教』の内容編成を示したものが表3-1である｡全体は, 9つ

の単元から成っている｡単元1 ｢導入｣は,次の単元2以降で取り扱う各種宗教

に関する教義の内容以外の情報,つまり,世界の宗教の分布や宗派別人口などの

情報を提供している｡単元2 ｢ユダヤ教｣では,ユダヤ教に関する諸情報,例え

ばモーゼの十戒やユダヤ教の宗教儀式,宗教道具などが取り扱われる｡単元3 ｢キ

リスト教｣では,キリスト教に関する諸情報,例えば新約聖書の教義や三位一体

などの宗教概念,聖杯水曜日などの宗教儀式などが取り扱われる｡単元4 ｢イス

ラム教｣では,イスラム教に関する諸情報,例えばコーランの教義やモスク,イ

スラム教の暦などが取り扱われる｡単元5 ｢ヒンドゥー教｣では,ヒンドゥー教

に関する諸情報,例えばリグ･ヴェ-ダの教義やヴァルナ制度,ガンジス川の崇

拝などが取り扱われている｡単元6 ｢仏教｣では,仏教に関する諸情報,例えば,

ブッダの教えや八道,仏教の儀式や暦などが取り扱われている｡単元7 ｢シーク

教｣では,グル･グランスの教義,シーク教の慣習や祭礼･暦などが取り扱われ

ている｡単元8 ｢道教｣では,中国の儒教と道教に関する諸情報,例えば論語や

老子道徳経の教義,中国の暦や道教の儀式などが取り扱われている｡単元9は全

体のまとめとして,"宗教によってモラルと呼ばれるものの姿は違う"といった-
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表3-1 『世界中宗教』の内容編成
≡ぎ単 元 小 単 元 ､ 内容構成

!転 1 1 ●時間軸を読む 3 ●■世界の主な宗教の幼莫と分布 P 導 入 ‥世界宗

O K 2 ■ー牡界の宗教の分布 4 ■信念 ●事案 ●意見 教の基本情報を

理解する

�"毒宗 2 1 ■聖書 ■ 6 ■諺 l1■宗教儀式 15■出エジプ ト祭

■セ
ム
語

展 開 : ■

ラ::

ダヤ教 2 ●聖書を読む 7一エルサレムと嘆きの壁 12■教会 16 . ハヌカー

3 ●アブラハム 8 一反ユダヤ主義とホロコースト 13▲重要なユダヤ教の宗教 17■ユダヤ教の人口

4 ■出エジプト 9 ●槻 日独 シンボル 蓮具とシンボル 18●藷嚢と復習テス ト

5 ●モーゼの十戒 10● ユダヤ教の分派 14 . ユダヤ教の暦

転 3 1 ●ロ⊥マ帝国 8 ● ドロロツサ経申 16 . 宗教陵式 2 8. 信者

/l少ス十 2 ■キリストの人生 9 ●復活 17●個人的な宗教儀式 2 4ークロスワ｣ ド●パ

畠●バプティス ト 1O . キリス トの言葉 18 . レント､ 動 転鳩 口､ ズ′レと復習テス ト

4 ■■薪約聖書を読む 11一計し 聖なる週間

5 ●山にいる使徒と説教 12●キリス ト教の分派 19■クリスマス

6 ■奇跡 13■キリス ト教の宗派 20●十字架 ■ -a

7 ■最後の晩餐と襟 14. 三隆一体 2 1. キリス ト教のシンポ′レ 蛋

15. キリ去 ト教の拡大 22 . 教会

転 4 1 ●イスラム教の起汝 5 ●イスラム教の 5本の柱 11●モスク 16- 今 日の世界のイ大

4 ､ス ラム 2 ●ムハンマ ドの人生 6 ●カ 1} フとイスラムU)埠 12 . 宗教観式 ラム教

とイスラム教の誕生 大 13. イスラムの暦 17■文字

3 ■コーランとハーデ 7 †3代目●4 代目のカリフ 14●イスラム教のシンボル 18. 言葉さがしゲーム

イス 8 - シーア派とスンニ派の分裂 15●イスラム教とステレオ と復習テスト

4 ■コーランを読む 9 ●イスラムの更なる拡大 タイプ

10●オスマン帝国

襲疑 5 1●ヒンドゥー教の起源 6 ●ヒンドゥ働 念 10. ヒンドゥー教の宗教鰻 14. ヒンドゥー教の家

イ

{rシ

)>/

← ドゥ 2 一 1) グ ●ヴエーダを読 7 . ヒンドゥー教の聖地 式 庭礼拝 各宗教の基

んでみよう 巡礼 11■ヒンドゥー卸 )休日 15●ヒンドゥー一教の暦 本的情報を

3 . ヒンドゥーの三大神 8 . 聖なる川ガンジス 12●ヒンドゥー教の華麗な 16■ヒンドゥー教のシ 理解する

蘇 ‥比較考

4 ●ヒンドゥー教の女神 ■9 ■ヴアルナ制度 : ヒン 絵画 ンボル

5 L. ラーマーヤナ物語 ドゥー教の指宿制度 18. ヒンドゥー教の寺院 17◆クロスワー ド●パ

ズ′レと復習テス■ト

■:㌔(

:̂Tl,

∫;{{よ

元6 1●ブタダの陰りの物語 7 一チベット仏教 13■宗教儀式 19. 仏教の普及先

2 ■ブツダの教え 8 ●仏 14■仏教の寺 20▲天国にいく猫 ン

3 ●八道 ‥個人的な対応 9 ●樽 15. 仏教のシンボル 2 1●語嚢と復習テスト ド
曇

ATT
4 ●仏教の分派 10 - 日本の俳句 16 . マント7t/とマドラス

5 ●仏教の拡大 11●塀憩 17■仏教儀式と祝 日 敬

6 . お経 12●卓陀評 18- 仏教の暦

､

′

奉 7 1●シーク教の起鯨 6 . 5 つの放とシーク教の 10●金の寺 16. シーク教の磨

ク教 2●シークg)Lグ′レ ター→ミン 11. パンジヤ 17ーシーク教のシンポ

3■グ′レ■●グランス 7 ⊥シーク教の社会相県習 12. 宗教乾式 ル

4 ●グル ●グランスを ■8 . コミュニティのサービ 13一女性とシーク教鮭 18. マントラ

J ■読む ス 14●シーク教の聖地 19 . 話嚢と復習テス ト

5●′V レ軒 9 ●シ｣ ーク教笥琵 15. シーク教の祭礼と休日

完8

売 9

●反

(A m u ile

1●孔子 5 t 老子と道教の起酪 9 ●ノ唱申

中
国

2 ■孔子と老子の生きた 6 ■老子道徳経を読む 10■宗教能式

時代の中国 7 ●老子と老子道徳経めク 11●中国の暦と天文学

3 ●論語 ■イズ 12●道教のシンボル 系

終

′4 ●孔子の教えと人生 8 ●道教のマジック 13●クイズと復習テスト

1 . 無神論と不可知論 4 ●聞き取り調査 7 - 比較 :宗教鮭式

■2 ●宗教の自由と修 1ヒ条項1条 5 ●モラル5ま普遍か? 8 ●各宗教の偉人たち 察し普遍性を発

3 ●宗教的対立と宗教的寛容 6 ■自分のシンボル 見する

vieh, G ., In細 物 触 は血 U nit:弼由好物 喝 砂 d軸 Tfe ach er C reated M a teri als, I批 , 19 99 より筆

者胸劫



般原理を確認したり,合衆国の｢宗教の自由｣｢信仰の自由｣を学習したり,世界

の宗教対立が原因で起きている紛争などの状況を学習する｡そして,世界の様々

な宗教に対して寛容になることの重要性を説いている｡

こうした『世界の宗教』の内容編成には次の3つの特質がある｡特質の第一は,

各単元が,導入である単元1と終結である単元9を除いて,世界の主要な宗教別

に編成されている点である｡ここで扱われている宗教は｢ユダヤ教｣(単元2),

｢キリスト教｣(単元3),｢イスラム教｣(単元4),｢ヒンドゥー教｣(単元5),

｢仏教｣(単元6),｢シーク教｣(単元7),｢道教｣(単元8)である｡前半の単元

2-4は,セム語系の宗教(オリエント地域が発生源である宗教)である｡また

後半の単元5-7は,インド系宗教,そして最後の単元8は中国系の宗教である｡

このように,『世界の宗教』の単元は,その発生源が西のものから東のものへと世

界の主要宗教を大まかに把握できるように配列されている｡

特質の第二は2-8
>｣jOの各単元は,20前後の小単元からなり,小単元で学習す

る内容がそのままタイトルに付けられているが,この内容には大きく｢宗教の歴

史｣｢教祖｣｢神｣｢経典の中身(教義)｣｢聖地｣｢儀礼｣｢暦｣｢シンボル｣｢宗教芸

術｣などを学習するように系統的に組まれている共通性を見ることができる点で

ある｡例えば,単元5｢ヒンドゥー教｣の場合(表3-2),｢宗教の歴史｣とし

てインダス文明やアーリア人のインド亜大陸への侵攻とヒンドゥー教との関連性

などが小単元1で,｢神｣としてブラフマン,ヴイシュヌなどの神々が小単元3-

4で,｢経典の中身｣としてリグ･ヴェ-ダが小単元2,その他宗教用語･概念が

小単元6で,｢聖地｣としてガンジス川が小単元7-8で,｢儀式｣は小単元10

～11や小単元13-14で,｢暦｣は小単元15で,｢シンボル｣としては万字や水

牛が小単元16で,｢宗教芸術｣としては宗教絵画が小単元12,宗教文学｢ラーマ

ーヤナ物語｣が小単元5で扱われている｡またこれ以外に,ヒンドゥー教独特の

階層制度である｢ヴァルナ制度｣が,小単元9で扱われている｡

このような,宗教的価値に関する個別的情報を宗派別に系統的に配列した内容

編成からは,世界の主要な宗教のありとあらゆる情報を,包括的･網羅的に学習

者に提供し習得させようとした『世界の宗教』の意図を見ることができる｡

そして第三の特質は,最後の単元である単元9｢比較的･反省的活動｣において,

自分たちが信仰する宗教とは異なる宗教に対しても,広い理解を広げ,また
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表3-2　陀ヒ界の宗教』単元5 ｢ヒンドゥー教Jの単元鞄戎

単 垂 構 成 小単元と小単元のタイトル 主 な 学 習 内■容

慕
教
に
翠

歴史 1●ヒンドゥー教の起陳 ●インダス文明とヒンドゥー教の関係

●L7 ーリア人の侵攻とヴューダ ■禁欲主義

●ウパニシャッド哲学
経典 (聖書) 2■､リグーヴューダを読んで

みよう

●ウパニシャッドとヴューダの違い

秤 3●ヒンドゥーの三大神 ●ブラフマン､ ヴイシュヌ､ シバ神､ カーリ､ ラクシ

局
葦 ■

芸

4 , ヒンドゥー教の女神 ユミー､ シヤラスパティ

宗教文学 5●ラーマーヤナ物語 ●ラーマナヤナの琴訓的内容

宗教信念 6 ●ヒンドゥー教の信念 ●ダルマ､ か レマ､ サンサーラ､ モツクシヤー

一撃地 7 . ヒンドゥー教の聖地巡礼

8 ●聖なる川ガンジス

●ガンジス川の沫浴

V0 if･0m(0i000li蔓 9●ヴアルナ制度:ヒンドゥ ●インドの身分串岐 は宗教によつてその存在を正当化

知
琴

●価■
質 L

識

ー教の階層制度 されている0

儀礼 10ーヒン■ドゥ∵教の宗教鶴式

11●ヒンドゥー教の休日

●誕生日や結練武､ 葬式､ 成人式のスタイル

宗教絵画 12●ヒンドゥ∵教の華麗な絵画 ●ヒンドゥー絵画

礼拝スタイ 13. ヒンドゥー教の苛窺 ●マンデイール

+を

●≡
る

′レ 14●ヒンドゥー教の家庭礼拝 ●家庭での礼拝のスタイル

磨 15●ヒンドゥー教の暦 ■ヒンドゥーの磨

シンボル 16.字ンドゥー教のシンボル ●牛は神聖とされる0

●万字の意味
(復習テスト) 17●クロスワード●パズ′レと

復習テスト

(Arquilevich, G.,血ぬ盛軸町Thematic Unit- World物(2nd Edition), Tfe血Creaぬd
Materials, Inc., 1999より筆者陶戎)

表3-3　小単元6 ｢ヒンドゥー教の信念｣の授業構成
療 掛持戒■ 主 な 発 開 教陵学習過程 主な学習内容

弟如 ミ持つ信 ○教科書を読みなさも㌔ T :発問する ※教科書の記載内容は 【資料3 丁- 1 l

念の考え方を ○ ｢ダルマ｣ ｢カルマ｣ ｢サンサーラ｣ T :発間する､ ダルマ…万物の道静的なバランス
酢 る ｢モツタシヤー｣の意味について S :教科書の内 ダルマ∴ ㈱

(教科垂の記載を踏まえて)答え 容を確認 し サンサーラ‥●㈱

なさい0 て答える モンクツシヤー… (省略)
身近な葡秀で ○あなたの人生において ｢ダ′レマ｣ T :発間する (各自答え草)

(各自答える)

(各自答える)

(各自答える)

この信念が蒔 を感じることがあります鈍 S :各自答える
用されている ○私たちの社会に ｢ダ′レア｣ という T :発間する
事例を見つけ

る
感覚はありますか0 もしあるな

ら､ それはどのようにですれ ■l

○ ｢カルマ｣ の事例として使われた

｢狼の鳴き声をする少年｣ の物語

はどのようなもの鈍 あなたの人

生において､他の事例をま考え付き

ますか〇

○ ｢サンサーラ｣ の考えを含んだ本

や映画について述べなさむ㌔

S ‥各自答える

℡‥発問する

S :考え■る

T :発関する

S :答える
(A r如levich, G ., 血ぬ軸 血卯y 飽班 atic Unit' W orld 蜘 也血 耳dition), Tbad :ぼ Created

Materials, Inc., 1999,pp. 149-150より筆者作成)
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資料3-1小単元6 ｢ヒンドゥー教の信念｣の教科書記載内容
我々がヒンドゥー教を理解するためには,幾つかの基本的信念について学ばなくてはな

らない｡これらの信念はどれも,ヴェ-ダやウパニシャッド哲学にそのルーツがある｡こ

れらの考え方の中には,あなたにとって新鮮なものもあるし, ｢霊魂再来｣といったように,

馴染みのある考え方もある｡こうした考え方は,ヒンドゥー教徒の精神を規定するばかり

でなく,法や慣習にも入り込んでいるのである｡

●　ダルマ(Dharma)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′

ダルマとは,万物の道徳的なバランスを意味する｡ダルマはまた,世界や個体にもあて

はまる｡自然や宇宙の嶺域には,神聖なる秩序があるように,人間の個々の人生にも,同

様の秩序がある｡そして,人々はそれぞれ人々が持つダルマのバランスを保つ責任がある｡

ヒンドゥー教のダルマの考え方は,その生き方の全てにおいて実践されている｡もし誰

かが誰かと約束をしたとしよう｡そうした場合,ヒンドゥー教徒はこの約束はどんなこと

があろうとも守られなくてはならない｡家族のニーズに気を配りながら,深い信仰がこの

宗教的慣習を維持してきた｡

●　カルマ(Karma)

あなたはこれまで, ｢周りにしたことはあなたもやがてされる｣とか｢あなたが巻いた種

はあなたが刈り取る｣といった言葉を耳にしたことがあるだろう｡こうした言葉は,ヒン

ドゥー教の｢カルマ｣と同じ意味である｡

カルマは基本的には,人間は自らがした行動の結果を経験することになるといった信念

である｡つまりすべての行動や思考は重要性をもつ｡バランスのとれた世界に対して,も

し個人がその秩序を歪めたら,その人間は必ず苦しみを味わうことになる｡しかし道徳的

倫理的生活を送り,ダルマを歪めることがなければ,その人物は幸福になる｡ヒンドゥー

教はどのくらい過ちからの救済が望まれるのか｡もし人間は純粋な淀みのない生活を送っ

たらどのような幸福が訪れるのか｡こうした疑問の答えは,次の｢サンサーラ｣に見るこ

とができる｡

●　サンサーラ(Samsara)

西洋社会では,サンサーラは｢霊魂再来｣という概念で知られている｡サンサーラとは

生き,死に,また再生し,自らのカルマを背負って生きていくそのサイクルのことを示す｡

･ . .(中略). . .

●　モックシヤー(Moksha)

キリスト教の天国のように,ヒンドゥー教徒も不変なる幸福世界である｢モックシヤー｣

という世界にたどり着こうと常に努力をしている｡これは世俗世界の財産などに興味を持

たず,ただひたすらに宗教に献身し,道徳的に高潔である生活を送ることで到達すること

ができるとされる｡しかし多くの場合はモックシャトに達成する前に日常の車輪に戻るの

である｡完全な報酬とは,サンサーラから解放され,神の一員となることである｡

(Arquilevich, G., Interdisciplinary Thematic Unit-'World Religions, (2nd Edition), Teacher

Created Materials, Inc., 1999,p.149より筆者作成)

82



信仰の自由の下で,異教徒の宗教を尊重できるような寛容心を持つことが大切で

あるとのメッセージを,全体のまとめとして伝えていることである｡具体的には,

小単元1と2では,アメリカ社会では信仰の自由が認められており,これが大変

に重要であること,そしてその信仰の自由を守っていくためには,一人一人が異

教徒の宗教に対して広い理解と寛容な心を持つことが大切であることを説いてい

る｡また小単元3から7までは,世界には単元2-8で扱った宗教以外にも多様

な宗教があることを,改めて確認する展開となっている｡

このように『世界の宗教』では,基本的に世界の主要宗教が包括的に扱われ,

各単元では,それらが宗教別に個別に取り扱われていた｡また小単元では, ｢宗教

の歴史｣ ｢教祖｣ ｢神｣ ｢経典の中身｣ ｢聖地｣ ｢儀礼｣ ｢暦｣ ｢シンボル｣ ｢宗教芸術｣

など,単元が取り扱う宗教の各種個別情報を系統的に取り扱っていた｡その内容

編成は宗教的価値に関する諸情報を｢個別配列｣していると言えるものである｡

このような『世界の宗教』の内容編成からは,世界の各種宗教の宗教的価値に関

する情報を広く豊富に得ることが｢異文化理解｣につながり,さらには宗教的偏

見を排し,宗教的寛容心を育てることにつながるとしたアルクイレピッチの考え

方を明確に捉えることができる｡

2.授業構成

(1)授業展開

一諸情報の把握及び確認の繰り返しによる宗教的価値の着実な理解･定着を

図る展開-

『世界の宗教』の小単元も,こうした,世界の主要な宗教の多様な情報を学習

者に提供し理解させようとしたアルクイレピッチの考えに応じた構造となってい

る｡というのも, 『世界の宗教』では,その小単元のほとんどが,宗教的価値に関

する個別的情報を教科書が学習者に解説的に提供し,学習者にこの教科書が与え

た情報を把握させた後,小単元末の問いで,その理解度を確認していくことで,

学習者に宗教的価値に関する情報の確実な理解･定着を図っていく,とした展開

が採られているのである｡

例えば単元5 ｢ヒンドゥー教｣の小単元6 ｢ヒンドゥー教の信念｣の場合を見
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てみよう｡ /ト単元6 ｢ヒンドゥー教の信念｣の記載内容や設定されている発間を

参考にして,筆者が教授書形式で示したものが,表3-3である14)この小単元

ち,前半で,教科書が｢ダルマ｣ ｢カルマ｣ ｢サンサーラ｣など,ヒンドゥー教が

持つ宗教概念(宗教的価値)に関する情報を提供した後,学習者にその内容を尋

ねる問いを設定し,学習者がこれらの中身を理解しているのかを確認できるよう

な構造となっている｡

さらに小単元6の場合には,後半に,これら｢ダルマ｣ ｢カルマ｣ ｢サンサーラ｣

といった宗教概念を,学習者の身近なところから事例を見つけ出して説明するよ

うに指示した発閏まで設定されている｡こうした課題に学習者が答えていくため

には, ｢ダルマ｣ ｢カルマ｣といった宗教概念を学習者は確実に把握することが必

要となる｡

このように, 『世界の宗教』の小単元は,教科書を読んで情報を把握し,発間に

答えることで再度その理解を深めることで,各種宗教的価値の諸情報の確実な習

得を目指した構造となっているのである｡こうした『世界の宗教』の小単元に見

られる授業構成は, ｢理解型｣と呼べるものである｡

(2)宗教分析手法の獲得と表面的な宗教的価値の理解

『世界の宗教』の小単元は,教科書を読んで情報を把握し,発間に答えること

で再度その理解を深めることで,各種宗教的価値の諸情報の確実な習得を目指す

構造となっていた｡こうした授業の構造から,学習者はいったいどのような民主

主義社会の形成者として求められる手続き的知識を獲得することができるのであ

ろうか｡

結論から述べると,そうした手続き的知識は,この授業からはほとんど学ぶこ

とができない｡というのもこの授業は,宗教的価値に関する諸情報をただひたす

ら知ることだけが求められており,そうした宗教的価値を分析して,その背後に

ある価値観(思念)まで解明することも,また習得した宗教的価値を踏まえて学

習者が新たな価値を形成することも求められていない｡『世界の宗教』は世界の主

要宗教の多様な情報を提供することに重点を置いていた｡このことから,その背

後にある価値観(思念)など,時間のかかる学習は避けられたのであろう｡その
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ため,宗教的価値の分析手法や批判的な価値形成の手法を獲得することは期待で

きない｡

小単元6 ｢ヒンドゥー教の信念｣を始め, 『世界の宗教』のほとんどの小単元に

みられるこうした授業で獲得できる手続き的知識は,｢宗教的価値の表象的な部分,

主張(C)
ダルマを乱す人間
は､その因果(カ
ルマ)を背負って
いきなくてはなら

ず､必ずその報い
としての苦しみを
味わうことになる｡

図3-1
小単元6｢ヒンドゥー教の信念｣
の宗教的価値分析図

いわば言説を解明して理解する｣という知識を

学ぶことで限界である｡これをトウールミン図

式(本研究の第2章を参照)で示すと,以下の

図3-1のようになる｡つまり,トウールミン

図式でいうところの,規範的価値にあたる主張

(C)の部分を解明して理解するという手続き

的知識を獲得するに留まるのである｡この授業

では,宗教的価値の言説(規範的価値)部分の

みを取り扱い,その背後にある価値観や意図(思念または保障的価値(パッキン

グ))が解明されることがないため,そうした部分を解明するといった手続き的な

知識を獲得することは期待できないのである｡

こうした『世界の宗教』の学習は, ｢多様な宗教的価値の表面的理解学習｣とま

とめることができよう｡

3.個別配列･理解型宗教的価値学習の特質

『世界の宗教』は,世界の多様な宗教的価値に関する情報を,より多くより広

く伝えること,理解させることが,学習者の持つ異教徒への偏見を排除し,宗教

的寛容を育てることになるということを前提にしていた｡このために,世界の宗

教的価値に関する情報を,学習者がより多くより広く知ることができるような内

容構成･授業構造を採る必要があった｡そして,これを実現するために,次のよ

うな内容編成･授業構成を採用している｡

まず内容編成の点からみると,全体計画においては,基本的に世界の主要宗教

が包括的に扱われ,各単元では,それらが宗教別に個別に取り扱われている｡ま

た小単元では,単元が取り扱う宗教の各種個別情報(｢宗教の歴史｣ ｢教祖｣ ｢神｣

｢経典の中身｣ ｢聖地｣ ｢儀礼｣ ｢暦｣ ｢シンボル｣ ｢宗教芸術｣など)を系統的に取
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り扱っている｡さらに授業構成の点からみると,教科書が提供する各種宗教的価

値に関する諸情報を学習者が十分に理解できるように,小単元単位で,学習者は

情報の把握とその確認となる発間への対応が繰り返し求められている｡またそれ

らの価値は,その価値を支持する人々が持つ価値観(思念または保障的価値(パ

ッキング))を探求するような深入りは,学習時間がとられることもあり避けられ

る傾向があった｡

こうした内容編成･授業構成の特質から,アルクイレピッチが『世界の宗教』

を通して試みたような宗教的価値学習を,他の宗教的価値学習と区別するために,

本研究では,便宜上, ｢個別配列･理解型宗教的価値学習｣と定義する｡

なお,こうした『世界の宗教』に代表して見られる個別配列･理解型宗教的価

値学習の内容編成･授業構成上の特質は,第5章の第2節で取り扱う個別配列･

理解型の文化的価値学習(『国と文化』)や,第6章の第2節で取り扱う個別配列･

理解型の法規範的価値学習(『憲法の学習』)にも共通するものである｡

第3節　テーマ別構成･比較型宗教的価値学習:『比較宗教』の場合

1.内容編成一世界の宗教に関する諸情報のテーマ別配列一

前節では,アルクレイピッチが開発した『世界の宗教』を通して,世界の多様

な宗教的価値に関する情報を,より多くより広く伝え,そして理解させることが,

学習者の持つ異教徒への偏見を排除し,宗教的寛容を育てることになるという立

場の宗教的価値学習の特質をみてきた｡これに対して本節では,宗教間に普遍に

存在する価値観(思念)を発見することで他宗教への蔑視や偏見を克服していこ

うとする立場の宗教的価値学習に注目する｡ここでは特に,こうした立場から教

材･プロジェクトを開発した一例として,ダイヤグラム･グループが2000年に

編集した『比較宗教』 (ファクト･オン･ファイル(Fact on File)社刊, 2000

年) 15)を取り上げる｡

この教材は,学習目的などがあまり書かれていないため,その宗教的価値学習

論を直接的に伺い知ることは困難である｡しかし,その教材のタイトルや,内容
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表3 -4　宗教的価値学習･テーマ別比較型: 『比蛎宗教』の内容編成

内容編成 単元とタイ トル 小 項 目 扱 わ れ る 宗 教

今 日の世界の主要

1

今 日の宗教 神 とは何か ● イスラム教 ●ヒンドゥー教○ユダヤ教 ●キリスト教 ●道

宗教に関する宗教

的内容以外の情報

魂 とをま何か 教 ●仏教 (他多数)

宗教の人 口 イスラム教 ●ヒンドゥー教●ユダヤ教 ■キリスト教 ●道

の提供 教 ●仏教 ●シーク教 (他多数)

その他各宗派 ■イスラム教 ●ヒンドゥー教●ユダヤ教 ●キリスト教 ●道

の基礎情報 教 ●仏教 ●神道 ●シーク教 (他多数)

かって存在した宗

2

古 代 の 宗 シャーマニズム●古代エジプトの宗教●古代メソボ夕ミ

教やその他マイナ 教 ●伝統的宗 アの宗教 ●アステカの宗教 ○ノルマン人の宗教 ●ギリシ

ーな宗教に関する 敬 ヤの神々 ●古代ローマの神々 ●ゾロアスター教 ●ブ｣ ド

情報の提供 ウー教

3
神話の創造 ポリネシアでの神話●日本の神道の神話 ●アフリカのヨ

ルバ族の神話 ●バラモン教の神話

単元 1～ 3 で扱つ

た宗教の歴史に関

する情報の提供

4

宗 派 とそ の

発展

(単元1～ 3 で取り扱つた宗教)

今日の世界の主要

5

礼拝地 建物 イスラム教 ●ヒンドゥー教 ○ユダヤ教 ●キリスト教 ●シ

宗教を宗教的内容

についてテーマ別

ーク教 ●仏教 ●神道

礼拝堂 イスラム教 ●ヒンドゥー教 ●ユダヤ教 ●キリスト教 ●シ

に情報提供 ●比較 ーク教 ●仏教 ●アステカやマヤの宗教 ●古代ギリシャや

エジプトの宗教 ●ミトラ教

6
祭典 イスラム教 ●ヒンドゥー教 ●ユダヤ教 ●キリスト教 ●仏

教 ●シーク教 ●神道 ●古代ローマの宗教 ●マヤの宗教

7

儀式 結婚式 イスラム教 ●ヒンドゥー教 ○ユダヤ教 ●キリスト教 ●シ

ーク教 ●神道
葬式 イスラム教 ●ヒンドゥー教 ●ユダヤ教 ●キリスト教 ●シ

ーク教
生活一般 イスラム教 ●ヒンドゥー教 ○ユダヤ教 ●キリスト教 ●仏

教 ●シーク教 ●アステカの宗教

8

聖地 イスラム教 ●ヒンドゥー教 ●ユダヤ教 ●キリスト教 ●仏

教 ●シーク教 ●神道 ●古代ギリシャやエジプトの宗教 ●

北米インディアンの宗教 ●ポリネシアの宗教

9

シンボル シンボルマー イスラム教 ●ヒンドゥー教 ●ユダヤ教 ■キリスト教 ●道

ク 教 ◆仏教 ●神道 ●シーク教 ●ゾロアスター教

宗教道具 キリスト教 ●仏教 ●ユダヤ教 ●古代ローマの宗教 ●北米

や中央アメリカのインディアンの宗教

10
宗教 的指 導 イスラム教 ●ヒンドゥー教 ●ユダヤ教 ●キリスト教 ●仏

者 教 ●神道 ●シーク教 ●儒教

ll
聖書 と主 要 イスラム教 ●ヒンドゥー教 ●ユダヤ教 ●キリスト教 ●仏

な概念 教 ●道教 ●儒教 ●神道 ●シーク教

(The Diagram Group, Comparati摺Religions on Facts, Fact on File, Inc., 2000より筆者作成｡ )
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編成,授業構造から, 『比較宗教』が,宗教的価値の比較･検討などを通して,一

見多様に見える宗教の間に普遍に存在する価値観(思念)を発見することで他宗

教を奇異なものとして捉える態度や偏見を克服していこうとする立場の人々が開

発した教材であることには間違いはないであろう｡こうした立場にある人々は,

アメリカ合衆国ではまだ少数派のようであり,また,この立場の人々が教材やプ

ロジェクトを開発するようになったのはつい最近であるため,このタイプに属す

る教材やプロジェクトはまだ数が少ない(『比較宗教』も2000年と比較的最近に

なって開発されたばかりである)｡おそらく,このタイプの宗教的価値学習は今後

注目され,開発されていくことが期待される｡

この教材は,全部で11の単元から成り, 『世界の宗教』と同様に,教科書の解

説の他に発間集が併設されている｡この『比較宗教』の内容編成を示したものが

表3-4である｡単元1 ｢今日の宗教｣は,世界の主要な宗教の神は何であるの

かを確認したり,それら各種主要宗教の発生場所や広がりを地図で確認したり,

その宗派別の人口が現在どのくらいなのかを確認する作業が組まれており,現代

社会において主要となるイスラム教やキリスト教など各種宗教の,教義や儀式な

どその宗教的な内容以外の基礎的な情報を提供しており, 『比較宗教』の導入的役

割を果たしている｡単元2 ｢古代の宗教･伝統的宗教｣や単元3 ｢神話の創造｣

では,単元1では取り扱わなかった,かつては盛んに信仰されてきたが今日廃れ

てしまったり,表立った活動をしていない宗教(古代エジプトの宗教,日本の神

道,ゾロアスター教など)を取り上げ,それらの神や慣習,神話や宗教教義に関

する情報を提供している｡単元4 ｢宗派とその発展｣では,単元1-3で取り上

げた宗教の歴史を取り上げている｡ここでは,単元1-3で取り上げた宗教の拡

大過程(又は,その廃れたり,目立った活動をしなくなる過程)に関する情報を

提供している｡単元5は｢礼拝地｣というテーマを設けて,単元1で取り上げた

世界の主要宗教の礼拝地やその建物,礼拝方法に関する情報を提供し,それらを

比較する活動が組まれている｡単元6では｢祭典｣というテーマを設けて,世界

の祭典に関する情報を提供し,それらを比較する活動が組まれている｡単元7で

は｢儀式｣というテーマを設けて,世界の主要宗教の結婚式や葬式,その他生活

儀礼一般に関する情報を提供し,それらを比較する活動が組まれている｡単元8

では｢聖地｣というテーマを設けて,世界の主要な宗教の聖地やその地の意味付
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けに関する情報を提供し,それらを比較する活動が組まれている｡単元9では｢シ

ンボル｣というテーマを設けて,世界の主要宗教の宗教的シンボルや宗教道具に

関する情報を提供し,それらを比較する活動が組まれている｡単元10では｢宗

教的指導者｣というテーマを設けて,世界の主要宗教の宗教的指導者に関する情

報を提供し,それらを比較する活動が組まれている｡単元11では｢聖書と主要

な概念｣というテーマを設けて,世界の主要宗教の聖書･聖典の記載内容(教義)

に関する情報を様々に提供し,それらを比較する活動が組まれている｡

こうした『比較宗教』の内容編成には,次の2つの特質がある｡特質の第一は,

単元1-4を除いて,各単元は｢礼拝地｣ (単元5), ｢祭典｣ (単元6), ｢儀式｣

(単元7), ｢聖地｣(単元8), ｢シンボル｣ (単元9), ｢宗教的指導者｣ (単元10),

｢聖書と主な概念｣ (単元11)のように,宗教的教義や宗教的儀式といった宗教

の中身に関して,そのテーマ別に単元が編成されていることである｡また,単元

5-7-9には小項目がある｡単元5 ｢礼拝地｣の場合, ｢建物｣と｢礼拝堂｣が,

小単元7 ｢儀式｣の場合, ｢結婚式｣ ｢葬式｣ ｢生活一般｣が,単元9 ｢シンボル｣

の場合, ｢シンボルマーク｣ ｢宗教教育｣がこれに当る｡こうした小項目は,各単

元のテーマを細分化する関係にある｡

特質の第二は,単元　11までの各単元で,世界の主要な宗教が全て含まれる

ように編成されていることである｡ここで扱われる宗教は,ユダヤ教,ヒンドゥ

ー教,イスラム教,シーク教,キリスト教,仏教,儒教などがある｡このうち,

アメリカ合衆国において多くの信徒がいる,ユダヤ教,ヒンドゥー教,イスラム

敬,キリスト教は,全ての単元(小項目)で取り扱われている｡

このようなテーマを優先して編成された『比較宗教』の内容編成は,各宗教を

個別に内容編成した『世界の宗教』に比べて,各宗教間の宗教的価値を比較しや

すい｡テーマに即して宗教間を比較することで,学習者に各種宗教の宗教的価値

に関する情報を習得させ,その多様性を理解させるだけでなく,それら宗教間に

普遍に存在する価値観(思念)を発見させることで,学習者の他宗教への蔑視や

偏見を克服しようとするダイヤグラム･グループの意図を,この『比較宗教』の

内容編成から明確に伺うことができる｡
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2.授業構成

(1)授業展開一宗教間の比較による背後の価値観の共通性･相違性の発見-

『比較宗教』の単元の授業構造にも,こうした,宗教的価値の比較･検討など

を通して宗教間に普遍に存在する価値観(思念)を発見することで,学習者の他

宗教への蔑視や偏見を克服していこうとした,ダイヤグラム･グループの意図を

見て取ることができる｡というのも, 『比較宗教』は,テーマに即した各宗教の内

容を学習した後,全ての単元の末尾に,これら各宗教を比較し,それらに共通す

る価値観(思念)を見出すように指示する発間が設定されているのである｡その

一例として,単元7 ｢儀式｣の小項目2 ｢葬儀｣の授業構成を見てみよう｡単元

7 ｢儀式｣小項目2 ｢葬儀｣に設定された発問や記載内容を踏まえて教授書とし

て示したものが,次の表3-5である16)｡

単元7小項目2 ｢葬儀｣は,前半でユダヤ教,ヒンドゥー教,イスラム教,シ

ーク教,キリスト教の順で,それぞれの葬儀に関する情報(特に葬儀において｢火

葬｣ ｢土葬｣のどちらをとるかについての情報)を学ぶ活動が組まれている17>
〔)

学習者は,単元の前半の学習展開において,教科書の解説に目を通した後に,そ

の内容の確認をする発間に答えていくことで,各種宗教の葬儀に関する情報を獲

得する｡発間は,基本的に｢(A)葬儀の前に何をするのか｣ ｢(B)葬儀の最中に

何をするのか｣ ｢(C)葬儀の後に何をするのか｣の三段階からなる｡また,これ

ら(A) - (C)の発間に答えた後には,特に各宗教の｢火葬｣ ｢土葬｣の差異に

注目し,それぞれの宗教が｢火葬｣または｢土葬｣にする上で,その背景にある

各宗教独自の宗教的な考え方(価値観や意図)を解明する活動が組まれている｡

この前半において,学習者たちは,各種宗教の宗教的価値の多様性を理解するこ

とになる｡そして学習の後半では,前半で学習した各宗教間の葬儀方法の違いな

どを比較し, ｢火葬｣ ｢土葬｣の違いから各種宗教をグループ分けしたのち, ｢火葬｣

派, ｢土葬｣派それぞれがどのような価値観や意図(思念)の共通性を持つのかを

問い,さらには, ｢土葬｣派, ｢火葬｣派の価値観の間にはどのような共通性があ

るのか,などを明らかにする活動が組まれている｡

このように『比較宗教』は,キリスト教,ユダヤ教,イスラム教,ヒンドゥー

敬,仏教などの世界の主要宗教における教義等の宗教的価値を一定のテーマの下

で比較して,共通性や相違性を発見する活動が組まれ,そのことで,各種宗教の
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表3-5　『比較宗教』単元7 ｢葬式｣の授業展開

授 業 展 開 予想される教師の発間 教授学習過程 主な学習内容

■条

派
蓋 ■

質

を
知

ユ ダ ヤ 教

零

○教科書 ｢ユダヤ教の葬儀｣ を読み

なさい○

○ユダヤ教の葬式はどのようなも

のか0

(A) 葬式の前に何をするのか○

(b ) 葬儀の最中に何をするのか0

(C ) 葬儀の後に何をするのか○

T :発間する

T :発間する ■人が死んだら､ 彼の親戚は自分の着ている服を引き破

S :答える

T :発間する

ることで悲しみを示す0

●葬儀の準備として､ 死者の体は洗われ､ ｢キテル｣ と呼
ばれる白い物質に身を包むことになる0

●ユダヤ教の葬儀はいつもシンプルで簡潔なものである○
展
開

S :答える

T ‥発間する ■

葬儀には､ 花､ 音楽などはなく､ ただ飾り気のない木

製の棺だけがそこにある○棺が埋められる時､ 参列者
の葬儀 各々が手やシャベルを使つて土をかけ入れる○火葬は

なされない○

●葬儀が終わつてすぐに､ 死者の家族によつて激しい悲
S :答える しみを示す期間 (シバ)) がある0 ■この期間は働くこと

が許されないq シバが終わつても､ 死者の家族は悲し

み続けることになる○それは約2 ヶ月続く0

犀

の
意
図

○なぜユダヤ教徒は葬儀の時一心

に嘆き悲しむのか0

○ユダヤ教トはなぜ火葬をしない

T :発間する

S :答える

T ‥発間する

●死者は多くの尊敬の念が与えられるから0

●火葬は神が創造した人間の身体を破壊する冒涜行為で
る q)か0 S ‥答える あると考えるから○

ヒ ン ドゥ

○教科書 ｢ヒンドゥー教の葬儀｣ を

読みなさい0

○ヒンドゥー教の葬儀はどのよう

なものか○

(A ) 葬儀の前に何をするのか○

伯) 葬儀の最中に何をするのか0

T ‥発間する ●多くのヒンズー教徒は､ 自分の死が近づいていると感

S :答える

T :発間する

じたら､ バラナシ (ベナレス) に旅行する0 この町は

インダス川の沿岸にある○この町の水は神聖なもので

あるとヒンズー教徒は考えており､ この水で体を清め

ることは､ 罪から身を解放し､ 将来何度も生まれ変わ

ることから人々を救つてくれる0

●ヒンズー教徒がインドで死んだ場合､ 遺体は洗つた後
に黄色い布に包まれ､花で周りを飾られることになる○

そしてその遺体は､ 葬儀用の薪がくべられた担架の上

に置かれることになる (この薪は､ 火葬をするために
ー 教 の葬

倭

使わわる)○

■できることなら､ ガー トと呼ばれる川に向かつて伸び
S :答える る階段つきの壇の上で､ 葬儀用の薪を利用して遺体は

火葬にされることが望ましい0

●長男､ もし子どもがいなければ親戚の男性が､ 薪の周
りを時計と反対周りで3 回周り､ 燃え盛るトーチを使

つて火をくべる0

●火葬の最中､ 死者の関係者たちは､ 祈りの呪文を唱え
たり､ 神聖なヒンズ⊥の聖書の文言を読み上げたりす

る○

●長男は死者の頭蓋骨を砕くために､ 松ノ木の棒を利用
する0 そしてアートマン (死者の魂) を解放する0

●親戚の男性が火葬の後の灰を川に流す○
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(C ) 葬儀の後に何をす るのか○ T :発間する

●西洋社会では､ 葬式は葬儀屋が行い､ 火葬は火葬場で

行われることが伝統的な慣習であるが､ ヒンズー教徒

の場合､ 愛する死者の灰がイン ドに流されて戻つてく

るように､ ガンジス川に撒かれる0

●葬儀の後は､ 死者の家族は家に帰つたり､ 川に行つた

S :答える りして自分の身を清める0

●火葬の後 11 日間はど毎日儀 式が行われる0 こうした儀

式の最後をかざるのが､ キ リヤ という儀式である0 こ

れは 12 日目に行われる○

○ヒンドゥー教徒はなぜ火葬にし､ T ‥発間する ●人間は神が創つたものなので､ 神の元に返す必要が あ

灰 をガ ンジス川に投 げ入れるの S :答える る○聖なる川ガンジスに灰を流す ことで､ 神に体を返

か0 せると考えている○

○教科書 ｢イスラム教の葬儀｣ を読

みなさい○

○イスラム教の葬式はどのような

ものか○

也) 葬式の前に何をするのか0

也) 葬式の最中は何をするのか○

(C ) 葬式の後は何をするのか○

T :発間する ●葬儀の前に誰かが死者の体を洗い､ 三つの布で体を包

S :答える

T :発間する

む0 体は担架に乗せられるか､ 簡単な棺に入れ られて､

モスクの埋葬場に運ばれる○

●死者は担架や棺から出されて､ 頭をメッカに向けて埋

葬される0

●参列者は祈 りを捧 げ､ コーランの第一章を唱える○そ

S :答える

T :発間する

して参列者は､ 3 度ほど墓の土をかける○火葬はされ

ない○

●スンニ派は死者の友人や親戚が 7 日間その悲しみを示

S :答える すことになるO 葬儀の 7 日後､ 親戚や友人たち古ま墓に

行き､ シヤハダーを唱えるO 親戚が死んでから40 日の

間､ 家族は料理をした りすることが禁止され､ 死者の

友人や親戚から持つてきてもらつた食糧を食べること

になる0

○なぜイスラム教では死者を火葬 T :発問する ●魂は死後で も痛みを感 じることができるとムス リムの

にしないのか○ S ‥答える 人々は信じているか ら火葬はなされない0

○教科書 ｢シーク教の葬儀｣ を読み

なさい0

○シーク教 の葬儀 はどのような も

■ のか○

(A ) 葬式の前に何をするのか0

伯) 葬式の最中は何をするのか0

(C ) 葬式の後は何をするのか0

T :発間する ●儀 式の前に､ 死者の家族は死者の体を洗い､ 葬儀用の

S :答える

T ‥発間する

服を着せる0 この服には5 つのⅩがある0 もし女性が

死者であれば女性がこの仕事を行い､ もし死者が男性

であれー£ 男性がこの仕事を行 う0

●死体は火葬す る場所まで､ 友人や家族 による行進によ

S :答える

T ‥発間する

つて運ばれる0 彼うは歌いなが ら進行する○

■死体は葬儀用の薪によつて焼かれ その火は近い親戚

がつける○そ して参列者はカータシ ●ソヒラと呼ば れ

る賛美歌を歌う○

●火葬が終わつて参列者が死者の家に戻 ると､ 参列者は

S ‥答える 自分の顔､ 手を洗 い､ 床に座 り込む0

●参列者はグル ●グランス ●サヒピと言 うシーク教の聖

書を唱える0 この行為は 48 時間立て続けで行われた

り､ 10 日以上の間､ 段階的に行われた りする0

●参列者は食事やカラ ●パーシヤド (バター､ 小麦､ 砂

糖から作 られた特別な料理) を共有する0
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条

派
(A>II;

､式

シー ク教

の葬儀

●火葬が終わると､ 死者の灰は川や流れの有る湖､ 海な

どに流される○死者の目印となる墓標などは立てない0

●死者の家族は現金をグワラ (教会) に収めたり､ 他の
慈悲深い場所に収める0

儀
礼
の

○シーク教徒の葬儀はなぜ悲しい

ものではないのか○

○シーク教徒はなぜ火葬にするの

T :発間する

S ‥答える

T ‥発間する

●彼らは生命や神の愛は死後も続くと信じているため○

●人間は神が創つたものなので､ 神の元に返す必要があ
意
図

か○ S :答える る0 川や海､ 湖に灰を流すことで､ 神に体を返せると

考えている0

キ､リス ト

教の葬儀

義

の
展
開

○教科書 ｢キリスト教の葬儀｣ を読

みなさい○

○キリスト教の葬儀はどのような

ものか○

(A ) 葬式の前に何をするのか○

也) 葬式の最中は何をするのか0

(C) 葬式の後は何をするのか0

○キリスト教の墓の特徴を挙げな

T :発間する ●ローマカトリックは､ 罪から解放された者のみが､ 死

を
知
る

S ‥答える

T :発間する

んだ時に天国に行くことが出来ると信じている0 しか

しカトリックは信仰しない者､ 邪悪な人間など古劫包獄

に行かなくてはならず､ 天国に行くチャンスはないと

考え畠○

●死の前に､ 人々は自らの罪に関して神に許しを請うこ
とで､ 神が罪から自らを救つてもらえるように挑む0

●通常キリスト教徒は小麦から作られたある種の粥 (オ
S ‥答える

T :発間する

ートミー;w を食べる儀式を含む0 この小麦は､ 新し

い生活の象徴である○この粥は参列者に回される○参

■列者はこれを少しずつ食して ｢神の御恵みあれ｣ と言

う○これは魂が新しい精神世界に向かうことができる

ように補助するものである0

●今日は共同墓地がいつぱいになつたので､ 多くのキリ
S :答える

T ‥発間する

スト教徒は火葬されるようになつた0 体は火葬場で火

葬されるようになり､灰は愛する人々に保管されたり､

その死んだ人にとつて特別な場所に撒かれるようにな

つた0

■死者が埋葬されたり､ 灰が埋葬された時､ 石でその場
さい○ S ‥答える 所の目印を立てる○石には死者の名前と､ その死者が

死んだ日が記載されている0 またその人物に関する簡

単なエピソードを載せることもある○

●十字架は､ 希望のシンボルとして墓石にしばしば活用
される0

●使者が埋葬されていることを目印にした墓や墓石は､
死者を愛する人々が覚えていられるように､ 家族がそ

の場所に集まれる重要な土地に置かれる0

●墓を飾るロウソクや花は､ 人生が終わつたことを当然
と思わせるものである○

茜 雲 ○なぜキリスト教はかつて火葬を T ‥発間する ■キリスト (救世主) が現世に戻る時､ 体は五体満足で

しなかつたのか0 S :答える 再生可能な状態にあるべきであると考えているから0

+ :

■∵を類
那

‥/$% 讐

(The

火葬 ●埋葬にお

ける死者観の違

いを考える

○火葬にする場合と､埋葬にする場 T ‥発間する (例) 埋葬を主張する宗教は､ 死後ゐ人間の魂は､ 身体

合､死者に対する考え方の相違が

宗教間に見られた0火葬にする夕

イブには､どのような死者観があ

るのか0埋葬にするタイプにはど

のような死者観があるのか0

○両者に共通性はあるか○

S ‥答える とつながりを持つと考える傾向がある0

(特に答えは設定されていない)

D iagram G roup,Com parativeR eligionson Fact,Facton File,Inc.,2000,pp.7‥01一7:21 より筆者作成)
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背後に共通する価値観(思念)や,相違する価値観(思念)を発見できるように

なっている｡

(2)宗教分析手法の獲得と深厚な宗教的価値の理解

『比較宗教』の単元は,世界の主要宗教における教義等の宗教的価値を一定の

テーマの下で比較して,共通性や相違性を発見する活動が組まれ,そのことで,

各種宗教の背後に共通する価値観(思念)や,相違する価値観(思念)を発見で

きるようになっている｡こうした授業の構造から,学習者はいったいどのような

民主主義社会の形成者として求められる手続き的知識を獲得することができるの

であろうか｡

結論から述べると,この『比較宗教』で獲得できる手続き的知識としては,宗

教的価値の分析手法として,前節で取り扱った『世界の宗教』でも習得できた｢宗

教的価値の表象的な部分,いわば言説を解明して理解する｣に加えて, ｢宗教的価

値の背後にある,その価値を支持する人間の価値観(思念)を解明する｣といっ

た知識も獲得できる｡

というのも, 『比較宗教』の場合,各種宗教の背後に共通する価値観(思念)や,

相違する価値観(思念)を発見できるようになっていたからである｡単元7小項

目2 ｢葬儀｣では,そのまず各種宗教は火葬を支持するのか,埋葬を支持するの

かを確認する作業を終えた後,火葬をする宗教であれば,火葬をする理由を,火

葬をしない宗教であればしない理由をそれぞれ宗派別の学習の最後に明らかにす

る活動が組まれていた｡これはトウールミン図式で言えば(次真の図3-2参照),

規範的価値にあたる主張(C)と,その理由付け(W)の解明にあたる｡そして,

単元の最後で,火葬を支持する宗教に見られる価値観の共通性と,埋葬を支持す

る宗教にみられる価値観(思念)の共通性を考える活動が組まれていた｡これは

トウールミン図式で言えば,保障的価値(パッキング(B))を明らかにすること

を意味する｡つまり, 『比較宗教』は,トウールミン図式を使って宗教的価値を分

析する過程とほぼ同じような価値分析のための分析技法に関する知識(手続き的

知識)を提供していたのである｡
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理由付け(W) 人が死んだ

死
後
の
魂
は
身
体
と
つ
な
が
り
を
保
つ

理由付けを
支える価値
(B)

【ユダヤ教】
火葬は神が創造し
た人間を破壊する
冒涜行為であるか
ら

理由付け(W)

【イスラム教】
魂は死後でも痛み
を感じるから

理由付け(W)
【キリスト教】
キリスト(救世主)が
現世に戻るとき,体
は五体満足で再生
可能な状態である
べきであるから

【シーク教】
省　略

【ヒンドゥー教】

省　略

死体は火葬す
べきである

図3-2　単元7小項目2 ｢葬儀｣における宗教的価値分析図

3.テーマ別構成･比較型宗教的価値学習の特質

『比較宗教』は,宗教間に普遍に存在する価値観(思念)を発見することで他

宗教への蔑視や偏見を克服できるとした前提を下に,世界の宗教的価値の間に共

通する普遍的な価値観の発見を可能にするような内容構成･授業構造を採る必要

があった｡そして,それを実現するために,次のような内容編成･授業構成を採

用している｡

まず内容編成の点からみると,全体計画において,各単元では,各宗教が共通

して持つ教義や儀礼といった内容(祭典,儀式,聖書と主な概念など)をテーマ

として設定し,そのテーマに沿って世界の複数の主要な宗教の個別内容(宗教的

価値)を単元内で示す構成をとる｡また授業構成の点からみると,各単元のテー

マに沿った各種宗教の個別内容(宗教的価値)を理解するだけに終わらず,比較

して,共通性や相違性を発見する活動が組まれ,そのことで,各種宗教の背後に

共通する価値観(思念)や,相違する価値観(思念)を発見できるようになって
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いる｡

こうした内容編成･授業構成の特質から,ダイヤグラム･グループが『比較宗

教』を通して試みたような宗教的価値学習を,他の宗教的価値学習と区別する上

で,本研究では便宜上｢テーマ別構成･比較型宗教的価値学習｣と定義する18)｡

なお,こうした内容編成･授業構成は,他の社会的価値を取り扱ったテーマ別

構成･比較型の価値学習にも見ることができる｡しかし,この『比較宗教』から

は,このことに加えて,次章以降で取り扱う他の社会的価値を取り扱ったテーマ

別構成･比較型には見ることができない,テーマ別構成･比較型宗教的価値学習

の固有の特質も指摘することができる｡それは,単元の末尾に設定されている各

宗教間の比較をするパートにおいて,学習者に直接的に各種宗教的価値の評価(な

いしは批判)をさせる取り組みがなされない点である｡

例えば『比較宗教』の単元7小項目2 ｢葬儀｣の場合,末尾の発間は, ｢火葬に

する場合と,土葬にする場合とでは,死者に対する考え方の相違が宗教間に見ら

れた｡火葬にするタイプには,どのような死者観があるのか｡土葬にするタイプ

にはどのような死者観があるのか｡｣ ｢両者に共通するところはあるか｡｣と, ｢火

葬｣の場合と｢土葬｣の場合の考え方(価値観や意図)の共通要素をまとめ,さ

らにはこの両者の考え方(価値観や意図)の共通要素を探るようなものとなって

いる｡ここでの比較をすることの目的は,各種宗教間の葬儀や死者に対する考え

方(価値観)を対象化し吟味･評価(批判)することではなく,それらの価値観

の共通性(つまり,宗教一般に存在する普遍の価値観)を発見させることにある｡

テーマ別構成･比較型宗教的価値学習が,各種宗教的価値の評価といった手法

を単元の末尾でとらないことの理由を,本研究で取り扱った『比較宗教』を作成

したダイヤグラム･グループを始め,特に他の誰も言及していない｡しかし,こ

こには明らかに宗教の選択を学習者の間で直接議論することを避けようとしてい

る教材開発者側の意図を見て取れる｡宗教の選択を迫り,これを議論させること

は,学習者に｢信仰告白｣を迫ることになり,これは学習者のプライバシーを守

る権利に抵触する恐れさえある｡つまり,人間が多様な宗教の中から,どの宗教

を信じるか,どの宗教的価値を選択するかは,完全に個人内で決断するべき｢個

人的問題｣であり,他人と議論するものではないとの判断が教材作成者側に働き,

このことが,テーマ別構成･比較型宗教的価値学習が,各種宗教的価値の評価と
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いった手法を単元の末尾でとらないことにつながっているのであろう｡

第4節　合衆国の宗教的価値学習の特質　一学校現場での議論｡評価の回避-

本章では,アメリカ合衆国における宗教的価値学習の2つの流れを,アルクレ

イピッチの『世界の宗教』,及び,ダイヤグラム･グループの『比較宗教』の分析

を通して解明してきた｡それらは,その内容編成･授業構成の特質から,前者が

｢個別配列･理解型宗教的価値学習｣,後者が｢テーマ別構成･比較型宗教的価値

学習｣と呼ぶことができるものであった｡この両者には,次の2つの点で共通し

た特質が見られる｡

第一の特質は,宗教的価値を学習する意義を,他宗教への理解を深めることで,

他宗教の宗教的価値の正しい認識を保障し,他宗教に向けられる偏見を解消する

ことに求めたことである｡そのアプローチには確かに2つの論には違いが生じて

いたが,人々から他宗教への偏見を取り除くことこそが,両者の共通した宗教的

価値学習の共通した目的であり,そのために,どちらも世界の様々な宗教を取り

上げ,その宗教的価値を学校現場で理解することを学習者に求めた｡この姿勢は,

従来,宗教的価値を学校で取り扱うことは, ｢信仰の自由｣を侵すことになるとさ

れてきた教育界の考え方を根本から改める発想である｡というのも,世界の諸宗

教の宗教的価値に関する諸情報を直接学校現場で取り扱うことで,逆に相手の信

仰を尊重しようとした試みであるとともに, ｢信仰の自由｣をより促進していこう

とする試みだからである｡

第二の特質は,第一の特質と関連するが,授業方略として宗教的価値の理解に

重点を置く分,その評価や批判を求める発間や活動を全く設定しなかったことで

ある｡この授業方略を,トウールミン図式を使って説明をするならば(次頁図3

ー3),宗教的価値学習は,各種宗教的価値そのものの表面的な内容(規範的価値

(C)の部分)の理解や,その価値を支持する人間の価値の正当化構造の解明に

よる彼らの背後にある価値観(保障的価値(パッキング(B)))の発見に力点が

置かれる段階で学習が終了し,その明らかにした図式を組替えて,別の学習者独
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自の図式を構築するような授業展開にまでは至らないのである｡つまりこれは,

宗教的価値に関する議論を学校現場で直接学習者が行うことを避けることになる｡

- 【データ(D)】 【主張(C)】-

【根拠付け(W )】

【パッキング(B)】

分析対象となる価値が正当化される
構造をト-ルミン図式で整理すること
ができる

図3-3　宗教的価値学習が提供する手続き的知識(トウールミン図式より)

このような価値の評価や判断を避けるという宗教的価値学習固有の特質である

が,次のような課題が残る｡それは,学習者が将来,民主主義社会の形成者とし

て生きていく上で重要となる,民主主義社会の形成に必要な手続き的知識をほと

んど提供てきないという課題である｡宗教的価値学習が学習者に提供することが

期待できるであろう民主主義社会の形成に必要な手続き的知識を最大限示すと,

次のものとなる｡

①　社会的(宗教的)価値の表象的な部分,いわば言説を解明して理解する

(トウールミン図式の規範的価値(主張(O)の解明と理解)

②　社会的(宗教的)価値を支持する人間の価値の正当化の構造を分析し,彼ら

の背後にある価値観(思念)を明らかにして理解する

(トウールミン図式の根拠付け(W)保障的価値(B)の解明と理解)

宗教的価値学習は,個別配列･理解型でもテーマ別構成･比較型でも,学習者

の間で議論を進めることで新しい価値基準を生み出そうとはしないため,こうし

た作業に必要となってくる協調性や積極性,そして"自らの価値観をもとにして

相手の見解を批判的に吟味する"といった手続き的知識を提供することがない｡

唯-,テーマ別構成･比較型宗教的価値学習で, "社会的価値(この場合宗教的価

値)を支持する人間の背後に潜む価値観(思念)を解明する"という手続き的な
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知識が提供されるに過ぎないのである｡

なお,この特質は,思想的価値学習や文化的価値学習,法規範的価値学習とは

異なるものである(本研究の第4章-第6章を参照)｡こうした特質が,合衆国の

宗教的価値学習に見られる背景には,アルクレイピッチやダイヤグラム･グルー

プのような宗教的価値学習の開発者が,第2章や本章の目頭でも説明した,自己

本位的で伝統性･継続性重視という宗教的価値が持つ固有の性質(宗教的価値が

価値として存在する条件)を意識し,それに基づいた宗教的価値学習の開発をし

ていることがあると考えられる｡つまり彼らは,宗教的価値の選択という問題を

完全に｢個人的問題｣として位置づけることで,教室全体で議論して何らかの宗

教的価値の優劣を決定したり,従来の宗教的価値にとって代わる新しい価値を創

造したりすることの必要性を否定した｡筆者はそう考えるのである｡

〔Fit〕

1 ) Haynes, C.C., and Oliver, T., Finding Common Ground'A Guide to

Religious Liberty in Public School, First Amendment Center, 1998, p.72.

2)宗教に関する基本的知識を社会科に取り入れようとする同大学の姿勢は,カ

リフォルニア州の『歴史･社会科学フレームワーク』にも反映していると,

RPERCはホームページ上で発表している｡

3 ) Eck, D.L., On Common Ground: World Religion in America, Columbia

University Press, 1997.

) Haynes, C.C., and Oliver, T., op tit., pp.73-74.

5)しかし,他の文化的価値,社会規範的価値などに比べると,その動きはまだ

まだ鈍いようである(Haynes, C.C., Religious Literacyinthe Social Studies,

Social Education, vol.51, 1987. Haynes, C.C., Teaching about Religion in

American Life- A FirstAmendment Guide, First Amendment Center, 1998.)

宗教的価値を学校現場で取り扱うことの抵抗感がアメリカ国民には根強く,慕

教的価値に触れないことが｢信仰の自由｣を守る最善の方法,とした意識が依

然として残っているからであろう｡

6 ) Haynes, c.c., Religious Literacy in the Social Studies, ibid, pp.73-74.
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7) Haynes, C.C., ibid.

8)ちなみに,宗教教育協会(REA)や宗教と公立教育に関する全米協議会

(NCRPE)の推奨する学習には,宗教的価値を取り扱うものばかりではない｡

例えば,宗教の社会に果たす役割や機能に着目し,これを人類学的･社会学的･

心理学的観点から学習者に捉えさせ,探求させるタイプの学習や,｢信仰の自由｣

に着目し,合衆国憲法修正1条｢信仰の自由｣に関してこれまで争われてきた

法廷論争を取り上げて,その判決過程や判決などを反省的に吟味させるタイプ

の学習なども推奨され,それらの開発されている(前者のタイプの教材として

は,高校生から大学生に向けて書かれた,バロツチアンの『宗教心理学への招

待』 (Paloutzian, R.F., Invitation to the Psychology of Religion, Allyn &

Bacon, 1996.)などがある｡後者のタイプの教材としては,高校生向けに書か

れた,ハーバード社会科の『宗教の自由』 (本論文の第7章第4節を参照された

い)やバーストの『宗教の自由に関する最高裁判決』 (Berst, B.D., Supreme

Court Decision on Freedom of Religion, An AskERIC Lesson Plan

(AELP-GOVOO40), 1994.)がある)｡

9)この2つのアプローチは,どちらも学習者自らが信仰する宗教に準ずる形で

他の宗教を理解するのではなく,自らの信仰する宗教とは独立に,他の宗教が

存在することの意義を認めようとする基本姿勢を持つ共通性があり,その点で

は両者とも岸根敏幸の言うところの｢宗教的多元主義｣の視点を持っていると

言えよう｡なお,岸根は,諸宗教を越えた普遍的な宗教性を探ることで他の宗

教の存在することの意義を認めようとする立場を｢通約的多元主義｣,各々の宗

教的存在を他に変えがたい固有の存在として見て,各種宗教に共通するような

普遍性を見出そうとせずに他の宗教の存在することの意義を認めようとする立

場を｢非通約的多元主義｣と呼んで, ｢宗教的多元主義｣を二類型するが,この

定義に従えば,前者のアプローチ(『世界の宗教』など)は｢非通約的多元主義｣

に,後者のアプローチ(『比較宗教』など)は｢通約的多元主義｣に該当すると

言えよう｡ (岸根敏幸『宗教的多元主義とは何か一宗教理解への探求-』晃洋書

房>　2001年　31-37頁｡)

10) Lessa, W.A., and Vogt, E.Z., Reader in Comparative Religion- An

AnthropologicalApproach, Ally & Bacon, Inc., 1979. (これは大学生向けの教
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材であると思われる)

ll) Arquilevich, G., World Religions, Teacher Created Materials, Inc.,1999.

この教材は,小学校6年生を対象に作成されている｡

12) Ibid., p.4.

13) Ibid.

14) Ibid., pp.149-150.

15) The Diagram Group, Comparative Religions on File, Facts On File, Inc.,

2000.なお,対象学年などは『比較宗教』には明記されていないので不明であ

る｡

16) The Diagram Group., Comparative Religions on File, Facts On File, Inc.,

2000, pp.7:01･7:21.

17)なお, 『比較宗教』の各単元(または小項目)が取り扱う宗教の順序は,早

元によってバラバラである｡例えば単元6では,マヤの宗教,古代ローマの宗

教,シーク教,キリスト教,イスラム教,仏教･ ･ ･の順で示されてし)る｡こ

こから, 『比較宗教』の各単元(または小項目)が取り扱う宗教の配列には明確

な原理はないと考えられる｡

18) ｢テーマ別構成･比較型｣については,本研究の第1章第2節を参照された

い｡
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第4章　思想的価値学習

第1節　合衆国における思想的価値学習の概要

本章では,合衆国社会科における諸々の思想的価値学習論に基づいた教材やプ

ロジェクトの分析を通して,思想的価値学習の価値学習としての固有の特質を解

明する｡ここで言う｢思想的価値｣とは,第2章で述べた通り,倫理や人間哲学

などに関わる価値を指す｡また｢思想的価値学習｣とは,こうした思想的価値を

取り扱った学習一般を指す｡

第2章で見てきたように,見田によると思想的価値は,自己本位的で現代適応

性･革新性重視という固有の性質を持つとされていた｡つまり,ある社会的価値

が思想的価値として人々に認識され存在するための条件として,その社会的価値

の内容が,ある複数の人間にとっては,日常で生活するために有効と思われるよ

うな何らかの指針(基準)を提示できるが,別の人間には何の指針も提示しえな

いような個々の単位のものであること,そしてその内容は時代の要請や環境の変

化などで絶えず変化を続けていることの2つがあるとされる｡

アメリカ合衆国では,価値を社会科から排除しようとする流れの中で,こうし

た思想的価値もほとんど取り扱われてこなかった1960年代にフェントン

(EdwinFenton)が開発したホルト社会科において, 『三つの都市における人文
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学』で扱われている形跡があるが1),これは例外であると言って良い｡

こうした傾向は今日でも続いている｡1970年代に入って合衆国の社会科では価

値を積極的に取り入れようとする動きが高まったが,殊にこの思想的価値に関し

てはあまり当てはまっていない｡アメリカ合衆国においては,日本でいう『倫理』

に該当する科目が今日まで存在しないことも,そうした一因となっている｡

しかし,わずかだが近年になって,思想的価値を取り扱った教材やプロジェク

トも開発をされるようになってきている｡そこでは,多様な思想を比較･検討で

きるようにテーマ別に編成された｢テーマ別構成･比較型｣ 2)と,実際に思想的

価値が生み出されていく過程,そこで巻き起こされた論争から内容を編成し,こ

れの反省的吟味を試みた｢問題別構成･議論型｣ 3)の2つを見ることができる｡

本章ではこの内,前者｢テーマ別構成･比較型｣の一例としてレオーネ(Bruno

Leone)が開発した"ISM　シリーズを,また後者｢問題別構成･議論型｣の一

例としてスタール(Robert.J.Stahl)が開発した『思考への扉』を取り上げたい｡

なお,アメリカ合衆国においては,日本の『倫理』用教科書の多くに見られる,

著名な思想家の思想内容を個別に淡々と思想家の誕生順に並べて叙述しただけの,

｢個別配列･理解型｣の教科書は全く見ることができない4)｡日本とアメリカ合

衆国とでは,社会科において同じ思想的価値を扱うにしても,その手法が大きく

異なる点は,大変に興味深いところである｡

第2節　テーマ別構成･比較型思想的価値学習:"ISM　シリーズの場合

1.内容編成-イデオロギー別･発間別の配置-

"ISM　シリーズ(グリーンヘブン･プレス(GreenhavenPress)社刊, 1978

年(1983年一部修正))は,レオーネが1978年から開発を始めた思想的価値を

取り扱った社会科用教材である｡そして1983年版はその改訂版にあたる5)｡こ

のシリーズは,レオーネが今日に渡っても開発を続けている"対立視点シリーズ

(OpposingViewpoints Series)" 6)の一部に属している｡

レオーネは,合衆国内で特に論文を書いた形跡がないため,彼の思想的価値教
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育論を詳細に確認することは難しい｡しかし彼は,自らが開発した教材"ISM"

シリーズを始め,開発した教材全てに"対立視点シリーズ"と名乗らせているこ

とから伺えるように, ｢対立視点｣を教材内に取り入れて学習者に不協和を生み出

し,否応無く学習者が自らの意見を述べ議論に参加してなくてはならない状況に

追い込むことにこだわりを持っている｡レオーネは｢対立視点｣を取り入れる理

由として次のように言っている7)｡

｢物事の事態について最もよく知る手段とは,その物事について最もよく知る人

物や専門家と思しき人たちの主張を分析することである｡真実を決定するため

には,多様な意見全てを考察していくことが大切になってくる｡社会の主流と

なっている意見を調査することは当然である｡しかし,少数派であったり,急

進的,反動的とレッテル付けされているような意見についても考察していくこ

とが大切である｡ - (中略) -この本("ISM　シリーズの教材)を活用するに

あたって読者は,この本が示す議論,論争に基づいて自らの意見を導き出すこ

とになる｡しかしこの時,自らがより良い視点を持つためには,自分とは同意

ができていない人の主張を理解することが必要となる｡自らとは違う視点を十

分理解ができていない人は,結局のところ自分の考えも十分に理解できていな

いと言うこともできる｡ - (中略) -こうした対立視点の考察を避けることに

よる隠れた危険としては,自らの意見が常識であり,合理的であると考えるよ

うになり,他の人の視点は常に間違っていると考えるようになってしまうこと

がある｡相手の方が正しく,あなたが間違っているかもしれないのに,である｡｣

(括弧内は筆者が加えた)

つまり, ｢対立視点｣を取り入れることは,学習者の見解を広めるだけではなく,

自らの見解をよりよく理解するためにも役立ち,自らの見解をより深いものとす

るためにも有効であること,そして｢対立視点｣を取り入れないことは,自らの

見解を｢常識｣で｢合理的な｣ものとして考え,他人の見解を見下すようになり,

それを聞き入れようとする態度が育たない課題が生じることをレオーネは指摘し

て, ｢対立視点｣を取り入れることの必要性を説いているのである｡

レオーネはまた,学習者が｢対立視点｣を分析して自らの見解を構築するため
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には,批判的思考が不可欠となることを指摘し,その批判的思考に必要な手続き

的知識として,次のものを挙げている8)0

｢①情報資料の評定-多様な資料から信用の置ける適切な資料を取捨選択できる

能力のこと

②事実と意見(価値観)の分類-証明可能な事実的側面と証明が困難な価値的

態度的側面を分類できる能力のこと

③偏見の発見-情報の不足や誤った情報などに基づいた,人種,宗教集団,政

治集団などに向けられた言及や人々への誇張された表現を

発見できる能力のこと｣

(括弧内は筆者が加えた)

そして,レオーネは,こうした手続き的知識は, ｢対立視点｣を取り入れた学習を

経験していくなかで育成されていくものであるとしている9)｡

こうした｢対立視点｣を教材に取り入れるというレオーネの考え方は,もとも

との"ISM　シリーズにすでに見て取ることができる｡ "ISM　シリーズ(1983

年版)の内容編成を示したものが表4-1である｡"ISM"シリーズは『ナショナ

リズム(国家主義)』(第1巻),『インターナショナリズム(国際主義)』(第2巻),

『キャピタリズム(資本主義)』 (第3巻), 『ソーシャリズム(社会主義)』 (第4

巻), 『コミュニズム(共産主義)』 (第5巻), 『フェミニズム』(第6巻), 『レイシ

ズム(人種主義)』 (第7巻)の7つのテーマからなる.各テーマが｢ルイズム｣

となっている共通性からもわかるように,各種のイデオロギーがテーマとして取

り上げられている｡これらは大きく3つに分けることができる｡『ナショナリズム』

(第1巻)と『インターナショナリズム』 (第2巻)は政治思想として, 『キャピ

タリズム』 (第3巻)と『ソーシャリズム』(第4巻), 『コミュニズム』 (第5巻)

ほ経済思想として, 『フェミニズム』(第6巻)と『レイシズム』(第7巻)は,社

会思想として分類することができる｡

各巻はそれぞれ, 4-5の章から構成されている｡幾つかの巻の章のタイトル

は発問形式をとっており,それは各巻のテーマとなるイデオロギーと関連した内

容の発間である｡第1巻『ナショナリズム』は4つの章からなり, r19世紀のナ
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表4-1 "ISM　シリーズの内容編成

恩題額域 教科書名 章 立■ て 小 単 元 小単元で取り扱う見解 (view points)

政 治

第1巻､■

ナシヨナリ

ズム

第1■章

19 世紀のナシヨナリ

ズム‥古きものと新し

きもの

導入

ナショナリズム

見解1 ‥ナショナリズム:個人の称揚

■G■マツツイーニ
見解2 ‥ナショナリズム‥国家の称揚

-H ■トライチユケ

国家と民族

見解3 :ヨ一口ツ̂ O:国家による一つの家族

ーW .グラツドストン
見解4 : ドイツ‥諸国家を超えた一つの国家

lP.ロールバハ

第2章

P20 世紀のナシヨナリ

ズム:紛争のルーツ

導入

ボスニア併合

見解1 :ボスニアの併合

- ヨーゼフ1世
見解2 ‥併合に関するセルビア人の回答

-N ●オドプラナ

パレスティナ

見解3 :ユダヤ人の故郷

■℃ハーツル
見解4 :アラブ人の故郷ー第一回アラブ学生会議

南アフリカ

見解5 :アフリカーナ側の言い分

-R Eボ夕ー
見解6 ‥アフリカ黒人側の言い分

■N●マンデラ

第3章

ナショナリズムと革

命

導入

ハンガリー暴動

見解 1 ‥ハンガリーのナショナリズムは正当である

ーⅠ●ナギー& コワク= ベラー
見解2 :ハンガリーのナショナリズムは不正手段だ

- プラウダ&E .M バザリナー

チェコ事件

見解3 :チェコの社会主義改革は国家の名誉を回復する

だろう ーL.ヴアツリク

見解4 ‥チェコの社会主義改革は国益との妥協を図るも

のである

- I.アレクサンドロフ&P.N .デミチエフ

日本の軍備弓針ヒ

見解5 :日本のナショナリズムには一つの危険が残つて

いる -H .S.ストークス

見解6 ‥日本は軍国主義を廃棄している

- 中曽根康弘

第4章

導入

パレスティナ問題

見解1 :パレスティナはユダヤ人に生得権がある

ーM ●カハネ
見解2 :パレスティナはユダヤ人に生得権がない

】W ハリデイ
現代中東におけるナ 見解3 ‥PL0 古事テロ組織である

ショナリズム ■S●ベレス

見解4 ‥イスラエルはPL0 を承認せねばならない

- Nイスマイル
見解5 ‥イスラエルとパレスティナは妥協せねばならな

い - T.L .フリードマン

第2巻

インターナ

第1章

国際連盟

導入

国際連盟の機能

見解1 :戦争に対抗するための保障

ショナリズ -W ウイルソン

ム 見解2 ‥諸外国の加盟国の集合体

-H .C.ロッジ



国際連盟の仕事の

見解 3 :連盟は機能している

- L.R .セシル
評価 見解4 :連盟は機能していない

- J.L.ガーピン

国際連盟の存在意

見解5 ‥国際連盟に賛成する

- C .K ストレイト
義 見解6 ‥国際連盟に反対する

- B ●ムッソリーニ

第2章

国際連合

導入

国際連合の機能

見解 1 :国際連合は調和を促進する

- R .D .ブラケット
見解2 :国際連合は紛争を促す

- A イエスエルソン

国連の存在意義

見解 3 :国際連合は必要ではない

- B .Y.パインズ
見解4 ‥国際連合は必要である

- K ウェイルドへイム

国連の仕事の評価

見解 5 :国際連合は成功である

■D●マターン
見解6 ‥国際連合は失敗である

ーR■グレニアー

第 3章

導入

ⅠM 甘の機能

見解1 ‥貧しい人を助けるための世界銀行である

ーR .L .サイモンズ
見解2 :貧しい人を助けることはない世界銀行である

- D ●キンリー､ A ●レビソン､ E M ●ラップ

IM F の仕事の評価

見解 3 :IM F の緊縮政策が安定には必要である

IM F - H .S.ピーネン& M ●ガルソビッツ

見解4 :IM F の緊縮政策が経済不安定の原因である

ーC .E .シューマー

ⅠM 甘の評価

見解 5 :IM 即ま貧しい人の敵である【C .レイン

見解 6 ‥ⅠM酌 ま経済的現実に抵抗してし:〕る

】M ●モフィット

第4車

導入

世界政府

見解1 :世界政府は必要である

ーW W ウェイガー
見解 2 :世界政府はファンタジーである

■W バーンズ

世界政府の機能

見解 3 :世界政府は平和をもたらす

ーA アインシュタイン
世界政府 見解4 :世界政府は従属をもたらす

ーS●ウェールズ

連邦主義

見解5 ‥連邦主義は可能である

■N .コージン
見解6 :連邦主義は機能しない

一G ーE●グリフィン

世界政府の将来

見解7 ‥世界政府の約束 - S●レンズ

見解8 ‥世界政府の不備

- R ■フォーク& キルパトリック●セール
■経 済

第 3巻 第 1章

導入

企業の自由競争

見解1 ‥企業の自由競争は社会繁栄の鍵である
キ ヤピタ リ 資本主義の理論と実 - アダム●スミス

ズム 践 見解2 :企業の自由競争は人々のやる気をくじく

- K ●マルクス



第 3巻

見解3 :企業の自由競争は規制されるベきである

- H .D .リリード
見解4 :企業の自由競争は規制されるベきである

- J.D .ロックフェラー

資本主義と人間の

見解5 :資本主義は人間の自由権を保障する

■ルイ●ボン●ミゼ
自由権 見解6 ‥資本主義は人間の自由権を破壊する

ーH●マルクーゼ

第2章

導入■

イギリスの労働者

見解 1 :イギリスは労働者の楽園

■アンドリュー●ウレ
見解2 :イギリスは労働者の地獄

- K マルクス

市場ヘの政府の介

見解3 :自己救済の利点

19 世紀における資本 ■サミュエル●スマイルス

主義と労働者 入 見解4 ‥政府の援助の必要性

- サドラー委員会

貧富の格差

見解5 :貧しきものと金持ちの間の不平等は自然である

- A ●カーネギー
見解6■:資本主義者が好き勝手をすることを通して不平

等が生まれている - U .シンクラー

第 3章

今日の資本主義

導入

資本主義と法廷

見解 1 :資本主義を支持する法廷

キ ヤピタ リ I ハワード●ビター Jr.

ズム 見解2 ‥資本主義に反対する法廷

- M .A ーレンテイ

資本主義と人種主

見解3 ‥資本主義者が人種主義を生み出す

ーある人々
義 見解4 :資本主義が人種主義を取り除く鍵となる

【G●レースマン

資本主義と失業

見解5 ‥資本主義は失業の責任を負つている

ーM ●ハリントン
見解6 :資本主義に失業の責任はない

■J●セメンス

第4章

資本主義の未来

導入

第三世界と資本主

見解 1 :資本主義は第三世界を救う

ーL A エンマン
義 見解2 :多種多様な企業が第三世界をおもちやにする

- J.W .ラヅセル

南アフリカと資本

見解 3 :南アフリカの白人主義を支援する資本主義の会

社ーある人々

主義 見解4 :アメリカの企業は南アフリカの変革を促進でき

る- W C ノ リス

ラテンアメリカと

見解 5 ‥資本主義はラテンアメリカの経済を破壊する

l P.ベリーマン
資本主義 見解6 :資本主義がラテンアメリカを救う

- M ノーバック

第4巻 第 1章

導入

社会主義の理想

見解 1 :社会主義とは全ての階層の共同体である

- C●フォーリアー
ソーシャリ ユートピア的社会主 見解 2 :社会主義とは個々の人間の集まりである

ズム 義 - P.J.プラウドホーン

見解 3 :社会主義は平等の共同体である

ーF.N バブーフ



第4巻

見解4 ‥社会主義はキリスト教徒の共同体である

- 聖シモン
見解5 ‥社会主義とは新世界の秩序の共同体である

■ロバート●オーエン
見解6 :社会主義とは労働者の共同体である

- K マルクス

第2章

修正主義的社会主義

導入

進歩的社会主義

見解1 ‥進歩的社会主義の合理性

一E●ベルステイン
見解2 :進歩的社会主義の欠陥性

■ローザ ●ルクセンブルク

社会主義の実現手

見解 3 ‥民主主義を通しての社会主義の実現

ーフェビアン協会
見解4 :暴力を通しての社会主義の実現

■G●ソレル
段 見解 5 :進歩的社会主義に賛同する言及

ーE●ベラミー
見解6 :革命的社会主義に賛同する言及

ーD .D .レオン

第 3章

社会主義と福祉

導入

不況と国家

見解 1 :不況と政府の支援

ーフランクリン●ルーズベルト
ソー シャリ 見解 2 :不況と個人の寛大さ

ズム ーH ●C◆フーバー

公共福祉

見解 3 ‥公共福祉の利点

- J.K ガルブレイス
見解4 ■:公共福祉の問題点

ーB .ゴールドウォーター

政府の支援プログ

見解 5 :政府の支援プログラムは貧しい人々を駄目にす

る ■C●マレイ

ラム 見解 6 :政府の支援プログラムは貧しい人々を救う

ーR D .コー& G .J.ダンカン

第4章

社会主義の今日

導入

社会主義と人間の

見解 1 :社会主義は人間の本質を無視している

ーD●スミス
本質 見廟2 ‥社会主義は人間の本質に合つている

■R●ホイットニー

社会主義と経済成

見解 3 ‥社会主義と経済成長は同時達成できる

■ロバート●カットナー
長 見解4 :社会主義と経済成長は合い矛盾する

- J●ホスパース

社会主義の価値

見解5 ‥社会主義の価値は経済成長より優先される

■J●ブエル
見解6 ‥社会主義の価値は幼稚で実現不可能だ

- G ●ギルダー

第 5巻

コミュニズ

ム

第 1章

導入

見解

見解 1 :資本主義の見解 ーE .R .A .セリグマン
｢偉大な論争｣ 見解2 ‥社会主義の見解 ■F ●ブロックウェイ

見解 3 ‥共産主義の見解 【スコット●ニアリング

第 2章

導入

共産主義とテロリ 見解 1 :テロは不要である 【K●コーツキー

共産主義国家:民主的

か全体主義か

ズム 見解2 ‥テロは必要である 】L◆トロツキー

共産主義の定義
見解3 :共産主義は民主主義である

【J●スターリン



第 5巻

コミュニズ

見解4 :共産主義は全体主義である

- D ●コンペンデイツト
見解5 :共産主義は自由を促進する

- ミハイル●ルートゴロフ
見解6 :共産主義は圧政を促進する

ーⅤ●ブコースキー

第3章

導入

ソ連社会 ■

見解1 ‥ソ連は進歩主義的社会である

- K ●チェルネンコ
見解2 ‥ソ連は問題のある社会である

一D ●Eパウエル

ソ連政府

見解3 :ソ導政府は圧政である

ソ連でも生活:自由か l K シーミス

圧政か 見解4 :ソ連政府は圧政ではない

ーM .Aーレンテイ

ソ連の知る権利

見解5 ‥ソ連には知る権利がある

一R■ピップス
見解6 :ソ連には知る権利が存在しない

■A クネッソフ

第4章

導入

ソ連国内の民族の

見解 1 :平和的共存はこれまで成功してきた

- J.L.ガツデイス
平和的共存 見解2 :平和的共存など不可能である

■J●リベール

ソ連の存在と世界

見解 3 :ソ連は平和を促進している

ム 共産主義と資本主 - I.スミス

義:平和共存は可能か 秩序 見解4 : ソ連は紛争を促している

- A ゾルテニスキ

合衆国の対ソ政策

見解 5 :合衆国はソ連のシステムを改革すべきだ

■R●ピップス
見解 6 ‥合衆国はソ連の振る舞いを修正すべきだ

- M .D .シュールマン

第5章

導入

キューバにおける

見解 1 ‥共産主義はキューバを助ける

- Cブランデニウス
共産主義 見解 2 :共産主義はキューバを傷つけている

一ウイルソン●D .デザート3世

中国における共産

見解3 ‥中国は共産主義を否定している

【J.S.プリビュラ
主義 見解4 ‥中国は新しい共産主義の形を開発している

第三世界における共

産主義:成功か失敗か

ーW セクストン

アフリカにおける

見解5 :コンゴの共産主義は失敗である

】J.D .レイシー
共産主義 見解6 :資本主義がアフリカの経済にダメージを与えた

- A ●オコロ

共産主義化する世

見解7 ‥共産主義は自己決定を支援する

■Ⅴポリゾフ
罪 見解8 :共産主義は自己決定を破壊する

一J●ウイラー
社 会

文 化

第 6巻

フエ ミニズ

第 1章

初期のフェミニスト

導入

投票と女性の性的

見解 1 ‥動物学的特質が､女性は投票するベきではない

ム の論争 ことを証明している 【F.パークマン

特質 見解 2 :投票と性差とは無関係である

】E◆C●スタントン



第 6巻

女性の選挙権と経

見解3 :投票は女性の経済的平等を達成する

一口バート●オーエン
済的平等 見解4 :投票が女性の経済的平等をもたらすことはない

- L●アポツト

女性の参政権

見解5 :女性の参政は政府改革の助けとなる

- J●アダムス
見解6 :女性の参政は政治改革の妨げとなる

- マーガレット●C◆ロビンソン

第2章

女性は家庭を出て働

くべきか

導入

女性の社会進出

見解1 :女性の仕事は家庭である

- F.マクドナルド●トンプソン
見解2 :女性の仕事は家庭に制限されるベきではない

- バーノン●リー

主婦という仕事

見解3 :偉大な母であり家庭の主婦となることが女性に

とつて最も偉大な仕事である
フエミニズ - A .E .メイヤー

ム 見解4 ‥主婦は奴隷である

- K M .スターン

職場における女性

見解5 :働く女性は男と同じであるベきだ

- R .E .ガツド
見解6 ‥女性は職場でも女性らしくあるべきだ

- M .K ブレイクリー

第3章

導入

女性の結婚に向け

見解 1 ‥女性は結婚に自らの身を捧げるベきだ

ーアンナ●A■ロジャーズ
たあり方 見解 2 :女性は結婚するベきではない

一E●ゴールドマン

女性の結婚による

見解 3 :結婚は女性を安寧に導いてくれる

結婚は女性を満足さ ■P.スクラツフリー
せるものか 見解4 ‥結婚は女性の安寧を生み出さない

■G ●グリアー
変化 見解 5 ‥結婚は女性の生活を充実させる

I M -デク夕ー
見解 6 :結婚は女性を奴隷化する

■S●クロナン

第4 章

性差の起源は何か

導入

性差の発生

見解 1 :男女の違いは先天的なものである

- E .H .エリクソン
見解2 ‥男女の違いは文化が課した後天的なものである

■K ミレツト

男女の性格

見解 3 ‥男女の性格の違いは明確なものである

】M ●レビン
見解4 ‥男女の性格の違いの証明は疑わしい

【R●プレイヤー

男女の違いが社会

見解 5 ‥男女の違いが社会に利益をもたらす

ーS.B .ステイン
見解6 ‥男女の違いを強調しすぎることは社会に害をも

に果たす役割 たらす- L .C.ボグレピン

見解7 :男女は個人として扱われるベきだ

【D .L.セイヤーズ
第 5章

フェミニズムは社会に

導入

見解 1 ‥フェミニズムは女性を圧迫から解放する

どのように影響してい

るか
- Sケンプトン

見解2 :フェミニズムは男を駄目にした

ーS●コーチ
見解3 ‥フェミニズムは女性を孤独にした

■M ●チヤ】レン



社 会

見解4 :フェミニズムは女性を豊かにした

- A ●スペイク
見解5 ‥今､ フェミニズムはより大きな目標に向かつて

進んでいる■B■フリーデン

見解6 ‥フェミニズムは女性の権利のために働き続けな

くてはならない ■エレン■●ウイリース

見解7 :フェミニズムは人種や階層の圧迫を無視してい

る - ベル●ホックス

第 7巻

レイシズム

第 1章

アメリカの植民地政

策は人種差別的だつ

たか

導入

アメリカ帝国主義

見解 1 :アメリカは植民地を作るベきである

- A .J.ビバリツジ
見解2 ‥帝国主義はアメリカを滅ぼす

■反帝国主義連盟

民族帝国主義

見解 3 ‥アングロサクソンが世界を植民化するベきだ

■J●ストロング
見解4 :植民地主義は民主主義を破壊する

- C ●シュツツ

アメリカの文明化

見解 5 ‥アメリカには文明化する使命がある

- ある傍観者
の使命 見解 6 :アメリカに文明化する使命はない

一W G ●シュンナー

第2章

アメリカの植民政策

は人種差別的だつた

か

導入

人種

見解 1 ‥低劣な人種がアメリカを滅ぼす

■M ●グラント
見解 2 ‥人種に優劣はない

■A モンタージュ

移民

見解 3 :移民の選別が必要である

一L●ストツダード
見解4 :アメリカは全ての移民を受け入れるベきである

- P.S.グラント

アメリカにおける

見解 5 ‥日本人はアメリカに有害である

- v s.マツカーシー

文 化
日本人 見解 6 ‥日本人はアメリカに有害ではない

l K カンザキ

移民テスト

見解 7 :移民リテラシーテストは必要である

ーS.ガンバース
見解 8 ‥移民リテラシーテストは誤りである

■W ウイルソン

第3章

知能指数テストは人

導入

人種と知性

見解 1 ‥人種と知性は関係性がある

■A ジエンセン
見解2 :人種と知性には相関性はない

- S.J.ガツド

遺伝子と知性
見解3 :遺伝子が知性を決定する- L.G ノ＼ンプリーズ

種差別的だつたか 見解4 :環境が知性を決定する】J●ガルシア

知能指数テスト

見解5 ‥知能指数テストは知性の民族的差兵を証明する

ーH .E .ガレット
見解6 ‥知能指数テストは知性の民族的差異を証明して

はいない - R .A .ウイリアムス

第4章

人種分離政策は有益

導入

人種隔離の有効性

見解 1 :人種主義は今日有効に機能している

か ■M ●オミ& H ●ウイナント

見解2 :人種主義はもはや有効に機能しない

- P.パールマター& W .E .ウイリアムス



ア フ ァー マ テ イ

見解 3 :アファーマテイブ ●アクションは人種差別的だ

ーC .マーレイ
ブ ●アクション 見解 4 ‥アファーマテイブ●アクションは人種差別では

ないーH ●シュワッツ

『ハ ックルベ リー

見解 5 ‥『ハックルベリーの冒険』は人種差別的物語だ

■M ●アレン

の冒険』論争 見解 6 ‥『ハ ックルベ リーの冒険』は人種差別的な物語

ではない- S .フィッシャー ●フィッシュキン

見解 7 :白人人種差別主義が黒人の進歩を阻害している

- J●ウイ リアムス

見解 8 :黒人人種差別主義が黒人の進歩を阻害 している

一イアン ●ギルバー ト& W ハウ

第 5章

人種差別の本質 ■

導入

人種の優劣

見解 1 :偏見はどのよ うに学i封 ′Lるのか

- G .W .オルポー ト

見解 2 :白人はより優れている

■J●アーサー

見解 3 :アー リア人はより優れている

■ア ドルフ ●ヒ トラー
見解 4 :黒人はより優れている

■E ●ムハンマ ド
見解 5 :人種のうち特に他より優れた人種などいない

ーU N E S C O

(Leone, B., Nationalism,乃e Isms:Modem伽血es andMo帽merits, Greenhaven Press, 1983. Leone, B., In由^nationalism,

乃e Isms:Mode- Doctrines andMoI-ements, Greenhaven Press, 1983. Leone, B., Capitalism,乃e Isms:Modem Doctrines and

Movemen晦Greennaven P陀ss, 198& Leone, B., Socialism,乃e lsms'Modern肋血es and Movements, Greenhaven Press,

1983･ Leone, B., Communism,乃e Isms:Modem Doctrines andMo-oments, Greenhaven Press, 1983. Bindings, A., Feminism,

鞄e lsms'Modem Doc,由血es and Movements, Greenhaven Press, 1983. Leone, B., Racism,乃e Isms- Modem Docte血es and

Movements, Greenhaven P陀ss, 1983より筆者作成)



ショナリズム:古きものと新しきもの｣ (第1章), ｢20世紀のナショナリズム:

紛争のルーツ｣ (第2章), ｢ナショナリズムと革命｣ (第3章), ｢現代中東におけ

るナショナリズム｣ (第4章)と,発間形式をとらず,あまりこうした特質を見る

ことができない｡同じくこれは次の第2巻『インターナショナリズム』や第3巻

『キャピタリズム』にも見ることができない｡しかし,『コミュニズム』(第5巻),

『フェミニズム』 (第6巻), 『レイシズム』 (第7巻)と発行された時期が新しい

教科書ほど,章のタイトルが発間形式となっている｡ 『コミュニズム』 (第5巻)

の場合, 5つの章からなるが,第1章｢偉大な戦争｣を除けば, ｢共産主義国家:

民主的か全体主義か｣ (第2章), ｢ソ連での生活:自由か圧制か｣ (第3章), ｢共

産主義と資本主義:平和共存は可能か｣ (第4章), ｢第三世界における共産主義:

成功か失敗か｣ (第5章)と,発間形式のタイトルが付いている｡また, 『フェミ

ニズム』 (第6巻)も5つの章からなるが,第1章｢初期のフェミニストの論争｣

を除けば,第2章｢女性は家庭を出て働くべきか｣,第3章｢結婚は女性を満足さ

せるものか｣,第4章｢性差の起源は何か｣,第5章｢フェミニズムは社会にどの

ように影響しているか｣と発間形式のタイトルとなっており, 『レイシズム』 (第

7巻)も第1章｢アメリカの植民地政策は人種差別的だったか｣,第2章｢アメリ

カの植民政策は人種差別的だったか｣,第3章｢知能指数テストは人種差別的だっ

たか｣,第4章｢人種分離政策は有益か｣と,第5章｢人種差別の本質｣以外は発

間形式のタイトルが付いている｡

この発間形式のタイトルからなる各章の下位には,この発間に対しての個々の

思想家の見解が示されている｡例えば『コミュニズム』 (第5巻)の第2章｢共産

主義国家:民主的か全体主義か｣の場合, 7つの小項目から成り, ｢導入｣を除け

ばそれぞれ｢見解1 :テロは不要である-K.コトッキ-｣, ｢見解2 :テロは必

要である-L.トロツキー｣, ｢見解3 :共産主義は民主主義である-∫.スターリ

ン｣, ｢見解4:共産主義は全体主義である-D.コンペンデイツド｣, ｢見解5 :

共産主義は自由を促進する-ミハイル･ルートゴロフ｣, ｢見解6 :共産主義は圧

制を促進する-Ⅴ.ブコトスキー｣と,上位にある発間に対して見解を述べた思

想家の主張が簡潔な形で示されている｡また,思想家の名前が副題に付随してい

る｡

『ナショナリズム』 (第1巻), 『インターナショナリズム』 (第2巻)など,各
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章に発間形式のタイトルがついていない教科書の場合でも,章の下位には,章の

タイトルに見合った論争が取り扱われ,見解の異なる思想家の主張･見解が示さ

れている｡例えば第1巻『ナショナリズム』の場合,第1章｢19世紀のナショナ

リズム:古きものと新しきもの｣では,"個人と国家のどちらが優先されるべきか"

"国家と民族の関係はどうあるべきか"といった19世紀の論争が章の下位で取

り扱われ,前者の論争に応える形で｢見解1 :ナショナリズム:個人の称揚-G.

マッツイ小二｣ ｢見解2 :ナショナリズム:国家の称揚-H.トライチュケ｣と小

項目が2つ,後者の論争に応える形で｢見解3 :ヨーロッパ:国家による1つの

家族-W.グラッドストン｣ ｢見解4:ドイツ:諸国家を超えた1つの国家-p.ロー

ルバハ｣と小項目が2つ設定されている｡第2章｢20世紀のナショナリズム:紛

争のルーツ｣は,章の下位の小項目において, 20世紀における世界各地の国家独

立運動や独立紛争の指導者らの対立する主張･見解が6つほど取り扱われている｡

第3章｢ナショナリズムと革命｣では,章の下位の小項目において,冷戦体制下

のハンガリ⊥,チェコ,日本の愛国心論争が取り扱われ,そこでの対立する主張･

見解を持つ人物が6人はど取り扱われている｡第4章｢現代中東におけるナショ

ナリズム｣では,章の下位の小項目でイスラエルとパレスティナ双方の考えの異

なる5人がそれぞれ取り扱われている｡第2巻の『インターナショナリズム』の

場合,第1章｢国際連盟｣では,その下位の小項目では"国際連盟の仕事とは何

か" "国際連盟の果たした仕事はどう評価できるか" "国際連盟の存在意義はある

か"といった国際連盟に関する論争問題が取り扱われ,最初の問題に応える形で

｢見解1 :戦争に対抗するための保障-w.ウイルソン｣ ｢見解2 :諸外国の加盟

国の集合体-H.C.ロッジ｣が,次の間題に応える形で｢見解3 :連盟は機能して

いる-L.R.セシル｣ ｢見解4 :連盟は機能していない-♂.L.ガトピン｣が,最後の

問題に応える形で｢見解5 :国際連盟に賛成する-C.K.ストレイト｣ ｢見解6 :

国際連盟に反対する-B.ムッソリーニ｣が取り扱われている｡第2章以降も同様

の展開となる｡第4巻『ソーシャリズム』の場合,第1章｢ユートピア的社会主

義｣においては,章の下位の小項目では"社会主義とは何か"という社会主義の

理念に関する論争が取り扱われ,この課題に応える形で｢見解1 :社会主義とは

全ての階層の共同体である-C.フォーリア-｣｢見解2 :社会主義とは個々の人間

の集まりである-P.J.プラウドホーン｣ ｢見解3 :社会主義は平等の共同体である
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-F.N.バブ-フ｣ ｢見解4 :社会主義はキリスト教徒の共同体であるM型シモン｣

｢見解5 :社会主義とは新世界の秩序の共同体である一口バート･オーエン｣ ｢見

解6 :社会主義とは労働者の共同体である-K.マルクス｣が設定されている｡第

2章以降も同様の展開となる｡なお各巻で扱われる論争は,原則その論争が発生

した時期が古いものが目頭で扱われ,論争の発生した時期が新しいものが後半に

登場するようになっている｡

このような"ISM　シリーズの内容編成には次の3つの特質がある｡第一の特

質は,取り扱われるテーマはそれぞれが前後で対の関係になり,対象化できるよ

うになっている点である｡この内, 『ナショナリズム』 (第1巻)と『インターナ

ショナリズム』(第2巻)は政治思想として, 『キャピタリズム』 (第3巻)と『ソ

ーシャリズム』 (第4巻), 『コミュニズム』 (第5巻)は経済思想として,それぞ

れ対立した関係にある｡対して『フェミニズム』 (第6巻)と『レイシズム』 (第

7巻)は,社会思想として共存関係にある｡これは,双方の思想を対象化してみ

ることを可能にする｡

第二の特質は,各章では,多くの場合,各巻のテーマとなるイデオロギーと関

連した内容の発間がそのままタイトルに付けられていたが,それらは,各種イデ

オロギーに関してこれまで熱く議論されてきた問題,いわゆる永続的な論争問題

が挙げられていることである｡また,こうした論争は,最近のものに限定してい

るのではなく,かなり過去のものも取り扱い,その発生順に配列されている｡例

えば第6巻『フェミニズム』の場合,第1章では,フェミニズムという考え方が

生まれた19世紀後半から20世紀前半頃の論争(女性の政治参加)を取り扱い,

第2-3章では20世紀中ごろ-現在に至るまでの論争問題(女性と結婚,女性と

仕事),第4章では1960年代以降にフェミニズムが注目し,論争している問題(悼

差の起源)を取り上げ,最終の第5章でこれまでのフェミニストのあり方や今後

のフェミニストの方向性を問う論争が扱われている.これは,各種イデオロギー

に対しての思想家や一般の人々の問題意識の変化を学習者は知ることができるば

かりでなく,過去の考え方を学ぶことで,現在の考え方を反省することを可能に

する｡

第三の特質として,各章に5-6個設定されている小項目は,その前後で2つ

程度にまとめられて小単元が構成されている点である｡この2つ程度にまとめら
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れた見解は,全く対照的な主張･見解となっている｡例えば前述の『フェミニズ

ム』 (第6巻)の第2章の場合,そのタイトルに見られるように, ｢女性は家庭を

出て働くべきか｣といった発間が設定されており,これに対して6つの小項目を

通して6つの見解が設定されているが,このうち最初の2つの小項目にある見解

(見解1 ･見解2)は, ｢女性の社会進出｣の観点から上記の発間について答えた

ものであり,次の2つの小項目にある見解(見解3 ･見解4)は｢主婦の仕事｣

の観点から上記の発間について答えたものであり,最後の2つの小項目にある見

解(見解5 ･見解6)は｢職場における女性｣のあり方から上記の発間について

答えたものとなっている｡見解1 ･見解2を扱う小単元｢女性の社会進出｣の場

令,見解1は女性の社会進出に否定的な主張が,見解2は女性の社会進出を肯定

的に捉えた主張が示されており,両者は対照的な関係にある｡こうした対照的な

見解からなる配列は,次の小単元｢主婦の仕事｣の小項目で示されている見解3 ･

見解4にも見られ,見解3は主婦の仕事の偉大さを訴えることで女性の社会進出

に否定的な主張をし,見解4は主婦の仕事が奴隷に近いものであると訴えること

で女性の社会進出を支持した主張をしている｡小単元｢職場における女性｣にお

いては,見解5の場合,女性が男性と同じ条件で働くという留保条件があれば女

性の社会進出を認めるとした主張であり,見解6の場合,女性は職場でも女性的

であるという留保条件があれば社会進出を認めるといった, ｢女性の社会進出｣を

半分支持･半分不支持といった立場の人々の見解が示されているが,やはりこれ

も両者の意見は対照的なものとなっている｡こうした各章で示した発間に対する

-7個の諸見解を,その論点から2-4個ずつの複数の小グループにまとめて

理することは,各章で設定された発間に対して多用な視点から考察することを

習者に保障するような効果が期待できる｡

このような特質から, "ISM　シリーズは,テーマとなるイデオロギーの下位に

定されている複数の発間(これは実際に議論されてきた論争点からなる)に対

て出された多様な見解を比較することで,学習者が発間に対して多様な視点か

議論することができるように内容編成がなされており,学習者は,多様な問題

識を持って,そしてその間題に対して多様な視点を持ってそれぞれのイデオロ

ーを捉えることが期待していると考えることができる｡また,政治･経済･社

にっいて,それぞれ｢国家主義対国際主義｣ ｢資本主義対共産主義｣ ｢フエミニ
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ズムと人種主義｣といったように,相対ないしは共存する2つの考え方を比較す

ることで,学習者は,それら政治･経済･社会のあり方を問い,それらに対する

自らの考えを構築していくことを期待していると考えられる｡

2.授業構成

(1)授業展開一発問に対する多様な見解の比較･評価-

では, "ISM　シリーズは学習者にどのような授業の展開を通して,多様な問題

意識を持って,そしてその間題に対して多様な視点を持ってそれぞれのイデオロ

ギーを捉えるように試みているのであろうか｡その一例を通して見てみることに

する｡次の表4-2は,第1巻『ナショナリズム』の第1章｢19世紀のナショナ

リズム:古きものと新しきもの｣の小単元｢ナショナリズム｣ (2つの小項目(見

解)からなる)の記載事項及び設定されている発間などを参考にして,筆者が教

授書形式に整理したものである10)｡

"ISM　シリーズの小単元は,見解が対立する2人から6人程度の人物を取り

扱い,その人物たちの対立する考え方や行動は,その根源にどのような価値観･

世界観の違いから生まれているのかを解明していく展開をとる｡例えば小単元｢ナ

ショナリズム｣の場合,マッツイ-ニ(イタリア)とトライチュケ(ドイツ)と

いう,ナショナリズムに対して異なった考え方を持つ二人が取り扱われる｡そし

て学習者は,彼らの行動やその行動を正当化する彼らの理由付けを確認しながら,

両者の背後にある価値観(国家と人民との関係に対する位置付けに対する考え方)

の違いを明らかにしていく｡

具体的に小単元｢ナショナリズム｣の展開を見てみよう｡小単元｢ナショナリ

ズム｣は3段階の展開をとる｡まず展開1では,学習者は19世紀に起きたナシ

ョナリズムの特質や,その時代背景との関係を理解した後,マッツイトニとトラ

イチュケが,19世紀においてとってきた行動を大まかに把握している｡学習者は,

展開1の目頭で, 19世紀のナショナリズム(国家統一運動)が,専制君主制に対

する自由主義の反応として起こったことや,共通の文化を持つ一団が個人の自由

を保障した憲法を持つ1つの共同体として国家を生み出そうとしていたことなど

を確認する｡展開1の後半では,学習者は,そうしたヨーロッパの国家統一運動
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表4-2　第1巻『ナショナリズム』小単元｢ナショナリズム｣の授業展開

授 ■業 展 開 教 師 の 主 な 発 間 教授学習過程 生徒から引き出したい知識

展開1

○19 世紀のナショナ リズムには T :発間する ○19 世紀のナショナリズムの特質

どのような特質があるか0

○19 世紀のナショナリズムの運

S ‥答える

T :発間する

●ヨーロッパ諸王室の専制に対する自由主義の反

応であつた○

●ヨーロッパでは文化的な境界を国境とすること
が主張された○

●専制王朝か らの自由を獲得するというだけでな
く､個人の権利を保障する自由憲法を打ちたて

ることも運動の動機付けとなつた○

(イタリア)

時代状況の概観 ■ 動事例を二つ挙げなさい○ S ‥答える マツツイーニに率いられた青年イタリア党はオ ▲
■論者の活動の把握 ース トリアか らの独立およびイタリア統一運動

を進めた○マツツイーニは､ 国家統一の運動とい

えども､ モラルある行動を党員および人民に求め

た○

(ドイツ)

トライチユケは､ ドイツの国威発揚のための言論

活動を活発に行つた○ドイツ人民の安全保障のた

めにも､ モラルよりも現実主義に立つた国家行動

を強く求めた○

展開2

○マツツイーニ とトライチユケ T ‥発間する (マツツイーニ)

は どのような主張をしている S ‥答える 国家は神によつて定められた人間性の空間的配
のか○ 分に基づいて建設されるベきであり､ オース トリ

アの支配域を含めイタリアは一つの国家として

再編されねばならない0 そうすることがイタリア

人民一人一人の人間性に対して恩恵を与えるこ

とになる○

(※ 見解1 ‥｢ナショナリズム:個人の称揚ーG◆マツツイー

ニ｣ より)

′論者の主張内容の

確認 (トライチユケ)

P ドイツ国家なしには､ ドイツはその存在理由を失
う0 ドイツの政治的理想を実現してゆくために

は､ ドイツ国家は絶えず武力を行使し､ 市民はそ

の過程で生まれてくる英雄に盲目的に従 うベき

である○国家の武力行使こそが市民の絶対的な安

全を保障するものである0

(※ 見解2 ‥｢ナショナリズム:国家の称揚一H ●トライチユ

ケ｣ より)

展開3

○マツツイーニと トライチユケ T ‥発間する (マツツイーニ)

の主張はどのよ うな点で対立 S ‥答える 人民は国家に優先する
していますか0

○あなたは､ 国家と人民のどちら

国家を形成する目的は､ イタリア人民一人一人の

人間性を高めるためであり､ その目的を達成でき

るように編成されなければならない0
対立する論点を解 (トライチユケ)
明し､ 比較 ■考察 国家は人民に優先する

を優先するベきだ と考えます ドイツ人民の安全を保障し得るのは､ ドイツ国家
か0 のみである0 人民は国家の行動に対して絶対的に

寄与するように努めなければならない0

(Leone,B .,N a ti on alism ,乃e Ism s:M odem D octrin es an d M o職 打en ts,G reen hav e P 托ss.198 3 より筆者作成)



の代表的事例として,マッツイトニらが中心となって進められたイタリア国家統

一運動と,トライチュケが中心になって進められたドイツ国家統一運動があるこ

とを確認したのち,この2つの統一運動の性質の違いを確認することになる｡具

体的には,マッツイトニはイタリアの国家統一運動を進めていく上で,兵士に秩

序ある行動と規律を求めていた事に対して,トライチュケはドイツの国家統一運

動を進めていく際にそうしたモラルを兵士に求めなかったことを学習者は確認す

ることになる｡

次に展開2では,人物が行動を正当化する理由付けを,実際資料などから確認

していく活動が組まれる｡学習者は,資料読解を通して,マッツイトニとトライ

チュケの実際の見解を確認し,そこから彼らのナショナリズムや国家統一に向け

た考え方を理解し,その見解と彼らのとった行動との関係を理解していくことに

なる｡具体的には,マッツイトニには, ｢国家は神によって定められた人間性の空

間的配分に基づいて建設されるべきであり,オーストリアの支配域を含めイタリ

アは1つの国家として再編されねばならない｡そうすることがイタリア人民一人

一人の人間性に対して恩恵を与えることになる｡｣といった考え方に基づいてイタ

リアの国家統一運動を展開していたことに対して,トライチュケは｢ドイツ国家

なしには,ドイツはその存在理由を失う｡ドイツの政治的理想を実現してゆくた

めには,ドイツ国家は絶えず武力を行使し,市民はその過程で生まれてくる英雄

に盲目的に従うべきである｡国家の武力行使こそが市民の絶対的な安全を保障す

るものである｡｣といった考え方に基づいてドイツの国家統一運動を展開していた

ことを学習者は確認することになる｡

ノ最後に展開3では,前半で展開2で確認したマッツイ小二とトライチュケのナ

ショナリズムや国家統一に向けた考え方の比較を通して,両者の対立点はどこで

あるのか,どのような価値観の対立が背後にあるのかを明確にすることが学習者

に求められる｡そして展開3の後半では, ｢あなたは,国家と人民はどちらを優先

するべきだと考えますか｣といった発間が設定されており,学習者はこのどちら

の価値観を優先するべきかを議論することが求められる｡学習者は,マッツイト

ニとトライチュケの見解を比較し,その相違点をまとめていく中で,マッツイト

ニの見解は, ｢人民は国家に優先する｣とした価値観が背後にあり,トライチエケ

の見解は｢国家は人民に優先する｣とした価値観が背後にあって,この点での対
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立があることを発見することになる｡展開3の後半では学習者は,このどちらの

価値観を優先するべきかをここで議論し,個々の学習者が独自の判断をすること

になる｡

このように,この"ISM　シリーズの単元は,各種イデオロギーで論争となっ

ている問題を,実際にこの間題を議論している,見解や主張が全く異なる複数の

思想家の思想の構造を分析したのち,彼らの考え方を比較･考察してそれらの批

判的吟味を通して,学習者独自の思想的価値を形成することを学習者に求めてい

る｡このことから, "ISM　シリーズは,その授業において,各種イデオロギーで

論争となっている問題に対して,先人たちの多様な思想(対立する思想)を参考

にしつつも,それを比較･考察して最終的には学習者が独自の思想的価値を構築

できる,そういった力の育成を目指しているとまとめることができる｡

(2)思想分析手法の獲得と多角的思想形成

"ISM　シリーズ第1巻『ナショナリズム』の小単元｢ナショナリズム｣は,

亨半の｢展開1｣で国家統一運動に向けてのマッツイトニとトライチュケの方針

の違いを確認し,後半の｢展開2｣ ｢展開3｣では,彼らが自らの行為をどのよう

に正当化するのか,その思想の構造を分析･解明し,最後に彼らの考え方を踏ま

えて,学習者はこの思想的価値の対立に対しての自らの考えを形成する構成とな

っていた｡

この内,マッツイトニとトライチュケの思想の構造を分析するにあたって, ｢展

開1｣では, ①マッツイ小二とトライチュケの両者が挑んでいることは何である

のか,その事実を解明し(事実の解明), ②その目的達成のために彼らはどのよう

な手法をとったのかを確認する(主張の確認)｡その後｢展開2｣ ｢展開3｣で,

③その手段をマッツイトニとトライチュケはそれぞれどのように正当化している

のかを,実際資料にある彼の発言からまとめ(主張を正当化する理由付けの解明),

④理由付けの背後にあるマッツイトニとトライチュケの価値観(思念)を見出す

(理由付けの背後にある価値観の解明),の順で展開されている｡

これらは,トウールミンに見られる,現象学的な議論構造の理論に基づいた分

析を学習者に活用させていると言える11)トウールミンは,人間は何かを主張す
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る時,その主張を根拠づけるデータを提示して,その正当化をはかるが,それは

自らが持つ信念や,社会の権威などを暗黙のうちに前提としていることを指摘す

る｡このことは｢トウールミン図式｣と呼ばれる思考の図式で示される｡筆者は,

このトウールミン図式を活用してこの授業の構造を説明しようと思う｡

鹿

⊥開
､1

分析によつて明らか こされる思考の構造
分析内容マツツイ- 二(イタリア) トライチユケ(ドイツ)

文化的な境界を国境と
し､個人の権利を保障
する自由憲法を打ち立
てる運動(ナシヨナリズ

文化的な境界を国境と モラルより現実主義
し､個人の権利を保障 にたつた国家行動を
する自由憲法を打ち立 兵士はとるべき
てる運動(ナシヨナリズ

論者の活
動や主張
の把握主張(C ) ム運動)が起きた

デ■タ(D )
ム運動)が起きた

恵
開
2

3

文化的な境界を国境と
し､個人の権利を保障
する自由憲法を打ち立

文化的な境界を国境と モラルより現実主義
し､個人の権利を保障 にたつた国家行動を
する自由憲法を打ち立 兵士はとるべき
てる運動(ナシヨナリズ

論者の理
てる運動(ナシヨナリズ

主張(C ) ム運動)が起きた ム運動)が起きた

人民の安全を保障しえるのは国家だけで

データ(D ) 由付けと
国家を形成する目的は､人民一人 その背後
】人の人間性を高めるためであり､ ある0人民は国家の行動に対して絶対的に こある価
その目的を達成できるように編成し 寄与する羊うに努めなくてはならない0 値観の解
な てはな ない 明

■ 理由付け(W ) 一 理由付け(W )

l人民は国家に優先する■ 一国家は人民に優先する-

理由付けの背後にある価値観(B) 理由付けの背後にある価値観(B )

論者の理
由付けと
その背後
にある価
値観を踏

芸選 言器 慧 莞 喜窒選 挙

てる運動(ナシヨナリズ てる運動(ナシヨナリズ
主張(C ) ム運動)が起きた ム運動)が起きた

デ■タ(D )

国家を形成する目的は､人民一人 人民の安全を保障しえるのは国家だけで
一人の人間性を高めるためであり､ ある0人民は国家の行動に対して絶対的に
その目的を達成できるように編成し 寄与するように努めなくてはならない0
なくてはならない∩

l 理由付け(W ) 一 理由付け(W ) まえて､
学習者自
身の考え
を構築

一人民は国家に優先するー l国家は人民に優先するー

■学習者の主張一 ■…≡…≡;W;理由付け H 記者………(B)

主張(C)
図4 - 1 単元1 小単元｢ナショナリズム｣の批判的思考形成の図(トウ■ルミン図式より)

小単元｢ナショナリズム｣の展開を,トウールミン図式を使って示したものが

上の図4-1である｡｢展開1｣｢展開2｣及び｢展開3｣の前半部にあるように,

複数の他者(ここではマッツイトニやトライチュケ)が,自己の主張を正当化す

るために,どのようにこうした思考の図式を築いているのかを暴くことは, ｢思想

的価値解明｣と言うことができよう｡そして, ｢展開3｣の後半のように,自らの

主張を正当化するために,学習者自らがこうした思考の図式を築いていくことは,
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｢思想的価値形成｣と言うことができよう｡そして, ｢展開1｣｢展開2｣｢展開3｣

を通して,こうした複数の他者(ここではマッツイ-ニやトライチュケ)の思考

構造を解明し,それを踏まえて自らの思考の図式を形成することは, ｢多角的な思

想的価値形成｣と言うことができよう｡

"ISM　シリーズを通してレオーネは,各種イデオロギーをテーマとしてこれ

まで議論されてきた論争問題に対して,先人たちの対立する考え方,思悲を,そ

のまま教授するのではなく,これを基盤として自らの思想的価値を個人個人が形

成することで応えることを学習者に求めていた｡それは, ｢多角的な思想的価値形

成｣と言えるものである｡

3.テーマ別構成･比較型思想的価値学習の特質

"ISM　シリーズの開発者レオーネは,思想的価値学習を通して,各種イデオ

ロギーの問題に対して多角的な視野から考察でき,最終的に独自の見解を見出す

ことができるような子どもを育てようとしていた｡これらを実現するために,『文

化の関係』では,次のような内容編成･授業構成を採用している｡

まず内容編成の点からみると,各教科書のテーマとして｢国家主義｣｢国際主義｣

｢資本主義｣ ｢社会主義｣ ｢共産主義｣ ｢フェミニズム｣ ｢人種主義｣といったイデ

オロギーを設定し,対立構造になるように単元を配列している｡また各単元の章

には,各種イデオロギーにおいて論争となってきた問題を発間形式で設定してい

る｡また,この発間にいたずらに学習者に考えさせるのではなく,その論争問題

に対しての思想家の様々な主張や見解を学習者に提示する方略をとっている｡こ

の思想家の見解は,前後で全く対立したものとなるように設定されており,学習

者の視点を多角的なものにするような工夫を見ることができる｡また授業構成の

点からみると,各種イデオロギーにおいて論争となってきた問題を学習者が考え

ていくにあたって,その間題に対してコメントをしている各思想家の見解を比較

し,背後にある価値観の違いを発見する活動が組まれており,学習者はそのまっ

たく相異なる思想家の価値観を踏まえて,個々の独自の考え方,思想的価値を自

由に,そして多角的に考察していくことができるようになっている｡

つまり, "ISM　シリーズは,内容はイデオロギーのテーマ別に編成され,授業
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は人々の対立する見解を比較･考察することで進められる構造となっていたとま

とめることができる｡こうした内容編成･授業構成の特質から,レオーネが"ISM

シリーズを通して試みたような思想的価値学習を,他の思想的価値学習と区別す

るために,本研究では,便宜上, ｢テーマ別構成･比較型思想的価値学習｣と定義

する｡

なお,この"ISM　シリーズからは,他の社会的価値を取り扱った価値学習の

｢テーマ別･比較型｣には見られない,テーマ別構成･比較型思想的価値学習固

有の特質を見ることができる｡それは次の2点である｡

第一に, "ISM　シリーズの比較する活動の目的は,対立する思想の背後にある

価値観(思念)の対立を発見することだけでなく,その対立した価値観を踏まえ

て学習者間で討論することで,学習者個人の思想的な価値観の形成ができるよう

に挑んでいる点である｡つまり,学校現場が学習者の思想的な価値観の形成を直

接試みているのである｡これは,同じ｢テーマ別構成･比較型｣をとった宗教的

価値学習の『比較宗教』の小単元に見られる授業構成とは大きく違うところであ

る｡

第二に, "ISM　シリーズは,学習者に議論を求めてはいるが,教室内において

学習者間で何らかの意見の統一に至ることまでは求めておらず,またそのために

必要とされるような手続き的知識の提供もしていない点である｡これは,第6章

で紹介する法規範的価値を取り扱ったハーバード社会科とは大きく異なる特質で

ある｡

これら2つの特質を小単元において持つ理由について, "ISM　シリーズの開発

者レオーネを始め,特に他の誰も言及していない｡しかしここには,テーマ別構

成･比較型思想的価値学習の開発者が,思想的な価値観の形成といったものを,

個人的問題として考えているが,しかし宗教的価値の場合と違って,それは,他

者の思想とのぶつかり合いの中,自らの,そして彼らの奥底にある価値観を発見

し,これを踏まえて個人の思想の反省と再構築を,日夜行っていくものであると

捉えていることが考えられる｡ここには,第2章や本章の冒頭でも述べた思想的

価値の性質(自己本位で現代適応性･革新性重視)を開発者が意識したのではな

いかと考えられる｡思想的価値は,それが価値あるものと認識されるか否かは個

人単位のものである｡またそれは常に変動するものであり,個人が修正を加えて

124



いくものである｡そうした思想的価値の性質を考えた時,ただ思想的価値を暗唱

させる学習は大変無意味であり,だからといって教室内で思想的価値の統一見解

の構築を強制することもかえって思想的価値の役割を無視する行為と言える｡そ

の結論として,個人レベルの思想的価値形成をレオーネら｢テ-マ別構成･比較

型思想的価値学習｣の開発者は選んだのではなかろうか｡

第3節　問題別構成･議論型思想的価値学習:『思考への扉』の場合

1.内容編成一日常生活の人間哲学的課題の議論による編成-

『思考への扉:歴史と人文学のためのエピソードの意思決定』 (ゼフィール･プ

レス(ZephyrPress)社刊, 1995年,以下『思考への扉』と略記) 12>は,スタ

-ルが1995年に社会科歴史用に開発した教科書である｡スタールは1994年から

1995年まで全米社会科協議会(NCSS)の会長にもなった人物で, 80年代から

90年代にかけてのアメリカ社会科教育界を代表する研究者の一人と言うことが

できる｡スタールは元来,社会問題学習や構成主義の理論研究者であったが, 1990

年代入って社会科歴史分野にも関心を抱き,その独自の教育論を展開することに

なる｡ 『思考への扉』は,その成果とも言うべき存在である｡

次頁の表4-3は, 『思考への扉』の単元の名称,括弧内は,単元が取り扱って

いる出来事と,その発生した時期を示したものである｡表4-3にあるように,

『思考への扉』の20の単元で取り扱われている内容は,その大半が西洋史上の

賢名な事件･出来事から成り立つ｡また,その配列は出来事の発生順に配列され

ている｡これによって西洋の歴史についておおまかながら概観できるようになっ

ている｡但し,単元の前後の事例は,因果関係で説明できるようにはなっていな

い｡例えば単元16 ｢我々は何をすべきか｣は,スペイン王国の成立を取り扱って

るが,この出来事はその前の単元15で取り扱うウイクリフ裁判とも,後に来

単元17で扱う首長令とも,ほとんど因果の関連性を持たない｡この点から,『思

への扉』で扱われる教材は,西洋の著名な事件を時系列に配列しているが,そ

単元の前後に因果関係が存在しないことから,歴史の因果関係を記述する,い
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わゆる通史学習として構成していないことがはっきりとうかがえる｡

全体計画を概観すると『思考への扉』は,こうした西洋史上の著名な出来事を

学習する教材かのように見える｡しかし,これはスタールの歴史観を見れば誤り

であることが分かる｡

1.ロ｢ムカ糊､?

2.削召ま目を

(? :原始吐劫

(古′糊機略:肯乱81蛸∂

3.古き良部封切涼教

(イ州､-シ磯草:肯軌4世紐

4.死か杯

(二御湯鮮り:前∋99*8

5.最舶の?
(棚遠征:前i24年

6.篇岨豊性:額察者の目む垂して

7.全棚アを(ロト上磯運動:前2世相

8.帝抑清rl

(式棚形転: 330年)
9.あ鰍歴史家

(カーブレ大帝甥較碧編纂: 91軸e)

10.富豪うち艶--(カノ)吋の屈辱: 1077弔

ll. ,城抑
(中t柳)生活: 12世紐

12.悪名高ま為ン　(マグナ･カルタ:1215弔

13.契約　　　　　(現園内碩奴: 13世紅麹

(1止イセ.しr噂‡: itt H"&!)妻14. 10JJ ＼盲†m〔粁か

(ウイクリ:7iSIID: 14世頚珊

15.火!火!火鮎
(脚:瑠秤0): 14世紀栽

16.我々を封鵬ゝ

(棚減立: 1492年)
17. #/レジ｣の苦悩

(ヘンリ8世て増長令: 1 534弔

18. 2, 4, 6, 8､しカLl翻池ヽ

(合槻助[盟決議: 1918弔
19.私倣題

(世界大恐慌: 1929弔

20.脚こいつ｢NOJと言う/潮ゝ

(ミゴ/へン会談: 1938弔

(Stahl, RJ., Hronek, P., et al.,物to
Zephyr, 1995より筆削観)

物Decision磯屠地血･鮎Study物′andHumanities,

スタールは,歴史学の最新の成果を｢真実｣ないしは｢真実に限りなく近い説

明｣として教えることを第一目的とする,いわゆる｢歴史目的型｣の歴史学習を

否定する｡それはスタールが,歴史学が明らかにした最新の学説を｢真実を写し

たもの｣として考えるのではなく,たかだか｢1つの物語り｣に過ぎないものと

して捉えていることにある｡スタールは次のように言う13>

｢歴史とは,人間の頭の中で過去を構成し,解釈し,説明したものである｡ ｢情報

概要｣と呼ばれる情報の節(ひとまとまり)を組織することで,頭はこれらの

歴史を構成する｡結局歴史というものは,外に存在するものではなく,頭の中

に存在するものなのである｡ - (中略) -この観点から言えば,わが国の2億

5000万人には, 2億5000万通りの歴史が存在するのである｡｣

スタールにとって歴史とは, 2億5000万人には, 2億5000万通り存在するもの

なのだから,そんな歴史のうちの1つである歴史学の最新の学説を教えることに,
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大きな意味を感じないのである｡スタールにとって教育における歴史とは,教育

的意義のある何か他のことを実施するための手段であり,道具に過ぎないのであ

る｡これはデューイの社会科歴史教育論(｢歴史手段型｣)の原点である道具主義

の考え方と同じものである｡

ではスタールは, 『思考への扉』において,歴史を手段として何をしようとした

のか｡ここには大きく2つの目的を見ることができる｡

目的の1つ目としては,学習者の｢状況･場面に応じた意思決定能力･技能｣

の育成である14)｡スタールは, 1970年代から,状況･場面に応じた意思決定能

力･技能の育成の必要性を訴えており15>　その場面として,次真の表4-4にあ

る(A) - (E)の5つを設定している｡

表4- 5　『思考への扉』め単元で採られる意思決定方略の一覧

( 5つの意思決定方略と単元との関係)

元1 単元 2 単元 3 単元4 単元 5
≡臼ームは､ ホムか 目には目を 古き良き時代の宗

敬

死の杯 最も偉大なもの

A C E A E

′′､元6 単元7 単元 8 単元9 単元 10
釦廼性 ‥観察者の

目を通して

全てのガリアを 帝国の分割 ある老人とその歴

史家

富豪から貧民ヘ

D C B B B
l},i■､′元 11 単元 12 単元 13 単元 14 単元 15

郭の内部で 悪名高きジョン 契約 真実か､ 盲信的信

頼か

火､ 火､ 火を焚き

ましよう

E C A E B
Jell)≡;
}t,
+新二
安

､ーW-7L IQ 単元 17 単元 18 単元 19 単元20
稜々は何をすべき ウルジーの苦悩 2 ,4 ,6 ,8 しかし 私の憂轡な主題 食 欲な者 にいつ

′ゝ 14 全てではない ｢N 0｣と言うベきか

播
早 E B B E

･ R･もet al., Doorwayわ乃血血og-'Decision物Episodes for the Study ofHis,ぬγ and地e Humanities, Zephyr Press,

溝口和宏｢市民的資質育成のための歴史内容構成一現代アメリカ社会科における｢方法主執と｢内容主嵐の比較検討を

-｣ (全国社会科教育学会48回大会(島根大学発表資料)より筆者作劇

思考への扉』は20の単元から成り,これらはそれぞれに歴史的場面が設定

てあるのだが,その歴史的場面は,全て何らかの論争やジレンマが起きてい

去の事例であり,そしてそれらはこの(A) - (E)のうちのどれかの状況に

するものとなっている｡このことを示したのが,上の表4-5である｡
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表4-4　『思考への扉』における5つの意思決定方略

(A)選択を強いられた場合の方略

このような状況では,人は,ほとんど同等に望ましいか望ましくない限られた数の選択肢から,一つの選択肢を選ばな

くてはならない｡選択を強制された状況は,他の選択肢を作り出したり,所与の選択肢を複数合わせた選択をすることは

許されない｡すなわち,選びうる選択肢について可能な限り時間を,新たな選択肢の創造に費やすことは許されない｡決

定がなされた後では,他の選択肢はもはや選ぶことはできない｡決定を下さなければ,選びうるいかなる選択肢の結果よ

りも悪い結果を招く危険性を増大させることになる｡

(B)優先度の決定を求められた場合の方略

最も好ましいものから,最も好ましくないものまで選択肢が整理されうるような状況下では,個人は選択肢を他の選択

肢と比較する上で,優先度,重要性,価値,有効性に基づいて決定せねばならない｡

●実際採択できる唯一の選択肢は,そうした提供された選択肢であり,各選択肢は他からは孤立した他から独立している｡

選ばれた最初の選択肢は,それが必要とされる時期においては選択可能ではないかもしれないし,問題を解決するもので

はないかもしれない｡どちらの場合においても, 2度目の選択肢の際は,その選択肢の実現可能性や有効性が考慮される

ことになる｡意思決定の当事者は,全ての選択可能な選択肢が順序付けられるまで,この優先度の手続きに従う｡

選択肢を階層付けるという見方は､学習者に,残りの選択肢の中からも,例え二つしか残っていなくても,絶えず最も

優先させるべきものを考える意識を芽生えさせる｡この過程は,選択肢の重要性を他のものと比較して考慮することを強

いる｡全ての事例において学習者は各選択肢に特定の優先的価値を付与しなくてはならない｡

(C)交渉を求められた場合の方略

この方略は､個人が､選択可能な選択肢からのみ決定を下さねばならず,且つあるものを得るために他の選択肢を諦め

ばならないような場合に有効である｡このような状況下では,個人や集団は選択肢を三つのグループに､すなわち｢最

望ましいもの｣ ｢最も望ましくないもの｣ ｢その他｣に分類する｡実際,これらのグループは,自らが望むものを得るた

に,意思決定者がどの選択肢を最も望ましいと考えているか,どの選択肢を諦めるのか,どの選択肢が最も望まれない

かを具体的に明らかにする｡

選択肢を分類するという仕事をこなすには,個人間や集団内でのシステマテイツクな交渉が要求される｡個人は,他の

のを獲得､維持,あるいは保護するために彼らが欲し,あるいは必要とする何かを諦めなければならない場合,選択肢

相対的重要性を考慮していかねばならない｡この交渉過程は､決定するために,しばしば妥協し､そして交渉せねばな

ない彼らの実際の日常生活を反映している｡

(D)創造(または自由な対応)が求められた場合の方略

この方略は,個人が特定の状況に矛盾しない,適切ないかなる決定をも下しうる程度に自由である場合に有効であるo

うした状況においては,個人は､いずれも選択していないか,一つまたはそれ以上の選択も可能な選択肢をが与えられ

いる｡彼らは,提示された選択肢以上のものを作り出すため､それらをつなぎ合わせてもよい｡彼らは自由に決定でき

が､状況の文脈や,続いて起こるであろう個人的または社会的結果を無視することはできない｡ ｢発明の方軌は,学

者に選択肢を生み出す際,大きな柔軟性を養う｡

E)決定への説明が求められた場合の方略

この方略は,個人が,より道理にあった回答を形成する上で必要であると考えさせるような文章資料または図柄の情報､

らにはそういった状況に出くわした時に有効である｡個人は､以下のような,学習者の焦点づけを導くための適切な間

を問わなくてはならない｡すなわち､主題,文脈､状況についての理解,他の論争問題､概念､出来事､及び決定に対

る妥当性,出くわした情報､論争問題,槻兄に関して考慮されるべき選択肢､結果,及び基準,状況に関する噂好性､

価値選択などである｡この方略は,当事者によって問われ答えるべき一連の問いを利用する｡

(Stahl, R. J., et al., Doorway to Thinking: Decision物Episodes for塊e Study of History and地e
Humanities, Zephyr Press, pp.8-ll,および,溝口和宏｢市民的資質育成のための歴史内容構成一現代アメリカ社

会科における｢方法主義｣と｢内容主義｣の比較検討を通して-｣ (全国社会科教育学会48回大会(島根大学)発

表資料)を参考にして筆者作成)
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こうした技能育成とは又別に,目的の2つ目として,学習者の｢多角的な思想

的価値の形成｣が挙げられる16) 『思考への扉』が設定する発間に注目してみる

と,各単元の最後に,現代社会にも通用する抽象的で永続的な人間のあり方を問

う課題(発間)が含まれている｡つまり, 『思考への扉』は,古代にも現代にも共

通する永続的だが,決して社会的な合意形成が必要ではなく個人レベルで決着を

すればよいような,日常生活における人間のあり方を問う問題の考察を重視し,

これを考察する手段として,設定された問いと同質の問題性を持つ西洋史上の著

名な出来事が活用されるのである｡そして,過去の先人たちがその間題にどのよ

うな解答を示したのかを分析し,それ以外の解決案の可能性を検討し,それを参

考に自分ならどうするのか検討させようと試みているのである'.筆者はこれを,

｢歴史を活用した多角的な思想的価値の形成｣と表現したい｡スタールは, 1993

年の論文の中で,歴史を学ぶことの目的に｢同じ過ちを繰り返さないために歴史

が教えてくれる過去の教訓を人々が頼るとき,過去を現在や未来の必要性にあわ

せて使用する｣17)ことを挙げているが,この考え方を具体化したものが,この｢歴

史を活用した多角的な思想的価値の形成｣と言うことができる｡

では,現代社会にも通用する問題として具体的にどのようなものを扱っている

のか｡また,西洋の著名な事件と設定された問題とは,どのように問題の類似性

があるのか｡そしてどの先人が批判対象として取り上げられているのか｡これら

を示すため,次真に『思考への扉』の内容編成を表4-6として示そう｡表4-

6は左から, ｢全体構成｣ ｢単元名｣ ｢日常生活における人間のあり方を問う質問｣

｢左の課題を考察するために設定された過去の問題状況｣ ｢問題に対応した人物

(批判対象)｣となっている｡このうち｢人間のあり方を問う質問｣では,各単元

の補足編が設定している問題を示した｡また各単元で取り扱う歴史上の事件･出

来事の内容は, ｢設定された過去の問題状況｣で示した｡そしてこの歴史上の問題

状況に対応した先人たちは, ｢問題に対応した人物｣に示した｡

この表4-6 ｢人間のあり方を問う質問｣から, 『思考への扉』が取り扱う問題

もま,前述のように｢後世に伝えていくものとして相応しいものはなにか｣ ｢自分に

不利益を働いた敵や親しい友人が謝ってきたとき,どのように処置するか｣とい

った,必ずしも今すぐに解決をしなくていけないような問題でもなく,かつその

解決は社会の合意を必要としない日常生活上の問題であることが確認できる｡そ
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表4-6　『思考への扉』の内容構成:日常生活の人間哲学的課題からなる内容編成

≡全体構成 単元名
日常生活における人間の

あり方を問う質問
設定された過去の問題状況

批判対象と

なる人物
区 時
分 代

由社会における
1

ロームはホム
○ ｢変革はいつの時でもし)いことだ｣ と友人が 遊牧民ホム族に定住農耕の文化が伝わり､ 一部成

遊牧民の部

≡

言つたとしよう あなたはどう究えるか 員は農駄文化ヘの転換を要求し始めたO どちらの
Ba)必要性の検討 か? 0 し- F] ○
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れらは,社会的論争問題のような,社会や国家をどうするべきかを問うのではな

く,人間関係のあり方や,人間と社会とのあり方など,人はどう生きるかを考え

る課題である｡金子晴勇の言葉を借りれば｢人間哲学的｣課題と名づけることが

できよう18)｡

また表4-6 ｢設定された過去の問題状況｣から, 『思考への扉』の単元の多く

が,この人間哲学的課題と同質の問題性を持つ過去の出来事･事件を取り上げて

いることを確認できる｡例えば単元9の場合では, ｢人間のあり方を問う質問｣と

して｢後世に伝えていくものとして相応しいものは何か｣が設定されているが,

これに対して｢設定された問題状況｣で｢シャルルマ-ニュは46年の統治を振

り返り,自らの業績を歴史書に残すことを求めてきた｣という同質の問題性を拷

つ過去の事例が設定されている｡

さらに表4-6 ｢問題に対応した人物｣から, 『思考への扉』で扱う先人は,特

に歴史上の著名人からなることが確認できる｡例えば単元9の場合,アインハル

トといった実際にシャルルマ-ニュの活躍を歴史書に残した人間(『カール大帝

伝』19)の著者)が取り上げられることになり,彼らの歴史書編纂に対する考え方

が批判対象となる｡先人でも特に歴史的な著名人から教材が選択されているのは,

彼らの考え方(思想的価値)は社会的に影響が大きいからである｡我々は歴史上

の著名人の考え方を手本に行動することがある｡しかしこうした考え方は,とも

れば先人の行為を無批判に肯定する危険がある｡後世への影響が大きいからこ

,彼らの思想的価値に対して一歩引いたところから吟味することを『思考への

』は求めているのである｡

こうしたことから『思考への扉』は,現代に通用する問題を考察するために,

去の同質の事例が選択され,ここにおいて先人,特に歴史上の著名人たちが導

出した解答を吟味する｡そしてそれを通して,学習者が自らの解答を導き出す

とを目的に教材が開発されていることが確認される｡

なお,この『思考への扉』には, ｢人間のあり方を問う質問｣に答えるために考

する事例としては適切とは言い難い過去の問題事象を取り上げている単元が,

つか見うけられる20)｡ ｢人間のあり方を問う質問｣を深く考えるために,どの

うな過去の事例を取り上げるべきなのか｡問いと事例の一致は, 『思考への扉』

ミ残す課題である.
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では,人間哲学的課題はどのように配列されているのだろうか.ここで表4-

6の｢全体構成｣をみて頂きたい｡ 『思考への扉』は,単元1で文化の変化と伝統

の維持という問題を取り上げ,変化することの意味を問うことで,その検討の必

要性を問う役目を担っている｡以降単元2から単元9までが,揺,宗教,芸術と

いった,人間がこれまで築き上げてきた国家体制や制度と人間との基礎的関係を

問う問題で構成されている｡例えば単元3では, ｢なぜ宗教が必要なのか｣とした

間いを設定し,人間と宗教との関係を考えさせている｡また単元10-単元20は

社会を構成する人間の相互関係のあり方を問う構成となっている｡そしてその前

半部単元10-単元15は,主に共同体における人間関係を問うものである｡例え

ば単元10では, ｢自分に不利益を強いた敵や友人が謝ってきた噂,どのように処

罰するか｣とした問いを設定し,共同体存続の危機となる事態に我々がどのよう

に対応するべきかを考えさせている｡また,後半部単元16-単元20は,異文化

社会における人間関係を問うものである｡例えば単元20では, ｢食欲な者(国)

にいつNoを言うべきか｣とした問いを設定し,世界秩序を維持するために,

国の要求はどの程度まで認められるべきかを考えさせている｡

こうした配列は,スタールが西洋史を,古代(単元1-単元9) -権力による

会の制度や芸術成立の時代,中世(10-15) -共同体を封建勢力が支配した時

,近世(16-20) -資本主義の台頭と文明の衝突の時代,として捉え,スター

が解釈したそれぞれ時代の特徴に合う人間哲学的課題を設定した結果と言えよ

｡なお,このような古代･中世･近代の3区分をとる歴史観は,西洋史解釈の

形態として一般的に認められている21)のである｡

『思考への扉』は,抽象的で永続的な人間哲学的課題を考える上で歴史事例を

用する｡そのため歴史事例と人間哲学的課題は,内容選択において相互に規定

合う｡スタールは,『思考への扉』において,スタール自身の考える古代･中世･

世の時代的特徴に応じて,こうした人間哲学的課題を選択･配列したと結論付

ることができる｡
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2.授業構成

(1)授業展開

一歴史上の著名人の思想分析･批判を通した人間哲学的課題考察-

では具体的に単元はどのような構造になっているのだろうか｡ここでは『思考

＼の扉』の単元4 ｢死の杯｣ 22)を取り上げたい｡ここでは, 『思考への扉』の単

元4 ｢死の杯｣が設定する発間を参考にして,この教材を使うことで予想される

受業の展開過程を,筆者が教授書形式に再現したものを表4-7として示す｡表

4-7の左側｢主な発間｣は, 『思考への扉』の単元4 ｢死の杯｣に実際に設定さ

れていた問いから設定し, ｢主な学習内容｣は, 『思考への扉』の記載内容などか

ら筆者が予想して示した解答例である｡表4-7右側｢単元の展開｣は,授業展

開を筆者が分析したものである｡

単元4 ｢死の杯｣は, ｢導入｣ ｢展開1｣ ｢展開2｣ ｢終結｣の4段階で授業が展

開される｡まず｢導入｣では,批判対象となる人物の紹介が行われている｡その

｢展開1｣では,批判対象となる人物が,どのような境遇にあり,そこでどの

うな考えを持ってどのような意思決定をしたのかを分析する活動が組まれてい

｡単元4の場合は,まずソクラテスが遭遇した問題状況を明らかにする活動が

われる｡ここでソクラテスは,罪状の証明が不十分であるにもかかわらず,死

を裁判で言い渡されたことが確認される｡またその裁判のプロセスそのものは

テネの法に則ったものであることも確認される｡次にソクラテスは,こうした

態に対してどのような選択を採ろうとしているのか,またどのような考えでそ

選択を正当化しているのかを確認する活動が組まれている｡ソクラテスは,弟

に逃亡を勧められてもこれを拒否し,毒杯を飲む選択肢を選ぼうとしており,

の理由は,アテネ市民が合意した法の手続きのもとで死刑判決が下されたのだ

､ら,これを遵守することは,アテネの秩序を維持するために重要であると考え

いることが分かる｡その後,こうしたソクラテスの考えの基底にあり,ソクラ

スが守りたかった価値観(『思考への扉』では｢概念(concept)｣と表記してい

)は何であるのかを(A) - (J)の選択肢から選ぶことが学習者に求められ

ている｡ここでソクラテスは,法は守らなくてはならない(｢悪法も法なり｣),な

どといった価値観を持っているであろうと予想することになる｡
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表 4 ー7 ■単 元 4 ｢死 の杯 ｣ の 単 元 展 開 と学 習 内 容

単元 の展開 主な発 問 主な学習 内容

導入

人物の紹介

0 ソクラテスについてあなたが知つている
ことから､彼は何を教えたのかを答えよ○

(例)無知の知､産婆法など

展開 1 人物 の境 ○ソクラテスが問われている罪を3つ挙げ
よ○

○ソクラテスの裁判は､どのような点で不

1●彼は自分の考えを教授する代わりに謝

人物の意 遇を調査 礼をとつた

思決定の

分析

する 2●彼の考えによつてアテネの若者が惑わさ
れた

3●アテネの神に逆らう教えをした

●ソクラテスの裁判は､罪状の根拠が不十分
公平か0どのような点で公平か0 なのに死罪になつた点で不公平だつた0

●ソクラテスの裁判は､アテネの法律の手続
きに則つて裁きが下つた0

人 物 の考 ○ソクラテスは獄中で毒杯を飲むように言 ●逃亡によつて自らの人生から逃げることは

え方を確

認 する

われた0これに対してのソクラテスの考え できる0しかしそれではアテネ市民として不
方を調べよ○

○ソクラテスは逃亡をせず､獄中で毒杯

正を働くことになるし､ 自らの信念から逃げ
ることになる0

●アテネ市民が合意した法事続きのもとに死
を飲むことで､ どのようなことを言おうとし 刑判決が下されたのであり､これを遵守する
ているのか0 ことはアテネの秩序を維持する上で重要で

ある0

人物 が持

つ考 えの
背後 にあ

る価値 を

○ソクラテスが守りたかつた概念は何か0
以下の選択肢から選びなさい0

●法である限りは従わなくてはならない0

(A)尊厳死をする権利がある
(B)私的な意思決定をする権利がある
(C)自殺を他人から救う義務がある

暴く (D)不正をしたら､その償いをさせる義務がある
(E)友人としてせねばならないことがある
(F)法である限りは従わなくてはならない
(G)不公平と考えられる法的決定には従わなくて良い権利がある
(H)無罪の者は政府機関の誤つた判断から守られなくてはならない
(∫)信念は貫かれなくてはならない

展開2 他 の選択 ○ソクラテスの弟子であるあなたにできる 1●ソクラテスの言い分を聞いて､そこから立
生徒の意 肢 を考 え

る

行動は限られている○その行動の選択肢 ち去る0
簿決定の

舞 当化

を確認せよ0

○それぞれの選択肢が引き起こす結果を

2●ソクラテスを無理やり逃亡させる0

3●ソクラテスに罪を請う様に説得させる0
(など)

(生徒の意見が様々に出される→教室での
予想しましよう0 意見交換)

生徒自身が ○ソクラテスの問題を解決するためにとり (生徒の意見が様々に出される→教室での
選択肢を選 たい行動は何か○ 意見交換)
び､その正当○それが最善の選択肢であると信じる理 (生徒の意見が様々に出される→教室での
化をはかる 由はなにか○ 意見交換)

○今 日の人々はなぜ彼を偉大な思想家 ●市民が決めたルールには不満であつても
現 代に共通する■般 と見なしているのか0

○もしソクラテスが死の杯を飲まず逃亡し
たら､彼は今日､英雄として考えられるだ
ろうか○(ソクラテスのように､悪法でも民衆
の法であればそれに従うことは､今の世界
では､評価されるべき最高の行為なのか)

従うことが市民であることを示した点(｢悪法
豹 問題 (人 間哲学 的

蘇題 )に置き換 えて

3

も法なり｣)などが評価されているから○
(生徒の意見が様々に出される)

萱菱(S ta h l,R .J ., H ron e k ,P .,M iller,M ., an d S h oe m ak e一N e tto,A .,D oor w ay to Th in k in g ,

貌en hv r. 19 9 5.n n .6 4一73上り生者作成〈)

｢展開2｣では,批判対象となる人物の遭遇した事件に対して,学習者自身で

134



あればどのような選択肢をとるかを決断した後,その正当化をはかり,そうした

自分の考えはどのような価値観に基づくのかを考察する｡単元4の場合は,ソク

ラテスの弟子として,ソクラテスにどのようなアドバイスをするか,またソクラ

テスのためにどのような行動をとるのかを考えさせる｡この時学習者は,ソクラ

テスの理由付けを,背後にある価値観をも含めて批判的に検討し,その他の各選

択肢を選ぶことで予想される結果を考慮しつつ,自らの選択を肯定できるような

説得力のある理由付けを行う｡そして最後に,自らがどのような信念に基づいて

主張しているのかを確認する｡

｢終結｣で学習者は,批判対象の人物の直面した問題と同質の問題性を持ち,

つ現代に共通する人間哲学的課題を考察する｡単元4の場合は,ソクラテスの

うに,自分にとって不満である裁きで罰せられることになった時,ソクラテス

ように｢悪法も法なり｣の考え方をとることが,今日の社会において適切か,

紘(または不満のある法)なら抵抗する,といった考え方などよりも評価され

べき考え方なのか,といった課題に取り組む｡

ここから,単元4 ｢死の杯｣はソクラテスの弟子の立場から, ｢悪法も法なり｣

して死を選んだソクラテスの考え方(思想的価値)を分析し,批判吟味するこ

で,これを補強する思想的価値を形成したり,反対に,これに代わる思想的価

を生み出すことを通して,人間哲学的課題｢悪法も法なのか｣に対する,学習

個人の思想的価値を形成したりして,思想的価値を形成する力の育成を目標と

て,本単元が構成されていることがうかがえる｡

2)思想分析手法の獲得と批判的思想形成

単元4 ｢死の杯｣は,前半の｢展開1｣で問題に対するソクラテスの考え方を

析し,後半の｢展開2｣では,ソクラテスの考え方を踏まえて,弟子としての

場からソクラテスにアドバイスを与える想定で,ソクラテスが抱えた問題に取

組み,自らの考えを形成する構成となっていた｡

この内, ｢展開1｣のソクラテスの考え方の分析は, ①ソクラテスが直面した間

は何であるのか,その事実を解明し(事実の解明), ②それについてどのような

択肢がある中で彼が何を選んだのかを確認し(主張の確認), ③その選択肢をソ
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分 析 によ つて明 らか にされ る思考 の構 造 分 析 内容
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図4-2　単元4 ｢死の杯｣の｢批判的思想形成｣の図(トウールミン図式より)



クラテスがどのように正当化しているのかを,彼の発言からまとめ(主張を正当

化する理由付けの解明),④理由付けの背後にあるソクラテスが持つ価値観を見出

す(理由付けの背後にある価値観の解明),の順で展開されている｡また｢展開2｣

の場合も,今度は学習者自らの思想的価値を形成するにあたって同様の展開がな

されている｡つまり, ｢展開1｣ ｢展開2｣ともに,前半では｢事実一主張一理由

付け｣とした議論の構造に即して,後半では｢理由付け一根拠づける価値観｣と

いった議論の構造に即してそれぞれ展開している｡

これらは,トウールミンに見られる,現象学的な議論構造の理論に基づいた分

析を学習者に活用させていると言える｡トウールミンは,人間は何かを主張する

時,その主張を根拠づけるデータを提示して,その正当化をはかるが,それは自

らが持つ信念や,社会の権威などを暗黙のうちに前提としていることを指摘する｡

このことは｢トウールミン図式｣と呼ばれる思考の図式で示される｡筆者は,こ

のトウールミン図式を活用してこの授業の構造を再度説明しようと思う｡

単元4の展開を,トウールミン図式を使って示したものが前真の図4-2であ

る｡｢展開1｣にあるように,他者(ここではソクラテス)が,自己の主張を正当

化するために,どのようにこうした思考の図式を築いているのかを暴くことは,

｢思想的価値解明｣と言うことができよう｡そして, ｢展開2｣のように,学習者

自らの主張を正当化するために,学習者自らがこうした思考の図式を築いていく

ことは, ｢思想的価値形成｣と言うことができよう｡そして, ｢展開1｣ ｢展開2｣

を通して,こうした他者(ここではソクラテス)の思考構造を解明し,それを踏

まえて自らの思考の図式を形成することは, ｢批判的な思想的価値形成｣と言うこ

とができよう｡

最後に,現代社会においてソクラテスが違った選択をしたら,現代ではどのよ

うに評価されたのかを検討する｡ソクラテスの考えに賛同する学習者は,その考

えが最善であるとして,ソクラテスが違った選択をした場合は評価されないとす

るだろう｡しかしこのソクラテスの考え方を認めなかった子ども達は, ｢悪法も法

なり｣の考え方とは違った法と人間の関係を説明する思想を形成し,他の選択肢

を選べば,現代ではより高く評価されたことを強調するであろう｡

『思考への扉』を通してスタールは,今日の社会にも共通する日常生活上の人

間哲学的課題に対して,歴史上の人物がとった行動や,その思想を最善の解決案
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して教授するのではなく,これを打ち破り,自らの思想を個人個人が形成する

とで応えることを学習者に求めていた｡それは, ｢批判的な思想的価値形成｣と

えるものである｡

.問題別構成･議論型思想的価値学習の特質

スタールは,歴史学習の目的として,同じ過ちを繰り返さないために歴史が教

てくれる過去の教訓を学び,それを現在や未来の必要性にあわせて使用するこ

ができるようにする点に求めた｡そしてこれを実現するために, 『思考への扉』

おいて,次のような内容編成･授業構成を採用している｡

まず内容編成の点からみると,古代にも現代にも共通する永続的だが,決して

会的な合意形成が必要ではなく個人レベルで決着をすればよいような,日常生

における人間のあり方を問う問題を教材選択の基準とし,そうした問題に実際

直面した過去の人物たちを『思考への扉』では取り上げている｡そして授業構

の点からみると,過去の先人たちがその間題にどのような解答を示したのかを

析し,それ以外の解決案の可能性を検討し,それを参考に自分ならどうするの

､検討させようと試みさせている｡このことにより,スタールは学習者に,単に

去の人物のしたことを学ぶだけでなく,本来せねばならなかったことは何であ

たのかを様々な視点から考えさせ,学習者なりの解答を創造させている｡スタ

ルはまさに｢歴史を活用した多角的な思想的価値の形成｣を試みたといえる｡

つまり, 『思考への扉』は,内容は人間哲学的な論争問題別に編成され,授業は

こでの議論を踏まえて,学習者自らの考えをまとめ,思想的価値を形成する展

となっていたとまとめることができる｡こうした内容編成･授業構成の特質か

,スタールが『思考への扉』を通して試みたような思想的価値学習を,他の思

的価値学習と区別する上で,本研究では,便宜上, ｢問題別構成･議論型思想的

値学習｣と定義する｡

なお,この『思考への扉』からは,他の社会的価値を取り扱った価値学習の｢問

題別構成･議論型｣ には見られない,問題別構成･議論型思想的価値学習固有の

質を見ることができる｡それは次の2点である｡

第一に,学校現場が学習者の思想的な価値観の形成を直接試みている点である｡
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つまり, 『思考への扉』は,小単元で取り扱う批判対象となる人物の思想的価値を

対象化して批判したり,その背後にある価値観(思念)を発見したりするだけで

なく,人物の価値観を踏まえて学習者自身の考えを再検討して,学習者個人の思

想的な価値観が形成できるように挑んでいるのである｡

第二に, 『思考への扉』は,学習者間に議論を求めてはいるが,何らかの意見の

統一までは求めていない点である｡またそのために必要とされるような手続き的

知識の提供もしていない｡これは,第6章で紹介する｢問題別構成･議論型｣の

法規範的価値学習であるハーバード社会科とは大きく異なる特質である｡

これら問題別構成･議論型文化的価値学習が持つ2つの特質については,例え

ば『思考への扉』を開発したスタールは何の言及もしていない｡-しかしそこには,

問題別構成･議論型思想的価値学習の開発者が,思想的な価値観の形成といった

ものを,個人的問題として考えているが,しかし宗教的価値の場合と違って,そ

れは,他者の思想とのぶつかり合いの中,自らの,そして彼らの奥底にある価値

観を発見し,これを踏まえて個人の思想の反省と再構築していくものであると捉

えていることが考えられる｡ここには,前節のテーマ別構成･比較型思想的価値

の場合と同様に,学習思想的価値の性質(自己本位で現代適応性･革新性重視)

を開発者が意識したと考えられる｡

第4節　合衆国の思想的価値学習の特質　一個人レベルでの価値観形成-

本章では,アメリカ合衆国における思想的価値学習の2つの流れを,レオーネ

の開発した"ISM　シリーズ,及び,スタールの開発した『思考への扉』の分析

を通して解明してきた｡これらはその内容編成･授業構成からそれぞれ, ｢テーマ

別構成･比較型文化的価値学習｣, ｢問題別構成･議論型文化的価値学習｣と呼べ

ものであった｡この2つには,次の3つの点で共通した特質が見られる｡

第一の特質は,思想的価値学習では,日常レベルないし社会レベルでの,今す

に解決を必要としないような哲学的な課題を,思想家など知識人や著名人の考

方,意見などを参考にしながら,最終的には個人レベルでこれを処理すること
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に求めたことである｡つまり,他者が示す思想的価値を参考にしながら,これを

積極的に批判･評価することを通して個人レベルでその価値観を形成するのであ

り,このことで学習者は,日常でも思慮ある行動ができることが期待できる｡合

衆国の思想的価値学習はこの点に,思想的価値学習の意義を持たせたのである｡

これは前章の宗教的価値学習が学校現場での価値の批判･評価を避けたことと正

反対の特質である｡

第二の特質は,思想家などの考え方や意見を参考にする際,複数の思想家を取

り上げてそれらを比較することで,各思想家らの思想的価値を対象化し,さらに

はその背後にある価値観(思念)を発見させていることである｡トウトミン図式

使って説明をするならば,思想的価値学習は,各種思想的価値そのものの表面

的な中身(規範的価値(C)の部分)だけでなく,その価値を支持する人間が背

後に持つ価値観(保障的価値(B))の発見にも力点が置かれることを示している｡

第三の特質は,授業方略として思想的価値について,その批判･評価を求めて

ち,それに関しての教室内での意見の統一まで求めるような指示をしないことで

ある｡また,そうした意見の統一を学習者が見出していくための手続き的知識も

提供していない｡つまり,価値観形成を個人レベルに範囲をしぼるのである｡こ

の特質は,第6章で取り扱う法規範的価値学習と決定的に異なる｡

分析対象となる価値が正当化される構造を踏まえ(括弧に入れ),学習
者が独自の価値観に基づいて主張をし,それを正当化できる

図4-3　思想的価値学習が提供する手続き的知識(トウールミン図式より)

この授業方略を,トウトミン図式を使って説明をするならば(上の図　-3),

想的価値学習は,各種思想的価値そのものの表面的な中身(規範的価値(C)

の部分)の理解や,その価値を支持する人間が背後に持つ価値観(保障的価値(B))

の発見に力点が置かれる段階だけでなく,それらを踏まえて(括弧に入れて)学
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習者が個人レベルで独自のトウールミン図式を構築することまで求める,つまり

新しい思想的価値の創造まで求める授業と説明できる｡

このように,価値の評価や判断は行うが,それは個人レベルで留め,集団レベ

Jレで価値基準を形成することは避けるという思想的価値学習の特質であるが,こ

こには次のような課題が残る｡それは,学習者が将来,民主主義社会の形成者と

して生きていく上で重要となる,民主主義社会の形成に必要な手続き的知識を十

には提供てきないという課題である｡思想的価値学習が学習者に提供するであ

う民主主義社会の形成に必要な手続き的知識には,次のものがある｡

社会的(宗教的)価値の表象的な部分,いわば言説を解明-して理解する

(トウールミン図式の規範的価値(主張(O)の解明と理解)

社会的(宗教的)価値を支持する人間の価値の正当化の構造を分析し,彼ら

の背後にある価値観(思念)を明らかにして理解する

(トウールミン図式の根拠付け(W)保障的価値(B)の解明と理解)

価値観の異なる相手の考え方を踏まえた自己の価値観の反省と再構築

(①②で整理した価値の正当化の構造図(トウールミン図式)を括弧に入

れて,その外から学習者が個人個人自らの価値の正当化の構造図を形成)

思想的価値学習は,テーマ別構成･比較型でも,問題別構成･議論型でも,学

者の間で議論を進めることで学習者個人の価値基準を生み出そうとするため,

うした作業に必要となってくる協調性や積極性,そして"自らの価値観をもと

して相手の見解を批判的に吟味する''といった手続き的知識を提供することが

きる｡これは,前章であつかった宗教的価値学習よりも高次の手続き的知識を

陣することを意味する｡

しかし,そうして学習者が個々のレベルで生み出した価値観を出し合って,敬

内で議論し, 1つのまとまった価値基準を構築するために必要な手続き的知識

学習者に提供することはできない｡

こうした特質が合衆国の思想的価値学習に見られる背景には,レオーネやスタ

ルといった合衆国の思想的価値学習の開発者が,自己本位的で現代適応性･革

性という思想的価値が持つ固有の性質を意識し,それに基づいた思想的価値学
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習の開発をしていることがあると考えられる｡思想的価値は,それが価値あるも

のと認識されるか否かは個人単位のものである｡またそれは常に変動するもので

あり,個人が修正を加えていくものである｡そうした思想的価値の性質を考えた

時,ただ思想的価値を暗唱させる学習は大変無意味であり,だからといって教室

内で思想的価値の統一見解の構築を強制することもかえって思想的価値の役割を

無視する行為と言える｡その結論として,個人レベルの思想的価値形成という道

をレオーネやスタールら思想的価値学習の開発者は選んだのではなかろうか｡つ

まり彼らは,学習者の思想的価値観の形成といったものを,個人的問題として考

えているが,しかし宗教的価値の場合と違って,それは,議論を通して他者の思

想とのぶつかり合いの中,自らの,そして他者の価値観の反省■と新しい価値の構

築を常時進めていくものであると捉えたことが,本節で挙げたような特質を合衆

国の思想的価値学習に見ることになったのではないか｡筆者はそう考えるのであ

る｡

〔註〕

1)詳しくは第1章第1節を参照されたい｡

2) ｢テーマ別構成･比較型｣については,第1章第2節を参照されたい｡

3) ｢問題別構成･議論型｣については,第1章第2節を参照されたい｡

4)ここでは参考までに,わが国の『倫理』の教科書を通して,簡単に｢個別配

列･理解型｣の思想的価値学習を紹介しよう｡今回は特に典型的な構造を持つ

事例として2002年に教研出版から発行された『高等学校倫理』を取り上げる｡

この『高等学校倫理』の内容編成を示したものが,資料4-1である｡ここか

ら『高等学校倫理』の内容編成には,次の特質を見出すことができる｡第一に,

『高等学校倫理』は,教材の全体に渡って今日の社会に思想的に影響を与えた

歴史上の著名な人物が,個々に実に多く取り扱われていることである｡第二に,

その歴史上の人物は,古くは古代ギリシャのタ-レスや中国の孔子から,新し

くはヴィトゲンシュタインといった最近の思想家まで,西は西洋から東は中
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国･日本に至るまで,古今東西実に幅広く扱われていることである｡第三に,

取り扱われる思想家は,その活躍した時代が古い者から新しい者へと,時系列

に配置されていることである｡これらの特質から, 『高等学校倫理』は,今日の

社会に思想的に影響を与えた世界中の人物の存在や,彼らの思想内容について,

万遍なく,かつ系統的に学習者に把握させることを目指していることが伺える｡

なお, 『高等学校倫理』の各単元の授業構造に関しては,日本の教科書はアメ

リカ合衆国の場合と異なり, ｢発間｣が教科書に設定されているケースが少ない

ため,その教授書への置き換えは難しい｡とりあえず記述内容だけ見てみよう｡

ここでは特に第4章のヘーゲルを取り扱った単元の記述に注目してみる(資料

4-2)｡ 『高等学校倫理』でのヘーゲルの扱いは,ヘーゲルの写真と簡単なプ

ロフィール,ヘーゲルが唱えた｢弁証法｣と｢人倫｣についての解説が続き,

それを補足するための資料として,ヘーゲルが話した言葉が少しばかり載って

終わる｡このヘーゲルの思想を授業でどのように扱うようにこの『高等学校倫

理』が考えているのかをこの資料だけで推測することは不可能であるが,多く

の学校現場で行われているのは,このヘーゲルの唱えた｢弁証法｣や｢人倫｣

といった思想を,教師が教科書を活用しながら解説し,.学習者に内容の理解を

求めていくものである｡

『高等学校倫理』のこのような構造は,基本的には思想的価値に関する表面

的･現象的情報を提供することを目的としたものであると言え,合衆国で見ら

れる従来の思想的価値の批判や新たなる思想的価値の形成を目指す思想的価値

学習とは一線を画すものである｡

5)"ISM　シリーズは,次の7巻から成立する｡ (※　第6巻『フェミニズム』

だけは,開発者がヒンディング(AndreaHinding)である)

�"Leone, B., Nationalism, The Isms Series- Modern Doctrines andMovements,

Greenhaven Press, 1983.

●ー~　　　, Internationalism, The Isms Series-'Modern Doctrines and

Movements, Greenhaven Press, 1983.

●ー-　　　Capitalism, The Isms Series: Modern Doctrines and Movements,

Greenhaven Press, 1983.

●ー--　, Socialism, The Isms Series- Modern Doctrines and Movements,
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Greenhaven Press, 1983.

･ -----, Communism, The Isms Series-' Modern Doctrines and

Movements, Greenhaven Press, 1983.

Hinding, A., Feminism, The Isms Series-'Modern Doctrines andMovements,

Greenhaven Press, 1983.

Leone, B., Racism, The Isms Series- Modern Doctrines and Movements,

Greenhaven Press, 1983.

この教材は高校生対象に作成された教材である(Greenhaven Press社ホーム

ページより)｡なお,この教材の先行研究としては,溝口和宏｢歴史教育におけ

る開かれた価値観形成(3) - ｢思想史｣にもとづく市民的資質育成の論理-｣

『鹿児島大学教育学部研究紀要』 (教育科学編)第49号, 1998年がある｡本

論文の"ISM　シリーズの分析は,溝口の同論文を参考に,筆者が再編集した

ものである｡

6)レオーネは,自らの作成した教材には, "Opposing Viewpoints Series"と名

づけている｡

7 ) Leone, B., Racism, The Isms Series- Modern Doctrines and Movements,

Greenhaven Press, 1978, pp.9-10.

8) Ibid., pp.10-ll.

9) Ibid.

10) Leone, B., Nationalism, The Isms Series- Modern Doctrines andMovements,

Greenhaven Press, 1978, pp.19-26.

ll)トウールミン図式については,本研究の第2章や足立幸男『議論の論理一民

主主義と議論-』木鐸社, 1984年を参照されたい｡

12) stahl, R.J., et al., Doorway to Thinking:Decision-MakingEpisodes for the

Study of History and Humanities, Zephyr Press, 1995.

13) Ibid., pp.4-5.

14)この部分の研究は,溝口和宏｢市民的資質育成のための歴史内容編成- ｢価

値研究｣としての歴史カリキュラムー｣ 『社会科研究』 53号, 2000年を参照さ

れたい｡

15) stahl, R.J., Moral Dilemmas/ Value Sheets: Writing for Content-Centered

144



Social Studies Classroom, 1978.

)この部分の研究は,渡部竜也｢歴史による思想批判学習一合衆国歴史教育用

教材『思考への扉』の場合-｣ 『社会系教科教育学研究』第15号, 2003年,

37-46頁を参照されたい｡また,児玉康弘｢｢公民科｣における解釈批判学習

- ｢先哲の思想｣の扱い-｣ 『社会系教科教育学研究』第16号, 2004年, 76

-78真では,この分析に関する批判がなされているので,これも参照されたい｡

7) Stahl, R.J., "Pastology" and "History"? -Inventing and Learning

Constructed Versions of the Past-　An Information-Constructivist

Perspective of "History", National Social Science Journal, vol.7, 1986,

pp.78-112.

8)金子晴勇『人間学としての哲学』世界思想社, 1995年, 24-26頁｡

9)カール大帝とは,シャルルマトニュのことである｡

)例えば単元12 ｢悪名高きジョン｣ (Stahl, R.J., etal., DoorwaytoThinking,

op cit.,pp.132-139.)には,英国王ジョンの失政についての説明をした後で,

｢日常生活における人間のあり方を問う質問｣として｢国を支配する国王を持

つことはどのような点でのぞましいか｣とした発間が設定されている｡｢国を支

配する国王を持つことはどのような点でのぞましいか｣とした問いを考察する

上で,ジョン王の事例はふさわしいのか｡ ｢国を支配する国王を持つことはどの

ような点でのぞましいか｣とした問いに対して多角的な考察をジョン王の事例

ま学習者に提供できるのか｡王政に対して偏った情報しか提供できていないの

はないか｡こうした点に疑問が残る｡

)堀米庸三『歴史をみる眼』日本放送出版協会, 1964年, 76頁｡

) stahl, R.J., et al., Doorway to Thinking, op cit, pp.64-73.
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資料4- 1 『高等学校倫理』 (数析出版)の内容鯨成

蘇罪
三重 節 単 7t= 名 扱 わ れ る人物 思 想 的概 念

+∴+
ミ坊′1 章 ､■ノ

年 の 課 題

第 1 節 人 間 とは何か
-

姿

孝義
喜等
蒙
琵

第 2 節 青 年期 の意 義 疾風怒涛 の時代

自己形 成 と課 題 マー ジナル ●マ ン

モ ラ トリアム人間

滋;,&蹄ン{,?～髪

訟

第 3 節 自己形 成 と自

己 の 生き方 ■

アイデ ンティティ

社 会化

t>栄
㍗
経′
∵

受章 第 1 節 ■古 代 ギ リ シ P1 ● 神 話か ら哲 学 ヘ 夕 レス テオー リア

蘭 と して

自覚

メ:I:

ヤの思 想 へ ラク レイ トスほか ロゴス

鞍

∵

■2 ● ソク ラテス ソクラテ ス 無知 の知 問答 法

.P$
■､夢

3 ● プ ラ トン プ ラ トン イデ ア論 哲 人政治

転
lJ芦a"

4 ● ア リス トテ レス ア リス トテ レス テオー リア的生活 ▲

節縦

L*

5 ● ヘ レニ ズム 時代 の思 想 エ ピクロス

ゼ ノン

快楽主義

禁欲主義

;i

第 2 節 キ リス ト教 1 ●古 代 ユ ダヤ 教 旧約聖書 律 法主義

家
2 ● イエ ス の教 え イエス ●キ リス ト 隣人愛 アガペー

*:i
管;f</整

3 ● キ リス ト教 の成 立 と発 アウ グステ イヌス キ リス ト教三元徳

展 トマス ●アクイナス 理性 と真理

+++
e=TL群�"

第 3 節 イス ラム教
I ムハ ンマ ド コー ラン

n1､繋払慕
浴､託.#l鼓
群

第 4 節 古 代 イ ン ド 1 ●古 代 イ ン ドの社 会 と思 カルマ

の 思 想 と 仏

敬

悲 焚 扶十如

ノL<柔Jy治
++++++
*
ー蒙

2 ● ブ ツダ の思 想 ブ ツダ 煩悩 無我 解脱

諸行無常 一 切衆生

■茅…!サ 3 ●仏 教 の展 開 ナーガール ジュナ 空

琵
誇
栄

第 5 節 中国 の思想 1 ●孔 子 と儒 家 の思 想 孔 子 ほか 徳治主義

+
+++++

2 ●経 学 の成 立 と発 展 王陽明 ほか M r台 1

拷;ihh¥繋
J&8浴

3 ●道 家 の思 想 老 子

荘 子

無為 自然

小国寡 民

第 6 節 人 生 と芸 術
- 精 神的価値

浴

+

3 車

際社 会 に

簿 る 日本

を して の

&

第 1 節 日本 の 風 土

と社 会

第 2 節 古 代 日本 人

の考 え方

1 ◆神 多神教 (八百万 の神)

,2i
2 ● 生 と死 黄 泉 の国

汰
3 ●清 き明 き心 と物 語 iiTO H ' 熊 山

崇 4 ● 自然

/莞
第 3 節 仏 教 の 受 容

と展 開

1 ●外 来 思想 の 土着 化

2 ●仏 教 の受 容 空也はか 末法思想

七<1 3 ●鎌 倉仏教 親驚 はか 悪人正機説

一さ 4 ●仏 教 と 日本文 化 わび､ さび

残紘
校

第 4 節 儒 学 の 受 容

と 国 学 の 発

逮

1 ●儒 学 の受 容 と展 開 林羅 山 ほか 天人合一

t2=
2 ● 国学 の誕 生 本 居宣長 ほか もののあはれ

&
慕

3 ●庶 民 の思 想 石 田梅岩 ほか 正直 と倹約

4 ●幕 末 の思 想 佐久 間象 山ほか 和魂洋才

第 5 節 近 現 代 の 日

本 の思想

1 ●啓 蒙 と民権 論 福 沢諭吉 肘 --IV M;

2 ■キ リス ト教 と国 民道 徳 内村 鑑三 無教会主義

絶 対平和主義
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3 ●近代的自我の確立 夏目淑石ほか 自己本位

4 ●近代日本における哲学 和田幾太郎 主客未分 純粋経験

の誕生 和辻哲郎 間柄的存在

5 ●対象デモクラシーの思 吉野作造 民本主義

悲 大杉栄はか アナーキズム

6 ●昭和初期の思想と超国 北一輝 超国家主義

家主義 柳田国男ほか 常民

7 ●現代の思想的状況

第6 節 国際社会に生

きる日本人

1 ●地球と人類社会

2 ●国際社会に生きる日本■

人

多文化主義

ヰ章

代の癖質

倫理的課

ヘーゲル

ベーコンほか

実用主義

纂fc5 章 第 1節 理性ヘの信頼 1●ルネサンスと宗教改革 ルター 福音主義
a{#//i
設=
先〉/(～於

敵性ヘの信
重き≡≦ミ…東上人間の

と人間の尊

重

カルパン 職業召命観

JP,}
+→肇P､薮

2 ●デカルト F●ベーコン イドラ
級 デカルトほか 高遠の精神

3 ●カント カント 実践理性 永久平和

4 ●ヘーゲル へ⊥ゲル 弁証法 人倫

5●実存主義 キルケゴール

ニーチェほか

主体的真理

超人 神の死

第2節 民主社会と個 1●自然権と社会契約 ホップス リバイアサン

人

- 自己実現と幸福

ロックほか 抵抗権

2 ●功利主義 ベンサムほか 最大多数の最大幸福

3 ●社会主義 マルクスほか 人間疎外 唯物史観

4 ●社会参加と奉仕

第3 節 科学と人間 1●近代科学の形成 ダーウィンなど 進化論

2 ●プラグマティズム デューイ 道具主義

3 ●現代と科学技術

4 ●現代のヒューマニズム ガンデイほか 非暴力不服従

第 4 節 現代の思想

の流れ

■1●理性的人間像ヘの反省 レヴイ ●ストロース

ほか

構造主義

2 ●価値の相対化 ヴイツトゲンシュ夕

インほか

分析哲学

権威主義的性格

第 1節 生命と環境 -
第 2 節 家族 ●地域社

会 と情報化

社会

第3 節 異文化理解と

人類福祉

(佐藤正英､ 片山洋之介ほか 『高等学校倫理』数研出版, 2002 年より筆者作成)
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資料4-2　『高等学校倫理』の教科書記述例(5章1節単元4 ｢ヘーゲル｣)
授業展開 章立て 教科書の記載内容

物紹介 ヘーゲル :

賢トーゲルの生涯の概 ドイツの哲学者0 シュ トウツトガル トに生まれる0 フランス革命勃

丈■l;
要を知る 発時には友人たちと踊 りまわつて喜んだといわれる0 だが一方 ､ 本

人は ｢老人｣ というあだ名をつけられていて､ 静かな努力家であつ

た0 ベルリン大学の教授 となり､ 総長 もつとめ､ ドイツ観念論の完

成者､ ドイツ古典哲学の最大の代表者ともいわれる0 彼の思想はマ

ルクスやキルケゴールにも影響を与えた0 主著 『精神現象学』『論

理学』『法の哲学 (法哲学要綱)』『歴史哲学講義』

～?/

}=l3

,
崇■

壬＼
$
>t
;/$舞
:;
諺1(

i?i
だ

Z7
崇餐i

I;i
7&
$$

巨$義
$箆哉袈
旨
琵ラ>/詫
杏妄
+}r妻
む
浴#A
添,"芽
+
慕琵空lgI
～;
蓑
秦
i
謀琵
転賀
■琵

巨

､象人物 の

忠
木目

歴史 と自 ● カン トとヘーゲルの､ 自由についての考え方の違いは何か0

監想確認 由 ヘーゲルは､ カン トの自由論を批判的に発展させ､ ドイツ観念論の

ーゲル の 思想を完成させた0 ヘーゲルも､ 人間の理性に全幅の信頼をよせ､

自由●道徳性 自由を尊んだ0 しかし､ ヘーゲルは､ 個人の内面的な自律性をより

こついての どころとするカン トの自由観や道徳観を主観的と批判し､ 理性や自

え方 と比 由というものは､ 現実の社会生活の中で客観的な法律や制度として

鼓する こと 具体化させるベきもの､ と考えた0 ヘーゲルによれば､ 理性や自由

㌍､ カントの がそ こにおいて実現されるベき現実の社会は､ 歴史的に運動し変化

自由論●人倫
ノIIr>
の
確
認

するものである0 この運動の根源にあつて､ 運動を起こす原動力と

論の特質 なつているものを ｢精神｣ とよんだ0 そして､ 歴史は､ 精神 (絶対

を理解する 精神) が自由な人間の活動を媒介にして､ 自己の本質である自由を

実現 してゆく過程であると考え､ ｢世界史は自由の意識の進歩であ

る｣ といつた0 すなわちヘーゲルは､ 精神を単に個人的 ●主観的な

ものではなく､ 現実の歴史の運動ととらえ､ 自由についても､ 現実

の歴史の中で実現されるベきものと考えたのである0

(※ ■ここでは資料① として ､ ヘーゲル著 『法の哲学』の一部抜粋

が示される)

用
請
の
確
認

弁証法 ‥

ある立場 (定立 ) があれば､そ こには必ずそれに対立 し矛盾する (皮

定立 ) が含まれている0 それぞれ立場を生か しつつ両者の対立を解

消する (止揚 ●アウフヘーベン) ことによつて､ より高い次元 (統

令) に至る0 この正 (テーゼ) ●反 (ジンテーゼ) の運動が､■へー

ゲルのいう弁証法である0

人倫 ● カントの道徳性 とヘヘーゲルの人倫性の違いはどこにあるか 0

ヘーゲルは､ こうした弁証法的な見方に立つて⊥カント的な道徳の

立場を超えた人倫のあり方を考察 した○
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云′L:■

忠
相

法律は社会秩序を維持 し､ 個人の自由を客観的に保障するもので

あるが､ カントが指摘 したように､ 人間の行為というものは､ 外見

上､ 法にかなつているだけでは､ 道徳的な行為とはいえない0 道徳

は個人の内面の問題である0 とはいえ､ 人間の求める自由は､ 個人

J巳♪
の
確
認

の良心的行為のみで実現されるものではない0 自由を実現するため

には､ 法の客観性と道徳の主観性とともに生かしなが ら統一した形

態としての､ 国家や民族や歴史といつた具体的な場が必要である0

へ｣ ゲルは､ 法と道徳の弁証法的な統一を人倫 とよび､ 自由な精神

は､ この人倫という共同体において実現されるものと考えた0

;?/

■芦l(y>:Lh

買＼

:0
i/<

詫

用
韮

人倫 :

人倫は､ 家族 ●市民社会 ●国家という三段階か ら成 り立つ0 家族は

夫婦､ 親子といつた自然な情愛によつて結ばれている共同体であ

る0 子どもややがて親か ら離れて独立して社会の一員 となる0 市民

社会では､ 独立した個人が契約に基づいて自由に自分の利益を追求

ロロ
の
確
認

する0 しか し現実 には､ ｢欲望の体系｣ となつて争いがたえず､ 個

人の豊かな情愛 と全体 の利益 をはかる普遍的な精神を失 うことに

なる0 そこで求め られるのが､ 人倫の回復としての国家の段階であ

る0 国家は､ 家族と市民社会での個人の自立性とが高い段階で統合

された､ 最高の共同体である0 したがつて､ 国家においては市民社

会の不平等は止揚され､ 真の ｢自由｣ が実現される0

(佐藤正英･片山洋之介ほか『高等学校倫理』数研出版, 2002年126-127頁)
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第5章　文化的価値学習

1節　合衆国における文化的価値学習の概要

本章では,合衆国社会科における諸々の文化的価値学習論に基づいた教材やプ

ジェクトの分析を通して,文化的価値学習の価値学習としての固有の特質を解

する｡ここで言う｢文化的価値｣とは,第2章で述べた通り,各地域における

間の生活や社会に関する伝統的慣習などを指す｡また｢文化的価値学習｣とは,

うした文化的価値を取り扱った学習一般を指す｡

第2章で見てきたように,見田によると文化的価値は,社会本位的で伝統性･

続性重視という固有の性質を持つとされていた｡つまり,ある社会的価値が文

ヒ的価値として人々に認識され存在するための条件として,その社会的価値の内

が,ある一定の範囲の社会の構成員の多くが,日常で生活するために有効と思

れるような何らかの指針(基準)を提示できること,そしてその内容は長い歴

の中で大きく変化せず守られ続けていることの2つがあるとされる｡

アメリカ合衆国では,価値を社会科から排除しようとする流れの中で,こうし

文化的価値は例外的に｢文化人類学｣の枠組みの中で,ある程度の範囲で取り

われてきた｡しかしそれは,世界各地域の文化的価値間に共通してみられる文
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ヒ的価値に関する一般原理(一般的知識)を見出そうとするものであり,言うな

ば,文化的価値の普遍性を解明しようとするものであった｡これは,伝統的慣

というものは,人間の価値観や意図とは無関係に,客観的かつ普遍的な｢枠組

｣ (これを文化人類学では｢構造｣と呼ぶ1))が根底に存在し,その枠組みの中

各地域の人間が固有に持つ価値観の違いがわずかに影響して,表面的な文化的

値の相違を生み出すに過ぎないとした考え方,世界観が1970年代頃まで支配

であったという背景がある｡

例えば1960年代後半にサンフランシスコ州立大学のタバ(Hilda Taba)が閲

した初等学校用社会科プログラム(｢タバ社会科(TABA Social Studies)｣の

称を持つ) 2)や,教育の科学化･現代化運動の中心人物であるブルーナ-

JeromeS.Bruner)が1970年代前半にミドルスクール用に開発した｢MACOS

Man:ACourseofStudy)｣などには,その傾向がはっきりと見て取れる3)｡

こうした傾向に変化が見られるようになったのは, 1970年代後半である｡それ

ま,これまでのように,世界の諸地域の文化的価値に共通する枠組み(人間の意

とは無関係に普遍的に存在する｢構造｣)を一般原理(一般的知識)として解明

るのではなく,各地域の個々の文化的価値に注目し,各種文化的価値が生み出

れてきた歴史過程を見たり,他地域の異なる文化的価値との比較をしたりする

とを通じて,学習対象とした文化的価値を生み出すことになった背景にある人

の価値観や意図(思念)を見出そうとするようになってきたのである｡つまり,

統的慣習などの文化的価値の扱いは,一般性を重視する社会科学的な扱いから,

別性を重視する人文学的なものへと変化してきたのである｡そして, ｢異文化理

｣ ｢文化多元主義｣ ｢多文化教育｣などの言葉が頻繁に活用されるようになるの

ある｡

一般にこうした動きを｢教育の人間化｣と呼ぶo 70年代に入ってこうした動き

耳起きた背景には,次の3点があるo

→点目として,文化人類学において, ｢枠組み｣ ｢構造｣の存在に対する従来の

え方に批判が向けられるようになったことがある｡つまり,全ての世界の慣習

どに共通して内在する｢構造｣は,人間の意図と無関係に,人間の本能に基づ

た存在であるとした考え方が批判されはじめてきたのである4)｡例えば構造主

の文化人類学者レヴィ･ストロース(C.Levi-Strauss)は,世界の様々な婚姻
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の慣習に内在する｢構造｣を解明した｡彼は,女性を｢贈り物｣と見て婚姻の｢構

造｣を説明し,その｢構造｣は人間の本能から生じる普遍的な存在とした｡これ

はその考え方が発表された当時,文化の段階発展説を否定するものとして大変に

高い評価を受けることになったが,そののちにフェミニストから批判を受けるこ

とになった5)｡フェミニストは,現代社会においては全ての世界に見られるこの

婚姻の｢構造｣も,本来的にはかつては存在しなかったものであるが,男性社会

が世界各地で形成される中で,男性が,男性中心的価値観に基づいて歴史の中で

生み出したものではないかと指摘し,その証明を図ることになった｡そして,こ

うした研究は,伝統的慣習など全ての文化的価値や文化の現象は,人間が歴史的

に意図的に作り出したルールに基づいて生み出されるとした文化(社会)構築主

義の考え方を芽生えさせることになり6),やがて｢カルチュラル･スタディーズ

(CulturalStudies)｣の名前で,文化研究の一流派としての地位を築くようにな

る7)｡

二点目として,上記一点目の｢構造｣の考え方に対するフェミニストらの批判

を受けて, ｢構造｣を教えることの危険性が教育界で認識されるようになったこと

がある｡ここでの危険性とは,本論文の第1章でチェリーホームズが指摘してい

る｢制度化｣ ｢物象化｣のことである｡おそらく,タバやブルーナ-などの従来の

学習スタイルを支持する立場8)に言わせれば,各種地域間の文化的価値に共通す

る枠組みを一般原理としてただ教えているのみであり,それが歴史的に意図的に

み出されたものであるか,人間の本質として人間の意図とは関係なく人間の登

当初から存在するものであるかの解説はしていないのだから,学習者が学習し

一般原理を人間の意図とは無関係に人間の本質として昔から存在するものと捉

るとは限らないと反論するであろう｡確かにそのその通りではあるのだが,し

かしやはり大抵の場合において学習者は,この一般原理を全ての社会に共通する

遍的な存在,人間の本能から生まれた存在として捉えてしまうと考えるのが自

であろう｡そして,この一般原理を普遍的な存在として捉えることはすなわち,

間の手では変更できないものとする認識を植え付けてしまう｡これを防ぐため

･こうした｢構造｣ ｢枠組み｣や,その他個々の伝統的慣習などの文化的価値が

み出され,維持されていく背景にある,こうした価値を支持する人間の価値観

意図(思念)を明らかにすることで,学習者にこれらの存在をはっきりと｢社
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会的な構築物｣として意識させていくことが求められたのである｡

三点目として,合衆国では,公民権運動の影響などを受けて,これまでアメリ

カ社会を支配してきた白人男性的な考え方が見直されていく中で,マイノリティ

のアイデンティティを認めていこうとする動きが起こり,その手段として各民族

の個々の文化的価値を理解する学習が注目されてきたことがある｡従来の一般原

理を解明するための道具として各地域の文化的価値が利用されてきた学習では,

個々の文化的価値の差異性,オリジナリティの部分がどうしても軽視されがちに

なっていた｡これでは,マイノリティのアイデンティティを理解するには不適で

ある｡そのため,文化的価値学習は,一般性を重視する社会科学的なものから,

個別性を重視する人文学的なものへと移行したのである｡

1970年代後半に人文学的な方向性に転換した文化的価値学習であるが,その多

くは, ｢文化相対主義｣と呼ばれる考え方をベースとしていた｡つまり,文化間に

上下はないとした考え方で,学習者には,その精神に則り,異文化への偏見を見

直すために,異文化に関する知識を獲得し,それを認めることができる寛容的な

態度(Cultural Tolerance)を育成することが求められた9)｡この立場に立つ文

化的価値学習は,文化に優劣はないとした考え方に基づいているため,特定の地

域の文化的価値に対象を限定することを避ける傾向がある｡そのため,できるだ

け多くの地域の様々な文化的価値を,政治的慣習,生活･風俗,儀礼-･といった

ように文化的内容の項目別に系統的に扱おうとする傾向が見られ,その構造とし

ては, ｢個別配列･理解型｣が基本である｡この事例としては,ウイラー(Ron

Wheeler)が開発した『国と文化』などを挙げることができる｡

しかし近年では,こうした動きとは別に｢多文化的再構築主義(Multicultural

Reconstructionism)｣と呼ばれる考え方が生まれ,これに基づいた教材の開発

も見られる｡ ｢多文化的再構築主義｣とは,単に世界各地の伝統的慣習といった文

化的価値に関する情報を提供するだけでなく,これの比較を通して背後にある価

値観(思念)の違いを解明してみたり,さらにはそれを批判的に吟味してみたり

などして,間地域的に融合した新しい｢ユートピア｣的文化的価値を構築しよう

とする動きであるo　ただし,教師が前もってその｢ユートピア｣を示すことはし

ない｡学習者自身が対話を通じて作り上げていくことが基本的に求められるので

ある10)これは元々｢人種の相場｣を目指していたアメリカ社会の理念を焼きな
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おし,体系化した考え方と言うことができる｡

こうした考えが近年生まれてきた(｢人種の相場｣の考え方は苦からあることを

考慮するならば｢見直されてきた｣が正しいか)背景には,文化相対主義に対し

て,アメリカ国内では, 80年代後半ぐらいからネオ･コンと呼ばれる新保守主義

が台頭し,彼らがこうした文化相対主義の色彩が濃い文化的価値教育は,アメリ

カ合衆国の｢分裂の危機｣を助長するとして批判を強めてきたことがある11)ア

メリカ合衆国国内にいる保守派(例えばハーシュ(ErickD.Hirsch))は, WASP

の伝統的価値を｢アメリカ人が習得しなくてはならない｢文化的リテラシー

(culturalLiteracy)｣である｣と主張し,このWASPの価値観の下で国民が1

つになることが｢分裂の危機｣を免れることであると唱えた12)が,これに賛同

できないリベラルな人々が,その対抗策として｢多文化的再構築主義｣を生み出

したのである｡

この｢多文化的再構築主義｣であるが,その理想型として,スズキ(B.H.Suzuki)

は日系人(ジャパニーズ･アメリカン)の生き方を挙げている｡スズキによれば,

日系人は,明治以来の日本の伝統的価値観とアメリカの文化的価値観をうまく融

合し,アメリカ社会に対応するだけでなく,その発展に寄与してきたとする｡出

身国日本の文化的価値と,移民先であるアメリカ合衆国の良い点を融合して,よ

り優れた文化的価値を創造したというのである13>

この｢多文化的再構築主義｣の考え方に基づく教材は,文化的価値の比較が容

となる｢テーマ別構成･比較型｣が基本となる14)｡しかし,中には世界のグロ

パル化が原因となって引き起こされた実際の文化的価値の衝突と,それによっ

て生まれた論争問題を取り扱うことで教材を構成するという, ｢問題別構成･議論

｣という稀有なタイプも開発されている15)｡前者の事例としては,シェル･ヒ

ーベンタール(Judy Shull-Hiebenthal)が開発した『文化の関係』がある｡ま

た後者の事例としては,ラーナ- (EdwardLerner)が開発した『文化の衝突』

が該当する｡
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第2節　個別配列･理解型文化的価値学習:『国と文化』の場合

1.内容構成一国家別配置･北半球から南半球への配列一

合衆国では, 70年代頃から多文化教育(Multicultural Education)に注目が

まり,これを意識した教材が多く作られるようになった｡しかしその多くは,

別または地域別に,その地域の位置,国旗,偉人,有名な建築物,慣習,風俗,

の他その地域の特徴などを包括的かつ系統的に"紹介する"構成となるものが

い｡その典型例として,ウイラーが1994年に編集した『国と文化』(フランク･

カッファー出版(AFrank SchafferPublication)社刊, 1994年)がある16)｡

の教材の全体計画を表5-1として下に示す｡

表5-1 『国と文化』の全体計画

元1イギリス

2　ドイツ

3　スウェーデン

4　フランス

元5　ギリシャ

元6　イタリア

元7　ロシア

8　スペイン

オリエント

1　インド

2　中国

元3　日本

元4　韓国

5　タイ

6　インドネシア

第3章　太平洋地域

単元1　オーストラリア

単元2　ニュージーランド

第4章　中東

単元1クウェート

単元2　イラン

単元3　イラク

単元4　サウジアラビア

単元5　イスラエル

第5章　アフリカ

単元1　エジプト

単元2　モロッコ

単元3　ガーナ

単元4　ケニア

単元5　ザンビア

単元6　南アフリカ

第6章　ラテンアメリカ

単元1　メキシコ

単元2　グアテマラ

単元3　コスタリカ

単元4　ペルー

単元5　チリ

単元6　ブラジル

単元7　アルゼンチン

単元8　ウルグアイ

第7章　北アメリカ

単元1合衆国

単元2　カナダ

eeler, R., Countries and Cultures, A Frank Schaffer Publication, Inc., 1994, p. ii - iiiより筆者作成｡ )

の表5-1にあるように,『国と文化』は7つの章からなっており,その章は,

ロッパ,オリエント(アジア),太平洋地域,中東,アフリカ,ラテンアメリ

北アメリカと,世界の諸地域名がタイトルに付いている｡また各章は, 2か
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8個の単元が設定されており,各単元はその地域にある代表的な国が取り上げ

て,それがタイトルに示されている｡また,章の並びは,第1章から第2章

でが北半球の国々,第3章から第6章までが南半球や赤道付近の国々となって

り,北半球を西から東に向かって学習が展開された後,南半球に移って東から

と戻ってくる配列となっている｡そして最終の第7章では,学習者が住む北

リカへと戻ってくるように編成されている｡ただし,章の下位にある単元の

uには,あまり明確な基準が見られず,おそらくランダムであると考えられる｡

した内容編成は,学習者に,世界諸地域の主要国家をまんべんなく取り扱う

を可能とする｡

イラーは,このように世界の諸地域を全体的に取り扱うことの必要性につい

次のように説明している17>

＼イテク,ジェット機のよる旅行,国際規模の交易,そして冷戦の終結が世_罪

国々をより近いものとするようになった｡この地球規模で相互補完関係を持

時代におし)て,生徒が世界全体の,そしてそこにある国家の,そしてその国

が持つ文化の理解や認識を深めることが緊急に必要とされている｡あなたが

当する生徒が21世紀で成功を収めるには,いまここで国際的技能を獲得で

るかどうかにかかっている｡｣

り,冷戦の終了などで東欧諸国を含んだ国家間の連帯がますます広がり,将

習者が世界のどの国の人間と仕事などで付き合うことになるのかわからない

,前もってその文化的価値に関する基礎的知識を身につけてもらおうと考え,

結果,世界の諸地域を取り扱ったというのである｡

うした地域別･国別の文化的価値学習は,文化的価値を地域単位や各家庭単

個人単位ではなく, ｢国単位｣で異なったものであるとした考え方が前提とし

めて成立する｡しかし,文化的価値とは本当に国単位で異なるのであろうか｡

位で異なることもあろうが,地域単位で異なることもあるだろうし,個人単

異なることもあるのではなかろうか｡また,日本のようにある程度国家単位

化的価値に統一性が見られる国の場合は良いが,ブラジルのような多民族国

場合は,国家単位で文化的価値を規定してしまうのは,ステレオタイプなブ
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ル観を提供することになるばかりか,その国の本質である｢文化の多元性の

｣という特質を見失わせることにつながるのではなかろうか｡そういった疑

まあるが,これに対してウイラーは特にコメントしていない｡この教材には幾

･のこうした課題が見えてくるが,とにかくも,内容構成から世界全体の文化

値に関する情報を伝えたいと考えるウイラーの姿勢を十分に感じ取ることは

る｡

授業構成

1)授業展開一諸情報の把握･諸情報の確認の繰り返しによる文化的価値の着

な理解･定着を図る展開一

国と文化』の各単元にも,こうした,世界の主要な国の文化的価値に関する

な情報を広く学習者に提供し理解させようとしたウイラーの考えに応じた-構

なっている｡というのも, 『国と文化』の単元は,次の2つの特質を持ってい

1らである｡

-の特質は,単元は,位置の確認,国の歴史,偉人の調査,文化的特徴,そ

といった文化内容を系統的に教えていく構成となっていることが挙げられる｡

ことは,各地域の文化的価値に関する幅広い情報を,あまり漏れがなく教え

とを可能にする｡例えば第1章の単元4 ｢フランス｣と,第2章の単元2 ｢中

の単元構成を見てみよう18)｡表5-2は,第1章の単元4 ｢フランス｣,第

の単元2 ｢中国｣で行われるであろう授業の構造を,教科書の記述内容や設

れた問いを参考にして教授書形式で示したものである｡表5-2に見られる

に,単元は,位置の確認,国の歴史,偉人の調査(フランスはジャンヌ-ダ

･中国は孔子),文化的特徴(フランスはフランス料理　TGV　エッフェル

中国は干支･万里の長城･香港),その他(フランスはフランス革命,中国は

の増加)といった文化内容を系統的に教えていく構成となっている｡この教

･世界全体の文化に関する情報を包括的･概括的に教えていくことを目的と

いることが伺えよう｡

質の第二は,学習者が気軽に授業に参加できるように工夫されていることで

｡例えば,小単元は,ほぼ全体において,クイズ形式が採用され,学習者に
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表5-2-1 『国と文化』 1章単元4 ｢フランス｣の授業構成

構成 主な発間 教授 ●学習過程 主な学習内容

位置 ○フランスはどこにあるのでしようか0 T :世界地図を示す

国
0)

○フランスの歴史について調べてみましよう○ T ‥発間する ●紀元前5 2年にローマ帝国が支酉己を開始

S ‥調査鞭告する ●シヤ)L)レマーニュによるフランク王国の全盛

●ルイ14世(硝色対王政 1789 年のフランス革命

●ナチスドイツの占嶺とノルマンジー上陸作戦

●現在は大統嶺●首相公選制をとる民主共和国

質 ○写真にある女性は､イギリスに捕まつて魔女とし T :写真を提示する ○百年戦争でイギリスを破り､ オルレアン包囲から国王シ

の
if!ft

て火あぶりにあつた人物です○彼女の名前は何で S :答える ヤ)V)レ7世を救つた英雄ジャンヌ●ダルク

すか0 何をした人物ですか○ (この後､教師はジャンヌ●ダルクの詳しい説明をする)

OIo

○1991年3月18 日に銑茎世界最高速度を達成した T :写真を提示する ○rGⅤ

写真の鉄道は何か○ S ‥答える (この後､教師はT G Ⅴの詳しい説明をする)

(コ写真をおlOリの観光名所として最も有名であるO こ T :写真を提示する ○エッフェル塔

れは何か○ S :答える (この後､教師はエッフェル塔の詳しい説明をする)

○フランス古瀬巧理で有名な国である0次のフランス T ‥資料 ｢フランス (省略)

語は料理を示す言葉だが､それぞれ何か○ 料理｣ を配る

A u grata

B aguette (以下省略)

S ‥作業をする

……■そ

○フランス革命は､世界中で知られた最も有名な事 T ‥資料 ｢フランス (省､略)

件のひとつですこバスチーユ監獄の襲撃に参加し 革命｣ を配る

て■の

;≧■■■個
た人物の日記を見ながら､バスチーユ監獄襲撃カミ

どのようなものであつたのかを想像してみよう0

S ‥作業をする

○フランスの子どもと文通しましよう0 S :手紙を書く

表5-2-2　『国と文化』 2章単元2 ｢中国｣の授業構成

主な発間 教授 ●学習過程 獲得される主な知識

妻…≧嘩 ○中国はどこにあるのでしようか○ T :世界地図を示す

圭;:ト国 ○中国の歴史について調べてみましよう0 T :発間する ●段､ 周､ 秦 漫 唐､ 宋､ 元､ 明､ 清といつた統一王朝

0) S :調査報告する があつた○元や清を脚 家である

●ここ50年は共産党の支配である○

○写真の人物を£ 古代中国において人 や々政治がど T :写真を提示する ○アL子

0)

ン′､

うあるべきか哲学的に検討した人物である○彼の

LP名前をま何か0

S :答える (この後､ 教師は孔子の詳しい説明をする)

○万里の長城は紀元前214年に建設された○この万 T :写真を提示する ○長さをaC C km .これは北方民族の進入を防くために建設

里の長城の長さはいくられ S ‥答える された○(この後､ 教師は万里の長城の詳しい説明をする)

○1997 年にあるアジアの大都市が中国に変換され T ‥発間する ○香港

る予定である○この都市の名前は何か0 S :答える (この後､ 教師は香港の詳しい説明をする)

+++*
○中国の ｢干支｣ について調べてみよう0 T :拝読ミする ○ネズミ､ 牛､ 虎､ ウサギ､ 竜､ 蛇､ 馬 ●‥ の順で 12

S ‥発表する 種類の動物カゝら成る○

○ 『東方見聞録』について調べてみよう0 T ‥指示する ○元の時代､ ベニスの商人マルコポーロが中国を訪れ 中

○マルコポーロの冒険がどのようなものだつたの S :発表する 国の様子を本にまとめた0

か想像してみよう0 (この後､ 教師はマルコポーロの詳しい説明をする)

○中国は世界で最も人口の多い国家です0 そこで､ T :発間する (鍋

中国の人口の変化過程を､ 資料をもとに調べて､

折れ線グラフで示してみよう0

S ‥発表する

( eeler,R ,C oun tries an d C ultures,A F rank Scha勉 Publicati on,Inc.,1994,pp.15-18,41-44 より筆者作BE)
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余りなじみがないであろう外国の文化的価値に関する資料を教科書が学習者に

供したのち,学習者にこの提供した資料が何であるかを尋ね,それを当てさせ

展開が組まれている点に,この特質を見ることができる｡また,このクイズに

して正解を学習者が出した後は(出さなかった場合でも),教師がそのことに関

るより詳しい情報を追加して生徒に解説する形式となっており,学習者の文化

値に関するより広い情報を教師が保障する構成となっている｡例えば第1章

元4 ｢フランス｣の場合,教師がジャンヌ･ダルクの写真を提示した後, ｢写真

ある女性は,イギリスに捕まって魔女として火あぶりにされた人物である｡彼

の名前は何か｡彼女は何をした人物か｡｣と尋ねる｡学習者はこの問い(クイズ)

えることが望まれる｡もし十分に答えることができなければ,教師が正解で

ジャンヌ･ダルクに関するより詳細な情報を提供するのである｡この構造は,

者がクイズ番組に参加するノリで授業に参加することを可能にする｡こうす

とで学習者は遊び感覚で文化的価値に関する情報の獲得が出来るようになり,

化に興味を持つことができない学習者でも,ある程度の参加を期待できるの

る｡

このように,『国と文化』の単元は,クイズ感覚で学習者は発間に答えることで,

地域の文化的価値の幅広い情報を確実に習得させていくことを目指した構造と

ているのである｡

)文化的価値分析手法の獲得と表面的な文化的価値の理解

『国と文化』の単元は,教科書を読んで情報を把握し,発間に答えることで再

の理解を深めることで,文化的価値の諸情報を国別に確実に習得することを

旨す構造となっていた｡こうした授業の構造から,学習者はいったいどのよう

口

主主義社会の形成者として求められる手続き的知識を獲得することができる

あろうか｡

論から述べると,そうした手続き的知識は,この授業からはほとんど学ぶこ

号できない.というのもこの授業は,文化的価値に関する諸情報をただひたす

口ることだけが求められており,そうした文化的価値を分析して,その背後に

価値観(思念)まで解明することも,また習得した文化的価値を踏まえて学
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者が新たな価値を形成することも求められていない｡『国と文化』は世界の主要

の文化的価値に関する多様な情報を提供することに重点を置いていた｡このこ

から,その背後にある価値観(思念)など,時間のかかる学習は避けられたの

あろう｡そのため,文化的価値の分析手法や批判的な価値形成の手法を獲得す

ことは期待できない｡

1章の単元4 ｢フランス｣や第2章の単元2 ｢中国｣を始め, 『世界の宗教』

主張(c)
エッフェル塔は美し
い

単元4｢フランス｣文化的価

のほとんどの単元にみられるこうした授業で獲得

できる手続き的知識は,｢宗教的価値の表象的な部

分,いわば言説を解明して理解する｣という知識

を学ぶことで限界である｡これをトウールミン図

式(本研究の第2章を参照)で示すと,右の図5

-1のようになる｡つまり,トウールミン図式19)

でいうところの,規範的価値にあたる主張(C)

分を解明して理解するという手続き的知識を獲得するに留まるのである｡こ

業では,宗教的価値の言説(規範的価値)部分のみを取り扱い,その背後に

価値観や意図(思念または保障的価値(パッキング))が解明されることがな

め,そうした部分を解明するといった手続き的な知識を獲得することは期待

ないのである｡

うした『世界の宗教』の学習は, ｢多様な宗教的価値の表面的理解学習｣とま

ることができよう｡

個別配列･理解型文化的価値学習の特質

国と文化』の開発者ウイラーには,冷戦の終了などで東欧諸国を含んだ国際

連帯がますます広がり,将来学習者が世界のどの国の人間と仕事などで付き

ことになるのかわからない現代社会の現状を踏まえ,今日の社会に対応する

の基礎的知識として,有力国の文化的価値に限定するのではなくできるだけ

の国や地域の様々な文化的価値(その国や地域の伝統的な慣習,風俗,その

の地域の特徴など)に関する情報を包括的かつ系統的に学習者に身につけて

おうとした考え方があった｡そしてこれを実現するために, 『国と文化』にお
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て,次のような内容編成･授業構成を採用する｡

まず内容編成の点からみると,基本的に世界中の国々をまんべんなく取り扱う

めに,章は,ヨーロッパ,オリエント(アジア),太平洋地域,中東,アフリカ,

Ei

l_..

ンアメリカ,北アメリカと,地域別に構成し,ここで地域に漏れがないよう

成している｡また,単元でその地域に属する主要な国家を取り扱っている｡

授業構成の点からみると,その取り扱った地域の位置や歴史などを学習した

,その歴史が生み出したその地域の特徴的な文化的価値を理解する活動が組ま

いる｡そこでは,学習者がより楽しく学習できるように,教師がただ学習者

説していく形は避けられ,クイズ形式が採用されている｡ただしそれらの文

価債は,その価値を支持する人々が持つ価値観(思念または保障的価値(バ

ング))を探求するような深入りは,学習時間がとられることもあり避けられ

向があった｡

うした内容編成･授業構成の特質から,ウイラーが『国と文化』で試みたよ

文化的価値学習を,他の文化的価値学習と区別する上で,本研究では,便宜

｢個別配列･理解型文化的価値学習｣と定義する｡

の『国と文化』に代表して見られる個別配列･理解型文化的価値学習は,こ

の第2節,第3節で取り扱う他のタイプの文化的価値学習(『文化の関係』や

化の衝突』)とは決定的に異なる特質を持つ｡それは,比較してそれぞれの文

価値の批判的な吟味や優劣を決めるような評価･判断活動がとられていない

である｡文化的価値の批判的な吟味や優劣を決めるような評価･判断活動が

れていないことの理由については,例えば『国と文化』の場合,開発者のウ

-自身は,直接には言及してはいない｡しかしこれは,文化的価値の間に優

どなく,またそうした判定をする行為そのものが悪であるとした文化相対主

考え方が背後にあったと考えるのが自然であろう｡また,ひとつひとつの文

価値の議論をしていたら,文化的価値を包括的に捉えることができなくなっ

まうとした判断が働いているからと考えることもできる｡

お,こうした個別配列･理解型文化的価値学習の特質は,第3章の第2節で

扱う個別配列･理解型の宗教的価値学習(『世界の宗教』)や,第6章の第2

取り扱う個別配列･理解型の法規範的価値学習(『憲法の学習』)にも共通し

られるものである｡
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3節　テーマ別構成･比較型文化的価値学習:『文化の関係』の場合

･ク■

し._

内容構成一文化テーマ別の配置一

界の諸地域の文化的価値に関する諸情報に関する知識を増やし,またそれに

る理解を深めることで,国際化が進む社会に向けての準備をすることを目指

教材の背後には,相手の文化的価値への知識を増やすことで,相手の文化的

直への偏見を減らし,相手の文化的価値の意義を認めていこうとした文化相対

の考え方にネオ･コン(新保守主義者)らが中心となって批判がなされるよ

こなったことは前述した通りである｡そしてネオ･コンが主張するWASPの伝

な文化的価値観の押し付けに対して,その対抗策として生み出されたのが｢多

ヒ的再構築主義｣の考え方である｡ここでは,その一例として,ネブラスカ州

会科教師シュル･ヒ-ベンタールが開発した『文化の関係』 (フランク･スカ

ア-出版(AFrankSchafferPublication)社刊, 1994年) 20)に注目してみ

ユル･ヒ-ベンタールも基本的には,これまでの文化相対主義の考え方を引

ぐ｡シュル･ヒ-ベンタールはアメリカが異民族の共存する多民族国家であ

と,そして国内には様々な民族が共存しており,それらは独自の文化形態を

ていることを踏まえ,こうした異民族の文化的価値の違いを理解し尊重する

の形成が合衆国に生活する市民の資質として求められると主張している21)

かしシュル･ヒ-ベンタールは,これらの異民族が持つ文化的価値は,いわ

WASPの文化的価値とは全く切り離された存在としてあるのではなく,社会

に入り,それぞれ合衆国社会に少しずつ溶け込んで,合衆国の文化的価値を

する一要素となっていることを指摘する22)｡そして,世界の様々な地域の伝

慣習など文化的価値を学ぶ目的として,地域間の文化的価値の違いを知り,

への偏見を無くし,それを尊重する態度を育成することだけでなく(1)ア

カ社会にそれらがどのような影響を及ぼしているのか,どのような関係を持

いるのかを発見すること,そして, (2)今後それらをアメリカ国民である学

個人は,そして合衆国はどのように取り入れ　どのような文化的価値を構築

いくのかを考えていくこと,を挙げている23)この点で前節の『国と文化』
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開発したウイリーと異なるのである｡

こうした目標を立ててシュル･ヒ-ベンタールが開発したのが『文化の関係』

る｡次真の表5-3は, 『文化の関係』の全体計画を示したものである｡ 『文

の関係』には異文化間で共通するテーマとして,建築,芸術,音楽,言語,文

食べ物,貨幣が挙げられており,それがそのまま単元のタイトルとして表現

ている｡

単元は, 8つばかりの小単元からなる｡この小単元は,単元1 ｢建築｣の場

聖バジル教会(ロシア),タージマハル(インド),アルハンブラ宮殿(スペ

),エッフェル塔(フランス) -･,単元2 ｢芸術と芸術家｣の場合,シヤガ

レ(フランス),デューラー(ドイツ),ベラスケス(スペイン),葛飾北斎(日

-,単元3 ｢楽器｣の場合,バラライカ(ロシア),バグパイプ(イギリス),

レペンホーン(スイス),三味線と尺八(日本) -･と言ったように,そのテ-

こ即した文化的事例,作品が世界中から選ばれ,それがそのまま小単元のタイ

レに反映されている｡これは単元7 ｢貨幣｣まで共通して見られる｡そして全

単元の最後には, ｢総合的な課題｣が付属している｡

うした全体計画から,次の2つの特質を指摘できる｡特質の第一に, 『文化の

』では,世界の主要国･署名国の,世界レベルで知られている文化的価値,

的作品ばかりが取り扱われていることがある｡各単元が取り扱う事例は,ど

フランス,ドイツ,スペイン,中国,日本,インド,メキシコといったよう

世界の主要国･署名国のものとなっている｡これらの国は,同時にアメリカ

を構成する主要民族の出身国の上位と一致する｡また,各小単元では,単元

-マ(建築,芸術,音楽,言語,文学,食べ物,貨幣)に沿って,その地域

ける世界的に著名な作品が取り上げている｡例えば日本に視点を置くと,こ

扱われているものとしては,フランス印象派に大きな影響を与えた葛飾北斎

世絵(単元2),世界中でコンサートが開かれている三味線と尺八(単元3)

る｡これはどちらも世界レベルで知られた日本の文化である｡

界各地域の建築,芸術,音楽,言語,文学,食べ物,貨幣に関する知識をよ

括的に知ることを目的とするのであれば,より小国のものや,アメリカから

離れてアメリカ人にはなじみのない地域のそれを取り扱ってもよいはずであ

･むしろ積極的にそうしたものを扱った方がよいはずだが,そういった事例
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表5-3　『文化の関係』の全体計画

単元1建築

小単元1聖バジル教会(ロシア)

小単元2　タージマハル宮殿(インド)

小単元3　アM＼ンブラ宮殿(スペイン)

小単元4　エッフェル塔(フランス)

小単元5　階層式教会(スカンジナビア半島)

小単元6　石柱群(イギリス)

小単元7　ローマコロシアム(イタリア)

小単元8　世界中の家

総合的な課題

単元2　芸術と芸術家

小単元1シャガール(フランス)

小単元2　デューラー(ドイツ)

小単元3　ベラスケス(スペイン)

小単元4　葛飾北斎(日本)

小単元5　ジャン･レストウ- (オランダ)

小単元6　ギリシャの彩色土器(ギリシャ)

小単元7　伝統工芸-折り紙- (ポーランド)

小単元8　京劇のマスク(中国)

総合的な課題

星KKp3^E^M2｣i-T:l
小単元1ロシアのバラライカ(ロシア)

小単元2バグ/てイブ(イギリス)

小単元3アルペンホーン(スイス)

小単元4三味線と尺八(日本)

小単元5琵琶(中国)

小単元6インドのシタール(インド)

小単元7　ルート(古代メソポタミア)

小単元8　世界の太鼓

総合的な課題

元4　言語

小単元1インドの言語

小単元2　ドイツ語を話す

小単元3　オランダ語を話す

小単元4　フランス語を話す

小単元5　ロシア語を話す

小単元6　デンマーク語を話す

小単元7　スペイン語を話す

総合的な課題

(Shull- ffiebenthal, J. ,

単元5　文学

小単元1果てしなきステップ(ロシア)

小単元2　グリム兄弟の収集した物語(ドイツ)

小単元3　大波(アメリカ)

小単元4　ハイジ(スイス)

小単元5　エジプトのゲーム(エジプト)

小単元6　それを勇気と呼ぶ(アメリカ)

小単元7　ハンス･プリンカーと銀のスケート

(アメリカ)

小単元8　ハンス･ C ･アンデルセンの物語

(デンマーク)

総合的な課題

単元6　食べ物

小単元1スペイン料理

小単元2　ノルウェー料理

小単元3　インド料理

小単元4　ロシア料理

小単元5　中華料理

小単元6　ドイツ料理

小単元7　フランス料理

小単元8　アフリカの料理

総合的な課題

単元7　貨幣

小単元1アフリカの貨幣

小単元2　インドの貨幣

小単元3　ドイツの貨幣

小単元4　イギリスの貨幣

小単元5　スカンジナビア半島の貨幣

小単元6　オランダ･ベルギーの貨幣

小単元7　スペイン･ポルトガルの貨幣

小単元8　オリエントの貨幣

総合的な課題

Cultural Connections, A Frank Schaffer Publication, Inc., 1994, pp. 1-27より筆者作成)
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『文化の関係』の中では極力避けられている｡ここに, 『文化の関係』の学習の

的が,世界の文化的価値の包括的理解というよりは,アメリカ国内で生活する

で大きな割合を占める民族の文化的なアイデンティティの理解にあることを物

っている｡

質の第二に,全ての単元の最後に｢総合的な課題｣という小単元が設定され

いるが,これは次項で単元1の事例を通して具体的に示すが,小単元別に,エ

ェル塔ならエッフェル塔,タージマハルならタージマハルといったように,

化的価値に関する基礎情報を学習した後,単元の最後でこれらを比較して,

かの活動を行うためである｡これは,相手の文化的価値に関して評価するよ

行為はできるだけ慎み,全てを認め合おうとする文化相対主義を脱し,比較

うことで各文化的価値の優れていると思われる点(これは学習者が判断する)

見し,より高次な文化的価値を創造しようとした｢多文化的再構築主義｣の

方が示された部分と見ることができる｡

ユル･ヒ-ベンタールは,学習者に,アメリカ社会を形成する主要な民族の

デンティティとも言うべき文化的価値を確認させ,それを結集｡融合した文

価値を創造しようとした｡それは,単元末尾に｢総合的な課題｣が設置され

どの形で,ある程度内容編成にも現れている｡これらの点は,本章第2節の

ラーが示す,世界中の文化的価値に関する情報を出来るだけ多く獲得し,同

ここれを尊重しあう態度を養うとした教育論との大きな違いである｡

授業構成

)授業展開-異文化間の比較と討論-

は,『文化の関係』の場合,実際に授業はどのように行われているのだろうか｡

-4は『文化の関係』の単元1 ｢建築｣に記載されている内容や設定された

を参考にして,筆者が教授書形式で示したものである｡ここでの問いは『文

関係』に記載されていたものに基づく24>

元1 ｢建築｣は9つの小単元から成る｡小単元1 ｢聖バジル教会｣では,前

モスクワの聖バジル教会に関しての複数の写真が配布され,誰がいつ建設し

かといった建物に関する基礎的な情報を獲得した後,建物の持つオリジナリ
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表5-4　『文化の関係』単元1 ｢建築｣の授業構成
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○自由の女神像の骨組みはどのようなものであつたのか想像し T :手転ミする
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(ShuU -H ieb en th al,J ., C ultural C on n ection s,A F ra止 Schaff er P u blicati on ,In c., 19 94 ,p p .1-27 より筆者作BE)



ィを発見する活動が組まれている｡後半では,その発見した建物のオリジナリ

ィをアピールする手段を考える活動や,身近な建物にそうした聖バジル教会の

っ建築的な特質を模倣したものがないかを探す活動が組まれている｡小単元2

-ジマハル宮殿｣でも,小単元1と同じような展開であり,前半でインドの

ジマハル宮殿に関しての複数の写真が配布され,誰がいつ建設したのかとい

建物に関する基礎的な情報を獲得した後,建物の持つオリジナリティを発見

活動が組まれ,後半では,身近な建物にそうした聖バジル教会の持つ建築的

質の影響を受けたものがないかを探す活動が組まれている｡以下,小単元3

ルハンブラ宮殿｣,小単元4 ｢エッフェル塔｣,小単元5 ｢階層式教会｣,小単

6 ｢石柱群｣,小単元7 ｢ローマコロシアム｣まで,ほぼ同様に,前半で対象と

る建物の写真が複数配布されて建物の持つ特質(オリジナリティ)を発見し,

では地域を散策して前半で発見した建物の特質が身近な地域の建物にも見ら

いか探すといった二段階の展開が組まれている｡小単元8では,小単元1-

元7までに学習した建築物の特質を踏まえて,自分の理想とする建物を自由

く活動が組まれている｡そして最後にある｢総合的な課題｣では,前半で小

1-小単元7までで学習してきたことを,クロスワードパズルなどを通して

した後,再び外に出て身近な地域の建物を観察してみたり,小単元8と同様

独創的な建物を描いてみたりする活動が組まれている｡

うした『文化の関係』の内容編成には,次の2つの特質を見ることができる｡

の特質として,表5-4にあるように,学習者は小単元1で聖バジル教会,

元2でタージマハル宮殿といった形で,小単元7でローマ･コロツセウムを

するまで,世界各地の著名な建築物の所在地や歴史,その建築的特質などを

することが小単元の前半部では求められ,小単元の後半部では,対象となる

を描く活動や,対象となる建物の特質が町の建物からも見られないか探索す

動などが組まれていることである｡これは,シュル･ヒ-ベンタールが挙げ

標である,世界の様々な文化的価値が社会に与えた影響や関係を見出すこと

現するために組まれた小単元の構造である｡また, 『文化の関係』というタイ

レが付けられる所以でもある｡

二の特質として,単元末尾の｢総合的課題｣における比較･評価活動である｡

1 ｢建築｣の場合,表5-4が示すように,小単元8及び｢総合的な課題｣
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いて,小単元1-7まで学習した知識を確認するためのクロスワードパズル

戦した後,自分の理想とする建物を描かせるような活動が組まれている｡学

は,理想とする家を考える上で,これまで学習してきた世界各地の家の特色

較吟味し取捨選択することで,より望ましい家とは何か,その審美的な価値

準(価値観)を学習者は一人一人抱くことになる｡

うした単元の構造の特質は,学習者が普段何気なく住んでいる家の構造や,

何気なく見ている町の建築物がどのような文化の影響を受けた構造であるの

知るばかりではなく,それらに対して批判的に見る目を育てることをも可能

る｡こうした授業の構成は,単元1 ｢建築｣に限らず全体に共通している『文

関係』の授業構成原理である｡

)文化的価値分析手法の獲得と多角的な文化的価値形成

文化の関係』の単元1 ｢建築｣は,前半の小単元1から小単元7までで,世

国の建築物の特質を明らかにした後,その特質が身近な地域にもあるかどう

確認する作業が行われたのち,後半の小単元8や｢総合的な課題｣において,

者がそれらの特質を踏まえて理想とする建物を各々自由に描き出す活動が組

ていた｡

文化の関係』では,他の社会的価値を取り扱ったテーマ別構成比較型の価値

のように,文化的価値を支持する人間の背後にある価値の正当化の構造につ

の分析を明確に行っているような足跡はない｡そもそもこの『文化の関係』

り扱われているような建物のデザインのどれが好きであるのか,どの画家の

が好きであるのかといった文化的価値の判断に関する問題は,大変に感覚

審美的な問題であり,明確な理由などあまり考えにくい｡そのため,人間の

にある価値の正当化の構造についての明確な分析を行おうにも物理的にでき

といった問題もある｡人間の背後にある価値の正当化の構造についての明確

析を行わないわけであるから,学習者がそうした文化的価値の判断を下すの

かなり感覚的なものとなる｡

のように『文化の関係』では,文化的価値を支持する人間の背後にある価値

当化の構造についての明確な分析を行わないために,明確な価値分析手法(辛
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き的知識)をほとんど学習者に提示することもできないことになる｡強いて言

ば,暖味ではあるが,単元で取り扱われる建物や絵画,その他諸々がその地域

評価される理由付けを明らかにする手法を提供することと,それを踏まえてど

にか学習者自身が自らの文化的価値について思い思いに立場を表明し,その理

付けを考えるという手続き的知識を提供することができるくらいであろうか｡

データ(D)

図5-2　単元1 ｢建築｣の文化的価値分析と文化的
価値創造の図(トウールミン図式より)

元1 ｢建築｣を例にとると(上の図5-2を参照),小単元1では聖バジル教

号ロシアで評価されるのは,｢聖バジル学習者は屋根がドーム状に作られている

｣美しいとされる理由付けを学び,小単元2ではタージマハル宮殿がインド

価されるのは, ｢タージマハル宮殿は左右対称(シンメトリー)に作られてい

＼ら｣美しいとされる理由付けを学ぶ｡こうした学習を展開していくことで,

ではどのような建築スタイルが美しいとされるのか,その文化的価値を学ぶ

ができ,同時に, ｢建物が美しいと表されて正当化されるための条件を見出す
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めに,建物の特質を考える｣といった文化的価値の分析手法(手続き的知識)

暖味ながらも獲得できることを指摘できよう｡また,小単元8や｢総合的な課

｣で学習者がこれまで学習してきた建物の特質を踏まえて,それら特質を組み

んだ理想の建物を描き出すことで｢建物が美しいと表されて正当化されるため

条件を踏まえて(括弧に入れて)学習者が個々で思い思いの文化的価値を構築

,その理由付けを考える｣といった手続き的知識を提供することもできよう｡

『文化の関係』を通してシュル･ヒ-ベンタールは,建築,音楽,絵画や食事

ど様々な文化的なテーマを設定し,そのテーマに即して世界各地の代表的な事

を提示した｡そしてその事例を正当化するその各地域の人々の考え方をそのま

教授するのではなく,これを基盤として自らの文化的価値を個人個人が形成す

ことで応えることを学習者に求めていた｡それは, ｢多角的な文化的価値形成｣

えるものである｡

テーマ別構成･比較型文化的価値学習の特質

文化の関係』の開発者シュル･ヒ-ベンタールは,文化的価値学習を通して,

国を構成する主要な民族の伝統的慣習など文化的価値の違いを知り,相手へ

見を無くし,それを尊重する態度を育成するだけでなく,それらの文化的価

言合衆国にどのような影響を与えているのか,そして今後それらをアメリカ国

ある学習者個人は,そして合衆国はどのように取り入れ,どのような文化的

を構築していくのか,といったことを考えていく態度や,そのための技能(辛

的知識)を育成しようと考えていた｡そしてこれを実現するために, 『文化の

』において,次のような内容編成･授業構成を採用している｡

ず内容編成の点からみると,単元を建築,芸術,音楽,言語,文学,食べ物,

といった文化的なテーマごとに分け,下位の小単元では,そのテーマに沿っ

アメリカ社会を主に形成する人々の出身国にある世界的に知られた文化的作

思想などを特に積極的に取り扱っている｡また,授業構成では,そうしたテ

に沿った各国の文化の個別内容(文化的価値)を理解するだけに留まらず,

がアメリカ社会にどのような影響を与えているのかを調査したり,それらの

をして学習者個人の価値基準を構築したりする活動が組まれていた｡
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っまり, 『文化の関係』は,内容は異文化間に共通する建築,芸術などのテーマ

に編成され,授業は多様な地域における人々の文化に対する異なる見解を比

･考察することで進められる構造となっていたとまとめることができる｡こう

た内容編成･授業構成の特質から,シュル･ヒ-ベンタールが『文化の関係』

通して試みたような文化的価値学習を,他の文化的価値学習と区別する上で,

研究では,便宜上, ｢テーマ別構成･比較型文化的価値学習｣と定義する｡

ぉ,この『文化の関係』からは,他の社会的価値を取り扱った価値学習の｢テ

別･比較型｣には見られない,テーマ別構成･比較型文化的価値学習固有の

を見ることができる｡それは次の2点である｡

一に, 『文化の関係』が授業での比較を学習者に要求することの目的は,学習

自身による各種文化的価値の批判･評価と,学習者個人の価値観の形成にある

ある｡つまり,学校現場が学習者の価値観の形成を直接試みているのである｡

は,特に,第3章で扱ったテーマ別構成･比較型の宗教的価値学習(『比較宗

)に見られる授業構成とは大きく違うところである｡

二に, 『文化の関係』は,学習者に教室内での議論は求めているが,教室内に

1て学習者間で意見を統一させることまでは求めていない点である｡また,意

-･合意形成に向けて必要となってくるような特別な技能(手続き的知識)

供もしていない｡

れらテーマ別構成･比較型文化的価値学習に見られる2つの特質について,

化の関係』を作成したシュル･ヒ-ベンタールをはじめ,他の誰も特に何の

もしていない｡しかしこのような特質がテーマ別構成･比較型文化的価値学

兄られる理由として,次の2つの可能性が考えられる｡ 1つはテーマ別構成･

型文化的価値学習の開発者が,文化的な価値観の形成といった問題を,思想

価値観の形成の場合と同様に,個人的問題と認識した可能性である｡もう1

,この間題は社会レベルで最終的には解決しなくてはならない社会的問題と

テーマ別構成･比較型文化的価値学習の開発者は認識したが,早急には意見

-が必要とされない問題であると考え,他者との議論を通して,個人レベル

しい文化的価値の構築していく段階を学校現場が担うだけで十分であると判

,合意形成まで求めることを避けた可能性があると考えられる｡そのどちら

るにせよ,文化的価値が本質的に持つ性質(社会本位的で伝統性･継続性重
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)を開発者が意識したことが考えられる｡文化的価値は,それが価値あるもの

認識されるか否かは社会単位のものである｡またそれは長い歴史の中で少しず

変動するものであり,個人が少しずつ修正を加えていくものがやがて大きな社

レベルでの変化を生み出すものである｡そうした思想的価値の性質を考えた時,

だ文化的価値を暗唱させる学習でも良いのであろうが,それでは学習スタイル

して面白みに欠ける｡だからといって教室内で思想的価値の統一見解の構築を

急に強制する必要性もない｡その結論として,個人レベルの文化的価値形成を

ユル･ヒ-ベンタールらテーマ別構成･比較型文化的価値学習の開発者は選ん

のではなかろうか｡

4節　問題別構成･議論型文化的価値学習:『文化の衝突』の場合

.内容編成一文化接触で発生した世界の価値葛藤の実例からなる配置･西回り

の配列-

シュル･ヒ-ベンタールとは別のアプローチで｢多文化的再構築主義｣の考え

実現する教材の開発を試みたのが,中東地域研究者であるラーナ-である｡

ラーナ-は,従来の文化的価値学習が,異国の伝統的慣習といった文化的価値

諸情報の紹介に留まっていることに対して,疑問を抱いていたようである25)｡

いうのも,急激なグローバル化による激しい社会変化の波が諸外国にも訪れ,

外国の伝統的慣習は変化することを余儀なくされ,実際に変化しているにもか

1わらず,こうした現状を伝えぬままに諸外国の伝統的慣習などの文化的価値を

えることは,諸外国の文化的価値に対して誤った情報,そしてステレオタイプ

見方を学習者に提供することになると考えられるからである｡例えば,よく日

の文化的価値の事例として, ｢武士道精神｣や｢従順な妻｣などが取り上げられ

が,これは封建社会時代の日本の価値観といってよく,日本も特に戦後,西洋

の影響を受けて,そうした価値観は消滅しつつあるのが実態である｡しかし,

文化理解ということで,日本文化を｢わび･さび｣ ｢武士道精神｣ ｢従順な妻｣

いった事例のみで教えることは,アメリカ合衆国の文化的価値学習でも,ヨ-
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ッパのそれにおいてもよくあることで,文化的価値学習を行ったが故にかえっ

｢変な｣ ｢誤った｣外国像を提供してしまうことになる｡

ラーナ-は1980年代にフルブライトで中東を訪れたとき,このギャップに気

)たと述べている26)｡そして,ラーナ-は,世界の人々が,拡大するグローバ

ヒ,アメリカ化の波に翻弄され,伝統的価値を維持するのか,それとも変革す

か,その判断を迫られている,いわゆる｢文化的葛藤｣ ｢文化の衝突｣場面を

オ化することを計画したと述べている27)｡また,ラーナ-は同時に,アメリカ

化的価値と自国の伝統的な文化的価値の判断に迫られている場面を学習者に

ることで,世界の実態を理解させるだけではなく,自国の文化的価値を反省

機会を提供しようとも考えた28)｡

れらを踏まえて,ラーナ-が1986年に開発したのが, 『文化の衝突:世界の

ヒのケーススタディー』 (ウェストン･ウオルチ(WestonWalch)社刊, 1986

1994年｡以下『文化の衝突』と略記) 29)である｡ただし今回は,ロシアや

一口ツバが新たに単元として加わった改訂版(1994年版)を使用する｡この

化の衝突』の全体計画を示したものが下の表5-5である｡

表5-5　『文化の衝突』の全体計画

単元名 (対象地域) 単元の副題

1 日本 個人主義と組織主義の生活

2 中国 選択 :市民的自由なき経済開放

3 インド 身分制の維持

4 東南アジア 大家族, それとも核家族 ?

5 ロシア及び独立共同体 変革期の指標

6 西ヨーロッパ 外国人労働者の役割

7 北アフリカと中東 伝統社会における女性の役割

8 サハラ以南のアフリカ 国家主義 対 部族の忠誠

9 南アメリカ 都市生活 対 村落生活

10 中央アメリカ 改革か, 革命か ?

ll カナダ 国家の言語か, 地方の言語か ?

12 合衆国 多文化主義と国家の統合 ′

(Lerner, E., Cultural Conflict, J. Weston Walch,1994より

筆者作成)
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『文化の衝突』は,日本,中国,インド,東南アジア, CIS,西欧,北アフリ

中東,南部アフリカ,南米,中米,カナダ,合衆国を対象地域として扱って

り,それがそのまま単元名となっている｡対象地域は日本から西回りで世界を

することができるように編成されている｡単元にはそれぞれに副題があり,

らは各地域で引き起こされている文化接触,特にアメリカを中心とする西洋

値観との接触が原因となる文化的な価値葛藤の実例の内容を示している｡例

単元4 ｢東南アジア｣の副題｢大家族か,核家族か｣は,東南アジアが西洋

ヒと接触した結果,従来この地域で伝統的な価値であった大家族主義と,新し

洋的価値である核家族主義の価値葛藤がこの地域に引き起こされた実例を,

4で取り扱っていることを示すものである｡ラーナ-は,世界各地で文化接

号原因で起きた価値葛藤の実例を『文化の衝突』で取り扱うに当たって,各地

研究家に,情報の提供を求めている｡以下はその専門家と担当箇所である30)｡

ンバブエ〕ビシー･ライマン(BessieLyman)

(ニュートン･パブリックスクール)

イツ〕ジョン･ベンディクス(JohnBendix) (インディアナ大学教授)

国･日本〕レスリー･スワッツ(Leslie Swartz)

(ハーバード大学東アジア研究所研究員)

東〕キャサリン･ジョーンズ(catherineJones)　　　中東研究センター)

連･東欧〕ジャネット･バイラント(JanetVaillant)

(ソ連･東欧言語文化センター)

文化の衝突』の各単元は, ｢背景(Background)｣と｢シナリオ(Scenario)｣

成り立っている｡ ｢背景｣では,文化接触やその他の社会的要素がどのように

対象地域の価値葛藤を引き起こしたのかを説明している｡ ｢シナリオ｣は価値

の個別的な実例(個別的な問題状況)を取り上げている｡学習者は｢背景｣

｢シナリオ｣で扱われる問題状況が発生した背景(そして,その多くは文化伝

ミ要因であること)を知り,それを踏まえて｢シナリオ｣の問題状況に望むの

る｡こうした『文化の衝突』の各単元における, ｢背景｣及び｢シナリオ｣の

と, ｢シナリオ｣で扱われる問題状況の価値対立の関係をそれぞれ示したのが

-6である｡

元1 ｢日本一個人主義と組織主義の生活-｣では, ｢背景｣で日本企業が海外
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表 5 一 6 『文 化 の衝 突』 の 内容 構 成 - アメ リカ ン スタ ンダ ー ドと世 界諸 地 域 の伝 鮒 批 の 対立 か らな る 内容 掛 J｣
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日本
個人主義と組織

主義の生活

日本企業は世界市場で成功を収め､ 海外に進出するよう ①企業の海外進出 ヒロシは富士通の社員である0 彼はコンピューターに閲し 企業の組縦中心主義 企業の個人中心主義

になつた0その結果欧米型企業システム (個人中心主義) ■による文化接触● て新しいアイデアがあるが､ 会社は理解を示さず会社の利 (企業の成功は自分 (個人の時間が毎つ

が日本国内に知られるようになつた0 伝盾■ 益を第丁に考えるよう伝えたOヒロシは独立すべきか迷うO の喜びである) ての労働である)

技能発揮

2 i

中国
選択 :市民的自

由なき経済開放

市場が拡大し､ 世界単位で展開されるようになつた0 そ ①市場の拡大 ､リンはエンジニアとして優れていた○彼をま大学卒業後その 能力の国家所有 能力の個人所有 ■

の結果､ 中国は市場開放に踏み切つたが､ 政治的な権利 @ ー育報化によ■る文 能力を国のたあに使うか､ それとも合衆国に留学して､ 政 ■(能力は国家 ●人民 (能力は自分のものP
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欧米の平等思想が広まり､ カースト制による身分差別は 任国際基準に合わ ロジャーリを勝 寸部のサンダル製造業者の息子で ■る0 父 階層分業制の奨励 妻階層分業制の否定

1955 年以晦違法になつた0しかし農村部の共同体はカー せた国家政策 親は彼がサンダノレ業を継ぐことを望んでいるが､ ンダル (分業は早くから専 … (人は平等に職業選

スト制に基づいた分業体制が色濃く残る0 P業は低い階層と見ら■れており､彼は村を出て行こうか迷う0 門知識が学ベよ■い)■ 択の自由がある)

諾

家族 4 東南アジア
大家族､ それと

も核家族?

東南アジアでは急激な工業化●都市化が進み､ さらには ①都市化 ●工財ヒ■カノー■トは大家族で専らせる奉を購入したいと考えている■■大家族主義■ I核家族主義

西洋風の生活スタイルが流入して､ これまでの大家族形 ②西洋生活習慣の が､ お金がないム狭い家なら手に入れることがで きるが､ (家族は両親と一緒 ■(家族は両親と別 ､々

式の生活が減り､ 核家族が増えつつある0 文化伝播 大家族の生活は無理である0今狭い家を購入すべきか速う0 ■に住むベきである) i…に住むベきである)

ど 社会秩序 5
ロシア及び

独立共同体
変革期の指標

冷戦が終結し､ ソビエト共産党は消滅した0 しかしこの■①冷戦の終結 ボリスは旧ソ連赤軍の退役軍人である0 彼はロシアの物価
1

権威主義■P i 自由社会

ことはロシア人の自信を喪失させた0 ロシア国内では犯

罪が増加し､ 経済が混乱している0

～高やなどた苦しんでいる○■彼は奉る時､ 同僚だつ′た退役軍

人らと会い､ 今後めロシアがどうあるべきかを詔輸する0■

(警察権力を強めて

秩序を推持すベき)

合衆国にも見

I (人々の自由権をよ
…り拡灯 ベき)

られる問題

IIII
II

労働者 6
西ヨーロツ

パ

外国人労働者の

役割

ドイツにはトルコ系やイタリア系の人々が大量に流入し

て低賃金労働者として働いている0 彼らはドイツ人から

職を奪うこともあり､ 封傾 肋ミ起つている0

①南北間題 七ルガは外国人労働者をどのように取り扱う■へきかについ

て､ 町の人 に々意見を聞いて雑誌を作ろうと考え耳いる0■

女性

政治シス

テム

住居

改革 ,

■萱r童丘

7

8

9

10■

ll

12

北アフリカ

と中東

サハラ以南

のアフリカ

南アメリカ

中央アメリ

カ

土

合衆国

伝統社章におけ

る女性の役割

中東では宗教の影響で ｢女性は家庭を､男は外で仕事を｣ ①工業化 ●近代イヒ■■ハロウンはイスラエルの農村に住む 18 歳の女性セある0 男女分業主義 男女同権主義

とした考えが広がつていた0 しかし近年この地域の近代 ②情事馴ヒによる文 P彼女は成績が優秀で､ 大学に行くように勧められ が､ 村■ (男時男の役割､ 女 I (仕事に性差はな

化が進み､ 女性が社会に進出してきた0 化伝播 から女性が大学に行つたととはなく､ 彼女の両親お整う0 をま女の役割がある) lい)

国家主義 アフリカ社会は部族間の結束が固い0 しかし帝国主義時 ■①民主主義思想の ジンバブエが独立した0 この国は様 な々民族から奉成され P民族重視の政党形成 1 理念重視の政党形成

対 代にこうした部族とは関係なく列強の利害で国境が引か ■拡大

①郎市化 ●工業化

ている0 今後この国の政治システムとしてジョジ如ま民族 (政党は民族別に形 (政党は同じ理念を

部族の忠誠 れた0 別の政党形成を､ オコトは西洋型の政党形成を主奉する0 成されるベき) 持つ集団とすべき)

都市生活 南米では現在､■■工業化●都市化が進み､ これまでの農業 ジョアンは痩せた農地を捨てて都市に出てきた0 しかした 農村の牧歌的生活 l都市の刺激自他 舌

対 中心の牧歌的生活が失われてきつつある0 しかし都市に ②西洋生活慣習の いした教育を受けていない彼は､ 家族を養えるよ■うな仕事 (穏やかな農村の生 (娯楽のある都市生

村落生活

改革か､ 革命

か?

は犯罪が増加し､ 失業者に溢れている0 文化伝播 に就く事ができなし)∴田舎に帰るベきか迷うO 括は魅力的である) 括ほ魅力的である)

中南米では､ 反民主的独裁政権対反政府ゲリラの対立は ①合衆国の軍事的 エルサ�")}/) ドヾルは政変が続いている0 アリーシアモま独裁政 非暴力主義 暴力革命の容認

各地で内戦を引き起している○どちらか片方が､ 大抵の 支援

①複数民族の同居

権を倒すために､ 武力を使う変革はやむなしと考え､ ;H (暴力は紛争解決手 (独裁政権には武力

場合､ 合衆国の支援を受けている0 スは､ 武力で政権を倒しても問題は解決しないと考える○ 段にならない) l で披抗するベきだ)

国家の讃 吾か､ イギリス系移民が多数を占めるカナダたおいて､ ケベツ ケベック州ではフランス語を公用語とする決議がなされ 合衆国にも見られる問題

!EコロJ]

多文化の

統合

地方の言語か?

多文化主義と国

家の統合

クのみがフランス系移民が多数を占める0

｢人種の瑠璃｣ か ｢サラダボー)VJ か0 多様な価値観を

た0 アデールら 詰一 は､ 町の人に意見を聞いた0

フォレスト`グレン●サウス高校で広い年齢層に渡る生徒

J勺■鞍t淋■■′叫■■

持つ多様な民族が移民として流入してくる合衆国として

は､ この間題を避けることはできないO

を集めて､ 多様な国からやつて来る移民をどう扱

ベきか議論している0

b ていく

(Lerner, E., Cultural Conflicts- Case Studies in 良 Worldofαange, J. Weston Walch, 1994より筆者作成)



する中で,欧米型企業システムである個人中心主義の考えが知られるように

,国内の伝統的な組織中心主義との文化的価値対立を引き起こしたことが情

して提示され,その後の｢シナリオ｣では,そうした個人中心主義と組織中

義の間で板ばさみになっている日本人タシノ･ヒロシに焦点が当てられてい

単元2 ｢中国一選択:市民的自由なき経済開放-｣では, ｢背景｣で市場の開

欧米的民主主義･個人主義の考え方が中国国内にも知られるようになり,学

どの間ではこうした欧米型民主主義･個人主義を支持する声も生まれてきて

が,政府は政治的な権利を未だに国民に認めず国家への忠誠を強要している,

う情報が提示され,その後の｢シナリオ｣では,自分の能力を国家のために

すべきか,それとも民主制を認めない国家を捨てて,民主主義･個人主義を

る合衆国のために尽くすべきか迷っている中国人リンに焦点が当てられてい

元3 ｢インド一身分制の維持-｣では, ｢背景｣で長年インドを支配してき

-スト制度とそれによる階層別分業の考え方が,近年の欧米化で崩れてきて

ことが情報で提示され,その後の｢シナリオ｣では,こうした伝統的な階層

制を肯定する考え方と,欧米的な階層分業制を否定する考え方の板ばさみに

ているインド人ロジャーリに焦点を当てている｡単元4 ｢東南アジア一大家

それとも核家族?-｣では, ｢背景｣で,東南アジアで急速に工業化･都市化

み,また西洋の生活スタイルが流入してきて,伝統的な大家族形式の生活が

,核家族形式をとる家庭が増えつつあるという情報を提供し,その後の｢シ

オ｣では,こうした大家族主義を維持したくてもそれが困難な状況にある東

ジアの若者カノートに焦点を当てているo単元5 ｢ロシア及び独立共同体一

期の指標-｣では, ｢背景｣で冷戦が終結してロシア人は自信を失い,国内で

罪も横行していることを情報として示し,その後の｢シナリオ｣では,この

欧米式の自由社会を認めていくことが賢明なのか,それともかつてのソ連の

に国家主導の権威主義に戻るべきなのか葛藤するロシアの退役軍人ボリスに

を当てている｡単元6 ｢西ヨ一口ツ′ト外国労働者の役割-｣では, ｢背景｣

イツ国内では近年トルコ系やイタリア系の人々が低賃金労働者として大量に

に流入し,ドイツ人から職を奪うこともあって外国人排斥運動が活発になっ

ていることを情報で示し,その後の｢シナリオ｣では,そうした外国人排斥

をどのように取り扱おうか迷っているドイツ人ヒルガに焦点が当てられてい
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単元7 ｢北アフリカと中東一伝統社会における女性の役割-｣では, ｢背景｣

女分業主義の考え方が伝統的にあったこの地域で,近年西洋思想の流入や近

どにより変化が見られるようになったことを情報として提示し,その後の

ナリオ｣では,こうした男女分業主義と男女同権主義の考えの板ばさみにあ

いる中東の女性アリ･ハロウンに焦点が当てられている｡単元8 ｢サハラ以

アフリカー国家主義対部族の忠誠-｣では, ｢背景｣で部族関係を無視して帝

義時代に国境が引かれたことが,この地域の政情不安を引き起こしているこ

号情報として示され,その後の｢シナリオ｣では,伝統的な民族連合としての

体制と,欧米式の理念別に政党が組織され,それら政党が主導権を持つ政治

と,どちらを目指すべきかで意見が対立しているジンバブエの青年ジョジア

コトに焦点を当てている｡単元9 ｢南アメリカー都市生活対村落生活-｣で

背景｣で都市化が進んで伝統的な農業中心の牧歌的生活が失われつつあるが,

には犯罪が横行し失業者が溢れているという情報を提示し,その後の｢シナ

｣では,都市にすむべきか農村に帰るべきか悩む若者ジョアンに焦点を当て

)る｡単元10｢中央アメリカー改革か,革命か?-｣では, ｢背景｣で中央ア

カではアメリカ合衆国に支援を受けた集団と,それに対抗する集団との間で

内戦が続いていることが情報として示され,その後の｢シナリオ｣では,独

治を打倒するための内戦はやむをえないか否かで意見が対立するエルサルバ

人のアトリシアとルイに焦点が当てられているo単元11｢カナダー国家の言

～,地方の言語か?-｣では, ｢背景｣でカナダではケベック州のみ,フランス

人口がイギリス系の人口を上回っているという情報が示され,その後の｢シ

オ｣では,ケベック州でフランス語を州の公用語とする決議がなされたこと

しての町の人の反応に焦点が当てられている｡そして最後の単元である単元

アメリカ合衆国一多文化主義と国家の統合-｣は, ｢背景｣としてアメリカ

国が目指す方向性として"人種の相場"か"サラダボール"かといったこと

題となっていることが情報として示され,その後の｢シナリオ｣では,この

や移民問題について話し合っているフォレスト･グレン･サウス高校の生徒

点が当てられている｡

うした内容編成には次の2つの特質を見ることができる｡第一に,各単元の

ナリオ｣で扱われる問題,価値葛藤は,西欧とカナダの事例(単元6と単元
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を除いて,グローバル化(西洋化)の拡大が原因で引き起こされたものであ

そのほとんどが合衆国ではあまり議論されることがないと考えられる内容か

っている点である｡例えば単元7 ｢北アフリカと中東｣に見られる｢女性が

にいくべきか｣などの議論は,中東地域の欧米化が引き起こしたものであり,

,今日の合衆国国内では,ほぼなされることはない議論と考えられる｡

二に,各単元の｢シナリオ｣では,一般市民の実際の問題体験が示されると

共通点を持つことがある｡例えば単元1ではヒロシの体験,単元2ではリン

顔-といったように,一般市民に焦点が当てられ,彼らの経験が示されてい

なお,この｢シナリオ｣では,同時に｢個人の役割｣カードというものが配

れる｡このカードは,問題状況に遭遇している一般市民たちに,様々な立場

々が様々な意見や見解を示す,見解の一覧表と言うべきものである｡表5一

各単元で｢個人の役割｣カードが取り上げる人物の名前の一覧である｡例え

元7 ｢北アフリカと中東｣の場合,問題状況に遭遇し価値葛藤をしているア

ハロウン(表5-7 ｢問題に遭遇する主人公｣に示されている)に対して,

家族(Nuria Haroun)や親戚(Selah Harounなど),近所の人(Achmed

ourj　や友人(Hassan Mabdanなど)ら14人(表5-7 ｢主人公にアドバ

してくれる登場人物｣に示されている14人)が各自の考えを示す｡このよ

実際の問題体験や議論を扱うことは,合衆国ではほとんど議論されることの

ようなことが,対象となる地域では日常で普通に議論され,対象地域の住民

みとなっていることを学習者に,より具体的かつ現実のものとして理解させ

果が期待される｡

化の衝突』に見られるこうした内容編成は,合衆国では自明祝されている慣

考え方が,合衆国以外,特に非西洋地域ではそうではなく,その地域の伝統

値(表5-6の｢対象地域の伝統的価値観｣が該当)と対立していることを

せるものである｡こうすることでラーナ-は『文化の衝突』を通して,合衆

は自明とされる価値観が普遍的ではないことを学習者に認識させようとした

えられる31)これを図示すると次頁の図5-1のように表すことができよう｡

ことを認識した学習者は,合衆国では自明であった価値に対して疑念を抱き,

するようになることが期待される(なお,批判対象となる合衆国の価値は,

-6の｢伝播した欧米型の新しい価値観｣が該当する)｡
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表5-7 『文一ヒの衝突』の個人の役割｣カードが取り上げる人物の一覧

単 元
問題に遭遇する

主人公
主人公にアドバイスしてくれる登場人物

1

日本 ■ H iroshiTashino Ⅹ血idko Tashino Saburo M atsuoka A kira T ashino

個人主義と組織 Ichiro T ashino E tsuko Tashino P atri ck M orinaga

主義の生活 Ohisa 払 guchi H idekiY osaw a Yoshida D akai

2

中国 u 皿gB uzhon g Ⅰ血gM oshu P an g W ei B aiK eng W ang O i

選択‥市民的自由 Ⅰ血g Zhiyuan C hen X ilen L ing W ei D en g Tun g

なき経済開放 K ian g H su

3
インド E ri snnan R ojatli G apur Pojatli Santha R ojatli M antu Singh A run a R ojatli

階層制の維持 A qun E ojatJi R aviB edavar L ira N aktal Sangeeta R ojatli

4

東南アジア Achm ed K anoto R usian 払 noto M uham m ed K anoto A liK anoto P idenogo

大家族の生活か K alam bitan M ari a Sam rin Sutan H attm a A gusD om o

核家族か? F a血 allH attm a

5

ロシアと独立国 Bori sP erchov Ivan P erchov Vera Perch ov O lga P erchov Leonid M irkich

家共同体 V ladim irPerch ov A lexander D aretsky M aya D orovna

変革期の指標 A natolGoorvich N atash a Spenska

6

西ヨーロッパ H elga tobler H einri ch G atzke G ertrude Tobler G untherM einz

外国人労働者の K arlP rott Peter H eUm an Senta R ogar D ietri ch M eyer

役割 M usta血G abri z Soraya G abri z

7

北アフリカと中

東

伝統社会の女性

の地位

A止H aroun N 血 a H aroun F ew zia H aroun YusufH aroun

Sam ir H aroun A m 止H aroun D aoud H aroun N ava H arou n

Saam ia H aroun Selah H aroun A chm ed B adour

H assan M abdan U ri B en-Sh em M a巧am R anm ani

Jam alM abdan

8

サハラ以南のア Josiah N dem a K afi B arum bi N an diA ran do A bioseh M uri ani A bena Th ole

フリカ Okot B ende B irago N dem a C am ara A tsw eyo K am uzu T unde

国家主義と民族

への忠誠

Sarah W arno

′9

南アメリカ Ju an C ordona C arm en C ordona Luisa S anchez M ari a Sim ona

都市化対村落の A ntonio P alm ares A lfredo G om ez Jose P arnado M iguelC ordona

生活 A 1丘edo Cordona H ernan do C ordona

1()
中央アメリカ A 払da G om ez L uis M oln aro E n:山io Colon C arlotta M on agas ､

改革か､革命か? A 払erto C arreras L orenza P ortilLo R afaelVega O ctavio F urtado F ather Lopez

ll

カナダ A dele L ori sse C laude V achon D iana W ilson B ori s K anchenko

国家の言責吾か､地 Jean-PierreM oneau Jacques B oudreau M onique F avaux M ari e B ou chard

方の言語か? Jean Lecault Ch arlotte Janet

12

アメリカ合衆国 (該当なし) B arb ara W ilson Le'N iesse H azlett E lena Sonom a

多文化主義と国 R odoJfo H ernan dez C atherine Sik orski A lbertB urton

家の統合 H elen M itche】11 M ounirA 正 B ruce G oodm an R ich ard K im

rner,E .〉C ulturalC onflicts- Case S tudiesin a W orld of Change,J W eston W alch 1994 より筆者作成)
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図5-3 『文化の衝突』の内容構成の構造一拡大するアメリカンスタン
ダードへの接触によって発生した文化的価値葛藤問題から成る構成-

なおこれに対して,合衆国でも議論されている問題を扱っている,例外的とも

言える単元(単元6,単元11)も存在する｡これらの単元は,おそらく外国の事

例を通して,合衆国の問題を対象化して見ようするラーナ-の意図から設定され

たのではないかと考えられる｡

2.授業構成

(1)授業展開一文化接触により生じた問題に対する実際の議論を踏まえた討論

では, 『文化の衝突』の各単元において,ラーナ-はどのような授業を組織しよ

うとしたのであろうか｡表5-8は『文化の衝突』の単元1 ｢日本:個人主義と

組織主義の生活｣の記載事項及び設定されている発間などを参考にして,筆者が

教授書形式に整理したものである(発問は, 『文化の衝突』の｢導入｣部分にある

｢教授の手順｣及び,そこで示されている本教材の目標を元に作成した) 32),な

お, 『文化の衝突』の学習目標として,次の質問に答えられるようになることが挙

げられている33)
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表5-8　『文化の衝突』単元1 ｢日本　一個人主義と組織主義の生活-｣の授業構成

孝 習

過 程
主な発間 教授●学習過程 主 な 学 習 内 容

+

の

○日本はどこにあるか○ T :発間する

S :地図で確

認する

■(日本の位置や近隣の国を簡単に確認する)■

､…宴 菱

■発 ㌧藤

○日本の会社システムにおいて T ‥ビデオを ○従業員の生活の様々な面を会社が保証することで､■従業員の会社への高い忠誠 ♭

■特徴的な形態について説明し

なさい○(ビデオ『二つの社会』

『日本の人間の顔』を見せる)

○この形態に近年起こつている

見せ発間する

T :発間する

S ‥答える

T :発間する

が維持される組織中心主義が日本企業システムの特徴
′

○従業員をま個人の
○

利害や生活よりも､ 会社の利害を重視することが要請される○

○近年､ アメリカなどの企業システムの特徴である個人中心主義の考え方が日本で

事態を述べなさい○

○こうした変化はなぜ起こつて

も広まりつつある0

○逆に､ アメリカやヨ一口1i)′i人が日本の組織中心主義を研究しにやつてくるよう

S :答える にもなつた0

芋■意夢 T:説明する○日本国内で個人中心主義の考えが広まつた背景には､日本に外国企業が進出しているのか○ きたことや､ 日本企業が海外進出をして､ アメリカ合衆国などで個人中心主義の企

業システムに出くわ したか ら○

○対 してアメリカや ヨ一口ツ^ 0から日本の組織雄心主義の企業システムを学びに来

る人間が増えたのは､ 世界市場における 日本企業の成功がある○

､■蓉

通

○ 日本の技師夕シノ ●ヒロシが T :発間する ○ヒロシは新 しいコンピュータープログラムを生み由すシステムを思いついた○彼

遭遇している問題について述 S :答える

T : ｢個人の役

割｣ カー ド①

～⑨ を配る○

S : ヒロシに

意 見 を 述 べ

る○

T :発閲する

S ‥答える

は会社に働 きかけたが却下された0 彼は富士通を辞めて､ 独立 しようと考えるよう

ベなさい○

○夕シノ ●ヒロシの周囲の人間

は､ ヒロシの問題をどのよ う

に考えているのか○

○彼 らにな りきつてロールプレ

イ してみよう0

○ ヒロシはど う判断す るベ き

になつた○しかしヒロシの生活は富士通にかなりの部分依存 している○富士通が彼

■し
た

の住居費を払つてくれているし､ 彼の同僚は近くに住んで､ ひとつの社会を形成 し

､ 対

′象
碧 J

:I/ 藷

碧

哩

′■■解

ている○ヒロシはこのことを感謝していた○

個 人 瑞 害u ヒ[‡ノ鯛 系 j朝 牢

(主弊き ●タシソ 妻 l吐コミ功笥脚 £附 御 前取発 ⊥め 5

② サブt3- マツオ

カ

同崇(富士薗 ●欄 よ鮎 鮒 ナ

石碑 ､

③ 戸笥ラ●タシソ 兄(松闇 't p v tf 掛 川ま 蜘 L 効 昔は1る

㊤ イチロー タシソ 弟 (潤 ●地 軸 轍 isa s 十

⑤ ぢ)ヒ●究 ノ ア御 重 ●会愉 ち釦 ､社敵

帯敵 冒 F] ､ ､ t3 コリ灘 封‥する当畜

⑥ ′W ツケ●モノ ア舛加 濠人 ●式/ぜコ｢ タ｣ 産 菊瀕 銅鞠 離 れ /J密 栓

業ろ妄辞 ,上二托蜘 苛虫鼓すれ 瀬 端

⑦ オしヒか カグチ 妹 リ逢桝 称 ,l丑ロ:̂ 譲 る

祭
覧

栄

⑧ 沸 ≡坤ウ ■ 御 許モの都 市 ●連帯在 東妙5 日本敵 方式 ま日本 錯紅 梅抱 こ

大部 た 剖 糊 こす小学だ

か○あなたの考えを述べなさ

い○

⑨ ヨシダ 弟 わイ 磯 E院政人 ●プ 棚 萌乾ヒロバこ満晩 ノ徽 ､

那
芳≡ (子 どもの意見が様々に出される)

裟

崇

､範斧

J笹 嘉

蓋 哲

○ どうして 日本型 の企業システ T ‥発間する ○次の点が重視されることがある○

ム (組織 中心主義) が支持さ S ‥答える

T :発間する

●大会社によつて生活の安定が維持される点0

れるのか0 どういつた要素が ■会社の従業員 と常に行動をともにし､ 成功を分かち合うことで､ 連帯感､ 仲間意

この考え方 を促進 しているの 識を感じることかできる0
安
{jgJ■繋
P%

､賢批

++:++
へ琵
駁

一挺

護 か○ ●連帯感を高めることで会社の生産性を上げることができる0

に
あ
る

○ どうして合衆国型の企業シス ○次の点が重視されることがある0

fSl

メ
ラ
的

テム (個人中心主義) が支持 S ‥答える ●プライベー トな時間を持つ ことができる0

されるのか0 どういつた要素

が この考え方を促進 している

のか0

●コンピューター産業に求められる技術革新に迅速に応えていくことができる○
Uif:ti捉
欝駁
､拭髪

汝
の ア
I ** u

力
ン
ス
夕

ン
ダ
-
ド

○企業が組織 中心主義か ら個人

中心主義ヘ変革することは全

ての人々にとつて (アメ リカ

人にも日本人にも) 良いこと

か0

○合衆国の企業は､ こうした 日

本の会社システムから何か学

ぶ ことはないか0

T :発間する

S ‥答える

T ‥発間する

S :答える

(子 どもの意見が様々に出される)

(子 どもの意見が様々に出される)

～砕桑
L銘､鼓
鞍
nJ>蘇

+++

鰍賢
蒙

(Lerner, E., Cultural Conflicts- Case Studies血a World of Change, J. Weston Walch, 1994, pp.3- 13より筆者作成)



○　様々な文化において,どのような変革が起こっているのか?

○　変革を肯定する要素は何であると人々は考えているのか?

○　変革を否定する要素は何であると人々は考えているのか?

○　それらの変革は全ての人(対象地域の人も,合衆国の人も)にとって｢良

いもの｣であるのか?

○　近代化(グローバル化)は伝統的社会において避けられないことなのか?｣

た,単元1の目標として,次のことが示されている34)｡

○　日本型モデルのどの側面がアメリカ社会で適応できるのかを議論する｡｣

授業は5つの段階から成る｡第一段階は,対象地域の確認から始まる｡地図を

用して学習対象となる地域が地球上のどこにあるのかを調べる｡しかしこれは

習上さほど重要ではないので,すぐに次の段階に移ることになる｡

第二段階では, ｢背景｣に基づいて,対象地域の伝統的価値が何であるのかを確

し,その価値が危機的状況となった原因(文化伝播やその他社会的要因)を確

するセクションとなっている｡単元1 ｢日本｣の場合,元々企業システムは組

中心主義の考え方が当然であったこと,そして日本企業の海外進出や海外企業

日本進出にともなって,合衆国の企業システムの理論である個人中心主義が入

てきたことなどが示される｡

第三段階では, ｢シナリオ｣に基づいて,対象地域の伝統的価値と,西洋的(ア

リカ的)価値の対立の実例が｢シナリオ｣を通して示される｡単元1 ｢日本｣

場合では,ヒロシ-タシノという富士通で働く日本人の価値葛藤が取り扱われ

いる｡ ｢シナリオ｣の前半では,ヒロシが遭遇した問題状況が示される｡ここで

ロシは,コンピュータープログラミングで新しいアイディアを思いついたが,

れが会社の方針に合わず拒否されたため,アメリカの人々のように独立をしよ

か,それとも日本の慣例に従い,会社に残って会社の方針にあわせるようにし

うか,迷うようになったという情報が示される｡ ｢シナリオ｣の後半では, ｢個

の役割｣カードが配られ(単元1 ｢日本｣で扱われる｢個人の役割｣カードの

覧を示したものが次頁の表5-9である),ヒロシは従来の日本の企業理論に則
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表5-9　単元1 ｢日本一個人主義と組織主義の生活-｣における｢個人の役軌カードの一覧

①タシノ ･ヒロシ(主人公)

彼自身は富士通にいて不幸であると感じたことはない｡ただ自力で自らの道を切り開くことに興

を持つようになったのだ｡彼はアメリ九カリフォルニア州のシリコンバレーで,自分と同じ技

者が,大きな会社を離れて,コンピューター等の電子機器の会社を次々に生んでいる姿に感銘を

けたのだ｡

富士通が彼の提案を却下したことは彼に少なからず失望を与えた｡伝統的な慣習として,会社の

員の多くの人間が,君の考え方は会社の方針に合わなかっただけだと説得しに来た｡彼らはヒロ

に,会社のとって最善のことに全力を尽くすことが大切であると説明した｡

ヒロシは会社が生活のあらゆる面をサポートしてくれていることに感謝していた｡ヒロシの生活

ま富士通にかなりの部分依存している｡富士通が彼の住居費を払ってくれているし,彼の同僚は近

に住んでいて,ひとつの社会を形成している｡会社を離れることは大変に困難なことであるが,

てもエキサイティングなことでもある｡

コ･タシノ

あなたはヒロシの妻です｡あなたは日本の妻の伝統的な役割を受け入れ,富士通が組織した活動

こ参加している｡あなたは生花教室に通い,富士通の教師が教えてくれる日本の礼儀作法教室に通

ている｡あなたの社会活動のほとんどは会社が出資している｡

カリフォルニアであなたは,この地で新しく出来た日系アメリカ人の友人に特に影響を受けた｡

れらの妻たちは,たとえ夫が大きな会社に勤めていようとも,自分で何の活動をするのか決断し

いた｡彼女たちは夫の生活や雇い主と自分の家族の生活を分けて考えていた｡

プライバシーの時間(あなたのすることはあなたしか知らない時)は,楽しい時間である｡おそ

くもしヒロシが自分の会社を経営したら,あなたもこうした時間を持つことができるようにな

○

あなたはヒロシに富士通を退社することを勧めるつもりである｡

マツオカ

あなたは富士通の技師である｡あなたはヒロシ･タシノと同じ職場の同じ部署で働いている｡あ

たたち二人は友人である｡ヒロシはあなたに会社から出て行こうと考えていることを告げた｡そ

てあなたはそれを心配している｡

あなたは多くの人が会社を離れて新規事業を立ち上げているという事実を知っているにもかか

らず,彼が会社を辞めるという判断を下すことは誤りであると考えている｡ 10万近くの小さな会

は,大きな会社から離れた人間が自らの手で最近作られてきている｡こうした会社の大半はコン

ユータープログラムといったハイテク技術の嶺域にある｡

こうした小さな会社は大変にリスクが大きい｡その多くは失敗している｡またこれまで大きな会

が提供してきたような生活の安定も保証されなくなる｡ヒロシのように妻や子供など扶養家族が

1る男は富士通の安定した生活にとどまるべきである｡あなたはヒロシがリスクを背負うことを辞

るべきだと考える｡

④アキラ･タシノ

あなたはヒロシの兄である｡あなたはヒロシのような学術的な才能は持ち合わせておらず,大学

こもいっていない｡しかしあなたは良い技術教育を受けている｡あなたは松下電器の品質改良部で

ことを仕事としている｡ここであなたはパナソニックの家電機具を製造してい

あなたは大阪の大きな松下の工場で働けることにとても満足している｡彼は松下の会社の持つア

トトで暮らしており,妻とは会社が持つレクレーションセンターで結婚式を挙げた.従業員の連

感を彼は本当に楽しんでいる｡

松下電器ではチームワークの精神を育成することを奨励している｡そして彼はそのことがこの松
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いう会社が成功を収めている大きな理由であると考えている｡あなたの品質管理の仕事におい

品質のエラーはめったに見つからない｡従業員が持つチームの責任感の感覚はこうした仕事に

して注意深く臨む事ができるようになる｡あなたは富士通がヒロシと同じチームワークの感覚を

出していると考えている｡そしてヒロシがこうしたチームワークを見捨てることは間違いであ

と考えている｡あなたはそのことを彼に伝えようと考えている｡

チロー･タシノ

なたはヒロシの弟である｡あなたは職を探していたとき,兄であるアキラの忠告に従った｡そ

パナソニック製品を作っている松下電器に就職した｡

キラが言っていたように,松下電器は生活に基本的に必要な物を全て提供してくれる｡そこに

会社のスト/トマーケットからア/トトまで全てである.あなたはこれらの全てがあなたを養っ

くれていることに喜びを感じている｡

かし数年たち,こうした考えが変わってきているo確かに会社のア/トトは他の住宅に比べる

段に安いがそれは仕事上の同僚と常に一緒に生活をしていることを意味している｡会社のレク

-ションプログラムなども,会社の職場の人間と余暇まで一緒に過ごさなければならないことを

味しているのだ｡あなたの生活はとても拘束されたものであるかのように感じられる｡

なたはヒロシに自分の会社を設立することを勧める気でいる｡そしてその会社に自分も参加で

ないか尋ねるつもりでいる｡

なたはヒロシの義理の姉にあたる｡あなたの夫であるアキラは松下電器という大きな会社で長

働いている｡今あなたの子供は大きくなり,あなた自身も松下電器で働くようになった｡

あなたは大変に会社に満足している｡あなたは松下ブランドの製品が世界規模で成功を収めてい

ことに誇りを感じている｡あなたは他の従業員とともに,青いお揃いのユニフォームを身につけ,

歌を歌うことで仕事を始めることで活力が生まれる｡この社歌には,会社の成長を賛美するもの

なっている｡連帯感の精神は大変に重要なものである｡

日本の大企業の活躍は,世界の尊敬を勝ち取った｡あなたは合衆国やヨーロッパから訪問者が莱

いることを知って,そのことに誇りを感じている｡彼らは松下電器の発展の原因を理解するため

こ工場にやってきているのだ｡

なたはヒロシが自分の仕事を始めた場合,こうした良い感覚を全て失うことを知っている｡彼は

ぐに不幸であるとわかるであろう｡そして彼の妻はすぐに苦しむことになるであろう｡あなたは

ロシに会社に残るように勧めようと考えている｡

toトリック･モリナガ

なたはカリフォルニア州のサン･ジョーズに住む日系アメリカ人である｡あなたはヒロシとキ

コがアメリカで住んでいたとき,彼らと知り合った｡今あなたは日本を訪問し,タシノー家に会
1に行っている｡

あなたはヒロシが新しい事業を始めようとしていることを聞いて幸福を感じた｡あなたは普段か

じロシが他とは違う特別の才能と想像力の持ち主であると考えていた｡日本の集団主義の考え方

計画を重視する姿勢では,彼の才能は阻まれてしまうのではないかと考えていた｡

あなた自身カリフォルニアの小さな会社で成功を収めている人物であった｡あなたはまた多くの

術者が新規事業を立ち上げて成功していることを知っていた｡コンピュータープログラミングは

に技術革新が求められる分野である｡このことは常に小さな会社がライバルの会社よりも素早く

進することができることを意味している｡ヒロシはこうした訓練を多分に受けている｡

あなたは自力で会社を経営するようにヒロシに働きかけることにした｡また特別な取り決めをあ

たの会社と結ぶことを提案しようと考えた｡
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⑧オーヒサ･カグチ

なたはヒロシの妹である｡あなたは中学校で英語を教えているが,日本のコンピューター産業

関しても詳しい｡ヒロシの妻キミコはすでにあなたにヒロシが新事業を立ち上げようとしている

とを伝えている｡

あなたはヒロシの考えが大変に興味深く思えた｡あなたも夫も教師であり,その生活スタイル

,ヒロシ夫婦とは大きく違うものであった｡あなたは家庭ではキミコよりずっと自立した立場に

った｡あなたは社宅に入居する必要もないし,会社のレクレーションや会社のクラブに参加する

要はないと考えている｡何をするのかは自分で決めるべきであると考える｡会社の人と同じこと

しないのはなぜかなんて考える人はいないとあなたは思っている｡

あなたは自分のしている仕事に興味が強くある｡実際彼女の時間の多くは,生徒と連絡をとった

,クラスを経営していくことに割かれてしまう｡しかしあなたの時間はあなたのものである｡時

こはあなたは教師と時間を過ごしたいと考える｡しかしまた時には学校とは関係のない有人や隣人

時間を過ごすこともある｡

あなたは見や義理の姉にももっとプライベートな時間を楽しんでもらいたいと考えている｡あな

もまたヒロシには会社を離れて独立するべきであると提案する｡

⑨ヒデキ･ヨサワ

あなたは引退した数学の教師である｡ヒロシ･タシノはあなたのお気に入りの生徒の一人であり,

年間も連絡をとりあっている仲である｡ヒロシはあなたに富士通から独立しようと考えているこ

を手紙で報告してきた｡

あなたは彼に何のアドバイスをするべきかわからない｡あなたは多くの会社がコンピューター

ログラミング部門で生まれていることは知っている｡それらの中には成功を収めているものもあ

｡しかしあなたはヒロシが謝った理由から会社を去ることは避けて欲しいと考えている｡

あなたは日本の伝統に誇りを持っており,また世界市場における日本企業の偉業も誇りに思って

)る｡大企業はその生産手段において日本の樽性を十二分に生かしていることが特に重要なことで

ると考えている｡アメリカやヨ一口ツ^oの音楽や洋服,食事の形態をコピーすることは彼にとっ

嘆かわしいことである｡アメリカのどの企業も企業独自のユニフォームなどないし,社歌など存

しない｡しかしこのことこそが日本企業が大きな成功を収めた理由ではないかと彼は考えてい

○

彼は会社を経営するこうした日本の特別な方法が大変に重要であることを彼に伝えようと恩っ

いる｡こうした慣習を変えるようなことはしないようにすべきと忠告するつもりである｡

⑩ヨシダ･ダカイ

なたはヒロシの長年の友達である｡あなたはヒロシと同じ高校に通い,同じ大学に行った｡

<｣

あなたたち二人は会社の人間と付き合うようになったので,思ったはどしぼしば会うことができ

くなった｡あなたはこうした生活スタイルが大企業に勤めている人間にとっては普通のことであ

り,また必要とされていることであることを知っている｡しかしこのことが,あなたがヒロシが独

ことを待つ理由でもある｡ヒロシが自分で会社を開けi£私生活がもっと柔軟なものにな

るからである｡

あなたは彼にどのくらい私生活が会社によって支配されているのかを気付かせようとしている｡

会社が提供するベビーシッター,会社が企画する旅行日日,彼が古い友人と会う時間がほとんどな

いのも彼の責任ではないことをあなたは知っている｡こうした境遇は仕事を変えるしかないとあな

たは感じている｡あなたはヒロシに新事業を始めるように勧めるつもりである｡そして仕事として

の活動だけでなく,個人の活動もコントロールできるようにすべきであると進言するつもりであ
0*

(Lerner, E.,
Cut乙iral Conflicts- Case Studies in a World of Change, J. Weston Walch, 1994,

pp.7-13より筆者作成)

185



って会社に従い残るべきか,それとも合衆国の企業理論のように新しい道を歩む

べきか,アドバイスをする様々な立場の人間の考え方を知ることが求められてい

る｡ヒロシへのアドバイスは,ヒロシの親族(キミコ･タシノやイチロー･タシ

ノなど),友人(サブロー･マツオカやパトリック･モリナガなど),恩師(ヒデ

キ･ヨサワ)などヒロシの関係者10人が行っているが,彼らは,組織中心主義

的立場からヒロシの独立に反対する者,個人中心主義の立場からヒロシの独立に

賛成する者,中立な者といったように,全員多様な立場にある｡彼らはみな独自

の理由付けをし,ひとつとして同じ考え方はない｡ 『文化の衝突』はさらに,学習

者が彼らになりきって実際にヒロシに色々アドバイスするロールプレイをするこ

とまで求めている｡

合衆国の学習者にとって,独立しようとするヒロシを肯定的に捉える人たちの

考えを理解することは容易であろう｡しかし,逆にこれに反対する日本人の考え

には中々馴染めないと考えられる｡そのため『文化の衝突』は,ロールプレイを

通じて,馴染みのない考え方をする人間の立場に立ち(例えば松下電器に勤める

エツコ･タシノ),実際にヒロシにアドバイスを考えてみさせることで,学習者が,

あまり馴染みのない日本の｢組織中心主義｣の考えを何とか理一解させようとして

いるのである｡

学習者は,最後にヒロシはどうするべきか討論する｡この討論は,個人中心主

義か,組織中心主義かを議論するのと同じである｡

第四段階では,第三段階の実例を踏まえ,どういった根拠から合衆国では自明

である西洋的(アメリカ的)価値が対象地域で受け入れられるのか,またどうい

った根拠からその価値が対象地域で否定されているのかを考察する｡そして,対

象地域の伝統的価値と西洋的(アメリカ的)価値のそれぞれを支持する人たちの

背後にある価値観(思念)を明らかにする｡

さらに第五段階では,対象地域に西洋的(アメリカ的)な文化的価値を持ち込

むことが良いことなのか,そして合衆国も,対象地域の伝統的価値から何か学ぶ

ことはないか議論していくことが求められている｡

具体的には,単元1 ｢日本｣の場合, ｢個人の役割｣カードで扱われた人物の考

え方などをまとめることで,学習者は,個人中心主義が,個人のプライベートな

時間や,イノベーションを他の要素より重視するという価値が背景にあって支拷
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されること,組織中心主義が,連帯感や生産効率性を他の要素より重視するとい

う価値が背景にあって支持されていることなどを知る｡そしてこれを踏まえ,日

本にアメリカでは常識である企業の個人中心主義の考え方を導入することは良い

ことなのか,合衆国は日本の考え方から何か学ぶことはないかなどを学習者に考

えさせている｡

図5-4 『文化の衝突』の授業構成の構造一非西洋世界の価
値との比較による西洋世界の価値の反省-

このようにラーナナは, 『文化の衝突』において, ｢シナリオ｣や｢個人的役割｣

カードを通して,学習者に諸外国で起こる対象地域の伝統的な文化的価値対アメ

リカで自明祝されている西洋の文化的価値の葛藤が引き起こす論争的な問題の実

例を｢体験｣させ,問題に直面した主人公と,主人公に意見する様々な人々など

当事者たちの議論を踏まえさせることで,グローバル化によって変化しつつある

世界の伝統的な文化的価値の実態を理解し,さらにはより深い議論を通して価値

葛藤に対しての学習者自らの考え方,文化的価値の基準(価値観)を構築するこ

とを学習者に期待した｡このことは,いたずらに西洋的(アメリカ的)価値が世

界に広がることを喜ぶ態度を戒め,また合衆国で自明である文化的価値に対して

批判的に見る目(態度)を学習者に養うことを可能にする｡アメリカ人の自国中

心主義(エスノセントリズム)や,世界の文化が全てアメリカの文化に染まるこ

187



こそ世界の幸福であると考える｢文化帝国主義｣ 35)的考えの克服するという,

化的価値学習が常に抱える課題を, 『文化の衝突』においてラーナ-は見事に成

遂げたのである(前真の図　　4)｡

2)文化的価値分析手法の獲得と多角的な文化的価値形成

単元｢日本:個人主義と組織主義の生活｣など, 『文化の衝突』の各単元では,

習者に諸外国で起こる対象地域の伝統的な文化的価値対アメリカで自明視され

ている西洋の文化的価値の葛藤が引き起こす論争的な問題の実例を｢体験｣させ,

問題に直面した主人公と,主人公に意見する様々な人々など当事者たちの議論を

まえさせることで,グローバル化によって変化しつつある世界の伝統的な文化

価値の実態を理解し,さらにはより深い議論を通して価値葛藤に対しての学習

自らの文化的価値を形成できるようになっていた｡また同時に,合衆国で自明

ある文化的価値に対して批判的に見る目(態度)を学習者に養うことを可能に

ていた｡

こうした授業の構造から,学習者はいったいどのような民主主義社会の形成者

して求められる手続き的知識を獲得することができるのであろうか｡もう一度,

元｢日本:個人主義と組織主義の生活｣を踏まえて考えてみよう｡

単元｢日本｣では,前半部,教科書の｢背景｣の箇所に記載されている日本に

ける伝統的価値(組織中心主義)とアメリカン･スタンダードである文化的価

(個人中心主義)との対立状況に関する事実を確認している｡その後,授業は

教科書｢シナリオ｣の部分に移り,富士通から独立して一人で事業を開くべきか,

会社に残るべきか葛藤するヒロシ･タシノの境遇と,そのヒロシ･タシノにアド

バイスを送る人物の見解を確認することになる｡そして授業の後半に入ると,そ

れらの友人の見解のうち,ヒロシ･タシノの独立に賛成する者たちに共通する点,

反対する者たちに共通する点を考え,それらを踏まえて学習者は,ヒロシ･タシ

ノは会社に残るべきなのか,その理由は何かを考えるような展開となっている｡

つまり,単元｢日本｣では前半から中盤にかけて,ヒロシ･タシノにアドバイ

スする人物たちの価値の正当化の構造を分析する展開が組まれている｡この展開

は, ①ヒロシ･タシノが直面した問題は何であるのか,その事実を解明し(事実
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解明),②ヒロシ･タシノにアドバイスした友人らの主張を確認し(主張の確認),

その主張をそれぞれのアドバイスした友人らがどのように正当化しているのか

,彼の発言からまとめ(主張を正当化する理由付けの解明), ④理由付けの背後

ある彼らが持つ価値観を見出す(理由付けの背後にある価値観の解明),の順で

開されている｡これらは,トウールミンに見られる,現象学的な議論構造の理

に基づいた分析を学習者に活用させていると言える｡トウールミンは,人間は

かを主張する時,その主張を根拠づけるデータを提示して,その正当化をはか

が,それは自らが持つ信念や,社会の権威などを暗黙のうちに前提としている

とを指摘する｡このことは｢トウールミン図式｣と呼ばれる思考の図式で示さ

る｡

図5-5　単元1 ｢日本｣の文化的価値分析と文化的価値創造の図

(トウールミン図式より)

上の図5-5は,トウールミン図式を活用してこの単元｢日本｣の授業の構造

を図化したものである｡単元の前半から中盤を通して,複数の他者(ここではと

ロシ･タシノにアドバイスを送った親戚や友人ら)が,自己の主張を正当化する
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めに,どのようにこうした思考の図式を築いているのかを暴いていた｡こうし

活動は, ｢思想的価値解明｣と言うことができようo　そして,単元の後半では,

うした複数の他者(ここではヒロシ･タシノにアドバイスを送った親戚や友人

)の価値の正当化の構造を踏まえ(括弧に入れ),自らの主張を正当化するため

,学習者自らがこうした思考の図式を築いていくことになるが,こうした活動

, ｢思想的価値形成｣と言うことができよう｡そして,単元全体を通してこうし

た複数の他者(ここではマッツイトニやトライチュケ)の思考構造を解明し,そ

を踏まえて自らの思考の図式を形成することは, ｢多角的な思想的価値形成｣と

うことができよう｡

『文化の衝突』を通してラーナ-は,合衆国ではこれまで今日ではあまり議論

れることがなく自明となっている文化的価値が,グローバル化により外国に伝

った際に外国の伝統的価値と衝突を起こした問題事例に焦点を当てていた｡そ

てこの論争問題に対して,当事者たちの多様な考え方,思想を確認することで,

ローバル化によって変化しつつある世界の伝統的な文化的価値の実態を理解し,

らには合衆国で自明である文化的価値に対して批判的に見る目(態度)を学習

に養い,さらには自らの文化的価値を個人個人が形成する力を育成することで,

アメリカ人の自国中心主義(エスノセントリズム)や,世界の文化が全てアメリ

の文化に染まることこそ世界の幸福であると考える｢文化帝国主義｣的考えの

服を図ろうとしていた｡こうした多くの人の文化的価値に対する価値の正当化

造の分析を踏まえて自らの価値を学習者個々が形成する学習は,｢多角的な思想

価値形成学習｣と言えるものである｡

3.問題別構成･議論型文化的価値学習の特質

ラーナ-は,世界の人々が,拡大するグローバル化,アメリカ化の波に翻弄さ

礼,伝統的価値を維持するのか,それとも変革するのか,その判断を迫られてい

る場面を学習者に見せることで,世界の実態を理解させるだけではなく,自国の

文化的価値を反省する機会を提供しようと考えた｡そしてこれを実現するために,

『文化の衝突』において,次のような内容編成･授業構成を採用している｡

まず内容編成の点からみると,世界中の一般の人々が拡大するグローバル化,
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アメリカ化の波に翻弄され,伝統的価値を維持するのか,それとも変革するのか,

そ の判断を迫られている実際の場面,そこでの議論を取り上げている｡また,そ

の価値葛藤は,グローバル化によってアメリカン･スタンダードが世界各地域に

広がり,その地域に伝統的に根付いている文化的価値と衝突を起こしたことが原

因で生まれたもので,今日のアメリカ社会でははとんど議論されることがない,

自明となっているような文化的価値に関する対象地域での議論が大半を占めてい

る｡こうした事例を積極的に取り入れることで, 『文化の衝突』は,アメリカ合衆

国国内では自明で常識的であるとされた価値も,他地域ではそうとは限らないこ

とを理解させ,現地の人々の考え方などを踏まえて,こうした合衆国の文化的価

を反省する態度を生み出している｡また,授業構成の点からみると,｢シナリオ｣

｢個人的役割｣カードを通して,学習者に諸外国で起こる対象地域の伝統的な

化的価値対西洋の文化的価値の葛藤が引き起こす論争的な問題の実例を｢体験｣

せ,問題に直面した主人公と,主人公に意見する様々な人々など当事者たちの

論を踏まえさせることで,グローバル化によって変化しつつある世界の伝統的

文化的価値の実態を理解し,さらにはより深い議論を通して価値葛藤に対して

学習者自らの考え方,文化的価値の基準(価値観)を構築する機会を学習者に

降している｡

つまり, 『文化の衝突』は,内容はアメリカン･スタンダードと伝統的価値の対

する価値葛藤の問題別に編成され,授業はその価値葛藤に苦しむ実際の一般の

々の議論を踏まえて,学習者自らの考えをまとめ,文化的価値を形成する展開

なっていたとまとめることができる｡こうした内容編成･授業構成の特質から,

トナーが『文化の衝突』を通して試みたような文化的価値学習を,他の文化的

値学習と区別する上で,本研究では便宜上｢問題別構成･議論型文化的価値学

｣と定義する｡

なお,こうした『文化の衝突』からは,他の社会的価値を取り扱った価値学習

｢問題別構成･議論型｣などでは見られない,問題別構成･議論型文化的価値

習の固有の特質も指摘できる｡それは次の2点である｡

第一に, 『文化の衝突』は,対立する文化的価値の背後にある価値観(思念)の

立を発見することだけでなく,教室内で学習者間での議論を通して,その対立

た価値観を批判的に吟味し,学習者個人の文化的な価値観を形成している点で
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る｡第二に, 『文化の衝突』は,学習者に議論を求めてはいるが,教室内におい

学習者間で何らかの意見を統一することまでは求めていない点である｡またそ

した意見統一や合意形成に向けて必要とされるような手続き的知識の提供もし

いない｡

このような問題別構成･議論型文化的価値学習の特質は,前章の第4章で取り

った問題別構成･議論型思想的価値学習(『思考への扉』)にも,ほぼ同じ特質

見ることができる｡しかし,次の第6章で紹介する｢問題別構成･議論型｣の

規範的価値学習であるハーバード社会科とは大きく異なる特質である｡

これら問題別構成･議論型文化的価値学習が持つ2つの特質については,例え

『文化の衝突』を開発したラーナ-は何の言及もしていない｡しかしここには,

ユル･ヒ-ベンタールの場合と同様に, 2つの可能性が考えられる｡ 1つは間

別構成･議論型文化的価値学習の開発者らが,文化的な価値観の形成といった

題を,思想的な価値観の形成の場合と同様に,個人的問題と認識した可能性で

る｡もう1つは問題別構成･議論型文化的価値学習の開発者らが,前節のそう

た文化的な価値観の形成といった問題を,社会レベルで最終的には解決してい

1なくてはならない問題と認識しながらも,実際のところ早急にはそうした社会

ベルでの意見の統一が求められない問題であると考え,他者との議論を通して,

人レベルで新しい文化的価値の構築していく段階を学校現場が担うだけで十分

あると判断し,あえて合意形成まで求めることを避けた可能性が考えられる｡

のどちらであったとせよ,前節で取り扱ったテーマ別構造･比較型の文化的価

学習の場合と同様に,文化的価値が本質的に持つ性質(社会本位的で伝統性･

続性重視)を開発者が意識したことが考えられるのである｡

節　合衆国の文化的価値学習の特質　一個人レベルでの価値観形成-

本章では,アメリカ合衆国における文化的価値学習の3つの流れを,ウイラー

の『国と文化』,シュル･ヒ-ベンタールの『文化の関係』,及び,ラーナ-の『文

化の衝突』の分析を通して解明してきた｡これらはその内容編成･授業構成から
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それぞれ, ｢個別配列･理解型文化的価値学習｣, ｢テーマ別構成･比較型文化的価

値学習｣, ｢問題別構成･議論型文化的価値学習｣と呼べるものであった｡これら

3つには,次の3つの点で共通した特質が見られる｡

第一の特質は,文化的価値を学習する意義を,異民族の持つ伝統的な慣習など

の文化的価値への理解を深めることで,異民族の文化的価値の正しい認識を保障

し,異文化に向けられる偏見を解消することに求めたことである｡そのアプロー

チには確かに違いがある｡個別配列･理解型文化的価値学習(ウイラーの『国と

文化』)がその多様な文化的価値の表面的ながらも包括的に理解させることに重点

を置いていたことに対･して,テーマ別構成･比較型文化的価値学習(シュル･ヒ

-ベンタールの『文化の関係』)や問題別構成･議論型文化的価値学習(ラーナ-

の『文化の衝突』)は,多様な文化的価値を理解するだけではなく,これらを融合

させて新しい文化的価値を創造することに重点を置いていた｡しかしその位置づ

けこそ違え,基本的には異民族の文化的価値の理解を通し,それらに向けられた

偏見を人々から取り除くことを,上記の3つともが共通の文化的価値学習の目的

としている｡

第二の特質は,諸外国の文化的価値をそれぞれ比較したり, -1つの文化的価値

に対しての対立する意見を上げる人々の考え方をぞれぞれ比較したりすることで,

各種文化的価値を対象化し,さらに場合によってはその背後にある価値観(思念)

を発見させていることである(ただし,個別配列･理解型にはあまりこうした特

徴は見られなかった)｡トゥトミン図式(本研究の第2章を参照)を使って説明を

するならば,文化的価値学習は,各種文化的価値そのものの表面的な中身(規範

的価値(C)の部分)だけでなく,その価値を支持する人間が背後に持つ価値観

(保障的価値(B))の発見にも力点が置かれることを示している｡

第三の特質は,文化的価値の批判･評価を求めたテーマ別構成･比較型文化的

価値学習(『文化の関係』)も問題別構成･議論型文化的価値学習(『文化の衝突』)

のどちらも,文化的な価値観の形成を学習者個人のレベルで留め,教室内での意

見の統一までは学習者に求めなかったことである｡個別配列･比較型文化的価値

学習(『国と文化』)が既存の文化的価値の批判･評価を通した文化的な価値観の

形成を学習者に求めないという特質を持つことまで踏まえれば,これら3つの文

化的価値学習とも,集団レベルの文化的な価値観の形成を避けていると言うこと

193



ミできる｡

こうした文化的価値学習の特にテーマ別構成･比較型や問題別構成･議論型の

業方略を,トウールミン図式を使って説明をするならば(以下図5-6),文化

価値学習は,各種文化的価値そのものの表面的な中身(規範的価値(C)の部

)の理解や,その価値を支持する人間が背後に持つ価値観(保障的価値(B))

発見に力点が置かれる段階だけでなく,それらを踏まえて(括弧に入れて)学

者が個人レベルで独自のトウールミン図式を構築することまで求める,つまり

しい文化的価値を個人レベルで構築することまで求める授業と説明できる｡

分析対象となる価値が正当化される構造を踏まえ(括弧に入
れ),学習者が独自の価値観に基づいて主張をし,それを正当
化できる

5-6　文化的価値学習が提供する手続き的知識(トウールミン図式より)

このように,価値の評価や判断は行うが,それは個人レベルで留め,集団レベ

レで価値基準を形成することは避けるという文化的価値学習の特質であるが,こ

には次のような課題が残る｡それは,学習者が将来,民主主義社会の形成者と

て生きていく上で重要となる,民主主義社会の形成に必要な手続き的知識を十

には提供てきないという課題である｡文化的価値学習が学習者に提供するであ

う民主主義社会の形成に必要な手続き的知識には,次のものがある｡

社会的(文化的)価値の表象的な部分,いわば言説を解明して理解する

(トウールミン図式の規範的価値(主張(O)の解明と理解)

社会的(文化的)価値を支持する人間の価値の正当化の構造を分析し,彼ら

の背後にある価値観(思念)を明らかにして理解する

(トウールミン図式の根拠付け(W)保障的価値(B)の解明と理解)

価値観の異なる相手の考え方を踏まえた自己の価値観の反省と再構築
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(①②で整理した価値の正当化の構造図(トウールミン図式)を括弧に入

れて,その外から学習者が個人個人自らの価値の正当化の構造図を形

成)

文化的価値学習は,テーマ別構成･比較型でも,問題別構成｡議論型でも,学

習者の間で議論を進めることで学習者個人の価値基準を生み出そうとするため,

こうした作業に必要となってくる協調性や積極性,そして"価値観の異なる相手

の考え方を踏まえて自己の価値観を反省しその再構築をする"といった手続き的

知識を提供することができる｡しかし,そうして学習者が個々のレベルで生み出

した価値観を出し合って,教室内で議論し, 1つのまとまった価値基準を構築す

るために必要な手続き的知識を学習者に提供することはできない｡

こうした特質が,合衆国の文化的価値学習に見られる背景には,ウイラーやシ

ュル･ヒ-ベンタール,ラーナ-のような文化的価値学習の開発者が,社会本位

的で伝統性･継続性という文化的価値が持つ固有の性質(文化的価値が価値とし

て存在する条件)を意識し,それに基づいた文化的価値学習の開発をしているこ

とがあると考えられる｡文化的価値は,それが価値あるものと認識されるか否か

は社会単位のものである｡またそれは長い歴史の中で少しずつ変動するものであ

り,個人が少しずつ修正を加えていくものがやがて大きな社会レベルでの変化を

生み出すものである｡そうした思想的価値の性質を考えた時,ただ文化的価値を

暗唱させる学習でも良いのであろうが,それでは学習スタイルとして面白みに欠

ける｡だからといって教室内で思想的価値の統一見解の構築を早急に強制する必

要性もない｡その結論として,個人レベルの文化的価値形成をシュル･ヒ-ベン

タールやラーナ-ら文化的価値学習の開発者は選んだのではなかろうか｡つまり

彼らは,文化的価値をどう維持ないし変革させていくのかといった問題を,社会

的問題としてとらえ,既存の文化的価値にとって代わる新しい価値を,社会の一

部,小さな共同体とも言える教室での議論を通して創造し,最終的には何らかの

意見の統一までもってくることの必要性を認めつつも,早急には社会レベルでの

意見の統一が求められない問題でもあると考え,他者との議論を通して,個人レ

ベルで新しい文化的価値の構築していく段階を学校現場が担うだけで十分である

と判断し,あえて合意形成まで求めることを避けたと考えられる｡
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第6章　法規範的価値学習

第1節　合衆国における法規範的価値学習の概要

本章では,合衆国社会科における諸々の法規範的価値学習論に基づいた教材や

プロジェクトの分析を通して,法規範的価値学習の価値学習としての固有の特質

を解明する｡ここで言う｢法規範的価値｣とは,第2章で述べた通り,法律,判

例の内容やそれが支持される上での意図や価値観などを指す｡また｢法規範的価

値学習｣とは,こうした法規範的価値を取り扱った学習一般を指す｡

第2章で見てきたように,見田によると法規範的価値は,社会本位的で現代適

応性･革新性重視という固有の性質を持つとされていた｡つまり,ある社会的価

値が法規範的価値として人々に認識され存在するための条件として,その社会的

価値の内容が,ある一定の範囲の社会の構成員の多くが,日常で生活するために

有効と思われるような何らかの指針(基準)を提示できること,そしてその内容

はそしてその内容は時代の要請や環境の変化などで絶えず変化を続けていること

の2つがあるとされる｡

アメリカ合衆国では,価値を社会科から排除しようとする流れの中で,こうし

た法律や判例といった法規範的価値に関しても,他の社会的価値と同様に,社会

科を始め学校現場ではほとんど扱われることがなかった｡こうしたものは,法律
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家の卵が勉学するものであると考えられてきたからである｡例え社会科において

接が扱われることがあっても,それは法が人間に及ぼす影響など,法が持つ機能

や一般性質を,社会学的,人類学的,心理学的見地から教えるものであり,いわ

ゆる法律の中身や判例(言説),その背後にある意図や価値観(思念)が取り扱わ

れることはほとんどなかった1)｡

ただ例外的に,クイーンズ大学教授スター(IsidoreStarr)や,ハーバード大

学教授オリバー(DonaldW.Oliver)らが, 1950年代の後半から社会科で積極的

に法律や判例を取り扱い,これら法規範的価値の議論やこれの批判をする学習論

を主張し,またそうした教材の開発を行っていた2)｡

こうした社会科からの法規範的価値排除の傾向は,1960年代後半から変わって

くる3)｡ハーバード大学のホッキング教授(T.Hocking)の｢法規範(的価値)

を扱わない社会科は,背骨を知らずに脊椎動物の解剖をするようなものだ｣ 4)と

いった発言に見られるように,法規範的価値を積極的に社会科に取り入れよとす

る動きが活発になり5),そうした教材も多く作られるようになったのである6)｡

その理由と･しては,以下の3つの事情がある｡第一に, 1960年代後半以来,ア

メリカ国内で価値を排除してきた社会科の課題が指摘されるよ-ぅになり(第1章

参照),価値を社会科でもっと積極的に取り扱っていこうといった動きが活発にな

る中,法規範的価値は社会科で特に積極的に取り扱っていく必要があることが認

識されてきたことがある｡この動きに特に大きな影響を与えたのが, 1960年代後

半のオリバーらによる『公的論争問題シリーズ』 (ハーバード社会科)の完成であ

ろう｡ハーバード社会科では,カリキュラム全体で裁判事例や政府の議会審議が

扱われ,そして判決･決定までの過程,判決のあり方や採決のあり方,判例や法

律の内容などを学習者に批判的に吟味させるという試みが採用された｡いわば,

ハーバード社会科は,法規範的価値を批判するという試みを社会科のカリキュラ

ム全体で行おうとした点で,これまでにない特質を持つ(本章第4節参照)｡ハー

バード大学というネームバリューも手伝って,この社会科の姿勢は70年代以降

のアメリカ合衆国の社会科教育論に大きな影響を与えた｡

第二に, 1960年代に起きたベトナム戦争や公民権運動の影響から,アメリカ社

会のこれまでの規範や慣習に疑問がもたれるようになり,そうした規範や慣習の

あり方を社会科で議論していこうとした動きが活発になったことがある7)｡例え
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ば先述のスターは,法規範が社会科で積極的に取り扱われるようになってきた背

景として次のような説明をしている8)｡

｢極端な反共主義をとり,懐疑と恐怖を伴ったマッカーシーズムヘの反省,合衆

国憲法や権利章典について学生が無知であることを見せ付けたバーデュ大学の

調査結果への驚き,反動的批判や公的な反対さえ起きたウオーレン判事の判決

(学校での人種隔離を違憲と判断した裁判) -それら全てが学校や国家におけ

る市民教育の在り方について疑いを引き起こした｡｣

(括弧は筆者が加えた)

第三に,アメリカ法曹協会(ABA)が, 1960年代後半以降,その指導力を本

格的に発揮するようになったことがある9)｡下の表6-1は, 1960年代後半以降

のABAの動きである｡ ABAは,法規範的価値を積極的に学校教育に取り入れよ

うとする一連の動きを　70年代に｢法関連教育｣という名称の下でまとめるよう

になり,またその法関連教育をリードしていく役割を果たすために,1971年に｢青

少年のための市民教育に関する特別委員会(yEFC)｣を設置した｡また, 1978

年に｢法関連教育法｣という法律が成立し,法規範的価値を取り扱うこれら｢法

関連教育｣が,国家の全面的な資金援助を受けることができるようになったが,

これもABAが数年に渡って国家の支援の重要性を強く訴えてきた努力の成果で

ある｡こうした一連のABAの活動により,アメリカ合衆国において法関連教育

が大きく躍進することにつながったのである｡

表6- 1 :アメリカ法関連教育の歴史

1971年

1973年

1976年

1978年

1987年

1995年

ABAが｢青少年のための市民教育に関する特別委員会｣を設置する0

Social EducationでⅠ.スターを中心にして法関連教育が特集される.

｢法関連教育に関する研究グループ｣が,最終報告を発表し,国家が法

関連教育に支援することの重要性を訴える｡

法関連教育法が成立する｡

合衆国憲法成立200周年記念｡合衆国では憲法に係るイベントが多く催

され,憲法に注目した教材も多く出版されるo

アメリカ歴史学協会(AHA)やアメリカ政治科学協会(APSA)も憲法

や法を社会科で扱うことに注目し, ｢プロジェクト`87｣を開発する｡

ABAが『法関連教育の本質』を出版する｡
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荏では, ABAだけでなく,アメリカ合衆国司法省の｢少年司法と非行防止に

る局｣という部局も法関連教育を支援するようになった｡そして, 1960年代

70年代かけて相次いで設立された｢憲法上の諸権利財団(CRF)｣ ｢法にお

市民教育のための全国組織(NIGEL)｣ ｢ファイ･アルファ･デルタ公共サー

センター(Phi Alpha Delta Public Service Center)｣ ｢公民教育センター

CCE)｣の4団体や,さらにはアメリカ歴史学協会(AHA),アメリカ政治科学

(APSA)なども,法関連教育の教材を積極的に開発するようになっている｡

さて,この法関連教育であるが, ABAやその他多くの法関連教育の開発者･理

家らは,学習者である子どもたちに｢リーガルマインド(法的思考力)｣を育成

ることを,教育の大目標として掲げている10)｡この｢リーガルマインド｣とは

であるのか,その統一された定義はなく,細かく見れば,その定義は法関連教

の開発者･理論家個々で異なるのが現状である｡大きくは次の2つの流れに分

ることができるであろう｡ 1つは,既存の法規範的価値を公的な判断基準とし

習得し,他の事例にも活用できるようにすることが, ｢リーガルマインド｣の育

であると考える立場である｡この立場にある法関連教育の開発者･理論家らは,

衆国憲法や権利章典,刑法,民法の内容や,法的手続き,そして合衆国国内で

きた重要裁判の判例などの法規範的価値は,アメリカ国民として最低限知って

かねばならないアメリカの公的判断基準であると考え,こうした既存の司法判

や司法の解釈といった公的判断基準を学習者に着実に理解･習得させることの

要性を主張する｡こうした考えを持つ人物の代表として,パトリック(JohnJ.

trick)やメ-リンガ- (HowardD.Mehlinger)を挙げることができる｡

これに対してもう1つは,民法やその他法律の内容や,司法判断,司法の解釈

どの既存の法規範的価値を,学習者の目でもう一度反省的に吟味し,学習者独

の法規範的価値(判断基準)の再構築をして,これに従って行動できるように

ることが,｢リーガルマインド｣の育成であると考える立場がある｡この立場は,

習者間の議論を通して,学習者自身の価値(判断基準)の構築を行うために必

とされる,問題の認識能力や,法規範を構築する上での議論のテクニックやそ

進め方,そして創造力といった,より実践的な技能や,法規範的価値の議論に

極的に参加して自らの考えを述べることができる態度などの育成に重点を置く｡

うした考えに立つ人物としては,スター,オリバー,クラッディ(Marshall
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)ddy)などがある｡

節からは,こうした法規範的価値を取り扱った各種価値学習論の特質を,そ

ら学習論に基づいて作成されたと思われる教師用指導書や教科書などを取り上

,その内容編成や授業構成の相違を明らかにしながら見ていこう｡ここでは待

,公的判断基準を学習者に着実に理解･習得させることの重要性を主張する立

から法規範的価値学習を開発した代表的な事例としてパトリックがレミ-

Richard C.Remy)らと共同で作成した『憲法の学習』を,対して民法やその

法律の内容や,司法判断,司法の解釈などの既存の法規範的価値を,学習者の

でもう-度反省的に吟味し,学習者独自の法規範的価値(判断基準)を再構築

ることの重要性を主張する立場から法規範的価値学習を開発した代表的な事例

て,クラッディが開発した『法と王冠』と,オリバーらが開発した『公的論

題シリーズ』 (ハーバード社会科)を取り上げることにする｡

2節　個別配列･理解型法規範的価値学習:『憲法の学習』の場合

.内容編成-アメリカ合衆国の法規範に関する諸情報の系統的配列一

合衆国憲法や権利章典,刑法,民法の内容や,法的手続き,そして合衆国国内

きた重要裁判の判例など,合衆国の司法が下した公的判断基準に関する諸知

の理解を学習者に促すことを目的として開発された教材･プロジェクトの事例

して, 1986年　1987年にかけて,インディアナ大学の社会科教育学者パトリ

クが,同じく社会科教育および政治学の専門家であるオハイオ大学マーション

ンタ一教授レミレとともに作成した『憲法の学習』 (SSEC (Social Science

ucation Consortium)刊, 1986年)を挙げることができる11)｡この教材は,

年代の後半から,憲法や法を社会科で扱うことに注目しはじめたアメリカ歴史

協会(AHA)やアメリカ政治科学協会(APSA)が,メトリンガトらを中心に

衆国憲法成立200周年に向けて企画した｢プロジェクト`87｣ 12)の十環とし

,高校生用の教材として開発したものである13)｡

開発者の一人であるレミレは,アメリカ合衆国国内では,エングルやマシヤラ
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と並んで,社会科での議論や反省的思考,学習者独自の価値観の創造や意思決

の重要性を唱えた人物であることが知られている14)｡実際,レミレが1975年

著した『市民性基礎能力に向けたハンドブック』では,ディシジョン･ツリー

Decision Tree)を活用した社会科授業理論を発表し15)このことで彼は,令

国ばかりでなく,日本国内でも注目されることになった16)｡彼が示したディシ

ョン･ツリーとは,問題に対して考えられる解決案を複数学習者がブレインス

-ミングなどを通して提示したのち,それぞれの解決案がもたらす結果を予想

,そのメリットやデメリットをまとめた後,より優れた解決案を考察していく

いったものであった｡

これに対してもう一人の開発者であるパトリックは,議論よりも,法制度を支

るコアとなる法原理やその他の憲法に関連のある法規範的価値を,法学的成果

基づいてより｢深く理解すること｣,そして｢他の事例にその価値を適応できる

と｣を求める傾向があった17)｡彼は従来の教育が合衆国憲法を取り扱ってはい

が,それは内容を表面的かつ解説的に取り扱うことに終始していると指摘し,

の改善として.は,合衆国憲法の基盤となる法原理の内容やその重要性を学ぶこ

や,合衆国憲法の解釈において論争となった重要裁判,特に｢少数派の権利と

数派のルール形成｣の対立が見られる裁判事例を取り上げ,そこでの判決を理

することを通して, ｢いかなる時に少数派の権利が制限され,逆にいかなる時に

治的多数派の権利が制限されるべきであるのか｣という課題に対する司法の公

な判断基準とその重要性を学ぶことが,憲法のより深い理解につながると考え

いた18)｡またパトリックは,このように憲法やそれに関連する法規範的価値を

く理解することが,学習者である子どもたちの目を社会の不公正に向けさせ,

れを是正したり,さらには彼らが民主主義社会の一員として社会に参加し,公

に物事を判断したりするための礎となると考えていた19)

このレミレとパトリックの二人は, 1980年代に共同してこの『憲法の学習』の

にも『核時代の国家安全保障プロジェクト』 (1983-1987)など複数の教材開発

しており,その協力研究の跡を見ることができる20>　そしてこの『核時代の国

安全保障プロジェクト』の場合は,課(レッスン)によって合衆国の対外政策

議論をさせるものであったり,合衆国の対外政策の意義を教えるものであった

と,レミ-とパトリックの両方の考え方が折衷した内容編成となっていた｡
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の点でこの『憲法の学習』の内容編成を見てみよう｡ 『憲法の学習』の内容編

示したものが表6-2である｡ 『憲法の学習』は5つの章, 64個の課(レッ

)から成る｡それぞれの課(レッスン)は,資料や解説と,授業計画から成

第Ⅰ章｢自由に関する文章｣では,合衆国憲法,修正条項,批准されなかっ

正条項,論文『フェデラリスト』21)の記載内容を確認する｡第Ⅱ章｢憲法の

と起源｣では,憲法制定に至る過程(1776年　1791年)を学習する｡第Ⅲ

｢憲法における政治的原理｣では,連邦主義,三権分立,司法審査,市民の自

いう,合衆国憲法を支える法原理とその意義を学習する｡第Ⅳ章｢憲法の修

解釈｣では,憲法の修正議論や,その他話題を呼んだ憲法解釈議論を取り上

いる｡第Ⅳ章の多くの課では,こうした憲法の修正や憲法解釈が決､断される

った事件の背景を学習し,政府や議会,司法が憲法修正･憲法の解釈を下し

との意義を理解することに重点を置いた展開がとられているが,第6課,第

,第10課は,そうした決断を批判的に吟味し,どうあるべきであったのか,

あったら最善の解決策であったのかを考える展開となっている(なお,表6

では,『憲法の学習』のうち,政策や法律,判例といった法規範的価値の批判･

を求める問いが設定されている課(レッスン)に★をつけて示している)｡第

では,アメリカ司法に大きな影響を及ぼしたこれまでの連邦最高裁の判決に

を置き,第Ⅳ章同様に,多くの課では裁判に至った事件の背景を学習し,そ

件に対して連邦最高裁が下した判決の意義を理解する展開がとられているが,

課,第9課,第12課では,連邦最高裁の判決を批判的に吟味し,どうある

であったのか,どうあったら最善の解決策であったのかを考える展開となっ

いる｡

この表6-2から『憲法の学習』の内容編成には,次の3つの特質を見出せる｡

-の特質は,やはりこの『憲法の学習』の内容編成でも,課(レッスン)によ

て,法規範的価値の批判･評価を求める問いが設定されているものと,そうで

ないものと, 2つのケースが存在し,ここに両者の考えが折衷･並立している

とが伺えることである｡ 『憲法の学習』の導入部には｢この教材は,全てが憲法

歴史,理論や法律などについて包括的かつ一貫した調査をするばかりではない｣

の記載があり22^　ここからも,その折衷ぶりを伺うことができる｡
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表6-2　『意法の学習』の内容構成

rN 滞 納 川

()(

章 とレッス ン (課) 教授 される事実的内容
教授され る価値

的内容

災飴 ●権利条項

葉;;き…■…どの条 文 を

憲法の条文 Ⅰ
す
る 自
文 由

1 ■アメリカ合衆国憲法 ●アメリカ合衆国恵法

蘇 2 ■憲法修正条項 ●憲法修正条項の条文

*～
琵ソ■∫ 憲法 の基礎

となる資料

3 ■提案されたが結局批准されなかつ ●提案されたが結局批准されなかつた修正条項の

抄葉I細 る 章 に
関

た修正条項 条文

芹■,f>RLt∵
栄

4 ●論文 『フェデラリスト』 ●論文 『フェデラリス ト』

m の目標 ●性

麗姿返却る
憲法の性質

n

秦

1 ■憲法とは何ですか ●憲法の定義､ 憲法の特質

2 ■憲法を解剖する ●憲法の目的､ 条文にある手続き

+

ぎ史 的 に憲 法

喜療 在 意 義 を

套妻き妻■泰

蛋鍵題とその克
恵法制定の

歴史

3 ▲州憲法 1776 - 178 0 ●マサチユセッツ憲法の起草 ●批准までの過程

●憲法の存在の絶

対性 ■

4 ▲連合規約 ●連合規約の目的､ 特徴､ 欠点

5 ●連合規約の下での政府ヘの意見 ●連合規約に向けられた意見書

6 ●憲法制定議会に参加するワシン ト

ン

●ワシン トンが憲法制定議会に参加した理由

7 . 1787 年の憲法制定会議での支配 ●大統額制が採用されることになつた背景や､ そ

荏

の
員

と
起

者に関する決定 こでの議論

8 ●論文 『フェデラリス ト』か らの概 ●強い結びつきを主張する立場からの議論

経 線り返す中

襲吟味され成立

念 ●憲法の機能の有

効性9 ■反フェデラリス トの論文か らの概 ●よ り広い州の権限を主張する立場か らの議論

≡…■舞合衆国憲法

賢素晴らしさを

源 念 ●憲法の存在意義

10▲1788 年のマサチユセ ッツ議会で ●マサチユセッツ会議での憲法案可決の過程

}il醸する)

六1■二､

+I>;

の憲法に関する決定 ●権利章典付加の約束

ll. 178 9 ー179 1 年の権利章典に閲す ●権利章典が付与された経緯 (フェデラリス ト派

る決定 と反フェデラリス ト派の対立)

12 . 1781 一179 1 年の憲法制定時にお

ける主な出来事

●憲法成立過程の年表

法 を支 え る

治 的法 原 理

内容 とそ の

義を知る

連邦主義

Ⅲ

1 ●連邦主義の本質 ●連邦主義の基本的定義と3 つの役割

●連邦主義の

存在意義

A
暴

国
害

2 ●憲法は連邦主義に関 してどのよう

に述べているのか

●合衆国憲法 1 �"4 �"6 �"10 条

3 ●連邦主義を理解するために重要な

言葉

(確認テス トとしてクロスワー ドパズル)

権力分立

チェ ック&

4 ●権力分立とチェック& バランス ■三権分立 (司法 ●立法 ●行政)

●権力分立の5 ●拒否権 ‥チェック& バランスのシ ●拒否権の基本的定義と司法 ●立法 ●行政が持つ

ステムにおける武器 拒否権 存在意義 ■

●チェック&6 ●憲法は権力分立とチェック& バラ ●合衆国憲法 1 - 2 - 3 条

バランス 塞
法
に
お
け
る
政

ft
原
哩

ンスに関 してどのように述べてい

るのか

バ ラ ンス

の 存 在 意

義

荏

を
支
え
る
各
琵

哩

の
也塞

7 ■権力分立とチ ェック& バランスを

理解するために重要な言葉

(確認テス トとしてのクロスワー ドパズル)

司法審査

8 ●司法垂肇の本質 ●司法権の起源と司法審査の 3つの役割

●司法審査の

存在意義

9 ●裁判官は権力をどのように使うベ

きか

●司法行動主義と司法抑制主義の対立

10●司法審査を理解するために重要な

言葉

(確認テス トとしてのクラスワー ドパズル)

市民権

市民の自由

11■ 憲法上での権利 と自由 ●憲法で認められている各種自由権

●市民権の存

在意義

●各種自由纏

の 存 在 意

義 ､

12●市民権と市民の自由に関する意見 ●少数派は多数派の見解を批判できる権利がある

か どうかの議論

13. 憲法は市民権 と市民の自由に閲し

てどのように述べているのか

●合衆国憲法 1条､ 修正条項 1 �"4 �"14 �"24 条

14 ■市民権と市民の自由を理解するた

めに重要な言葉

(確認テス トとしてのクロスワー ドパズル)

橡正 の 目や 手

簸きを知 る

修正の目的
Ⅳ

塞
法
の

1 ●修正の目的 ■修正条項の条文一覧

修正手続き
2 ■修正条項 2 6 条の結果 ■修正条項制定過程 (修正 26 条の場合)

3 ■新合衆国意法 ‥憲法修正の別手段 ■特例的な憲法修正の方法

寮法 の 修 正 議 行政 ●立法 4 ●政党の起源 ●政党の危険性 (巨大政党による政治機構の硬直 ●左の政治的判断

斡を知 り､ その

給果 と して 下
的判断の意

義

倭

正
や

化) と憲法による規制議論 の意義

5 ■ウイスキーの反乱 ‥連邦権力のテ 1791 年のピッツバーグ農夫 らの税金課税反対 ●左の政治的判断

蔓れ た 判 決 や 餐 ス ト 運動と大統領の決定 の意義



Si
i仰 v/;i';i 6 ●憲法の拡大:ルイジアナ購入のた ●土地購入における大統嶺の憲法の拡大解釈と議 ★ (大統領判断の

彰

さ

簸 を知る (た

賢し★は判決の

L簸を知るので

紛 く､■判決を

巨掛 ■議論する)

めのジェファーソンの決定 会の対立 有効性を議論

し判断)
7■●法廷と商人の権力の増徴 ●フルトン社の河川運航独占を議会が規制 ●左の政治的判断

の意蔑
8 ●憲法的危機に対する二人の反応■‥ ●ブキヤナン大統嶺の考え方とリンカン大統領の ★ (比較してより

ブキヤナンとリンカンの分離に対

する決定

考え方 望ましい考え

を議論し判断)

司法的判決

の意義

9 ●■判 決 へ の 道 ‥N ear vs.

M IN N ESO TA

N earvs.M IN N E SO TA の裁判過程と判決 ●左の司法判断の

意義

10. 下級審の却下‥F lag Salute 事件 ●宗教上の理由で国家に対する敬意をエホバ信者

が拒否することの是非についての議論

★ (より望ましい

考えを議論し

判断)

11■裁判所による反対意見の使用 ●ベツツ対ブラデイ裁判における少数意見の活躍 ●左の司法判断の

意義

12●危機の時代の恵法上の権利 ●日系アメリカ人ヘの排斥を招いた大統嶺の判断

と連邦法の違憲性を問う裁判とその過程●判決

●左の司法判断の

意義

13●大統飯権力の限定‥製鋼所の捜索 ●朝鮮戦争の状況下､製鋼所の労働組合がストを
●左の司法判断の

意義
におけるトルーマンの決定 予告したことに対し法律を超えて行政府命令を

だしたトルーマンの裁判その過程●判決

司法の判断

基準

14l あなたは裁半r)宮になる:1967 年 ■裁判官が考慮する4つの要素 (裁判の事実､意

の Camera vs. M unicipal Court of 法､ 判例､ 原告被告から出される議論)

San-Franci∝D �"Cam eravs.M unicipalCourtofSan-Francisco

裁判で4要素がどのように使われたのかをみ

る
鍵解釈が争

司法判断の

意義

Ⅴ

萎
口晃

の
注

1●マブリ一対マデイソン裁判 (1803 ●司法審査権を行使し連邦法に無効審査を下した ●左の司法判断の
如l{L<
菱和た各種重 年) 司法行為に対する共和党とフェデラリストの 意義 (違憲立法
裁判に下さ

た判決の意

対立■判決 審査権の確立)

2 ●マツカロッテ対メリーランド州裁 ●合衆国銀行に対して州が課税できるかどうかを ●左の司法判断の
藩知る 刺 争つた裁判●判決 意義 (連邦議会
ただし★は判

の意義を知る

ではなく､ 判

(1819

年)

の権限の拡大)

3 ■ダートマウス大学対ウッドワード ●州が特許状を与えた学校に対して州法でその特 ●左の司法判断の

∴

を批判●議論

る) ■
裁判 (1819 年) 許を破棄したことに関する裁判■判決 意義 (財産権保

護の流れを生

む)

∵
:㍍

++

妻蔓

ド

4■ギツボス対オーデイン裁判 (1824 ●独占的営業権が与えられている業者が州内にあ ●左の司法判断の

年) る連邦法が認めている業者を排斥しようとし

て起こした裁判●判決

意義 (州の通商

規制に対し連

邦権力を大幅

に認める)

5 ●チヤ} リーズ河川橋対ウオーレン

河川橋裁判 (1837 年)

(省略) (省略)

6 ●ドレッド●スコット対スタンフオ ●黒人奴隷が奴隷禁止州ヘ逃げたことで解放され ★ (より望ましい

鞍
萱 目

す
ード裁判 (1857 年) たとしてかつての所有者を訴えた裁判0所有者 考えを議論し判

i

i

ベ
き
判

ヘ奴隷の所有権があることを認める判決0 断)

7 ●ミリガンの反逆罪裁判 (1866 年) ●デュープロセスを守らずに戒厳令を出して南北 ●左の司法判断の
+++ 決 戦争に反対した人間を拘束したリンカン大統 意義 (戒駿令発
菱

琵

紛

領への裁判●判決 令権は議会の

みである点の

確認)

8 ■ミュン対オレゴン州裁判 (1877 ●州の倉庫料金ヘの規制に関する裁判●判決 ●左の司法判断の
群蔓

■鼓

年) 意義､(公共の利

益に関わる場

合､州に営業税

利権を認める)

$;等$
2琴
軽P&
豪

宍

9■プレツシー対ファーガソン裁判 ■白人と黒人を分離する政策は修正条項 14 条暴 ★ (より望ましい

(1896 年) 動保護条項に違反するのでは､とした裁判0｢分

離すれど平等｣ の考えが示される0

考えを議論し

判断)

10■ノーザンスクリテイカンパニイ対 ●運送業を独占するために複数の鉄道会社の株を ■左の司法判断の

合衆国裁判 (1904 年) 買い占めたことに対する裁判●判決 意義 (反トラスト

法の通常)



ll.ミューラー対オレゴン州裁判

(1908年)

･女性の労働時間を規制した州の労働法実は違憲

ではないかという裁判･判決

･左の司法判断と

弁護士の手腕

の意義(女性労

働時間規制の

合意･司法の科

学データ採用)

12. Schek対合衆国裁判(1919年) ･軍内で反戦のビラを配った兵士への裁判･判決 ★ (より望ましい

考えを議論し判

断)

13. Schechter対合衆国裁判(1935

年)

･特定の業種に対して大統嶺が｢公正な取引の基

準｣を定めたことに関する裁判･判決

･左の司法判断の

意義(大統嶺の

取引基準決定

権の否定)

14.合衆国対カーティス･ライト輸出

会社(1936年)

15.ブラウン対教育局裁判(1954年) ･人種分離教育は黒人に劣等感を与えるとして,

分離教育の遠敷性を訴えた裁判とその判決

･左の司法判断の

意義(｢分離す

れど平等｣原則

の達意性を判

断)

16.ギデイオン対ウェインライト裁判

(1963年)

･弁護士の費用を誰が払うのかで争われた裁判と

判決

17.レオノルド対シムス裁判(1964

年)

18.ミランダ対アリゾナ州裁判(1966

年)

･被疑者に対して警察は､警察の尋問に対して黙

秘権などがあることを告げる必要があるか､ま

たそうした手続きをとらずに自白して得た証

言を証拠として利用できるのか,裁判で争われ

m

･左の司法判断の

意義修正5条

は警察が被疑

者の権利告げ

る義務がある

ことを確認す

る)

19. Heart ofAtlanta Model対合衆国

裁判(1964年)

20.合衆国対ニクソン裁判(1974年) ･大統嶺がウォーターゲート事件の捜査で盗穂テ

ープの提出を求められた時,憲法上の執行特権

を主張して拒否したことに関する裁判･判決

･左の司法判断の

意義(裁判所の

命令であれば

大紋嶺の執行

特権は認めら

れない)

炉atrick, J. J. and Remy, R.C, Lesson on the Constitution, S∝ial Science Education Consortium, 1986より筆者作成)



第二の特質は,法規範的価値の批判･評価を求める問いの設定されている課(レ

ッスン)の課(レッスン)全体に占める割合が大変に低いことである｡ 『憲法の学

習』のうち,政策や法律,判例といった法規範的価値の批判･評価を求める問い

が設定されている課(レッスン)に｢★｣をつけて表6-2では示している｡法

規範的価値の批判･評価を求める発間が設置されている課(レッスン)は,第Ⅳ

章の第6課｢憲法の拡大｣や第Ⅴ章の第9課｢プレッシー対ファーガソン裁判｣

などがあるが,このタイプが全体に占める割合は,ほんのわずかである(第Ⅳ章

において3/14,第Ⅴ章では3/20)

ことが伺える｡ここから, 『憲法の学習』は,かなりの部分でパトリックの価値

学習論を主として開発された教材であると見ることができる｡『憲法の学習』がパ

トリックの考えを主に反映したものであることは, 『憲法の学習』の学習目標を通

しても見て取れる｡以下のものが, 『憲法の学習』の学習目標である23)｡

｢1.私たちの憲法の起源をより十分に理解する｡

2.私たちの政治システムにおける憲法の目的を知る｡

3.憲法の主だった原則や,その原則が私たちの社会や政治への活用のされ方

についての理解を深める｡

4.公的ないし非公式の憲法の変革の動きを理解する｡

5.過去から現在にかけての憲法に関する重要な論争について調べる｡

6.最高裁判決の基本的な重要性について理解する｡

7.憲法の知識を過去から現在に至るまでの様々な論争や事件,人々に活用す

る｡

8.憲法で具体化された価値への合意を高める｡｣

この『憲法の学習』の学習目標には,法規範的価値の議論に関する項目や,そ

れを批判的に吟味することを求めるような項目が見られず,ここから,『憲法の学

習』が,憲法そのものや司法の判決内容といった既存め法規範的価値の中身やそ

の重要性の理解,さらにそれら価値の他事例への適応に重点を置いていることを

見て取ることができる｡また,合衆国憲法の原理原則の理解や,最高裁判決の重

要性(意義)の理解などを示唆する目標も含まれており,この点に,パトリック
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の価値学習論の影響を見ることができる｡

特質の第三は,憲法(権利章典)の条文(第Ⅰ章),憲法の成立過程(第Ⅱ章),

憲法を支える法原理(第Ⅲ章:連邦主義･三権分立･司法審査･市民の自由権の

4項目から成る),修正条項(第Ⅳ章),さらには重要な最高裁の審議過程と判決

(第Ⅴ章)といったように,憲法に関する事実的･価値的情報を包括的に学習で

きるように編成されていることである｡そしてここには,スケンク対合衆国裁判

やミランダ対アリゾナ州裁判の判決など,パトリックが憲法のより深い理解に必

要と主張する事例が多く含まれている｡前述したが,パトリックは｢少数派の権

利と多数派のルール形成｣の対立が見られる裁判事例を取り上げ,そこでの判決

を理解することを通して, ｢いかなる時に少数派の権利が制限され,逆にいかなる

時に政治的多数派の権利が制限されるべきであるのか｣という課題に対する司法

の公的な判断基準とその重要性を学ぶことで,憲法のより深い理解につながると

考えていた｡スケンク対合衆国裁判やミランダ対アリゾナ州裁判などは,こうし

た少数派の権利を奪いかねない政策を合衆国政府や州政府が実施しようとし,司

法がそうした政府の対応を批判した判決を出した裁判事例の典型と言える｡例え

ばミランダ対アリゾナ州裁判は,婦女暴行容疑で逮捕されたミランダに対してア

リゾナ州警察が被疑者の権利についての説明なく逮捕したことを理由にミランダ

が逮捕手続きの不当をもとに逮捕の無効を訴えた裁判で,司法(裁判所)は被疑

者の権利をミランダに伝えないで逮捕に踏み切るという警察の行為は,被疑者と

いう少数派の権利を冒涜する行為に当たるとしてミランダの訴えを支持し,逮捕

無効の判決を下している｡ここにパトリックが,重要な最高裁の審議を取り扱う

中でも,特に｢少数派の権利と多数派のルール形成｣の対立が見られるような裁

判事例にこだわったことを伺うことができる｡

なお,各章の課(レッスン)の配列は,基本的には時系列になっている｡こう

した配列は,特に教育的な効果は不明だが,おそらくは,通史的な歴史教育に補

助教材として『憲法の学習』を加えることを可能にするためであり,『憲法の学習』

の開発を支援するアメリカ歴史協会への配慮であろう｡

このように, 『憲法の学習』は,憲法に関する様々な事実的･価値的な情報を,

包括的に,そして時系列に取り扱っていた｡また,その情報は,学習者が批判的

に吟味･検討することよりも,その重要性･存在意義を理解することに重点が置
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かれていた｡このような内容編成からは,憲法の条文,法原理,法的手続き,重

要判例など,広い嶺域での法規範的価値をひとつひとつ習得することで,憲法の

より深い理解を図るだけでなく,学習者自らがその価値(公的判断基準)を自ら

の判断基準として還元し,学習者が今後出くわすであろう様々な困難に対してで

きるだけ対応できるようにさせようとした開発者の意図を見ることができる｡

2.授業構成

(1)授業展開一意法･法律･法的判断をその｢意味｣や｢意義｣とともに理解

させるための授業構成-

『憲法の学習』の各課(レッスン)においても,憲法や重要判例などの法規範

的価値を効果的に学習者に習得･定着させ,その重要性を理解させようとした構

造となっている｡というのも, 『憲法の学習』では,その課(レッスン)のほとん

どが,憲法の条文や憲法の法原理,法的手続き,重要裁判の判例などといった法

規範的価値に関する個別的情報を教科書が学習者に解説的に提供し,学習者にこ

の教科書が与えた情報を把握させた後,小単元末の問いで,その理解度を確認し

たり,さらには,その条文などの｢歴史的な意味｣や｢歴史的な意義｣を理解さ

せていくことで,学習者にそれら法規範的価値に関する着実かつ"共感的な"理

解･定着を図っていく展開が採られているからある｡『憲法の学習』の開発者パト

リックは,別の論文において,ケーススタディを活用した効果的な法規範的価値

の教授法として,次の授業展開を紹介している24)｡そこにも,歴史的意義付けの

重要性が示されている｡

｢･論争やそれに対する判決の分析するために,その背景にある情報を見る｡

･論争点を明らかにする｡

･法廷の判決を調べる｡

･もしその判決に不服の意見が出たならば,これを調べて評価する｡

･合衆国の歴史(憲法史)において,その判決の重要性を評価する｡｣

では,こうした一例として第Ⅴ章｢最高裁の注目すべき判決｣の第18課｢ミ
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ラング対アリゾナ州裁判｣の授業構造をここでは取り上げよう25)｡次真の表6-

3は,第18課｢ミランダ対アリゾナ州裁判｣の記載内容や設定されている発間

を参考にして,筆者が教授書形式で示したものである｡ 『憲法の学習』の場合,各

蘇(レッスン)に,資料や解説の他に,授業計画が付属しており,この中には,

授業目標と詳細なレッスンプラン(｢導入｣ ｢展開｣ ｢終結｣の三段階から成る),

それにあわせた発間がそれぞれセットで詳細に設定されている｡そのため,教授

書形式での授業の再現は大変に容易である｡

この第Ⅴ章第18課｢ミランダ対アリゾナ州裁判｣は, ｢導入｣ ｢展開｣ ｢終結｣

の三段階から成り,それぞれ｢事件内容と論争点の確認｣ ｢判決内容の確認｣ ｢判

決の影響などからの判決の重要性や意義の理解｣を行っている｡ ｢導入｣の｢事件

の内容と論争点の確認｣をするパートでは,まず教材の記載内容を確認し,事件

のあらましや,論争の状況,そして論争点を明らかにすることが学習者に求めら

れている｡ ｢ミランダ対アリゾナ州裁判｣の場合,ミランダが婦女暴行容疑で逮捕

されたこと,そしてその取調べの際に被疑者であるミランダに,黙秘権や弁護士

を立てることができる権利があることなどを伝えなかったことに対してミランダ

が不満を持ち,修正条項5条｢自己負罪条項｣の違反,つまり違法な法的手続き

として訴え,対して警察やアリゾナ州側も裁判で争う姿勢を見せたことなどが確

認されることになる｡次の｢展開｣の｢判決内容の確認｣のパートでは,判決の

結果と,その解釈(正当化の根拠付け)を確認することが学習者に求められる｡

｢ミランダ対アリゾナ州裁判｣の場合,被疑者に黙秘権や弁護士を立てる権利が

あることを通告せずに逮捕することは,法的手続きの欠陥となるとした判決をウ

オーレン裁判官らが下したことを確認することになる｡最後に｢終結｣の｢判決

の影響などからの判決の重要性や意義の理解｣では, ｢展開｣で確認した司法判断

の｢意味｣や｢意義｣を考え,その重要性を理解するパートとなっている｡ ｢ミラ

ンダ対アリゾナ州裁判｣の場合,学習者はまず,ウオーレン裁判官らが下したミ

ランダ対アリゾナ州裁判の判決が社会に与えた影響を調査する｡ここで学習者は,

この判決以来, ｢容疑者の権利が拡大した｣ことや｢警察は,自白だけで有罪に導

くことが困難になった｣ことを学ぶ(教材側が解答をこのように設定している)｡

そして,今度は,その判決が下らなかった場合の社会を予想し,そのことから｢展

開｣で学んだ司法判断の意味や意義を学習者は考えることになる｡判決の社会へ
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表6-3　『憲法の学習』 5章レッスン18 ｢ミランダ対アリゾナ州裁判｣の授業展開

ノ≡援 軍 展 開 教 師 の 尭 間 教授学習過程 主な学習内容

判

【導入]

事件 内容 と論

争点 の確 認を

する

○教科書のレッスン 18 ｢ミランダ対アリゾナ

州裁判｣ を読みなさい○

T ‥発間する

ミランダ対アリゾナ州裁判 (1966 年)

1960 年代､ 最高裁判事ウオーレンの下で被疑者の権利を強める重要な判決が下された○この判決は大変に重

要かつ論争を呼んだ判決で､ E ■ミランダ､ アリゾナ州の人 ､々 そして修正条項5条を含んだ問題となうた○

1963 年ミランダはフェニックス近郊での若い女性の誘拐と婦女暴行の罪で逮捕された○女性は警察署で彼が

犯人であることを確認し､警察は彼に二時間以上尋問をした○誰も彼に警察の尋問に対して黙秘する権利があり､

また弁護士に面会｣ する権利があることを告げなかつた○ミランダは罪を白状した○彼は起訴され有罪となつた○

彼はこの有罪に不満を持つて上告した○彼の弁護士は警察が修正条項5 条にある ｢自己負罪条項｣ に違反する

のではないかと主張した○修正条項5 条には次のように書いてある0 ｢人は誰も､ 刑事事件において自己に不利

益をもたらす証言を強要されることはない｣

アリゾナの弁護士は､ もしこの言及があれば､ ミランダが尋問を受けている問いつでも弁護士を雇うことがで

きたはずだと主張した○彼はそうしたことができなかつた0 彼らはまた何人たりとも自白を強要することはでき

ないと主張した0

憲法的問題

修正条項5条は容疑者が黙秘権を持ち､ 不利益な質問に答える必要がないことを警察は告げることを要求した

ものなのか○またこうした警告がない中で獲得した証拠を警察が法廷で活用でることはできないのか○

判決

5 対4 で法廷はミランダの有罪を否決した0 法廷は､ 修正条項5条は警察が容疑者に黙秘権があり､ 不利益

となる警察の尋問に答えなくてよい権利があり､ 弁護士に面会｣ する権利が保障されていることを告げること

を求めるものであると判決した○法廷は､ 警察は必ずこうした警告を尋問の前に伝える義務があり､ 被告はこ

うした権利を放棄する自由があると述べた○

決

:の
≡=蓋

■を
∴理

さらに法廷は､ もし容疑者が黙秘を望んだり､ 弁護士との面会｣ を望んだ場合は､ 容疑者が再び話す準備が

出来たり､ 弁護士が現われるまでは尋問を停止しなくてはならないことを加えた0 検察官はこうしたルールに

違反して獲得した証拠を法廷で採用することができなくなつた○

ミランダ裁判の判決は議論を呼んだ0 多くの法執行機関はとの判決に対して ｢警察に手錠をする行為だ｣ と不

､■警

過

満を述べた0 こうした強い不満の中で､ 判事ジョン●ハーランは ｢法執行の合法的な手段として自白をなくすこ

とを意味する判決であろう｣ と言及している0 かつて検察官であつたウオーレン判事はこのルールを守つた○彼

らは私たちの司法制度は有罪が決定するまでは個人は無罪であるという原則に基づいたものである○また彼ら

∴程 は､ 政府が被疑者に証拠を示さねばならないが､ 被疑者が自分が有罪であると示すことを強制することができな

いと述べている0

ミランダ裁判の判決以降､ ほとんどの警察官は被疑者に彼らの権利を読み上げるために､ カー ドを携帯してい

る○このカ｢ ドは ｢ミランダ ●カード｣ としてすぐに知ちれるようになつた○

○ミランダはどのような罪で起訴されたのか0 T :発閲する

S ‥答える

T ‥発間する

●若い女性の誘拐と婦女暴行の罪

○ミランダは警察が憲法で保障された何の権 ●自分に不利な質問に答えなくて良い権弄ー

利を侵害したと主張したのか○ S :答える ●尋間中弁護士を呼ぶことができる権利

○修正条項 5 条のどこを警察が違反したとミ

ラングは主張しているのか○

T ‥発間する

S ‥答える

●｢自己負罪条項｣

【展開】

判 決内容の確

認をする

○法廷はミランダを勝訴としたのか､敗訴とし

たのか○

○ハーラン判事は何に不満があつたのか○

T :発間する

S ‥答える

T ‥発間する

■ミランダを勝訴とした○

(省略)

○ミランダの判決によれを£ 警察は尋問する前 T ‥発閲する ●黙秘権

に､ どのような権利を被疑者に伝える義務が

あるのか0

S :答える ●尋間中に弁護士に面会できる権利

[終系割

判 決の影響か

ら判 決の重要

性や 意義の理

解する

○この判決の影響として何があつたのか○

○修正条項5 条 ｢自己負罪条項｣ やこの判決が

T :発間する

S ‥答える

T ;発間する

●容疑者の権利が拡大した0

■警察は､ 自白だけで有罪に導くことが困
難になつた0

(例) 調査官がどうしても自白させたいが

なかつたら､法制度の判定機能にどのような S ‥予想を発表 ために､ 被疑者をおどし､ 菟罪事件を生

危険をもたらしていたでしようか0 する み出す0

仲atrick, J. J., and Remy, R.C., Lesson on塊o Constitution, Social Science Education Consortium, 1986., pp.297-298より筆者作BE)

215



の影響と,その判決が下らなかった場合の社会への影響とを比較することで,学

習者に,より効果的かつ"共感的に"司法判断の意味や意義を理解させているの

である｡

パトリックらの目指すリーガルマインド(法的思考力)を持つ学習者の理想像

は,幅広い法への知識に基づいた行政行為を求められ,その絶対遵守義務を持つ

｢公務員｣にあるのかもしれない｡つまり, 『憲法の学習』は,学習者の｢プチ公

務員｣化を図る法規範的価値学習論であると言うこともできよう｡

(2)法規範分析手法の獲得と深厚な法規範的価値の理解

『憲法の学習』は,既存の法規範的価値を公的な判断基準として習得し,他の

事例にも活用できるようにすることを目指していた｡またその際,そうした法規

範的価値を知るだけでなく,その歴史的意義を見出すことを通して,そうした法

規範的価値への共感的な理解も求めていた｡こうした授業の構造から,学習者は

いったいどのような民主主義社会の形成者として求められる手続き的知識を獲得

することができるのであろうか｡再度『憲法への学習』の第18課｢ミランダ対

アリゾナ州｣を通して考えてみよう｡

第18課｢ミランダ対アリゾナ州｣の授業は, ｢導入｣でミランダが起こした事

件とその時の警察の対応に関する情報が示され,婦女暴行事件を起こしたミリガ

ンが,被疑者の権利を警察に伝えられることなく逮捕され取り調べを受けること

になったため,のちにミリガンが逮捕の無効を訴えて裁判を起こしたといった事

実関係が確認される｡その後｢展開｣では,このミリガンの訴えを認めてミリガ

ンに無罪判決を下したウオーレン裁判官の考え方,価値の正当化の構造を分析す

る活動が組まれている｡具体的には,ミリガンを勝訴とした判決を確認したのち,

その判決を正当化するウオーレン裁判官らの理由付けを教科書の資料などから確

認する｡また,そのウオーレン裁判官の判決は, ｢容疑者は判決が下されるまでは

無罪であり､反論する権利はいかなる場合でも保障されなくてはならない｣とす

る原理に基づいたものであることを学習者は確認する｡

こうした第18課｢ミランダ対アリゾナ州｣に見られる価値の正当化の分析過

程は, ①直面した問題は何であるのか,その事実を解明し(事実の解明), ②ウオ
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レン裁判官の判決を確認し(主張の確認), ③その判決を裁判官がどのように正

化しているのかを,彼の発言からまとめ(主張を正当化する理由付けの解明),

理由付けの背後にある彼らが持つ価値観を見出す(理由付けの背後にある価値

の解明),の順で展開されている｡これらは,トウールミンに見られる,現象学

な議論構造の理論に基づいた分析を学習者に活用させていると言える｡トゥト

ミンは,人間は何かを主張する時,その主張を根拠づけるデータを提示して,

の正当化をはかるが,それは自らが持つ信念や,社会の権威などを暗黙のうち

前提としていることを指摘する｡このことは｢トウールミン図式｣と呼ばれる

考の図式で示される｡

データ(D)
1963年ミランダはフェニックス近郊
での若い女性の誘拐と婦女暴行の
罪で逮捕された｡女性は警察署で
彼が犯人であることを確認し,警察
は彼に二時間以上尋問をした｡誰
も彼に警察の尋問に対して黙秘す
る権利があり,また弁護士に面会｣
する権利があることを告げなかっ

理由付け
(W)

理由付けの
背後にある
価値観(B)

ミランダに刑事責
任を負わせること
はできない

警察は憲法で保障された｢被疑者の権
利｣についてミランダに知らせなかった｡

これは警察がミランダにその権利を保
障したとはいえない｡こうした権利を保
障せず尋問をすることを認めることは,

警察の強引な尋問や自白の強制を認
めることにつながる｡

容疑者は判決が下されるまでは無
罪であり,反論する権利はいかなる
場合でも保障されなくてはならない

図6-1　第Ⅴ章･第18課｢ミランダ対アリゾナ州｣の文化的価値分析と

文化的価値創造の図(トウールミン図式より)

上の図6-1は,トウールミン図式を活用してこの第18課｢ミランダ対アリ

ゾナ州｣の授業の構造を図化したものである｡授業の｢導入｣では事件の背景,

上の図で言うところのデータ(D)を明らかにしていたo　そして｢展開｣では他

者(ここではウオーレン裁判官ら)が,自己の主張を正当化するために,どのよ

うにこうした思考の図式を築いているのかを暴いていた｡上の図で言えば,理由

付け(W)やその背後にある保証的価値(B)を明らかにしていた｡こうした活
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動を通して学習者は,法規範的価値を,その表面的な理解(第18課｢ミランダ

対アリゾナ州｣の場合, ｢ミリガンは無罪である｣といった内容)だけでなく,そ

れが正当化された背後の構造まで見るといった法規範的価値の分析技能(手続き

的知識)を保障するものである｡

『憲法の学習』は,多様な法規範的価値を表面的な理解に終わらせるのではな

く,深厚な理解まで求めていた｡そのため,これまで見てきた他の社会的価値を

取り扱った個別配列･理解型の価値学習とは異なり, "背後にある保障的価値まで

探る"といった手続き的知識をも提供することになった｡

3.個別配列･理解型法規範的価値学習の特質

『憲法の学習』は,既存の法規範的価値を公的な判断基準として習得し,他の

事例にも活用できるようにすることを重視していた｡そしてその目的を達成する

ために,次のような内容編成,授業構成をとっている｡

まず内容編成の点からみると,合衆国憲法や権利章典,刑法,民法の内容や,

法的手続き,そして合衆国国内で起きた重要裁判の判例などの法規範的価値(公

的判断基準)を,包括的に取り扱っている｡また授業構成の点からみると,そう

した法規範的価値(公的判断基準)が生み出されることになった事件の大まかな

過程を確認したのち,その重要裁判の判例などの法規範的価値(公的判断基準)

の歴史的意味や存在意義を考えさせることで,それらの法規範的価値(公的判断

基準)の内容だけでなく,その重要性や存在意義を含めて"共感的に"学習者に

伝達しようとしている｡そこには,法や判決への懐疑的な態度を育成しようとし

た姿勢をまったく見ることができない｡

こうした内容編成･授業構成の特質から,パトリックらが『憲法の学習』で試

みたような法規範的価値学習を,他の法規範的価値学習と区別する上で,本研究

では便宜上｢個別配列･理解型法規範的価値学習｣と定義する｡

この『憲法の学習』に代表して見られる個別配列･理解型法規範的価値学習は,

この後の第2節,第3節で取り扱う他のタイプの法規範的価値学習(『法と王冠』

やハーバード社会科)とは決定的に異なる特質を持つ｡それは,比較してそれぞ

れの文化的価値の批判的な吟味や優劣を決めるような評価･判断活動がとられて
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いないことである｡法規範的価値の批判的な吟味や優劣を決めるような評価･判

断活動がほとんどとられていないことの理由について,例えば『憲法の学習』の

場合,開発者のパトリック自身は直接には言及してはいない｡しかしこれは,ひ

とつひとつの法規範的価値の議論をする時間があったら,法規範的価値を包括的

に捉える時間に回した方がよい,とした判断が働いているからと考えることが自

然であろう｡議論より情報量の増大が優先されたのである｡

なお,このような特質は,同じ｢個別配列･理解型｣をとる宗教的価値学習(『世

界の宗教』)や,文化的価値学習(『国と文化』)にも見られるものである｡

第3節　テーマ別構成･比較型法規範的価値学習:『法と王冠』の場合

1.内容編成一合衆国の特徴的法原理からなる編成一

民法やその他法律の内容や,司法判断,司法の解釈などを学習者の目でもう-

度反省的に吟味し,その再構築を図ることで,問題の認識能力や,法規範を構築

する上での議論のテクニックやその進め方,判断の規準,そして創造力といった,

より実践的な技能や,法規範的価値の議論に積極的に参加して自らの考えを述べ

ることができる態度などを育成しようとした教材･プロジェクトの事例の一つと

して, ｢憲法上の諸権利財団(CRF : Constitutional Rights Foundation)｣にお

ける中心人物であるクラッディらが1983年に制作した"社会科における法"シ

リーズ("LawinSocialStudies Series)の第1巻『法と王冠』 (CRF刊, 1983

午)を挙げることができる26>　これは,本章第4節で取り扱う,ハーバード社会

科とは,司法判断,司法の解釈などを学習者の目でもう-度反省的に吟味し,そ

の再構築を図ろうとする上で,そのアプローチの仕方が決定的に異なる.と言う

のも『法と王冠』は,司法判断,司法の解釈などを学習者の目でもう-度反省的

に吟味し,その再構築を図る上で,諸外国の法規範的価値などを比較することで,

自国(アメリカ合衆国)の法原理を対象化して吟味検討する｢テーマ別編成･比

較型｣のアプローチ27)を採る.これに対して, 『公的論争問題シリーズ』は,各

種法規範的価値の発生した時の来歴を見て,そこでの議論などを踏まえて吟味検
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討をする｢問題別構成･議論型｣のアプローチを採る28)｡

この『法と王冠』を開発したクラッディは,元々は合衆国憲法,特に｢権利章

典｣を支える原理原則を教えることの重要性を強く主張し続けてきた教育学者で

ある｡また,彼の所属する　CRF　という団体自体も,そうした合衆国憲法の法原

理をアメリカ国民に広く伝えることに使命感を持って教材の研究･開発を試みて

いる組織である29)｡しかし,クラッディは,ただ憲法を支える法原理や憲法の条

文,判例の内容を教室において解説すればよいとは考えていない｡クラッディは,

議論を通した憲法学習の必要性を強く主張するのである｡クラッディはもともと

民主主義がすばらしいことは教えればすぐに分かることであり,簡単に諸外国に

も広がるであろうといった楽観主義的な発想を持っていたが,諸外国の現状を見

る限り,それは正しくないことを段々と認識したことを告白している30)｡この時,

クラッディは｢なぜ民主主義が簡単に広まらないのか｣と自問自答し,その結論

として, ｢アメリカの場合,民主主義を支える様々な法原理一信教の自由や法の下

の平等などが,歴史的に長い議論の末に,ようやく合意に漕ぎ着けたことを忘れ,

今日ではそれを絶対的な規範として認識している｣から多くのアメリカ人は民主

主義の諸原理などに疑問を持たないが,こうした歴史のない国は,自国の封建的･

非民主的な法規範的価値を,民主主義国家の法規範的価値を比較し,その優劣に

ついての真剣な議論をするような経験をしていないから,その真の理解ができな

いのだ,と考えた｡そして,そうした諸外国の人々同様,民主主義のまだよく分

からない子どもたちに民主主義を教え,彼らを民主主義社会の形成者とするため

には,憲法などの法規範的価値の解説的教授は無意味であるとし,民主主義とは

何であるのか,なぜ必要なのかなどを考えるための議論を通すことの必要性を強

く認識するのである31)

そしてクラッディは,学習者に民主主義を教えるためには,長い議論の末に現

在の民主主義体制に到達したアメリカの歴史過程で起きた議論を吟味したり,育

の考え方と現在の考え方との比較をしたりするなどの活動を通して,現在のアメ

リカ社会ではあまり見られないものの考え方と現在の民主主義の諸原理を比較し,

｢昔の考え方の方がよかったのではないか｣と現在のアメリカ合衆国の民主主義

の考え方に疑問を抱かせるような発間を学習者に投げかけることで,民主主義と

は何であるのか,本当に必要なのか,なぜ必要なのかを学習者に考えさせる必要
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表6-4　"社会科における法"シリーズの内容構成

単元名 テーマ ー 教材

m
8;賢
琵

で

汁:1
∵
蘇賢

洪ノ′:
～;1!:■

-V.-≡′…■巻

対替
+ と
王

≡■■■′冠

1 どこから規則はやつてきたの
司
紘

判 の
的 法
検 原
討 理

の
批

法治主義 マヤ文明の捷 (規貝リの発生)

2 ハムラビの宝 罪刑法定主義 ハムラビ法典 (成文法の成立)

3 血の宿縁 司法権の独立 古代ギリシャの民会裁判 (裁判

所の成立)

4 古き良き英国ヘようこそ 司法権ヘの市民参加 イギリス陪審裁判 (陪審裁判)

5 ルネサンス期のイタリア 市民抵抗権 ガリレオの宗教裁判

弊≦♪1､ミ

こ2

:// *
二二公

二比二/､順

fte

1 新世界の法

紘
刺
痩
の
0

紘
刺
痩
が

の 持
理 つ
解 一

般
的
機
能

意思決定機能
イロコイ琴の意思決定 (多数決

民主制と全会一致民主制)

2 愛国者と海賊 事実裁定機能 米英戦争における海賊の評価

3 遅すぎた犯罪者の反乱の後に
自由促進機能

戒厳令とミリガンⅦ●合衆国裁

判

4 アメリカの児童労働
安全保障機能

連邦児童福祉法とダジエンハー

トⅦハンマー裁判

5 20 世紀の反乱 社会統制機能 禁酒法をめぐる議会論争

3
巻

ア
メ
リ
カ
の
ア■
ル
バ
ム

1 最初の議会と憲法
紘
刺
痩
の

議員の仕事 (立法機関) トマス●ジェファーソン議員

′欝≡

/,i;/i

ffl

2 ジョン●マーシャルと法廷 裁判官の仕事 (司法機関) マーシャル裁半r}官

3 残忍で尋常ではない刑罰 刑務所職員の仕事 (法執行機 ドロシーデイクスの刑務所環境
の
哩
解

各
種
機
関
の
具
体
的
な
仕

関) 改善運動

号■

4 最初からしなければ
- ドレッド●スエット裁判

5 英準と悪党 警察官の仕事(捜査追訴機関) 19 世紀の西部の保安官たち

6 世紀の転換期における法と指
政治家の仕事 (行政機関)

政治家二人 (セオドア●ルーズ

導者 ベルトとオルドジェルド)

7 クレレンス●グローとトマス● 弁護士の仕事 (法的役務提供 弁護士二人 (クレレンス●グロ

デューイ 辛
の
哩
解

機関) ーとトマス■デューイ)

8 長く幸い道
裁判官の仕事

裁判官二人 (アクフォードとス

テエアート)

､換三′

′､ 4
+L #

間
′■題

1 犯罪と市民

餐

玄
の
請
間
題
の
学
習

蔀

決
の
批
判
的
検
彰

追
3P

察 題

の
考

犯罪の増加 -
2 菟罪事件 犯罪を減らすための司法手段 デービスVS.ミシシッピ州裁判

3 法はあるベきである 犯罪を減らすための立法手段 A B 6 8 0 法

4 社会防衛の費用 犯罪を減らすための行政手段 ランカスター市長の対応

5
巻

雲

間
題

(

1 問題と提案

寡

題
の
考
餐

麻薬の増加 -
2 市民の意見を集めよう‥あなた

の視点にする

麻薬に対する市民の意見 世論調査

3 修正4条と麻薬封除法 麻薬を減らすための立法手段 麻薬卵除法

+++++

4 麻薬と法廷 ‥削除法の適用 麻薬を減らすための司法手段 グリンウッドⅤS●カリフオルニ

ア州裁判

5 州政府の法的プロセス:法を通

した政策の定式化

麻薬を減らすための行政手段 州法1 4 9 9

6 公共政策の決定‥共同体と個人 意思決定
■

arshall C roddy, et al.,α *Code an d C roーvns, Tb P rom ote 払e G en eral W elfar e, A m erican A lb um ,

乃e Crime Question,乃e Drug Question, Constitutional Rights Foundation, 1983より筆者作BE)
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牲を主張する32)｡その実現のためクラッディは『法と王冠』を開発したと述べて

いる33)｡先述したが,この『法と王冠』は, "社会科における法"シリーズの第

1巻に該当する｡表6-4は, "社会科における法''シリーズの全体計画である｡

このシリーズは,中学校から高校用に作成された教材であり, 『法と王冠』の他に

ち, 『公共の福祉の促進』 (第2巻), 『アメリカのアルバム』 (第3巻), 『犯罪の問

題』 (第4巻), 『麻薬の問題』 (第5巻)の4つの教材がある34)｡

『法と王冠』は, ｢どこから規則はやってきたの｣ (第1単元), ｢ハムラビの宝｣

(第2単元), ｢血の宿縁｣ (第3単元), ｢古き良き英国へようこそ｣ (第4単元),

｢ルネサンス期のイタリア｣ (第5単元)の5つの単元からなる｡これら各単元の

内容の概略を分析したものが表6-5である｡第1単元から第5単元までは,ル

ネッサンス以前のアメリカ以外の国が取り扱われ,時代の古い物から順に配列さ

れていることが伺え,西洋中心の歴史認識教材のように思われる｡確かにその側

面はあるが,しかし表6-5の｢取り扱うテーマ｣にあるように,本教材が｢法

治主義｣ ｢司法権の市民参加｣といった,今日の合衆国法制度を支える特徴的な法

原理が教材選択の基準であることがわかる｡つまり,合衆国法原理の原型が誕生

した時代･地域から教材を選択した結果,古代メソポタミア,古代ギリシャが選

ばれたに過ぎないのである｡

上の図6-2は,縦軸に各単元で取り扱う法原理の内容を,下から順に第1単

元から配列し,横軸には各単元を時系列に沿って左から配列したものである｡

法頗 の内容 剛
原始 古代 中世 ■近代 憲法成立 現代

権力ヘの抵抗ができる 市民の責任

○

△ 変化

覗

… 代

-i
!

i L

(抵抗権 ●自由権)

社会的

強制力

複数の異なつた第 3者の市民に判断

される (司法権への市民参加)

餐 L 化

r ●

自分の言い分を相手に主張できる

■(司法権の独立)

○ 変 it

他者が濫用できないよう刑罰が成文

化される (罪刑法定主義)

○ 変 化

｣

‡
I,

為政者が作つた規則に従つて行動す

る (法治主義)

○ 変 化

L 一】 ー｢ ､■■ I,

敬) ○は法原理め発生を示すo △晩発生はしていないが,その兆しがある法原理o ●は法原理の質的変イ肋ミ起こったことを示す｡

図6-2　市民の権力への参加拡大過程と質的変遷
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表6-5　世界史教材『法と王冠』全体構成

単元名 内容構成 内 容 の 概 略 教 材
取り扱う

テーマ

第
1[

ど
過去 の法原

理発 生時 の

社会情勢 の

調査

○古代のコミュニティにおける人間の伝統的な振る舞いを

①メキシコ

菜

紘
に

法の発生 と

法原理 ｢法治

主義｣

A
秦

､ヲ■｣か 調査する○ここでは実際の考古学の発掘から得た文献やそ

ら
規

の他資料に基づいて, 小グループになつて, 特定の者を対 のマヤ文明

則
は

象にした, 明確なる提を作るために必要であつたことは何 ②スペイン

単
7[

や
つ
て

かを論じていく0 のトラルバ

遺跡現代法原理 ○最後に現代の学校などに見られる規則を変更する廟に,

き ■
た との比較 ●吟 古代における変更の考え方と比較し, 吟味するなどの活動 (原 始)

の 咲 を行うム

第
2

■単

′＼
ち
フ
ビ

過去の法原理 ○世界で最初の成文法のひとつであるハムラビ法典を取り

メソボ夕ミ
統一成分法

の成立と法

原理 ｢罪刑法

定主義｣

発生時の社会 扱い, 法典とハムラビ王がどのような関係にあつたのかを

情勢の調査 検討していく○また, 当時の帝国の状況を導き出す○ ア文明の古

バビロニア
現代法原理

との比較 ●吟

咲

○ハムラビ法典の条文の内容から犯罪を裁いて見る ｢日に
■元 の

宝 は目を｣ という法典の根本にある考え方が現代で通用する 王国

か否かを考え, ハムラビ法典の概念と子ども達の概念を比

較する, などの活動を行う0

(古 代)

第 血

過去の法原 ○法を適用する時に必要なことをまず探求する○まずここ

古代ギリシ
一審制裁判

所成立 と法

原理 ｢司法権

の独立｣概念

理発生時の で古代ギリシャのオレステスの伝説を調査し, 紛争解決を 閑
逮

社会情 勢の する裁判の過程がどのように形成, 発展してきたのかを調 す
る

国
紘

3
単
70

の
宿
悲

調査 査していく0 ヤ

■(古 代)

地
域
[[

刺
度
を現代法原理 ○実際にこの裁判過程を使つて, 論争となつているような

との比較 ●吟

咲

問題を処理し, この裁判制度を評価する0 琵

圏

宿
代
区
｣

支
え
る
紘
原
哩

第
4
単
7C

古

享 喜

喜 茜

へ

過去の法原理 ○中世のイギリスにおける戦争やその他の試練, 法制度な

ヘンリ2 世 陪審裁判成発生時の社会 どを調査し, 英国のコモン ●ローや陪審裁判の形成と発展

情勢の調査 の状況を探求する○ の頃のイギ

リス

(中 世)

立 と法原理

｢司法権ヘ

の市民参加｣

現代法原理

との比較●吟

咲

○陪審裁判をロールプレイし, この裁判制度を評価する0

第
5
単 ■

プt

ル

過去の法原

○ルネサンス期のフィレンツェを取り上げる0 前半では服

装の奮移を禁止する内容の法律に関連した女性と判事を取
ルネサンス

期のフィレ

ンツエ

①シグノリ

アの抵抗

②ガリレオ

裁判

(近 代)

行政訴訟の

成立 と法原

理 ｢抵抗権 ●

自由権｣

理発生時の り上げる0 フィレンツェの服装論争の解決を法が図ろうと

ネ
サ 社会情勢の するのを妨害した存在として, 権力を確認する○前半の最

ン
ス

調査 後でこの権力と現代の問題を関連付けて取り扱う0 後半は

期
の
イ
ダ
リ

ローマ教会に対抗したガリレオを取り上げる○

現代法原理

○最後は二つの活動が用意されている0 一つは権利章典を

確認し, ガリレオ時代の裁判などに適応させることでガリ

ア との比較■吟 レオ時代の司法判断を比較 ●評鯨することであり, もう一

味■ つは, 学校の本を貸し借りの基準 Oレール) の見直しであ

る○

(Croddy, M., et al., α''Codes and Crowns! TeacherをGuide, Constitutional Rights Foundation, 1983

p.11から筆者作曲
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｢O｣はその法原理が発生したことを示し,矢印はその法原理が存在し続けてい

ることを示している｡この図6-2から,各単元は法原理発生の古い順に配列さ

れていることがわかるが,さらにこれらの法原理は市民が司法や行政といった権

力へ発言権を拡大していった過程と見ることができる｡

さらに図6-2には｢●｣が見られるが,これは法原理が質的に変化したこと

を示している｡例えば第1単元｢どこから規則はやってきたの｣で扱う法原理｢法

治主義｣の場合,その法原理の発生は原始時代まで遡るが,その発生当時(原始

時代),法改正は全会一致を前提とする硬性の法規を機軸としたのに対し, ｢●｣

の見られる合衆国憲法成立頃には,憲法以外は過半数の同意で法改正が可能な軟

性の法規を機軸としたものに変化している｡同様に第2単元｢ハムラビの宝｣で

扱う法原理｢罪刑法定主義｣の場合,その発生は古代メソポタミアにまで遡るが,

その法原理の発生当時,どのような事情があっても人を殺せば死刑,人の足を折

れば折った人間の足が折られるという｢応報刑論｣ ｢応報思想｣ (客観論)が採用

されていたことに対して, ｢●｣の見られる合衆国憲法成立頃には,ある程度裁判

官が事情を加味して刑量を減じたり増やしたりすることができるようになった主

観論に変化した｡

このような法原理の質的変化は,各単元で取り扱われている法原理の全てに見

られる｡そして各単元では,この変化を利用して,変化する前と後とを比較して,

両者を対象化し批判的に吟味している｡実際,表6-5の｢内容構成｣から,全

ての単元が, ｢過去の法原理の発生要因を追求｣した後,これと現代の法原理を｢比

較･吟味｣することで,現代合衆国の特徴的な法原理を批判的に吟味する構成と

なっていることが伺えよう｡例を挙げれば,第3単元｢血の宿怨｣の場合,世界

でもいち早く司法権が行政権から独立した古代ギリシャの裁判制度を扱い,現在

とは違う,決着の早い一審制裁判を採用していた古代ギリシャの社会背景を調査

し,明らかになった事実から当時の人がどのような理屈を持ってそのような裁判

制度を欲したのかを考える｡その後,現代合衆国が採用する三審制裁判と比較し

つつ,どちらが望ましい裁判制度であるのかを吟味･検討する｡

『法と王冠』は,市民の権力への参加を支える法原理が存在するべきかを問う

のではなく,その質を各法原理の発生順に問う｡つまり,市民の権力への参加拡

大過程を反省しているのである｡
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2.授業構成

(1)授業展開-法原理の背後にある判断基準の発見と批判-

では,クラッディは単元レベルでどのように法原理を比較し,これの議論をさ

せようとしたのか｡具体的にこれを見ていくために,ここでは第2単元｢ハムラ

ビの宝｣ 35)を取り上げ,そこに設定されている資料や発間を参考に,筆者が単元

の授業構造を教授書形式で示したものを次頁に表6-6で示す｡本単元は世界で

最初に刑罰を成文化したハムラビ法典を取り上げることで,法原理｢罪刑法定主

義｣のあり方について考えることを目的に構成されている｡単元は9つの小単元

に分かれており,小単元1から8までが表6-5の｢過去の法原理の発生要因追

求｣過程,小単元9が｢現代の法制度と比較･吟味｣過程に当たる｡

クラッディは,論争問題を取り扱い,学習者がこれを議論する上で,どのよう

な種類の問題を議論するのか,それは事実的問題なのか,価値的問題なのかを見

極めることが大切であるとしている｡そして価値的問題の場合は, ｢互いの判断基

準を明確にすることが効果的である｣36)と指摘している｡こうした｢価値的問題

における判断基準の明確化｣というクラッディの考え方は,法原理を比較し,こ

れを評価するという価値的問題を設定する『法と王冠』の各単元にも反映されて

いる｡第2単元｢ハムラビの宝｣の各小単元を詳しく見ていこう｡

小単元1は,最初の成文法であるハムラビ法典を作った当時の為政者ハムラビ

王が直面していた問題を学習者は予想する｡小単元2 ･ 3では,当時のメソポタ

ミアに関する事実を,社会的･政治的･経済的側面から分析していき,ハムラビ

王がどのような問題を抱えていたのか,つまりハムラビ法典発生の歴史的背景を

明らかにする｡そして,都市国家の激しい対立状況や,政府に刑罰執行権が委任

されたことなどが明らかになる｡

小単元4では,ハムラビ法典が,加害者の動機や生活環境を考慮に入れず,犯

行の結果のみから量刑を判断する罪刑法定主義客観論37)(以下｢客観論｣と略す),

いわゆる｢目には目を｣の応報思想に基づいて作られていることを確認した後,

実際この論を使って子ども自身が,様々な事例を裁いていく活動が取られる｡そ

して小単元5-8は,ハムラビ法典の内容そのものを見させ, ｢なぜハムラビ王は

法律をこのように作成したのだろうか｣という問いを通して,為政者ハムラビ王

が応報思想(客観論)をなぜ法原理としたのか,王のその理由付け(正当化理論)

225



表6-6　第2単元r)＼ムラビの宝｣の授業構成

小単元 主な学習の課題 (要約) 主な学習内容 (要約) 単元構成

1 帝国の建設者
○法典を定めたハムラビ王は困難を抱えてい 【社会状況】

【■段階】

過去の法原理発生要因

となつた事実分析 題

去
の
法
原
理
塗

要
困

た0 それはどういつた困難だつたのか○ ●文字の成立 ●統一国家の成立

●等価交換の考え方発生

●/J堵β市国家の対立と激しい戦闘

●様々な価値基準が存在

●交易が盛んに行われる

●政府に刑罰執行権が委任される

2 メソポタミア
○当時の戦闘はどのようなものだつたのか0

3 帝国の統治者

○交易はどのように行われていたのか0

○敵討ちに起こつた2つの変化とは何か0

○ハムラビ王が帝国を統一することは本当に難

しかつたのかO それをまなぜか○ ■(●裁判制度が未発達) など

4
ハムラビの相 ○ハムラビ法鞄の原理である応報思想とはどの 被疑者の罪は, 事件の背景, 動機を考慮せず, 紘

過去の法原理確認
【
■■
段

為 芭
葉 ■蔓

支
え
る

談者 ようなものか○ 律に対して忠実に刑罰を下すベき, とした考え方○

5 法典
○ (法典を見て) なぜこれらの法律は記載され 【主張を支える理論】

法制度の詳細から,

ていると思うか○ 政府 (王) は国の秩序を安定させ, スムースな交

易を促進するため, また第3 者の法の混用を防ぐ

の
追
求

6

私は帝国に真 ○ (法典を見て) ハムラビ法典はどういつた内

理と公正をも 容構成になつているか○なぜ長い序章や呪文が ため, 強い政府 (王) の権威の下, 法を備聾し, ｣
過
程たらす あるのか0 忠実に従わせる必要がある0人権は政府の権利 (王

権) の下にある○

為政者の考え方を分

析
7

バビロニアの

法律

○ (法典を見て) ハムラビ法典と合衆国意法の

違う点について論じ それはなぜか考えよ○

8
石碑にまつわ

る秘密

○ (法典を見て) 当時の生活がどのくらい法典

から分かるのかO

9 帝国の判決

○放蕩息子を親が殴つた場合と, 虐待する親を 現代合衆国法制度は, 刑罰は被疑者の事件に至る

現在の法原理確認

過 ¶

去 段
の 階

房

息子カ喝とつた場合, ｢殴つた｣ 点で同じである○ 背景や動機を裁判官が考慮に入れ, 裁判官の判断

1./＼ムラビ法典ではどのような判決が下されるの机

2●現在の合衆国法制度ではどのような判決が下され

るのか○

で下㌻ベきとした考え方をとる0 (過去の法原理との

違いを確認)

○なぜ現在の合衆国法制度は, 事件の背後にあ 【社会状況】 《過去の法原理反対

る背景や動機を考慮に入れて判決するのか (ど ●近代的裁判制度成立 派 (現在の法原理支

ういつた社会状況の変化からか○どういつた理 ●人権意識芽生える ●王権の横暴 など 描耐》 法 】
彊 搾

届からか)0 【主張を支える理論】 法制度の詳細などか

政府の横暴を裁くため, 政府以外が法を管唾する

必要がある○また被疑者の人権をも保護するため

には, 被疑者の犯罪に至る経緯や動機を裁判官が

ら, 過去の法原理に

反対する側 (現代の

法原理を支持側) の

に 法
蔑 蓮

■ と
反 の

考慮する必要がある0 近代的裁判所は, 科学的に

公平を保革してくれよう○

理論●根拠になる事

実を分析

芋 窪

る 点
理 を
論 明○数年前アリゾナ州では ｢恐喝をはたらいた者 【社会状況】

《過去の法原理支持

派か

法制度の詳細などか

ら, 過去の法原理に

賛成する側の理論●

根拠になる事実を分

析

は必ず懲役5年｣という内容の法律が通過した0 ●犯罪の増加 (再犯が多い) など を 確
分 に
析 ㌧なぜこのような法律が近年作られたのか○ 【主張を支える理論】■

被疑者の人権を重視しすぎて, 加害者の人権が無

祝され 再犯の増加に繋がつている○近代的裁判

所も, 公平な裁下すことは難しい0 市民の代表た

る議員が決めた法律に忠実にのつとつた裁きが必

要である○

法
原
理
と
の
比
較

堤

｣
○馬鹿にされたことに腹を立て, 発砲した運転 【過去の法原理支持側の価値】

【ーV段階】過去 ■現代の法

原理の利点 ■欠点を評価 し

価値分析, 優劣の判断

手がアリゾナ州で逮捕された0 彼は確かに…恐喝 刑罰とは被害者の損失を補うことであるから, 加 過

を働いたことになる○彼は法律通りの刑罰に処 害者の動機 ●背景は関係ない○(罪= 結果安住) 程

すべきなのだろうか0 裁判官 ー裁判制度をま信用できない○

○あなたは事件の背後にある動機は, 人を裁く 裁判官の甘い判決が犯罪増加を起こしている8

要素として重要であると思うか0 どういつた利 【現代の法原理支持倶rjの価値】

点があるからそう思うか○またはそう思わない 刑罰とは加害者の過央の責任をとらせることだか

か0 ら,加害者の動機●背景を考慮すべき0 (罪= 過失)

裁半帽｢●裁判制度は信用できる○

厳罰が犯罪を減らすことはない○

【導き出される探求課題】

●誰が判断するのが望ましいのか○

●主観論が犯罪増加の原因か○

ー｢罪｣ とは何かO ｢刑罰｣ とは何か0 (など)

○問題を起こした子ども達に, どのような対応

をするベきだと考えるか0

(croddy, M., et alv Of Codes and伽wns, Constitutional Rights Foundation, 1983 pp.29-83より著者作成)



を学習者に分析させる｡この分析の際に学習者は小単元1-3で明らかになった

事実を踏まえ,王の正当化の理論を読み取ることになる｡そして最終的に王の｢い

つ分裂するかわからない社会において,第三者が各自ばらばらに刑罰を裁くこと

は,自らの地位を脅かし混乱の原因となるため,第三者の主観が入らない客観論

を王の権威の下採用し,これを保障した｣という理由付け(正当化理論)を導き

出すことになる｡このように『法と王冠』は,小単元1から小単元3までで応報

思想(客観論)が生まれてくる社会的背景を確認し,その後小単元4-8では,

学習者に応報思想(客観論)の内容と,これを法原理にすると決断した王の理由

付け(正当化理論)を明らかにさせているのである｡つまり,学習者は,小単元

1から小単元8までを通して法原理の分析を行うことになるのであるが,同時に

法原理の分析手法として, (丑法原理の内容の確認, ②法原理発生の歴史的背景の

確認, ③法原理が正当化されるための理由付け(正当化理論)の確認,という3

段階の手法を学ぶことになる｡

小単元9前半では,小単元8までで学習した,①-③の3段階の手法を使って,

客観論にとって変わった現代合衆国の法原理(罪刑法定主義主観論38>　以下｢主

観論｣と略す)の内容｢加害者の動機や生活環境を考慮して裁判官が判決を下す｣

が確認され,そしてこの法原理が発生した歴史的背景｢近代的裁判制度の成立な

ど｣および,為政者の｢主観論｣の理由付け(正当化理論)を明らかにする｡小

単元9中盤では,同様の手順で,現代の法原理に疑問を持ち客観論を支持する人々

(アリゾナ州法の支持者)が出てきた歴史的背景｢再犯者の増加｣,および彼らの

主張の根拠となる理由付け(正当化理論)を明らかにする｡

小単元9後半では,運転手の発砲事件を客観論に基づいたアリゾナ州の法律通

り裁くべきか,といった内容の討論が設定されている｡ここでは,客観論･主観

論それぞれに基づいた裁判結果を予測し,これにより,どちらの法原理が望まし

いのかを議論することになる｡その際,両者が何を利点と考えて支持し,何を欠

点と考えて相手を批判しているのかを考えるように求めている｡この課題は子ど

もに,それぞれの法原理の考え方やその正当化の背後に潜む価値観(思念)を明

らかするフィルターの役割を担う｡最後に子どもたちは,どちらの法原理が現代

社会に望ましいのか判断を下す｡

以上小単元9は,現代法原理である主観論が客観論にとって代わった要因と,
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さらにこれが現代社会において幾つかの問題を起こし,疑問符が打たれている現

状を解明することで,両法原理を｢比較･吟味｣するとまとめられる｡

ここまでのことから,本単元は大きく次の4段構成になっていると言える｡『法

と王冠』では,比較の対象となる法原理それぞれが, 〔Ⅰ段階〕どのような中身な

のか, 〔Ⅱ段階〕どのような歴史的背景から, 〔Ⅲ段階〕為政者はどのような理論

を持って正当化したのか,そして〔Ⅳ段階〕なぜそれらが支持されているのか,

支持する人々(為政者を含む)の背後にはどのような価値観や意図(思念)があ

るのか,それぞれを確認し,これらを踏まえて学習者自身の意思決定を行うので

ある｡

表6-7　『法と王冠』の授業で習得される法原理の分析手法

○ ｢過去の法原理発 Ⅰ段階 :過去の法原理発生要因となつた歴史的事実を確認する

生要因の追求｣ 過

程

【小単元 1～ 3 】

Ⅱ段階 :過去の法原理を正当化する為政者の理論を確認する

【小単元4 ～8 】

○ ｢現代の法原理と Ⅲ段階 ‥現代法原理との相違点 (背景となる事実 ●正当化するため

比較 ●吟味｣ 過程 の為政者の理論) を明確にする 【小単元9 前半】

Ⅳ段階 :過去 ●現代法の原理それぞれの法原理を支持する上での判

断基準 (価値観 (思念)) を発見し, これを踏まえて, どち

らの法原理が望ましいのか, 判断する 【小単元9 後半】

(筆者作成)

『法と王冠』は,各単元で, ｢法治主義｣ ｢罪刑法定主義｣ ｢司法権の独立｣ ｢司

権の市民参加｣などの法原理をテーマとして取り上げ,その発生当初の形と,

い歴史の過程で変形した現在活用されている法原理の形とを比較することで,

在の法原理を対象化して捉え,そのあり方を批判的に吟味･検討できるように

っていた｡また,法原理を分析するにあたり,法原理の発生した社会的背景と,

の時の為政者の理由付け(正当化理論),さらにその背後にある法原理を支持す

る者たちの意図･価値観 (思念)を解明していた｡このような授業構成がとられ

るのは,クラッディが,主張(法原理)は,個人が持つ大前提となる価値観(忠

念)によって事実が整序され形成された理論によって理由付けされ,正当性が保

降されていると捉えさせ,主張をこうした構成要素から分析･評価させようとし

ているからである｡これにより学習者は現代の法原理を,環境に影響され必然的
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発生したのだと決定論的に捉えるのではなく,これまでの法原理の形式では事

打開不可能な場面において,その解決策として為政者が自らの価値観(思念)

基づいて作成し,逆に療境に働きかけた結果生まれた,人工的構築物と捉える

とが可能になる｡

本節の目頭で触れたクラッディの説明を見る限り, 『法と王冠』が学習者に民主

義の成立していない時代の法原理と現在のアメリカ民主主義を支える合衆国憲

の法原理とを比較させ,これをもとに合衆国憲法の法原理を批判的に吟味･考

させることの目的は,合衆国憲法の法原理の優秀性を理解させることにあった

言ってもよい｡しかし,クラッディはそれを法原理に対するオープンな議論を

して行おうとしたため,時と場合によっては,本当に昔の法原理の方が良いと

習者が判断する可能性が保障されることになった｡この点でクラッディの開発

た『法と王冠』は,比較により合衆国の法規範的価値を批判的に吟味すること

保障した教材としての評価ができよう｡つまり『法と王冠』は,法を批判的に

味し検討し,独自の見解を持つことが出来る,まさに｢個としての市民｣の育

を可能にするのである｡

2)法規範分析手法の獲得と批判的な法規範的価値形成

前節で明らかになったように, 『法と王冠』において,法原理発生要因の分析手

は①法原理の内容の確認, ②法原理発生の歴史的背景の確認, ③法原理が正当

されるための理由付け(正当化理論)の確認,という①-③の手法を取ってい

｡また小単元9後半の討論においては,それぞれの法原理の背後にある価値を

確にすることを要求していた｡ここから,法原理発生を次の4項目から捉えて

ると言える｡

:法原理･主張((訓こ当たる)

例-裁判官が加害者の環境や動機などから増刑･減刑する行為は禁止すべ

き(客観論)

:事実･証拠(②に当たる)

例-帝国内部の都市国家の対立
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:理論･推論(③に当たる)

例-第三者が法を乱用することを防がないと,帝国の秩序は守れない

:価値･偏見(メタ認知)

例-裁判官･裁判制度への不信

このような項目から構成されるのはクラッディが,主張(法原理)は,個人が

つ大前提となる価値によって事実が整序され形成された理論によって理由付け

れ,正当性が保障されていると捉えさせ,主張をこうした構成要素から分析･

価させようとしているからである｡これにより子どもは現代の法原理を,環境

影響され必然的に発生したのだと決定論的に捉えるのではなく,これまでの法

理では事態打開不可能な場面において,その解決策として為政者が自らの価値

基づいて作成し,逆に環境に働きかけた結果生まれた,人工的構築物と捉える

とが可能になる｡

このような考え方は,トウールミンの｢議論｣論などに見ることが出来る｡こ

したトウールミン図式をもって,単元｢ハムラビの宝｣の学習内容の構造を分

したものが,次真の図6-3である.ここから,単元全体が罪刑法定主義にお

る主観論と客観論の論争過程を歴史的に追っている構造が浮き彫りとなる｡こ

から本単元は,過去の法原理の賛成側･反対側両者が長いタイムスパンで理由

けを変化させてきた過程を追う,対論構造で作られていることがわかる｡

こうした単元の構造は,法原理に関して歴史的に議論されてきた過程を学習す

ことで,この論争ではどのような観点が出され,どのような観点が未だに検討

足かを子どもたちなりに考えることができ,より深い議論ができる利点がある｡

まり『法と王冠』は,現代法原理が構築されてきたプロセスの中に何らかの間

点がなかったのか検討することを試みているのである｡

両法原理の対立は,合衆国法制度が主観論を支持しているため,合衆国におい

大きな議論を起こすには至っていないが,法曹界においては,成文法が生まれ

以来の永続的論争問題である｡そして単元は,最終段階で発砲事件を例に出し,

ちらの法原理によって裁くことが現代社会に望ましいかと発間することで,こ

永続的論争に子どもを参加させているのである｡

こうした単元の授業の展開により,学習者は,複数の他者(ハムラビ王や合衆
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憲法の作成者など)の価値の正当化の構造を分析する技法を獲得することがで

る｡また,明らかにしたその複数の他者の価値正当化の構造を踏まえて(括弧

れて),学習者が自らの法規範的価値を個人個人で構築するといった手続き的

識も獲得することができる｡

3: お,第2単元｢ハムラビの宝｣の展開は,過去における｢過去の法原理｣支

理論分析- ｢過去の法原理｣を批判した｢現代の法原理｣支持理論分析- ｢現

の法原理｣を批判した現代における｢過去の法原理｣支持理論分析,となって

り,過去の法原理が少し有利な状況が設定された形で,優劣を判定する討論が

われるよう設定されている｡この設定の意図としては,子どもは一般的に現在

法原理を正しいと考えてしまう傾向があるため,こうした考えを揺さぶる考

があったと思われる｡クラッディは,現代の法原理が無批判に教授されること

危機感を抱いており,現代の法原理を支持するにしても,反証に耐えうる納得

た理由付け-(理論)を持って活用できる子どもの育成を目指そうとした結果こ

した設定になったと推察される｡

.テーマ別構成･比較型法規範的価値学習の特質

『法と王冠』の開発者クラッディは,民主主義や民主主義体制を維持するため

法原理の内容や意義を教え込んだり,共感･理解させたりするのでは,それら

本質を掴むことができないと考え,それらの本質を理解するためには,現在の

衆国の考え方を,それとは異なる考え方と比較するなどして学習者の常識に揺

ぶりをかけ,学習者の目でもう一度反省的に吟味することで,心からそれらの

原理の重要性を発見させることが大切であると考えていた｡そして,この理念

実現するために, 『法と王冠』において,次のような内容編成･授業構成を採用

る｡

まず内容編成の点からみれば, 『法と王冠』の5つの単元は全てテーマとしてそ

ぞれ｢法治主義｣ ｢罪刑法定主義｣ ｢司法権の独立｣ ｢司法権の市民参加｣ ｢抵抗

｣という法原理を取り上げている｡そして各単元は,法原理の発生から今日に

るまでの質的変遷の過程を概観するような構成となり,前半部では主に法原理

生の背景,要因を探る点に力点が置かれ,後半部では,法原理の発生当初の形
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と現在の形式を比較して,どちらが優れているのかを考えさせる点に力点が置

1れるという2段階の構造が組まれている｡また授業構成の点からみると,単元

前半部では,法原理の発生要因の分析として,まず社会的背景を探る活動が組

れ,その後当時の為政者がその法原理を設定した理由付け(正当化理論)を,

時の文章資料などから探る活動が組まれている｡そして後半では,長い歴史の

程で変形した現在の法原理の形式と,発生当初の法原理の形式とを比較･評価

ることで,両者の背後にある意図や価値観(思念)の違いを発見し,それを踏

えて優劣を学習者が判断する活動が組まれている｡

つまり, 『法と王冠』は,内容は合衆国憲法を支える法原理といったテーマ別に

成され,授業はその法原理のあり方について,時空を超えて異なる人々の見解

比較･考察することで進められる構造となっていたとまとめることができる｡

うした内容編成･授業構成の特質から,クラッディが『法と王冠』を通して試

たような法規範的価値学習を,他の法規範的価値学習と区別する上での本研究

は便宜上｢テーマ別構成･比較型法規範的価値学習｣と定義する｡

なお,この『法と王冠』からは,他の社会的価値を取り扱った価値学習の｢テ

マ別･比較型｣や,同じ法規範的価値を取り扱った他の型の価値学習には見ら

ない,テーマ別構成･比較型法規範的価値学習固有の特質を見ることができる｡

れは次の2点である｡

第一に, 『法と王冠』において法原理を比較する活動の目的は,対立する法原理

背後にある価値観(思念)の対立を発見することだけでなく,その対立した価

観(思念)を踏まえて学習者間で討論することで,学習者個人の法規範的価値

が形成できるように挑んでいる点である｡つまり,学校現場が学習者の法原理

関する法規範的価値観の形成を直接試みているのである｡これは,同じ｢テ一

別構成･比較型｣をとった宗教的価値学習(『比較宗教』)に見られる授業構成

どとは大きく違うところである｡

第二に, 『法と王冠』は,学習者に議論を求めてはいるが,教室内で何らかの意

の統一をするところまでは求めておらず,またそのために必要とされるような

続き的知識の提供もしていない点である｡これは,同じように法規範的価値を

り扱った第4節の問題別構成･議論型法規範的価値学習(ハーバード社会科)

授業構成とは大きく異なる特質である｡
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これらテーマ別構成･比較型法規範的価値学習に見られる二つの特質について,

汀えば, 『法と王冠』を作成したクラッディは特に何の言及もしていない.しかし

のような特質がテーマ別構成･比較型法規範的価値学習に見られる理由として

,テーマ別構成･比較型法規範的価値学習の開発者が,法規範的価値は,宗教

価値などとは異なり,動的で社会的レベルでの直接議論を常に求められる性質

社会本位的で現代適応性･革新性重視)であると判断したことにあると言えよ

｡ただし,テーマ別構成･比較型法規範的価値学習において,学習者間の合意

成までを学校現場に担わせるような発間や活動が組まれない理由には,テーマ

()構成･比較型法規範的価値学習が,問題別構成･議論型の法規範的価値学習(例

ば第4節で取り扱うハーバード社会科)のように実際の社会的な論争問題を取

扱っているのではなく,開発者側が現在の自国(アメリカ合衆国)の法規範的

値とは異なる法規範的価値を,自国(合衆国)とは異なる社会や世界から持ち

してきて,ある種"人工的に"学習者間に議論を生み出しているために実際社

ではその議論の急速な解決が特に望まれていないことにあると考えられる｡こ

ように,テーマ別構成･比較型法規範的価値学習の特質から,法規範的価値が

質的に持つ性質を開発者が意識したことを伺うことができる｡

4節　問題別構成･議論型法規範的価値学習:ハーバード大学『公的論争問題

シリーズ』の場合

.オリバーの市民的資質観

民法やその他法律の内容や,司法判断,司法の解釈などを学習者の目でもう一

反省的に吟味し,その再構築を図ることで,問題の認識能力や,法規範的価値

構築する上での議論のテクニックやその進め方,判断の規準,そして創造力と

った,より実践的な技能や,法規範的価値の議論に積極的に参加して自らの考

を述べることができる態度を育成しようとしたもう一つの教材･プロジェクト

事例として,ハーバード大学教授オリバー,そしてその院生であったシェ-バ

(JamesP. Shaver,のちユタ州立大学教授)とニューマン(FredM. Newmann,
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ちウィスコンシン･マディソン大学教授)らが開発したハーバード社会科があ

39)｡これは社会科歴史用の教材として設定されている｡

オリバーは,科学主義社会科全盛期の1960年代に,それとは逆行する,価値

積極的に社会科に取り組む従来のデューイらのグループに近い立場からの教材

発研究に従事した｡

オリバーは民主主義社会を, ｢個人や集団が自らの基準や分別,言い換えれば,

間の尊厳についての定義を開発する際に,幅広い裁量権が認められる｣ 40)社会

定義した｡そしてオリバーが社会科で目標としたのは,そうした幅広い裁量権

持ち,民主主義社会の実現を担っていく市民に求められる態度や技能,知識の

成,いわゆる｢市民的資質｣を育成することであった｡これを具体化すれば,

リバーは次の3つの市民像をもって,その育成を目指したとまとめることがで

る｡

第一点目は,地域･国･世界の政治活動や政治議論への参加を主体的かつ積極

にできる市民,いわゆる｢社会参加できる市民｣の育成である｡オリバーはこ

目的を達成するために,これまでアメリカ社会科が避けてきた,労働･就業間

や核管理問題,宗教問題などに着目し41>　このうち,特に公的判断が求められ

,ないし,公的判断がなされ何らかの政策や法律(法規範的価値)が生み出さ

た論争問題を取り扱うことにした(オリバーはこれを｢公的論争問題｣と呼ん

)｡そして学習者に,これらの公的論争問題への興味･関心を高めてもらい,積

的にこうした議論に参加できる態度の育成や,知識の提供を図ろうと考えたの

ある｡オリバーは,個人主義が進むアメリカ社会を嘆き, ｢責任ある個人｣ ｢コ

ユニティの一員｣としての市民を意識させることに研究の重点を置いていたこ

は,小田泰司の研究で明らかになっている42)｡そのコミュニティとしての市民

形成するために,オリバーは,コミュニティの問題である公的論争問題を取り

げ,教室で将来同じコミュニティを形成する一員となるであろう仲間たちと議

することで,意識面でも技術面でも,コミュニティに参加するための準備を学

者にさせようとしたのである｡

第二点目は,社会の様々な制度や法律などの法規範的価値を批判することがで

る市民,いわゆる｢社会批判できる市民｣の育成である｡オリバーは人間社会

i,人間が作成した法や慣習といった｢ルール｣を通して歴史的に形成されると

235



た,後に社会構築主義と呼ばれるような世界観を持っていたと考えられる｡こ

したルールは,民主主義を国是とするアメリカ合衆国の場合,本来は自由や民

主義を促進することが目的で作られるものであるが,時としてそれを制限する

めにも必要とされることもある｡その制限が正当だったのか,現在においても

当なものなのか,その判断は民主社会では常に社会の構成員たる市民に任され

｡もし正当ではないと判断されるなら,本来ルールは人間が作ったものであり,

民の話し合いを通して,改変可能であり,又それが求められるものである｡オ

バーは次のように言う43)｡

市民は,常にある特定状況での公的行為によってなされた自由の制限が,正当

なものであるかを知るために,一般的な道徳原理や法原理に基づいて,判事の

ように解釈し,それに基づいて行動しなければならない｡｣

リバーは,こうした教育観に基づいて,学習者に,各種の制度や法,重要判例

来歴･起源に立ち戻り,そこでの論争を見ることで,どのような価値観や意図

思念)をもって現在まで続くその政治制度や法,判決が生まれたのか,他にど

ような選択肢がありえたのかを考えるように仕向けさせた｡そのため,オリバ

が取り上げる公的論争問題は,現在の問題ばかりではなく,合衆国が建国され

以前から取り扱うことになった｡ハーバード社会科が歴史用教材として設定さ

る理由がここにある｡オリバーは,歴史事実そのものの学習を決して軽視した

けではないが44)その学習だけでは何の意味もないと考えていた｡そして,覗

社会を規定する法や判例,慣習を反省･批判するために,歴史を手段として,

具として活用するという｢歴史手段型歴史学習論｣ ｢道具主義歴史学習論｣を展

目したのである45)｡

第三点目は,他者の見解(問題への独自の事実認識(解釈)と価値観)を受け

れるばかりでなく,時にはこれを吟味して取り入れたり,自らの見解を常に反

するのに利用したりしながら,さらには直接自らが証拠などを収集するなどし

て,独自の見解(問題への独自の事実認識(解釈)と価値観･価値基準)を構築

し,これに基づいての論争問題に対して独自の意見を主張できる市民,いわゆる

｢知的判断ができる市民｣の育成である46>　オリバーは大学や研究室の論争問題
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下した事実認識(解釈)や解決策をそのまま教えることを批判する｡もちろん,

リバーは,大学や研究所の事実認識(解釈)や解決策を,虚構であるとして無

昆をするところまでは考えてはいないが,これらは学習者独自の見解を育ててい

ために参考として活用する程度の位置づけにしている47)｡こうした学術成果の

置づけは,オリバーがこうした大学や研究所の学術成果を,真実に限りなく近

)仮説,客観的な見方として見なすのではなく,あくまでも,数多くある有力説

一つと考えていたことの現われと見ることができる｡オリバーはさらに,こう

た学習者独自の見解を育てていくために,教室における教師の役割や位置づけ

見直し,教師は正解を教える(教師自身が正解だと考えている事実認識(解釈)

価値観,解決策などを押し付ける)存在とすることを否定した48)｡そしてオリ

‡-は教師を, "議論への案内役""火付け役",さらに学習者の議論のまとめ役と

置づけた49)｡オリバーは,教師が学習者に投げかける発間で議論をする場合と,

習者間で議論する時に学習者間で投げかけ合う発間に基づいて議論する場合と

それぞれ区別し,前者を｢問答法(RecitationMethod)｣と呼び,後者を｢対

紘(Socratic Method)｣と呼んだ50)｡そして, ｢問答法｣は教師が学習者に事

に関する事実や,その解決のあり方,価値選択などを問う発間-を投げかけるこ

で,学習者間に葛藤を生み出し,議論を生じさせることを目的とし, ｢対話法｣

ま,その葛藤が起きた学習者同士が議論を通して相手の事実認識や価値観に揺さ

りをかける発間を投げかけることで,相手の学習者の心理内部に葛藤を生じさ

ることを目的とした51)｡つまり,教師は,学習者に｢対話法｣による議論を生

させるために発間をし,学習者間に｢葛藤(認知的不協和)｣を生み出すことを

-の任務としているのである｡そしてその葛藤を,議論をもって解消するのは,

師が｢正解(と教師が考えている解釈や価値観,解決策など)｣を提供すること

ではなく,あくまで学習者自身の手によるものとしたのである｡このようにオ

リバーが,教師の役割や位置づけを変化させたのは,教師が自らの見解を学習者

である子どもたちに押し付けることを避けるためである｡教師も学習者である生

徒も,専門家にも分からない,論争になっている難問に挑み,議論することを通

して,互いの見解をぶつけ合い,また新たな独自の見解の再構築を図る｡こうし

たオリバーの考え方は,今日では,いわゆる現象学とか,認知構成主義とよばれ

ている考え方に近いものである｡
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この3つの市民像の育成を目指して,オリバーが1950年代後半から70年代初

享にかけて開発したのが『公的論争問題シリーズ』,通称｢ハーバード社会科

(HarvardSocialStudies)｣である52)｡ハーバード社会科はハーバード大学や,

アメリカ合衆国教育局(United States Office of Education: USOE),マサチュ

ッツ州の中学校や高等学校の協力の下で1950年代の後半にその開発が始まり,

960年代にその理念,教育内容,学習方法,評価をまとめた理論書が相次いで出

され, 1968年から1971年にかけて,順次教科書が出版されるに至った｡次項

は,ハーバード社会科の内容構成の構造について見てみよう｡

2.内容編成

(1)問題一主題アプローチの場合一法規範的価値のテーマ別配置･成立過程順

配列-

ハーバード社会科は,全部で30の単元から成る｡下の表6-8は,ハーバー

ド社会科の全体計画である｡このうち,単元『政策の立案』は,他の単元とは達

った性質を持っている｡というのも,単元『政策の立案』は,議論の手順や議論

するための手法,議論の必要性などを教える内容が組まれており, ｢導入単元｣と

しての役割を担っているのである53)｡オリバーはそれ以外の29個の単元を, ｢間

一主題アプローチ｣と｢歴史的危機アプローチ｣の2つに分けている54)｡

表6-8　ハーバード社会科の全体計画

《導入単元》

『政策の立案:公的論争問題に対する明確な討論へのガイド』

《一般単元》

『アメリカ独立革命:法の危機と変化』

『鉄道の時代:企業競争と公共の利益』

『宗教の自由:少数派の信仰と多数派の統治』

『労働組合の高まり:労働者の安全と雇用者の権利』

『移民の経験:文化の多様性と｢るつぼ｣』

『黒人から見たアメリカ:抑圧の遺産』

『都市政策:利益団体と政府』
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『ニューディール:自由企業と公共の計画』

『容疑者の権利:刑事訴訟の手続きと公共の安全』

『法廷:法律上の議論の筋道と民事訴訟の手続き』

『共同体の変化:紘,政策,社会的態度』

『植民地ケニア:紛争の中で文化』

(※　のち『植民地アフリカ:ケニアの経験』に改題)

『共産中国:共産体制の進歩と個人の自由』

『ナチス･ドイツ:社会的強制力と個人の責任』

『20世紀のロシア:革命の執行者』

『南北戦争:連邦制の危機』

『人種と教育:人種の統合と共同体の制御』

『科学と公共政策:知識の利用と制御』

『地位:業績と社会的価値』

『革命と国際政治:国家独立の探究』

『戦争の制限:国策と世界の良心』

『国家間の組織:世界秩序の探究』

『外交と国際法:戦争の代替案』

『プライバシー:個人情報の統制』

『進歩主義の時代:豊かさ,貧困,改革』

『人口の統制:誰の生存権か?』

『ジャクソニアン･デモクラシー:アメリカ的生活における一般市民』

『道徳的理由付け:生活の価値』

『社会的活動:ジレンマと戦略』

(Oliver, D.W., and Newmann, F.M.,乃eAmerican Revolution,'Crisis ofLaw and

Change, Public Issues Series, American Education Publication, 1967.より筆者作成)

まず｢問題一主題アプローチ｣であるが,オリバーは｢特定のトピックに優先

を与え,それらに関する過去のいくつかの論争問題を扱い,その間題の現代的

定義を行うように努める｣ものと定義している55>　また別の箇所では｢生徒は

ただ一つの トピックや問題の過去の兆候から現状までの歴史を研究する｣とも定

している56)｡このことから分かるように, ｢問題一主題アプローチ｣は,一つ

トピック･テーマ(例えば,科学政策,労働問題,人種と教育など)に基づい

過去から現在までの論争事例を取り扱い,これを反省的に吟味するものである｡

いわゆる｢トピック史｣ ｢テーマ史｣である｡そして,これに属する単元は,取り

扱うトピック･テーマが概念的にタイトルに示されているという特質を持つ｡以

にこの｢問題し主題アプローチ｣に該当すると考えられる19の単元を挙げる.
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『地位』『都市政策』『人種 と教 育』『黒人か ら見 たアメ リカ』『宗教 の自由』『容

疑者 の権利』『法廷』『労働 組合の高ま り』『共同体 の変化 』『戦争 の制限』『科学

と公共政策』『国家間の組織』『外交 と国際法』『社会的活動』『革命 と国際政治』

『移民の経験』『プ ライバ シー』『人 口の統制』『道徳的理 由付 け』

オリバーは,この｢問題一主題アプローチ｣は大きく6つの大テーマ,問題領

域からなるとしている｡次真の表6-9の二重線部左側は,オリバーが示した6

つの問題嶺域である57)｡また,この6つの問題嶺域の下位に示された単元の主題

事例に即して, ｢問題一主題アプローチ｣に該当する18の単元を筆者が分類して

示したものが,表6-9の二重線部の右側である｡表6-9左側にあるように,

オリバーは問題嶺域として｢人種･民族の対立｣ ｢宗教とイデオロギーの対立｣ ｢個

人の安全保障｣ ｢経済集団間の対立｣ ｢健康･教育･幸福｣ ｢国家の安全｣のテーマ

を定めている｡また,オリバーは,この6つの問題嶺域の下位に, 6つの問題領

域にそれぞれ該当する単元の主題事例を示している｡問題街域｢人種･民族の対

立｣の場合,その下位に｢学校における人種差別｣ ｢非白人やマイノリティの市民

権｣ ｢移民政策｣などの単元がこの嶺域に含まれることを示している｡このオリバ

ーの説明から,単元『人種と教育』, 『黒人から見たアメリカ』『移民の経験』がこ

の間題額域に該当する単元であると考えることができる｡同様に,次の間題額域

｢宗教とイデオロギーの対立｣は,その下位に単元の主題事例として｢共産党の

権利｣ ｢宗教と公教育｣ ｢信仰と安全保障｣などが設定され,ここから単元『宗教

の自由』がこの間題額域に該当する単元であると考えることができる｡同様にし

て,問題額域｢個人の安全保障｣には単元『容疑者の権利』 『法廷』が,問題嶺域

｢経済集団間の対立｣には単元『労働組合の高まり』が,問題額域｢健康･教育･

幸福｣には単元『都市政策』 『共同体の変化』 『地位』が,問題嶺域｢国家の安全｣

には単元『戦争の制限』 『科学と公共政策』 『外交と国際法』 『革命と世界の政策』

『国家間の組織』がそれぞれ該当すると考えられる｡
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襲 6 ー 9 ハ ー バ ー ド社 会 科 ｢問 題 l 主 題 ア プ ロー チ ｣ のテ ー マ と薮 当教 材 ●カ リキ ュ ラム の構 造

問 題 嶺 域 価 値 の 葛 藤 単元の主題事例
該当する 『公的論争問題』

シリーズの単元
扱 う 問 題 P

人種的 ●民族的な葛
平等な保護

正当な手続き

人間の友愛

対

平和と秩序

財産と契約の権利

●学校における人種差別
『人種と教育 ;統合と共同体の 黒人の教育的差

【胃

の
請
間
塗

誇

フ
レ
I
ム
ワ ､
I
ク
の
括

a*
可

●非白人及びマイノリティの

市民権

●非白人及びマイノリティに

統制』 別問題

『黒人から見たアメt｣カ ;圧迫 黒人の社会的差

顔 個人のプライバシー

と交際

対する住宅供給

●非白人及びマイノリティに

対する雇用機会

●移民政策

の遺産』 別問題

『移民の経験 ;文化的多様性と

人種のるつーま8
移民問題

宗教的 ●思想的な葛

藤
言論と良心の自由 対

平等な保護

民主的機構の安全と

保障

●アメリカの共産党の権利

●宗教と公教育

●｢危険｣ ｢不道徳｣ 書籍の統

刺

●信仰と国家安全保障 ;良心

的兵役拒否者

●宗教上の財産に関する課税

『宗教の自由 ;少数派の信仰と

多数派のルー)山
宗教問題

個人の安全保障
自由の基準

正当な手続き
対

平和と秩序

共同体の福祉
●犯罪と過失

『容疑者の権利 ;刑事の手続き

と民衆の安全』

容疑者の人権間

題

『法廷 ;法の道理と市島の手続

き』
司法制度間題

経済集団間の対立

平等で公正な交渉

権と競争
対 財産権と契約の権利

●系矧 ヒされた労働者

●ビジネスの競合と独占 『労働組合の高まり;労働者の
労働問題

公共の福祉と共同

体の発展

●農産物の ｢生産過剰｣

●天然資源の保全

安全と雇用者の権利』
能

■健康 ●教育 ●福祉

平等な機会
対 財産権と契約の権利

●十分な医療保険制度

●十分な教育機会

『都市政策 ;利益集団と政府』
都市の福祉 ●教

育問題

『共同体の変化 ;法 ●政策 ●社 共同体の福祉 ●

人間の友愛 ●老人の保障

●仕事と収入の安定

会的態度』 教育問題

『地位 ;達成と社会的価値』

職業別の貸金 ●

地位の格差問題

ジェンダー問題

国家の安全保障

言論 ●良心 ●結社

の自由

正当な手続き

個人のプライバシ

対 民主制度の安全保革

●連邦への忠誠 ●安全保障の

問題

●外交政策

●軍縮と中立国家

●ヨ一口ツ′ての安定化

●発展途上国の問題

『戦争の制限 ;国策と世界の良

心』
国防問題 冒

外
蛋

紘
記

フ
レ
I
ム
ワ
I
ク
の
宿

ffi
不
可
能

『科学と公共政策 ;知識の活用

と管理』

『革命と世界の政策 ;国家独立

ヘの模索』

途上国の問題

(貧困と開発 ●

民族紛争 ●イデ

オロギーの対立

など)

『外交と国際法 ;戦争への選択

肢』

国連と世界基準

の創造『国家間の組織 ;世界秩序の模

索』

(O liv er,D .W .,an d N ew m a叫 E M .,勉 chin g P u blic Iss ues血 th e H igh S ch ool,U tah S tates U niversity P .柁as, 197 1,p p .142 -14 3

と,ハーバード社会科『公的論争問題』シリーズの各単元を照らし合わせて筆者作成｡ ※は本来憾史危機アプローチ｣で扱われる

教材だが, ｢問題･主題アプローチ｣にも応用できるように編成されている｡ )



次に, ｢問題一主題アプローチ｣の単元内の構造(単元構成)を見てみよう｡こ

こではそれを具体的に見ていくために, ｢問題一主題アプローチ｣の一つである単

元『人種と教育』を取り上げる58)｡表6-10は,単元『人種と教育』の｢単元

の計画｣及び｢取り扱う事例｣,そこでの｢中心的問題(政策的問題)の内容｣ ｢公

的判断｣を示したものである｡

単元『人種と教育』は7つの小単元から成る｡小単元1 ｢イントロダクション:

学校と教育｣と小単元2 ｢再構成｣では,黒人教育の歴史を概観する内容となっ

ている｡小単元1では,学習者は,リンカンが奴隷解放令を出した後も約70年

間以上多くの州では黒人と白人を分離して教えることを要求してきたこと,そし

て, 1954年のブラウン裁判での連邦最高裁の判決以来隔離教育は違憲と判断され

たが,そのことが新たなる論争や対立の引き金となったことを学習する｡つまり,

小単元1では,奴隷解放令以降の"人種と教育''に関する社会の動き,潮流を大

まかに掴むための知識を習得することになる｡小単元2では,隔離教育は違憲で

はないかといった意識を持った人が19世紀にも存在していたが,なかなか多く

の人(特に南部の人々)にそうした考えが理解されなかったことを学習する｡つ

まり,論争の火種はすでに19世紀にはあったことを学習者は理解することにな

る｡小単元3 ｢法の壁｣では,隔離教育が制度化される過程を見ることになる｡

具体的には,プレッシー裁判(1896年)が取り上げられている｡この裁判の判決

｢隔離すれど平等｣が人種隔離を正当化する動きに拍車をかけたことを学習者は

学ぶことになる｡そして,人種隔離は黒人を劣ったものであるとレッテル付けす

る行為であるかどうか,その判断を学習者に迫る活動が組まれている｡この小単

元3から学習者は"議論する"活動に従事することになる｡小単元4では,この

人種隔離制度の解体過程を見ることになる｡具体的には,｢マトレイ対教育委員会｣

裁判(1938年), ｢ハーマン対教育委員会｣裁判(1950年),ブラウン裁判(1954

午)が取り上げられる｡この小単元4では,学習者はただ裁判の背景やその論争

の過程,判決を概観するだけでなく,その判決を批判的に吟味するように仕向け

られる｡小単元5 ｢学校統合の実践｣から小単元7 ｢共同体制御｣までは,人種

と教育に関する今日(1960年代後半当時)まで残された課題,現在進行形で議論

されている論題を取り上げて,その議論に挑む活動が組まれている｡ここでは具

体的に,リトルロック暴動事件(1957年),ハートフォード･プロジェクト論争
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表6 -10　『公的論争問題シリーズ』単元『人種と教育』の単元構成

棉

成 ､

表 計画 (働 ■ 取 り 扱 う 事 例 事例か ら導き出される

中心的問題

問題解決に向けた公的判断

(政府の政策一裁半伴り決など) ■事 例 名 事 例 の 内 容

磨
小単元1

イントロダクション

:学校と社会

(黒人教育の歴史の概略を確許する)

●70 年以上の間､ 多くの州法は､ 白人と黒人を分離して教えることを要求した○

義 1954年､分離を勧める肋ミ最高裁で否定されたが､最高裁の決定をどのように実行してい くのか といつた問題において､ 政府は新たな対立に直面 した○

小単元 2 (北部の教師は南部の人間に嫌われた○隔離教育は修正 14 条 に違反しないと 19 世紀では

再構成 考 えられていた)

寄

の
茎

/ x*

■1 :プレツシー裁

プレツシー

プレツシーは､ 見 た目は白人だが､ 8 分の 1ほ ど黒 人の血が

○人種隔離は､ 黒 人を劣 つ

たものであるとレッテル

付けをする行為か○

○合衆国をま､ 人種間の対立を起こ

刺 混 じつているC彼を捌 亨原因で 白人用客 車に入れなかつた○ さないよ うにす ることが大 切で

対 彼は人相摘雛が､ 黒人が白人より劣ると焼印を押 狩 テ為だと ある○人欄爾離をまそれを避 ける手

フt
3

汰
の
壁 ■

ファガーソン

(18 96

して掛 Uを起 こした○ 段である○それをま決して黒人が自

人 より劣 ることを示 してはいな

い○(分離御 願 rD

2 = ジム ■ク口ウ

の成 長

(プレツシー弁 別の判決によつて､ ジム ●クロウ法が各州で

盛んに作 られる)

規

刺

の

解

体

過

V*

フt
4

1 ‥大学の困難 マー レイ メリ｣ ラン ドは分離教育政策をとつていながらも､ 黒人用の

○黒人学校の施設が明 らか

○黒人学校の施 設が 不十分 であ

対 ロー スクールが存在 しないO マー レイをま施設が不十分である る場合､ 白人用学校ヘの黒人の入

教育委員会

(1938

ことを理由に白人用 ロースクールの入学を訴えた○ に不 十分 で ある場合 で

も､ 黒 人の白人用学校ヘ

の入学手ま認め られないの

学 を認める○

0

ハーマン ハーマンはテキサスの黒 人用 ロースクールの施設が不十分で

垂 対
教育委員会
(1950)

あることを理由に､白人用ロースクールの入学を希望する○ か○

2 = 隔離 は 平等
ブラウン

ブラウンをも 黒人学校の教員耶 嚇 ㌻｢分 であることを承知
○社会的 ●JL嘩 的障害を与

○ 修正 14 条は､ 人間が本質的に

苛 か ? で､ 隔離教育が黒人の子 どもにとつて社会的 ●心理 的障害を 違 う場合 は､ その分類を認める

程
対

教育委員会

(1954

与えることを理由に隔離教育 を違憲と訴えた○
えてまでも, 隔離 教育は

なされ るベきか0
が､ 人種 は人間の本質的な違いと

はならない○故 に隔離教育は達意

である○ 純 詠瑚 韻rD

残

塞

フt:
5

*

∩の
実
践

1 ‥リトル ロック

リ トルロックの事

リトルロックで進め られる教育統合政策に対し､ 知事 は急に

○暴動発生の危険を侵 して

○ どのような事があつても､学校

の暴動 進めれは慧 動カ写起 こるとして実施の延期を求めた○しか し連 ■統 合は成 し遂げ られな くて はな

邦表鮮lJ所与弱節 するように命じた○学校には白人が集まり､ までも､ 学校統合をする らない○ただし､ できるだけ大き

件 (1957 ) 一働 口発の状態 となつた8 ベきなのか○ な暴動が起きないよ うに最善の

注意を払 うため､軍隊を活用す る

などの準備をす ることができる○

2 :バランスを求

めて

(リトル ロックの事件は､ 学校だ らナごなく､ 共 同体の統合を

どうするかなど多 くの課題を浮き彫 りにした○)

3 ‥郊外ヘの長い
ハー トフォー ド●

プロジェク ト

黒人やプエル トリコ人が 大半を占めるハー トフォー ドゲット ○学 校を統合しようとした (公的な判断は まだな されてい

さ 通学 ーの子どもたちを､ 郊 外にある白人居住区の 8つの学校に振 ら､ 黒人は長時間通勤 を ない)

れ

た

(196 5)
り分けることになつた○子 どもたちをよ 市が提供するバスに 必要 とするが､ それでも

乗つて､ 長い通勤時間が要求される○ 統 合するベきか○

/ xi

フこ
6

1 :少数民族住居 コゾ- ル先生の勤 コゾール先生の勤めた学校の教師たちは､ 黒人たちに対 して

○ 黒人が これまで差別され

て きた ことの代償 とし

て､ 何 らかの特権を黒人

は獲得するベきか○

(公的な判断は まだな されて い

覗

付

的

地区の学校 めたゲ ットーの学

校 (1≦娼ナ1 箔)

偏見を持 つていた0 ない)

2 :高校 ;ス ト■

ンヒル高校での
ス トー ンヒル高校

の事 件 (1∈格8 )

学校統合政策で黒人と白人が一緒 に勉強するようになると､

ス トーンヒル高校のように､ 今度 は教師や学校の黒人の生徒

潔

題

叢 争い ヘの扱い方などヘの注文が増えてきた○

3 ‥大学 ;ウ工ズ ウエズ レヤン大学 ウエズ レヤ ン大学は､ 入学の際に黒 人を優遇する対策をとる

レヤ ンのマル コ の黒人優遇政策 など､ 黒人に寛容な政策 を採つてきた0 しか し黒人の生徒は

ム Xの日 (196 8) 大学にマル コムⅩ の日を作 るように要求し､ デモを した○

/ N*

フt
7

j土
n

I :ニューヨーク

オーシャンーヒ

ル ●ブラウンズ ビ

ルの事件 196 8)

マツコイをま黒人の教育を胡 邑人力号するベきであるとして､ 黒人
○黒人が拒否す るのに学校

統 創洩払要なのか0

○ どの程度まで教師は教え

子た ちと同じ階級､ 民族

であるベきか○

(公的な判断は まだな され てい

の実験 の多い地域の学校に勤める白人教師数名に移動を命じた○ 白

人教師 らはこれを拒否 してス トライキをした○マツコイは彼

らの要求を呑んだが､ 住民である黒 人の両親 らは学校に来た

ナウマ ンら白人教師 に対して不満を持ち､ 教師右剖司じ黒人で

あるべきだと主張 した0

ない)

2 :払たちはあな

たが ここにいる

ことを望 まない

(Oliver, D.W., & Newmann, F.M.,戯ce a打dEducation, Public Issues Series, Harvard Social Studies Project, AEP, 1969より筆者作成)



(1965年),ストーンヒル高校の事件(1968年),ウエズレヤン大学のアファ-

マテイブ･アクションに関する論争(1968年),ニューヨーク･オーシャン･ヒ

ル･ブラウンズピルでの論争(1968年)が取り上げられる｡

この『人種と教育』から, ｢問題一主題アプローチ｣に該当する単元の特質とし

て,次のような点を挙げることができる｡

第一の､特質としては,単元は全体として7つから9つの小単元から成るが(例

えば『人種と教育』の場合は表6-10にあるように7つの小単元からなる),必

ず導入部に,テーマに沿っての簡単なアメリカ史や現行の制度を学習するための

小単元が設定されていることである｡これは,オリバーがハーバード社会科を完

成させるにあたって,そのたたき台として1960年代初頭に開発した,いわゆる

｢コンコード社会科｣にも見られる特質であり,この研究をした小田泰司は,こ

うした導入小単元の設定の目的は,後の小単元で取り扱う問題状況を考察する上

で有効な知識を提供するためではないかと指摘している59)｡なお,単元『人種と

教育』の場合,小単元1 ｢イントロダクション:学校と社会｣,小単元2 ｢再構成｣

がこれに該当する｡

第二の特質としては,導入となる小単元以外の小単元(単元『人種と教育』の

場合,小単元　　7)では,単元のタイトルに示されている一つのテーマ(単元

『人種と教育』の場合は,テーマは｢人種と教育｣)に基づいた過去から現在まで

の論争事例を発生順に取り扱っているが,その多くは裁判事例や政府レベルでの

公的な判断が下され,暫定的な解決が見られた事例であることである｡特に裁判

事例とその判決が,ハーバード社会科の｢問題-主題アプローチ｣では多く取り

扱われているo　このことは,ハーバード社会科の｢問題一主題アプローチ｣に属

する各単元が,社会制度や法律といった法規範的価値の成立過程(制度化の過程)

を段階的に小単元として組織しており,個々の小単元の内容は,現行制度が成立

する過程でなされた論争と,その地点での解決過程を示していることを意味する｡

例えば,単元『人種と教育』の場合は,小単元3で｢人種隔離は黒人を劣ったも

のとレッテル付けをする行為か｣について争われ, ｢分離すれど平等｣といった判

決を下したプレッシー裁判が扱われている｡また,小単元4では｢黒人学校の施

設が明らかに不十分な場合でも,黒人の白人学校への編入は認められないのか｣

について争われ,黒人の白人学校への編入の例外規定を下したマレレイ裁判, ｢隔
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離教育は黒人の子どもたちに何らかの心理的･社会的影響を与えるのか｣につい

て争われ,隔離教育を違憲であると判断したブラウン裁判が取り扱われている｡

小単元5では, ｢暴動の危険を冒してでも学校統合を果たすべきか｣について論争

となり,連邦軍出動の下で学校統合が実行されたリトルロックの暴動や,その他,

隔離学校をなくしていく上で論争を呼んだ政府の政策を取り上げ,小単元6から

9は,現在の学校レベルでの人種統合に向けた試みとそこでの議論を取り上げて

いる｡このように,公的な判断が下され暫定的な解決がなされた論争事例をその

発生順に配列することの目的としては,溝口和宏がすでに先行研究で指摘してい

るように60) ｢制度化の批判(反省)｣,つまり,制度や判決といった法規範的価

値の発生起源の論争に注目し,それを現代の視点から見直させることで,各種利

度は人間が生み出したものであることを学習者に意識させ,さらに他のより妥当

と言える選択肢もあったのではないかと批判的に考察する機会を保障することに

あると考えられる｡

第三の特質として,過去の論争だけでなく,出来るだけ最近の論争をも教材と

して取り入れることに努力している点である｡例えば『人種と教育』は, 1969

年に完成しているが,ここでは,その小単元に,ストーンヒル高校の事件(1968

午),ウエズレヤン大学のアファーマテイブ･アクションに関する論争(1968年),

ニューヨーク･オーシャン･ヒル･ブラウンズビルでの論争(1968年)など,そ

の前年の出来事をすぐに取り入れて教材化している｡ここから,新鮮な話題を取

り入れることで,出来るだけ学習者の興味･関心を掻き立て,議論を白熱させよ

うとしているオリバーのこだわりを見ることができる｡

このように｢問題一主題アプローチ｣は,テーマを優先し,そのテーマに即し

た過去から現在に至るまでの論争問題事例を,特に公的な判断の下った事例や公

的な判断が下りそうになっている事例を中心に取り上げ,それを時系列に並べた｡

そしてその議論と公的判断(判例や政府の処置,政策など)を再検討することを

通して,これまでの公的判断を反省し,現代社会のあり方も問えるように構成さ

れていた｡オリバーが｢問題-主題アプローチ｣で試みたこのような内容編成の

原理(テーマ別の論争問題史,公的な判断の下った(ないし下りそうな)論争事

例の採用,年代史的配列など)は, 70年代以降の論争問題を取り上げた各種教材

の内容編成の原理として広く受け継がれることになった61>
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(2)歴史危機アプローチの場合一個別事件別配置･論争発生順の配列一

前述の｢問題一主題アプローチ｣とは異なり, ｢歴史危機アプローチ｣は,それ

までの民主主義体制が大きく変化するような大事件を取り扱い,そこにおける各

種論争を吟味する内容となる｡オリバーは｢歴史危機アプローチ｣については,

次のように説明する62)｡

｢内容を組織化するために, ｢歴史危機アプローチ｣は,特定の歴史状況をまず取

り上げ,続いてその当時の歴史状況内にある論争の複雑な相互関係を分析する

ように努める｡｣

また,別の箇所では次のような説明をしている63)｡

｢｢歴史危機アプローチ｣は,現代と類似している,または対象比較されうる歴史

的時代-それは現代を説明できるものである-を調べることから始まる｡調査

されるべき歴史的時代が確認されると,教師は,その歴史事象に含まれる多種

多様な問題に集中し,これを考察しなくてはならない｡例えは,アメリカ独立

戦争は多くの重要な議論に値する問題を含むが,それは次のような点に集約さ

れる｡すなわち, (丑社会階級の大変革, ②独立戦争の文言の中で具体的に示さ

れたイデオロギーの革命的変化, ③政治的･経済的問題解決の手段として暴力

に訴えることの合法性, ④新しい政治形態,である｡ニューディール政策も同

様に,危機的状況において,相互に関連性を持つ課題や論争問題を含んでいる｡

すなわち, (丑農業と工業の間の不均衡, ②農業における洪水と早魅の問題, ③

株式市場の暴落と大恐慌, ④企業の自由活動に対するイデオロギー的攻撃と政

治圧力団体の存在, ⑤産業労働組合の増加によって引き起こされた国内労働者

間の方針への不一致,などがある｡これらの論争問題全てが,現代の問題と類

似点を持つ｡｣

このオリバーの二つの説明から, ｢歴史危機アプローチ｣は,現代と類似してい

る,または対象比較可能な特定の歴史的事件を取り扱う,いわゆる｢事件史｣で

あると言える｡特定事件を取り扱うため,その取り扱われる時間範囲は｢問題-
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主題アプローチ｣に比べると限定されてくる｡また,これに属する単元は,タイ

トルが個別的事件名(アメリカ独立戦争やニューディールなど)や,その一定範

囲の時代の特質(進歩主義の時代など)を示すものとなる｡こうした観点から,

｢歴史危機アプローチ｣には,次の10個の単元が属すると考えられる｡

『アメリカ独立革命』『ジャクソニアン ●デモクラシー』『南北戦争』『進歩主義

の時代』『鉄道の時代』『ニューディール』『20 世紀のロシア』『ナチス ●ドイツ』

『共産中国』『植民地ケニア』

次に, ｢歴史危機アプローチ｣の単元内の事例の配列を見てみよう｡ここでは具

体的に見ていくために, ｢歴史危機アプローチ｣の一つである単元『アメリカ独立

革命』を取り上げる　64)｡表6-11は,単元『アメリカ独立革命』の｢単元の計

画｣及び｢中心的問題(政策的問題)の内容｣ ｢実際の発間や活動｣を示したもの

である｡単元『アメリカ独立革命』は,大きく4つのパートに分けることができ

る｡

最初のパート(パート1)は小単元1 ｢イントロダクション:若者の危機｣が

該当する｡ここでは,アメリカ独立革命の進行過程の概略が示されている｡学習

者は,ここで小単元2以降の独立革命の進行を把握するための基礎的な知識を習

得することになる｡また,公的論争問題を議論するための手法や,小単元2以降

で学習者が挑むことになる｢中心的問題｣も,導入部で確認している｡本単元の

場合,公的問題として,次の3つの中心的な問題が設定されている｡

(A)適切な政府はどのようなものであり,どこにその権威は発生するか｡

(B)いつ政府の権威は,挑戦されるべきなのか｡

(c)人々はどのような方法で制度化された権威に立ち向うのか｡暴力は常に正

IEEI

次のパート(パート2)は,小単元2 ｢場面の設定｣から小単元4 ｢戦争の

開始｣までが該当する｡ここでは,個別的事例(ニアメリカ独立革命)を通して,

先のパートⅠで習得した分析枠組みを適用しながら,公的問題(特に中心的問題

(A)　(O)に対する判断基準を構築させる｡小単元　2 ｢場面の設定｣では,

イギリス政府の植民地への課税や,植民地民の印紙条例廃止手続きの事例を分析
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表6-11公的問題学習における単元構成一単元｢アメリカ独立革命｣の場令-
j{V;A:

単元展 開

賢⊆/;■

小 単元名

教 師 の発 間

具体的 な学習 内容
内容 組織 化

の原理公的問題

(中心的問題)
具体的に考察 される問題

L3㌧̂/:

<{■=

浄ヾ一 トl

[公的問題学 習

蔓わ目的を知る】

< 小単元 1>

●公的論争問題とは何か ?

【公的問題を学習する

○公的論争問題とは､ 議論が行なわれているものについての選択や､ 決定を含む質問であり､ 国家やコ

羊ユニティの全市民､ 公務員が答えるベき問題である○

●本単元の中心的問題とは何か ?

○本単元の中心的問題

(A ) 適切な政府はどのようなものであ り､ どこにその権威は発生するか○ 意義】

イン トロ (ち) いつ政府の権威は､ 挑戦されるべきなのか○ 公的論争間遠 (中心的

ダクション (C ) 人々は どのような方法で制度化 された権威に立ち向うのか○暴力は常に正当か○ 問題) 学習の 目的､ そ

‥若者の危機 ●公的論争問題; (中心的問題) にどのようにアプローチするか ? のテーマと議論の方法

(アプローチ) の学習公的論争間遠 (中心的問題) l

I
■倫理的 ○ふ値的問題 l 一 定義的問題 ■ ■ 事実的 ●説明的問題 ■

､′′{I 卜"

< 小単元 2>

イギ リス政府 は植民

地 に課税で きる権威

を持つ ｢妥当な政府｣

●イギ リス政府 は植 民地

か ら徴税す る権利 を持

つているかO

○ (多様な解答 一例)

イギリス政府の植民地への課税 は不当○

理由‥i植民地民をまイギリス議会ヘの代表権を持

たないため､ 議会の権力と意思に対 して植民地

民が制限する術を持たない○代表なき課税は圧

制を生む可能性がある○

【中心的問題 (A )

解決の基準】

政府の正当性の基

準の考察

ア
*
リ
カ
独

● 印紙 条例廃止 の手続き

ノこ一

○ (多様な解答 ●例)

だつたか ? 議会の合理的議論､ 自分の意思と万人に認めら = 権力側の政治責
場面の設定 ～- ､- ■

≡ (中心的岡見 (A ))
は､ 安当なプロセスでTl-

なわれたか○

れる司法プロセスなど正当な政府機構に由来 し

て行なわれたので妥当である○

任の考察

● 良い政府が持 フ価値 と

○ (多様な解答 ■例)

●特定の利益に関与 しない公平な決定○
は何か○ ●合法的権利と公共にもとづく決定○

●権力分立0

立
革
命

の
辛
例
を
通
し< 小単元 3>

植民地住民は､ どのよ

うに してイギ リス政

府 に対抗する ことを

正当化したか ?

●愛国派､ 王党派の意味は

何か ?

○ ●愛国派は､ 独立革命を支持 ●推進する中で､

合衆国をよくして行こうとした人々である○

●王党派は､ イギリスを支持し､ その中で､ 合
衆国をよくして行 こうとした人々である○

【中心的問題 (B )

解決の基準】

政治変革行為の正

当性の基準の考察【個 別的な状 困難な選択 ●植民地民は､ どのような
○ ●王党派…財産 ●職業の保障 た ｢氏

㌢況に応 じて 公

湘 問題 解決 の

､■ ●
≡ (中心的岡見 (B ) )
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(O liv e r , D .W ., a n d N e w m a n n , F .M ., A m e ric a n R e vo lu tion �"'C r isis o f L a w a n d C 鮎 0 & , S oc ia l S cie n ce E d u c a tio n C o n so r tiu m , 1 9 8 8 よ

り作成｡ゴシック体の部分は主として筆者たちが分析して抽出したものであり,明朝体の部分は教材の事実をまとめたものである｡)



させ,｢イギリス政府は,植民地に課税できる権威を持つ｢妥当な｣政府だったか?｣

という個別的問題を考察させる｡子どもたちは,この個別的問題の考察を通して,

イギリス政府の対アメリカ植民地政策のあり方を反省し,さらに中心的問題(A)

｢適切な政府はどのようなものであり,どこにその権威は発生するか?｣につい

て,一定の見解(仮説)として,適切な政府が持つべき最低限の基準を構築する

ことが求められている｡小単元3 ｢困難な選択｣では,イギリス政府への抵抗を

主張する愛国派の事態の解釈や主張を正当化する価値観を分析することで,｢植民

地住民は,どのようにしてイギリス政府に対抗することを正当化したか?｣とい

う個別的問題を考察させる｡子どもたちはさらに,イギリス政府への忠誠を主張

する王党派の事態の解釈や主張を正当化する価値観も解明し,これと愛国派との

比較考察を通して,最終的に愛国派の主張が取り入れられイギリス政府に抵抗す

ることになった政治的決断を反省し,中心的問題(B) ｢いつ政府の権威は,挑戦

されるべきなのか?｣について,一定の見解(仮説)として,政治変革行為･抵

抗権が発動されるべき最低限の基準を構築することが求められている｡小単元4

｢戦争の開始｣では,戦争の勝者である愛国派が自らの戦争(暴力)行為を正当

化した過程を分析することで,｢植民地住民は暴動によってイギリスの決定に抗議

するべきだったか?｣という個別的問題を考察させる｡子どもたちは,この個別

的問題の考察を通して,勝ち･負けにこだわった争いは,勝者が敗者に対してお

ごり高ぶり圧制の原因となること,互いが寛容になって話し合えば平和的な議論

もなりたつことなどを発見して,アメリカ独立戦争(暴力)を正当化した愛国派

の政治的決断を反省し,中心発間(C) ｢人々はどのような方法で制度化された権

威に立ち向うのか｡暴力は常に正当か?｣について,一定の見解(仮説)として,

暴力行為が正当化されるための最低限の基準を構築することが求められる｡

その次のパート(パートⅢ)は小単元5 ｢今日の問題:類似した事例｣が該当

する｡ここでは,パートⅡでアメリカ独立戦争を事例にして検討した公的問題(特

に中心的問題(A)　(O)を,現代的な事例に変えて再度提示し,これまでの

経験や学習で獲得している判断基準(適切な政府が持つべき最低限の基準,政治

変革行為･抵抗権が発動されるべき最低限の基準,暴力行為が正当化されるため

の最低限の基準)の吟味･修正を求めている｡具体的に取り上げられる事例は､

1965年1968年の人種的な問題を背景とした暴力事件,過激化した妊娠中絶反
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対運動などである｡

最後のパート(パートⅣ)は,小単元　6 ｢復習･反省･研究｣が該当する｡こ

こでは, ｢どのようなとき,どのような方法で,法(制度化された権威)は変えら

れるべきか?｣という一般的な問題の分析を通して,パートⅡ ･パートⅢで検討

してきた公的問題(特に中心的問題(A) - (O)を,パートⅢとはまた別の事

例に変えて再度提示し,パートⅢで吟味･修正された判断基準を再構築させる｡

これらの活動を通して子どもたちは,どのような場面でどのような時に,政府は

適切な機能をしていないと見なせるのか,市民による政治変革行為が認められる

のか,暴力による抵抗が認められるのか,その判断基準の明確化を図ることにな

る｡

このように,単元全体は,公的問題に対して子どもたちは｢一市民｣としてど

のように関与してゆけばよいのか,その方法についての判断を吟味していくよう

に構成されている｡ここから, ｢歴史危機アプローチ｣の特質として,次のことを

挙げることができる｡

第一の特質としては,単元は全体として6つから9つばかりの小単元から成る

が(『アメリカ独立革命』の場合は6つの小単元からなる), ｢問題一主題アプロー

チ｣の場合と同様に,必ず導入部に,テーマに沿っての簡単なアメリカ史や現行

の制度を学習するための小単元が設定されていることである｡単元『アメリカ独

立革命』の場合,小単元1 ｢イントロダクション:若者の危機｣がこれに該当す

る｡この理由は, ｢問題一主題アプローチ｣と同じと考えられるため,ここでの説

明は割愛する｡

第二の特質としては,小単元で取り扱われる論争のテーマが,実に多様である

ことである｡単元『アメリカ独立革命』の場合,取り扱われる論争は,イギリス

の政治形態の評価に関する論争や,独立戦争の文言の中で具体的に示されたイデ

オロギーの革命的変化の評価に関する論争,政治的･経済的問題解決の手段とし

て暴力に訴えることの合法性の評価に関する論争などがあり,政治的内容に限定

される傾向があるが,同じく｢歴史危機アプローチ｣に属する単元『ニューディ

ール』65)等の場合は,実に多様である｡単元『ニューディール』が取り扱う論争

のテーマは, ｢①農業と工業の間の不均衡, ②農業における洪水と早魅の問題, ③

株式市場の暴落と大恐慌, ④企業の自由活動に対するイデオロギー的攻撃と政治
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圧力団体の存在, (9産業労働組合の増加によって引き起こされた国内労働者間の

方針への不一致｣などだが, ①②は農業を主とした問題, ③は経済を主とした問

題, ④⑤は労働組合を主とした問題である｡つまり, ｢歴史危機アプローチ｣は,

特定の事例に含まれる様々な要素を持つ論争問題を包括的に取り扱う構造を持つ

のである｡ ｢問題一主題アプローチ｣は,問題のトピック･テーマを優先して事件

は小単元レベルに設定されていたが, ｢歴史危機アプローチ｣は,事件を優先して

問題のトピック･テーマを小単元レベルに設定したと言うことができよう｡

第三の特質は,上記で扱われる事例は,公的な判断が下されて暫定的な解決が

見られた論争事例であることが多い点である｡これは前述したように, ｢問題一主

題アプローチ｣にも見られる特質で, ｢制度化の批判(反省)｣を目的としたため

と考えられる｡

第四の特質は,必ず単元の最後に,現代の事例を取り扱う小単元が設定されて

いることである(単元『アメリカ独立革命』の場合,小単元5 ｢今日の問題｣が

該当する)｡ここで示される現代の事例は,単元で取り扱われる論争問題と似た価

値対立を持つ問題を取り上げている｡こうした単元を設定する目的として,オリ

バーは次の二つを説明している66)｡

｢(1)歴史的前例と現代的事項との直接的ないし間接的な因果関係を理解するこ

とができるためである｡ -･ (中略) -

(2)類似した歴史状況から,政治的社会的行動のより発展的な一般原理を導

くためである｡この-般原理は,いわゆる, ｢歴史の教訓｣と呼ばれるものであ

る｡｣

(括弧内は筆者が加えた)

まず(1)でオリバーは,過去の事件でなされた論争が,現代社会で起きている

論争にどのように影響しているのかを理解するため,現代の論争を見るとしてい

る.その事例としてオリバーは,南北戦争を例に挙げている.オリバーは,現在

アメリカ北部の経済政策(保護貿易主義)に南部が不満を上げているが,南北戦

争の対立にこうした論争の発端があることを知ることが,よりこの南北の対立に

関する理解を深めると説明している｡そして(2)でオリバーは,同質の価値対
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立を持つ問題に,過去の事件においてなされた論争問題を学習者が話し合う中で

導き出した結論(価値基準)が適応できるかどうかを考え,その基準の一般化･

普遍化を図る目的で現代の論争を見るとしている｡オリバーはその具体的な事例

として,現代社会におけるテロなどの国家破壊活動や他国の侵略行為に対して敬

りうる態度･政策を考察する時,過去の同質の問題であるナチスの侵略における

宥和政策に対する学習者の評価基準(価値基準)が適応できるかどうかを検討す

ることで,価値基準をより一般的･普遍的なものにすることを挙げている67)｡

このように｢歴史危機アプローチ｣は,特定の歴史事例を優先させ,その出来

事の範囲内で現代でも議論になるような論争問題事例を教材化した｡また,歴史

上で実際に下された判断の批判と再検討を通して過去の判断を反省するだけにと

どまらず,現代の類似事例との比較を積極的に行うことで,価値基準の一般化･

普遍化を図った｡

なお, ｢歴史危機アプローチ｣は, ｢問題一主題アプローチ｣よりも該当する単

元が少ないことから,ハーバード社会科では,主流には位置づけられていないも

のと考えられる｡また, ｢歴史危機アプローチ｣が後世に与えた影響はあまり大き

くはない｡というのも,このアプローチは,管見する限りにおいてアメリカ国内

では,ハーバード社会科にしか見ることができないのである｡しかし,内容編成

からは, ｢問題一主題アプローチ｣とはまた違った多くの示唆に富む原理を見出す

ことができる｡なぜこちらの考え方が生き残らなかったのかは,筆者の今後の研

究の課題としたい｡

(3)全体計画一合衆国の伝統的な通史学習に｢問題一主題アプローチ｣と｢歴

史危機アプローチ｣の各単元を組み込む-

ハーバード社会科の内容編成には, ｢問題一主題アプローチ｣と｢歴史危機アプ

ローチ｣の二つの方法が採用され,これに合わせて全部で　29　の単元が開発され

た｡しかしここで一つの疑問が出てくる｡オリバーは,これをいかに組み合わせ

て実践を試みたのか,という疑問である｡これに関しては, NCSSの機関紙『社

会科教育(SocialEducation)』の29号(1965年) 68>や, 『スクール･リビュー

(schoolReview)』の73号(1965年) 69),アメリカ教育局に提出された『ハ-
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バード社会科最終報告書』 70)に示されたハーバード社会科全体計画表などから,

ある程度想像ができる｡なお,この全体計画表は,オリバーがハーバード社会科

を開発する際に,ボストン郊外の実験学校で実践した時の授業計画の概略である

と考えられる｡表6-12の二重線部左側が,オリバーらが示したハーバード社会

科全体計画表である｡レベルが6段階で示されており,アメリカで伝統的に行わ

れていた通史学習に合わせる形で,時系列に配列されていることが分かる｡具体

的にどの単元がどのレベルに属するのかをオリバーは正確には示していないが,

表6-12左側の記載事項からある程度は予想することができる｡表6-12右側

は,どの単元がどのレベルに属するのかを,筆者の判断で示したものである71)｡

レベル1 ｢社会問題へのイントロダクション:共同体における個人｣は,導入

単元である『政策の立案』が該当する｡次のレベル2-レベル4までは, ｢歴史危

機アプローチ｣の属する単元が原則としてそれぞれ配置される｡レベル2 ｢アン

グロ･アメリカンの法制度および政治制度の発達｣は,特に合衆国草創期を重点

的に取り扱った単元『アメリカ独立戦争』や単元『ジャクソニアン･デモクラシ

ー』が該当しよう｡また, ｢問題一主題アプローチ｣に属する単元『法廷』 『容疑

者の権利』も,時として部分的に取り扱われることがあると想定される｡レベル

3 ｢産業革命の衝撃:合衆国史で選ばれた主題｣では,特に合衆国発展期を重点
＼

的に取り扱った単元『南北戦争』『鉄道の時代』『進歩主義の時代』が該当しよう｡

また, ｢問題一主題アプローチ｣に属する単元『移民の経験』や『労働組合の台頭』

『人種と教育』も,時として部分的に取り扱われることがあると想定される｡レ

ベル4 ｢世界の様々な社会の危機:20世紀の5つの社会｣では,特に20世紀初

頭に起きた事件を重点的に取り扱った単元『ニューディール』『20世紀のロシア』

『ナチス･ドイツ』 『共産中国』 『植民地ケニア』が該当しよう｡

レベル5-レベル6は, ｢問題一主題アプローチ｣に該当する単元が原則として

それぞれ配置される｡レベル5 ｢国際秩序の問題へのイントロダクション｣では,

この内,国際的問題･外交問題を取り扱った単元『外交と国際法』『国家間の組描』

『戦争の制限』 『革命と国際政治』が配置される｡レベル6 ｢現代の問題:"良き

生活=　の達成｣では,残りの｢問題一主題アプローチ｣に該当する単元『プライ

バシー』 『人口の統制』 『科学と公共政策』 『黒人から見たアメリカ』『人種と教育』

『移民の経験』 『労働組合の台頭』 『法廷』 『容疑者の権利』 『都市政策』 『道徳的推
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表6 -12　ハーバード社会科の全体計画表

『社会科教育 (SocialE ducation )』29 号 (1965年) に示された計画 該当する単元

レベル 1 社会問題ヘのイントロダクション :共同体における個人

△ 『政策の立案』

レベル 1 の一般的目標は,一般問題を取 り扱うために利用される法的●倫理

的, ないし分析的, 社会科学的テーマや概念を提供することと, カリキュラム

を通して考察されることになる一般問題の事例として2 ●3 の事例を提供する

ことである○

Ⅰ●一般問題を示すための一連の事例 ■

●暴力とコントロール (例) ｢反逆条例｣

●生活水準 (例) ｢ケンタッキーの炭鉱｣

●特権の優先権 (例) ｢エルムタウンの若者たち｣

●公衆の意見の一致と不和 (例) ｢ジョン ●ブラウン｣

●プライバシー (例) ｢アーミツシユ｣

Ⅱ●社会システム内の変化に対する人間の役割を示すより複雑な状況の事例

レベル2 アングロ ●アメリカンの法制度および政治制度の発達

● 『アメリカ独立革命』

● 『ジャクソニアン ●デレベル 1 で一連の事例が提示されたのち, レベル2 では, 再び様々な事例を

通して,レベル 1で示された論争問題を取り扱うために開発された法制度や政 モグラシー』

治制度の種類を示す○

Ⅰ●ローマ時代のイギリスからアメリカ独立戦争までのアングロ●アメリカン

(○ 『容疑者の権利』)

(○ 『法廷』)

の尭展 :立憲主義の成長

Ⅱ●アメリカの政治的プロセスを示す選ばれたテーマや概念

Ⅲ●アメリカの法的プロセスを示す選ばれたテーマや概念

一レベル3 産業革命の影響 ‥合衆国史で選ばれた主題

● 『南北戦争』

● 『鉄道の時代』社会的紛争を取り扱う制度の構造の概要を示したのち,次にわたしたちはよ

り複雑な事例を示し,アメリカの憲法システムがこれらの問題をどのように取 ● 『進歩主義の時代』

り扱つたのか, その過程を調査する0 ここでの歴史的文脈は, 南北戦争から大 (○ 『移民の経験』)

恐慌までである○

Ⅰ●農家

(○ 『労働組合の台頭』)

(○ 『人種と教育』)

Ⅱ●企業の産業的複雑性

Ⅲ●移民

Ⅳ●労働者

Ⅴ●人種の関係
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ル ベル4 世界の様々な社会の危機 : 20世紀の5 つの社会

● 『ニューディール』

● 『20 世紀のロシア』ここでの目標は,学習対象となる社会の生活の感覚や価値観を活用すること

■…で, 危機の時代を調査することである○生徒自身が持つ, そしてより多くのア ● 『ナチス ●ドイツ』

､ ングロ●アメリカンが持つ視点が,異なる文化的規範や制度に照らして議論さ ● 『共産中国』

れることになる○

I●合衆国一大恐慌とニューデイ■ール

● 『植民地ケニア』

Ⅱ●ソ連ー30 年代中旬のボルシェビキの革命

m . ドイツ- ナチズムの台頭

IV . 中国- 20 世紀直前の安定から共産革命ヘ

Ⅴ●ケニア■植民地主義と独立

レベル 5 国際秩序の問題ヘのイントロダクション

○ 『外交と国際法』

○ 『国家間の組織』ここでの目的は,国内問題から世界の平和と秩序の一般問題へと移行するこ

とである○平和維持, 国家主権, および国際法の諸問題を示すために, 歴史的 ○ 『戦争の制限』

背景が瞳示される○

Ⅰ●民族主義と勢力均衡

○ 『革命と国際政治』

, Ⅱ●第一次世界大戦とベルサイユ会議

Ⅲ●第二次世界大戦を通しての外交史

Ⅳ●ニュルンベルク裁判

Ⅴ●■国際的秩序問題の事例 :イスラエル, ハンガリー, ベルリン, キューバ,

ヴェトナム, パナマ, 南アフリカ

レベル6 現代の諸問題 :"良き生活" の獲得

○ 『プライバシー』

○ 『人口の統制』これは, 生徒に先に提示された論争を再考し, 再定義し, 反省し, 新たに基

本的ジレンマを考察する機会を与える, 最もオープンエンドなパー トである○ ○ 『科学と公共政策』

問題やジレンマは次のように類別される0

●経済 (生産 ●雇用 ●人口●技術)

○『黒人から見たアメリカ』

○ 『人種と教育』

○ 『移民の経験』

●人種と民族集団の同化■分離と自治 ○ 『労働組合の台頭』

●政治 (主権と意見一致プロセス) ○ 『法廷』

●哲学的 ●心理学的 ●個人的充実 ○ 『容疑者の権利』

○ 『都市政策』

○ 『道徳的推論』

○ 『宗教の自由』

○ 『地位』

○ 『社会的行為』

○ 『共同体の変化』

(Oliver, D.W., A Curriculum Based on the Analysis of Public Controversy, Social Education, vol.29,

1965,pp.221-222より筆者作成｡なお｢該当する単元｣の●は歴史危機アプローチに属する単元○

は問題一主題アプローチに属する単元, △はそのどちらにも属さない単元が該当する｡ )
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論』 『宗教の自由』 『地位』 『社会的行為』 『共同体の変化』が該当しよう｡

ここから,オリバーは｢歴史危機アプローチ｣を先習させ,その後で｢問題一

主題アプローチ｣を学習させるつもりでいたつもりであることが分かる｡こうし

た全体計画を組んだのはなぜなのか,この点の問いに対して,筆者の研究不足も

あり現段階で明確な説明をすることはできない｡ただし,この全体計画表に対し

てオリバーは｢仮説である｣としており,全体計画に関しては,実際は自由かつ

積極的に,教師や学校,教育委員会等が組み替えて使うことをオリバーは望んで

いたと考えられる｡そうした点を加味すれば,あまりこの全体計画には特別な意

図などないのかもしれない｡

3.授業構成

(1)授業展開一自分自身が｢正しい｣と判断する事実的解釈,法規範的価値基

準の統一的な構築一

先に述べたように,ハーバード社会科の各種単元は,社会制度や法律といった

法規範的価値の成立過程を段階的に小単元として組織しており,個々の小単元の

内容は,現行制度が成立する過程でなされた論争と,その地点での解決過程を示

していた｡それゆえ,学習は小単元ごとに,過去の個人･集団の公的論争と-その

意思決定を反省的に吟味することになる｡つまり,小単元が学習の単位となるの

である｡

では,ハーバード社会科の小単元の授業構造について詳しく見てみよう72'オ

リバーらは,自らが開発した授業方略を｢法理学的アプローチ(Jurisprudential

Approach)｣と呼んでいる73)｡これについて森分孝治は｢学習者は自分自身が｢正

しい｣と判断する概念的説明的知識,評価的規範的知識の統一的な習得を行わせ,

学習者の態度･行動を変容させていくことを狙いとする｣ 74)と評した｡実際,前

述したように,オリバーは論争問題に対する大学や研究室が下した事実認識(解

釈)や解決策をそのまま教えることを批判し,学習者自身の見解を育てていくた

めに,｢有力な見解の一つ｣として参考として活用する程度の位置づけにしている｡

こうした姿勢は,これまでのデューイらプラグマテイストのグループの多くの社

会問題学習論,問題解決学習論とは一線を画している｡これまでの学習論の多く
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は,社会問題の事実的説明(解釈)を,教師側や教材作成者側が前もって｢間違

いの少ない説明｣ ｢客観的な説明｣として提示し,学習者はその与えられた問題状

況を認識した上で,その解決案及び解決案がもたらす結果の議論をするものであ

った75)｡そしてその結果の中で最も学習者の価値観に見合ったものを学習者が個

人レベルで選択するといったものであった76)オリバーは彼らを, ｢社会的な対

立は,提示された政策の結果を科学的に評価することで解決できる｣と考える一

派と定義している77)｡オリバーはこうした従来のデューイー派の社会問題学習論,

問題解決学習論が,事実認識を前もってある程度固定し,これを｢客観的な説明｣

として解決策の議論に先行して提供することに対して批判をしている｡オリバー

はそれらと,自らが開発した授業方法である｢法理学的アプローチ｣とを比較し

て,次のように指摘する78)｡

｢(ハーバード社会科の授業方略である法理学的アプローチの)分析パターンが含

有するものは非常に明確である｡第一に, ｢事実｣と｢意見｣の間に作られた単

純な二分法は不適切であることを導き出してくれる｡社会科教師の仕事は, ｢事

実｣を教え,その後に生徒たちに自分の｢意見｣を形成させ'ることだと主張し

ている教師は,事実と意見ないし価値との結び付きを生徒に教えるという複雑

な問題を蔑ろにしているだけである｡第二に- (中略) -｡第三に- (中略)

｡このことは,生徒たちは｢個人的な｣立場をとり,それらの正当化を試み

なければならない,ということを必然的に意味する｡｣

(括弧内は筆者が加えた)

つまり,オリバーは従来の｢事実と価値の二元論｣と呼ばれる論理実証主義的な

世界観を否定し,人間は価値観や偏見を常に持ち,いわゆる客観的な認識などで

きないのだから,個人個人が自分の納得のいく認識を構築するしかないとした観

点から,従来の社会問題学習論,問題解決学習論を批判していることが分かる｡

ここに,オリバーの現象学的な科学観を伺うことができる｡

オリバーは,前もって一つの問題に対する解釈を｢客観的な説明｣として示す

代わりに,複数の見解を提示する作戦をとった79> 『公的論争問題シリーズ』で

の教科書の内容は,論争シーンや論争の過程がほとんどである｡ここでは,価値
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観のぶつかり合いだけでなく,問題や事件に対する当事者の解釈の食い違い,言

葉の定義の違いなども描かれている｡オリバーが法廷論争などを好んで教材に取

り入れているのは,法廷論争はそうした見解の対立が顕著であるからと考えられ

る(表6-10単元『人種と教育』の内容編成を参照されたい)｡

オリバーは,前述したように,｢判事のように解釈し,これに基づいて行動する｣

ことを学習者に要求している｡判事は,価値に関する判断だけでなく,こうした

事実解釈の判断も迫られる｡事実がどうであるのか,そのことは問題の処理に大

きな影響を与えるためである｡オリバーはこうした判事の役割を学習者に課した

のである｡このことは,オリバーが示す授業目標(これは後述する授業方略と一

致する)にも明確に見て取ることができる80>

｢1.政策的な論争問題を一般的な分析レベルで論じ,自分の分析を特定の論争

や具体的事例に関連付ける｡例えば. . .(中略). . .

2.二つもしくはそれ以上の価値,経験的陳述あるいは定義や矛盾を確認する｡

3.どのような点である価値を他の価値より支持するのかを述べるために,価

値への矛盾や葛藤が現れる同質の状況を確認し,その矛盾や葛藤を処理する｡

例えば. . .(中略). . .

4.経験的陳述を支持する証拠を求めたり,評価したりすることで,経験的陳

述の矛盾や葛藤を処理する｡

5.その用語は,普通はどのように使われるのか,またその用語が用いられる

概念は,正確に述べるとどうなるのか,といったことに関する証拠を求める

ことによって,用語の矛盾した,暖味な使用を処理する｡

6.論争の中核をなす価値の問題にかかわる事実に関する主張と,価値にはほ

とんど関わらない主張とを区別する｡｣

(※　ここで言う｢経験的陳述｣とは事実の解釈･説明である)

なお,オリバーの,対立する複数の見解を授業の最初に提示する作戦は,学習

者間に見解(主張･価値観(思念)･事実認識･言葉の定義など)の不一致･葛藤

を｢強制的｣に生じさせ,議論を活発化させる｢跳躍版｣としての効果があるこ

とも指摘しておかねばなるまい｡またこの時,より葛藤を激しいものに,そして
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より多様な点から学習者が考察できるようにするために,教師の発間も重要とな

ってくる｡教科書で示された見解の対立以外に,学習者の間で見解の不一致を引

き起こしそうな問題を教師が発間し,議論を生じさせるのである｡

では,実際にはどのように授業が組まれるのか｡表6-13の二重線より左側が,

オリバーらが理論書で示した授業方略である81>　しかし,この授業方略は,幾つ

かの点に不明瞭な部分が見られる｡大きくは次の3点に要約できよう｡

①　教科書の記述や資料,そこにある発間の活用について記載されていない｡

②　中心的(政策的)問題の位置づけについて記載されていない｡

③　学習者の意思決定に関して記載されていない｡

そこで筆者は,オリバーが｢コンコード社会科｣を開発するにあたって示した

授業方略も参考にすることにした82)｡資料6-1,資料6-2は, 1959年, 1960

年にそれぞれ示された授業方略である｡ここから, ①-③の点は,次のように対

応したらよいと推測できる｡

･教科書の記述や資料の活用(前述①)については,教師が授業の最初に学習

者に示し,学習者の間に論争を巻き起こすために利用されるものである｡ま

た,教科書に付属する問いは,教科書の記載内容(論争当事者の意見や見解,

論争の結末など)を学習者が確実に理解することを促すための発間であり,

学習者が答えたら,即座に正解を提供する｢ドリル形式｣をとる｡

･中心的問題(政策的問題) (前述②)については,基本的には,教師が授業の

最初に示した教科書の記述や資料から学習者が読み取るものである｡(例えば,

｢公立学校の日常が妨害され,危険にさらされても,人権は支持されるべき

なのか｣など)｡またこの時,どのような価値の対立が背後にあるのかをまと

めることが求められる(例えば｢"平等権の保護"対"日常の平和"｣)｡学習

者はその後,この中心的問題(政策的問題)に対して,教科書に記載された

論争に登場する人物たちの対立する見解を踏まえて自らの意見を述べていく｡

･中心的問題(政策的問題)に対する意思決定(前述③)については,中心的

問題に対して自らの考えを学習者が主張する中で,中心的問題に答えるため

の様々な下位の特別な課題(価値的問題･事実的問題･定義的問題)を発見

(ないし教師側が提供)し,その課題の解決に取り組む過程を通して間接的

に行われていく｡
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表6 -13　ハーバード社会科の教授手順とその要約

オリバーらが示す教授手順とその説明 手順の要約

1●具体的状況か 生徒は一般的価値を用いて､ 具体的状況を解釈する○ ) :教科書から論争の具体 =一ヒ日
ち一般的価値を (例)連邦議会が独占禁止法を通過させるベきかどうか 的状況を確認する(どうい 景 展

の 開
確 1抽出する の議論は､ 所有と契約の権利‥ ●といつた一般的価値 つた主張●見解の対立があ

を含む問題であると生徒をま見抜かなくてはならない0 るか､ などを確認する) 認

■■:中心となる論争点 (中

心的問題)を示す○またそ

れがどのような価値を含

んだ問題であるかを考え､

それらの対立関係を一般

的価L酎妊念で表す○立場を

明確にする○

約

痩

明
琵

展
開
2

慧 一

の
要

2●複合的構成と

して一般的価値

概念を使用する

ある状況から対立している価値を抽出する0

3●他の価値の衝 同じ状況から二つないしそれ以上の価値の対立を抽出

突を確認する する0

4 ●価値の衝突状 価値の衝突が起こつている状況と､それに良く似た他の 111:11の価値対立と同質の

琵

展
開

況の種類を確認 状況とを比べるために､生徒は類似の価値葛藤の事例を 価値対立構造を持つアナ

する 見出さなくてはならない0 口ジ■ (類似事例)を複数

選択し､それらの事例を踏5●考察している アナロジーを組み立てる目的は､論争の相手に対して一

問題に似た価値 貫した反応をしないであろう多く■の状況を比較させ､双 まえてどちらの価値を優

の衝突状況を見 方の価値を包括し尊重させ､ また立場同士の間にある矛 先するベきかを子どもた

つけ出す､ または

作り出す

盾をさらけ出すことである○ ちが考える○ 3

…生盟
白岡当
書

の

6●一般的に適切 どのような状況で､ ある価値なり別の価値なりに優先権 [V :ある価値がもうl 方の

と認められた立 が与えられるのかを考える0 価値に優先しない場合の 間
題

場に向かつて取 (例) 植民地人に対しで英国政府は聞く耳を持たず､ 法 基準は何か､子どもたちの

り組む を破つたので､ 独立戦争での暴力行為は認められる0 対 手でその留保条件を合理 型

してミシシッピの黒人は､合衆国政府が彼らの生活を改 的に定める○ 1Z.
す

善しようとしているにもかかわらず法を破り暴動を起 る
見
解■こしたので､ この暴力行為は認められない0 つまり､ 政

府が改善する気がない時のみ､暴力を使つての人間の権 の
整

利の保持が法治主義に優先される0 理

協7●立場の背後に 我々の主張は多くの事実にも依存している0議論は価値 ∨:論争当事者らが提示す
辛
実
的
間
題

ある事実の仮説 の優先権についての論争から､事実に関する違いの検証 る事実のうち､証拠が少な 壬生i5我辛
項
漢
定

を検証する へと移つていく0

i
!
∃

く事実関係が哩味なもの

を指摘し､ その検証をす

る○

8●言語間の関連 ■語 ないしストラテジーを評価するときには､両方の夕 ∨■‥言語の用法が暖味な点 定
■を検証する イブの妥当性を心しておくことが大切である0

蔓

i

を指摘し､ 統一見解を生

む○

喬

間
題

(Oliver, D.W., and Shaver, J.R, Teaching允blic Issues in the High School, Utah States

University Press, 1966, pp. 126- 130より筆者作成)
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資料6 - 1オリバーが示す教師の指導方略(1959年)

議論アプローチ

教師は前もって生徒に論争事例に関する資料のコピーを配布し,その後,大きな声でその資料を読む｡こ

れら資料を読んだら,教師は生徒が理解しえるような具体的な議論に生徒をいざなう｡

第一に,これらの論争事例の資料は,普通は利益の対立･葛藤を生み出すものを含んでいるので,教師は

教室においてそれぞれの生徒がどの立場にあるのかを見出すことになる｡

第二に,生徒が利益の対立するさまざまな集団に感情移入したり,深く考えたりするように教師は仕向け

ていく努力をする｡

最後に,その間題の状況の複雑さから,その事例において客観的に正しい立場というものを選択すること

は大変に困難であるということを教室での議論を通して教師は指し示していくことになる｡

(中略) - ･生徒は,ジレンマを解決するにあたって,全ての価値の立場や全ての事実について説明し

ていかなくてはならない｡生徒は,提供された論争事例に含まれる問題に対して,自らの立場の望ましい結

果や望ましくない結果に直面するように教師によって追い込まれる｡

(Donald W. Oliver & Susan Baker, The Case Method, SocialEducation, vol.23, 1959, p.26.)

資料6-2　オリバーが示す｢教授方略のアウトライン｣ (1960年)

Ⅰ.問題へのイントロダクション

A.問題の性質を概説する物語体のテキストを活用する

1.専門的な用語や概念の定義

2.今日の政策的対立点に向けての過去の問題の歴史

3.今日の政策的対立より前の主な法的政策的問題に

関する議論

B.事例を示す

キーとなる概念(独占,貧困な教育施設,失業,集団

的商談など)をドラマティックに具体化して示す｡

C.登場人物の主張や事実に関してドリル式で確認する

〔補足説明〕

物語体のテキスト

これらは信用に値する証拠付で,問題領域の歴

史的背景を含んだものである｡

事例を示す

事例は,通常理解しがたい概念や状況を示し,

具体化するために活用される,事実に基づいた

ドラマティックで具体的なストーリーである｡

実際にこういった状況に陥り経験した人々の

記録事例をともに,例えば｢貧しい労働環境｣

という言葉を理解することができる｡

事例のドリル
.Iq

テキストの内容に関する発間は生徒が多様な

選択肢に答える前に示される｡これらの発間は

すぐ後に生徒の示す答えが正しいかどうかが

分かるように答えが示される｡これらはテキス

トに含まれている基本的な事実を教授する上

で大変に効果的な方法であることが分かって

いる｡

Ⅱ.論争の分析

A.ジレンマを持つ事例に基づく議論

1.価値ジレンマの両サイドを示す一つか二つの事

例;他の事例ながら同じジレンマを示すアナロジー

を活用する

2.事例を議論する目的;価値概念を示す,明確な定

義の活用を強制する,一般原理やその他説明をより

証明することになるであろう証拠がより多く必要

であることを強調する｡
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ジレンマを持つ事例

ジレンマを持つ事例は,単元の基本的な葛藤を

劇化する｡例えば学校隔離問題の場合,次のよ

うなジレンマを含む｡

｢公立学校の日常が妨害され危険にさらされ

ても,人権は支持されるべきなのか｣

｢正しい民族間の規則にっての解釈において,

州の大多数の意思は連邦政府によって無視さ

れるべきなのか｣



B●生徒は議論的対話を分析する

C●生徒は説得力のある文章資料を分析する

ジレンマを含む事例の基本的な特質として, 具

体的で, 個別的で, 実際にあつた事例であるこ

とがある0 例えば, ワシントンでの学校隔離の
/∫事例は, ｢平等な保護の権利｣ と ｢公立学校の

日常の破壊の回避｣ の対立を示すジレンマの事

例として活用される○ジレンマを持つ事例は,

一般的には討議法的フレームワークの範囲内
で討論される0

議論的対話と説得力のある文章資料

議論で生徒がジレンマを含んだ状況を取り扱

うことを学習するとき, 生徒はこれに似た論争

議論を示した文章資料を分析することを教え

られる0 生徒は議論的対話が提示され 説得力

のあるスピーチや記事が提示される0 こうした

資料を活用することの利点は, 生徒の能力や訓

練度合い応じて教師が議論レベルの洗練レベ

ルを制限できることにある0

Ⅲ●生徒が議論を進める ケース●プレイ

小グループは, 政策的問題に対して決断が下せるよう 集団での意思決定は法制的アプローチにおい

に, 特定の問題をそれぞれ議論するように要求される0 て教えられた知識や技能を効果的に活用する

ことを求める0 意思決定状況をセットアップす

るにはいろいろな方法がある0 ここで示す∵案

は, ケース ●プレイと呼ばれるものである0 こ

れは学習した問題に関して様々な隠れた意見

を示す人々の間に生徒が参加するために書か

れた文章である0 ここでは議論のみが提示さ

れ 結論は示されない0 生徒はオープンな討論

を通し何らかの結論に至るように求められる○

Ⅳ■信念を書く 信念

政策的問題に対する個人的なレベルでの判断を正当化 集団での意思決定は個人のコミットメントの

するための自らの信念,考え方を書くことが生徒には求 ステージを生む0 公的な意思決定をすることは

められる0 個人の見解をオープンにして守ることを要求■

する二生徒は何者にも圧力を受けずに決断をコ

ミットする機会が提供されるベきである0 自分

の思念を書き記すことで, 自分の立場を注意深

く, かつ合理的に提示することができる0 この

信念を書くという行為は, 論争に関する資料を

含む学習に適切な学校の図書室が要求される0

(oliver,D.W.,EducatingCitizensforResponsibleIndividualism,1960-1980,Patterson,E,

CitizenshipandaFreeSociety-EducationfortheFuture,NCSSthe30thYearbookofNCSS,1960,

pp.201-227.(血Shaver,J.P.,andBerlak,H.,Democracy,Pluralism,andtheSocialStudies'
,Rea血1g
andCommentary,HoughtonMifflinCompany,1967,pp.112-114.)より筆者作成)
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こうしたことを踏まえ,できるだけ作成者オリバーの意図に合わせながら,撹

業方略を表6-13の二重線右に示すように整理し直した｡そして,この表6-13

を踏まえて,オリバーの理論書に示す小単元｢リトルロックの暴動｣ (単元『人種

と教育』の小単元5-1に当たる｡表6-10参照)の授業展開例,及び『人種と

教育』の小単元5-1 ｢リトルロックの暴動｣に設定されている発間を踏まえて

83>　想定される｢リトルロックの暴動｣の教授学習活動の展開を教授書形式で再

現したものが表6-14である84)｡

オリバーは,これまで見てきたように,見解や主張の対立が起こる議論の場面を

学習者に小単元の最初で提示し,学習者間に議論を喚起し,これの分析を学習者

に迫っている｡オリバーは,見解や主張の対立が起きる原因として, ｢誰もが支持

している原理の観点から自分の立場が正しいに違いないと合理的に説明でき,棉

手が間違っているに違いないと合理的に説明することができてしまう｣85)点にあ

るとしている｡そして各自が自分の立場を正当化することで,議論当事者間に,

価値観(思念),事実認識,言葉の定義,の三点の不一致が発生するとしている｡

ハーバード社会科は,この3つの不一致の解消を図ることこそが,論争問題を扱

うことであるとして,まず互いの見解の相違を｢価値的問題,定義的問題,事実

的問題に区別することが重要｣ 86)と指摘し,分析的フレームワーク(Analytic

資料6-3　オリバーが示した｢中心的問題(公的･政策的問題)と｢価値的問題｣ ｢事実的問題｣

｢定義的問題｣の関係図と事例

中心的問題 (M ajorP olicy Issue) 副次的問題 (Sub-Issues) 協議事項 仏genda)

公的 ●政策的問題 伊blicy Issu e)

カIX ]/^? J はビリーに絞首刑を言い渡1 3 J 倫理的 ●価値的問題 (M oral-V alue Issue)

｢人を殺すことは悪いことか? ｣

定義的問題 わefinitionalIssues)

｢"反逆" とはどういつた意味か? ｣

事実的 ●説明的問題 伊act-E xplanation Issue)

｢ビリーは反逆を思いとどまらせたのか? ｣

l

(Oliver, D.W., and Newmann, F.M., Taking A Stand-'Guide to Clear Discussion of Public Issues,

public Issues Series, American Education Publication, 1967, p.29より筆者作成)
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表6-14　単元『人種と教育』 :小単元5-1 ｢リトルロック｣の授業構成

㌔0 習過程 教師の主な発間 教授学習過程 ■ 生徒から引き出したい知識 ●問いかけ

質

∵

整

i;

i
萱

"*%

+
+++gIg
嘗要
蔓

jr̂

1
ー■

I,;=

め
i

と

m
募

見
好
の
翌

を
確
認
u

早
薯

に
認
釈

露

初
杏
発
坐
さ
せ
る

請
争
杏
生
夢

○教科書小単元5ー1 ｢リトルロック｣ を読

みなさい○
○リトルロック市で行われていた人種隔

T :指示する

T :発間する ○ホテル, 映画館, プールなどは人種別であつた○ただバスや病院

離とは何か○ S ‥答える などの隔離を湖史廃されつつある○

○リトルロック市は,最高裁が人種統合を T :発閲する ○教育委員会は 1956 年9 月3 日に白人学校に黒人が通うことを認
董

泉杏
確
響

命じた判決 (1954 年のブラウン裁判)

に応じるために, どのような計画を始め

たのか○
○リトルロックの住民は統合に対してど

S ‥答える

T ‥発間する

める○

○統合に対しては反対であつたが, 将来は統合することになると考
る う考えていたのか○ S ‥答える えていた○黒人に暴力を振るうこと対しても聖書の観点から否定

的であつた0

対

統 ■

○フォーブス知事は計画を遅らせるため T :発間する ○黒人が学校に入れば, 住民の多くが黒人との統合に反対している

にどのような理由付けをしたのか○

○リトルロックの住民は統虐に反対する

S :答える

T :発間する

ことから, 大規模な暴動や流血の惨事になり, 学校に通う子ども
A
■=コ皮
料

たちの身に危険が及ぶと考え, これを防ぐ目的で州軍を派遣し,

更に学校に黒人を入れないように命じた○
派
の
見

○黒人に対する平等な教育が重要であることは認めていたが, 黒人

立
す
る

理由付けとして何を挙げていたか○ S :答える 学校でも黒人を白人の基準にまで上昇させることは可能と考え,
解 暴動を起こしてまでわざわざ学校を統合する必要がないと考えて

請
葺

いた○

i

歪

派
の
見

○学校の危機が起こつたのはいつか○ T ‥発閲する ○1956年 9月4 日
署 ○群衆は自らの活動でどのようなことを

達成したのか○
○エリザベス●エツクフォードが中央高校

に入ろうとした時に経験したことをま

とめなさい○

○デービス裁判官はフォーブス知事の行

T :発間する

S :答える

T :発閲する

S :答える

T ‥発間する

○学校に入ろうとする黒人を罵り, これを妨害した○

の
見
解
杏
曜
響

○軍隊が彼女に銃をつきつけ, 群集は彼女を罵倒した○

○黒人もより高レベルの教育を受ける権利があるのであり, 何人た
る 為に対してどのような判断を下したの S :答える りともこれを妨げることはできないと考え, 住民が黒人の入学を

解 か○ 妨害しないように呼びかけた○また, もともと住民は暴力に反対

し, 将来的な統合は止む無しと考えていることから, さわぎを大

きくしなければ大きな暴動は起こらないと考え, w 軍の撤退を知
事に命じた○ しノ

す 書 牽
○なぜアイゼンハワー大統領は連邦軍の T :発間する O 州軍が撤退した後, 暴徒は1,000 人に膨れ上がり, デマも飛び出

兵士をリトルロックに送つたのか○どう S :答える していた○最高裁判所の判決に従い平和的に教育の機会均等を実
る 確 の

認 結
し■り た法的根拠があるのか○ 現するために, アイゼンハワー大統蘭は治安維持を理由に連邦軍

を派遣して, 厳しい警備の中, 黒人の入学を達成した○

巨
衣蓑
++
塞
㌢
賀栄監蓄

i王音
慕!
至i芳ち卓
i
求与£戻
I;V
,i
巨$

ど
§;さ

ら
慕
%7{

i

【展
開

こ2■■■
ミ払翠

点
を

ft
し

ill= V

○リトルロックの事件ではどのような価 T ‥発間する ●教育の機会均等

値を取り扱つているのか0 (法制的フレ S :発表する ●結社の自由 ●州の権利 ●平和と秩序

ームワークにある一般的価値を利用し

て) 示しなさい○

●法の下の平等な保障 (ほか)

請
普

○この中には対立するものがありますか0 (1 ) 中心的永続的問題 (平和と秩序ⅤS●教育の機会均等)

あれば (法制的フレームワークの一般的 【論点】暴力に耐えてでも, 学校の統合を進めることでリトルロツ

価値を利用して) それを示し, 論点を挙 クに住む黒人の教育の機会均等は守られるベきか0

げなさい0

○我々は対立する ｢平和と秩序｣ と ｢教育

の機会均等｣ のジレンマに焦点を当てる0■

(2 ) その他議論されるベき永続的問題

※1 ‥権利の問題 (結社の自由Ⅶ●教育の機会均等)

檀 峯 【論点】白人の隔離主義者を£息子が公立学校においてどの人種とつ
発 きあうのかをコントロールする権利を持つているのだろうか○

をを
翠

…る

見
す

※2 ‥連邦主義の問題 (法の下の平等な保護Ⅶ●州の権利)

る ■ 【論点】リトルロックの知事は連邦最高裁判所の命令に背く権利が

あるのか○

【中心的問題】平和と秩序ⅤSー教育の機会均等
◎ 暴力に耐えてでも, 学校の統合を進めることで リトルロックに住む黒人の教育の機会均等を守るベきか○

琵 蓋
○あなたはどう考えますか0 あなたの考え T ‥発問する (例) 学校統合するベきだ0 なぜなら､ 学校統合は教育の機会均等

はデービス裁判官とフォーブス知事の S :答える という基本的人権を備聾するからだ0

の どちらに近いですか0 なぜですか0 (例) 統合には反対だ○なぜなら､ 統合したら黒人の困難は増える
明

-

からだ○



訂込〉ニ■

賢■′

L:J≡､=■

>P$:/■

ン

歴

-::::

I;=

:==

■済 ■■■

,

∵こ{,㌔
宴:=′
{

)I

喜簿

読
争

35 JJT ァa

○フォーブス知事やリトルロックの住民 T :発間する ○フォーブス知事やリトルロックの住民の多くは ｢平和と秩序｣を,

の多くはどちらの原理を重視したのか○

黒人やデービス裁判官はどうか○あなた

はどうか○

S ‥答える 黒人やデービス裁判官は ｢教育の機会均等｣ を重視した○

同
じ

I
橿 ､

0)

｣ 2& 0

○平和と秩序 Ⅶ●教育の機会均等と同質の S :｢平和や秩 【人間の権利を犠牲にした上で平和と秩序を重視するアナロジー】

価値対立の事例 (アナロジー)を発見し, 序｣ が ｢人間 (A ) 店の経営者は店員が缶の入つた籍をひつくり返したことにひ

｢教育の機会均等｣ (人間の権利) より の権利｣ より どく腹を立てた○あなたをま経営者があなたに対しても腹を立てる

｢平和と秩序｣ を重視し統合に反対する

人の価値を揺さぶろう○

○平和と秩序Ⅶ●教育の機会均等と同質の

大切である

と思えるよ

うな事例 を

ことが分かつていて, わざわざこの議論に入るのですか○

当
薯

蔓

署

聞

(B ) 中国はチベットを侵略し人権を疎開しています○ここは合衆

出す0

S ‥｢人間の権

国から数千キロ離れた小さな国です○あなたは中国と戦争をし,

水爆による戦争の危険を侵すのですか○

【暴力の危険を度した上での公平な扱いを重敬するアナロジー】

0)0)

哩

}畳杏

｣ f 価値対立の事例 (アナロジー)を発見し, 利｣ が ｢平和 (A ) ヒトラ†は周辺諸国を次々と侵略していきました○合衆国は
爽 E]; ■｢平和や秩序｣ より ｢教育の機会均等｣ や秩序｣ より これに対して毅然とした態度で戦争にのぞむベきではなかつたの

l
杏

つ
一丁

(人間の権利) を重視し統合を促進する

人の価値を揺さぶろう○

大切である

と思えるよ

うな事例を

ですか○■

(B ) 幾人かの意地悪な少年たちが球技の邪魔を続けています○あ

欝

す
る

出す○ なたは慎重に彼らに立ち去るように言いましたが彼らは聞こうと

しません○あなたは彼らに戦いを挑むベきではないですか○

■F"壁

件

○どういつた場合に｢教育の機会均等｣ (人 T ‥発閲する (例 1 ) 例え市民が犠牲になつても人間の権利は守られていくべき

間の権利) は ｢平和と秩序｣ に優先する S ‥議論を通 であり, そのために戦つていかなくてはならない○但し, そのこ

か○ して留保条 とで権利が守られてこなかつた側に困難が生じる時は, それを克

件を詰めて 服する策を講じなければならない○

杏
考
え

いく (例 2 ) 人間の権利を優先することで, けが人や死者が出る危険性

がある場合は, 秩序の維持を優先し, その危険性を取り除いてか

る , ら人間の権利を備嘩していかなくてはならない○

量

*S

逮
を ､
示 の
す 相

○統合反対派,統合促進派両者が活用する T ‥発間する (0 教育における｢平等な扱い｣‥フォーブス知事は隔離学校を ｢平

言葉のうち,暖味なままで使われている S :答える 等｣ であると考え, デービス裁判官はこれを ｢不平等｣ と考えて

ものはないですか○我々が議論で使つて いる○彼らは, 教育における= ｢平等な扱い｣ の定義が一致してい

の
哩

ユ畳

いる言葉で暖味なものはないですか○ ない○ √｢

再

○教育における ｢平等な扱い｣ とはどう定 T ‥発間する (例) 教育における ｢平等な扱い｣ とは, 全ての子どもたちに均し

杏 義されるベきか○ S ‥様々な類 く能力を最大限に伸ばす可能性を備聾することである0 このこと

欝 定
圭

●男子校,女子校と分けることは不平等か○ 似事例を踏 から, 隔離することが, 勉強をする上で損失をどちらかの集団に

f
る

戟す ●年齢別で生徒を分けることは不平等と言 まえ, 言葉の 与える場合, 学校教育は, 統合学校を作り, そこヘ入学する権利

る えるのか○ 定義をする を子ども全てに与える義務が生じる○

書生
認

pの

の 手
惹 重

高 芋

ヱ あ

い
ま
い
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監決

○統合反対派,統合促進派両者が主張する T ‥発間する (例 1 )■フォーブス知事はもし州軍が撤退し, 学校統合が認められ

事実や仮説の疑問を挙げ,それらが正し S :論争当事 たら, 深刻な暴力や市民の争いが起きるとし, 実際に起こつた○

m

妻

蔓

習

いのかを探求していきましよう○

○その他議論を通して湧き出してきた事

実や仮説に対する疑問を挙げ,それらが

者間の事実 しかしこの暴動をま彼の言うように最高裁の判決やデービスの判断

認識が不一

致な点を挙

げ, ■どちらが

が原因なのか○それとも知事の対応が市民を刺激したのが原因か○

(例2 ) (デービス裁判官は,黒人学校は白人の基準まで黒人を向上

正しいのか探求していきましよう○

○あなたはこれらの疑問に対してどのよ

正 しいのか させることができないと考えているようだが), もし黒人の学校が

者
間
の
妻

…刃

を探求する

T :発問する

S :研究手法

を考える

白人と分離した状態であつたなら, 黒人は劣つた教育を受けるこ

とになるのだろうか○そもそも黒人にとつて分離された黒人学校

うに考えますか○あなたの仮説を述べな

さい○また,その仮説にはどんな根拠と

なる証拠があるか示しなさい0

○フォーブス知事はもし統合が行われれ

ば, 暴力や市民の争いが起きると言う0

これが事実かどうかをどのように分
析 ●証明するか○

(以下, 例2 ～3は省略する)

○リトルロックにおいて学校統合はなさ

れるベきか0 また, どのようにか0

は劣つたものなのか0

サ｣.サ識
の (例3 ) 学校が隔離された時よりも, 学校が統合されたときの方が

哩

追
杏
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論】憩

黒人にとつての困難が減るのであろうか0

(oHver D.W., and Shaver, J.P.,勉chingPubliclssues血tbe聯Scゐool, Houghton Mi皿in, 1966,pp. 126- 130に記載されている授業方

略1 - 8および,同書pp.155-165とOliver, D.W., and Newmann, KM.., Race andEducation, Public Issues Series, Harvard Social

studies Project,AEP, 1969, pp.33-35に設定されてある発間を参考に筆者作成｡なお授業展開を明確にするため,全ての発問は取り入れ
てはいない｡)



Framework)の分析的概念(AnalyticConcepts)として, ｢価値｣ ｢定義｣ ｢事実｣

を設定する｡なお, 262真の資料6-3は,オリバーが示した,中心的問題(公

的･政策的論争問題)と,その下位に属する｢価値的問題｣ ｢定義的問題｣ ｢事実

的問題｣との関係図である｡

全体は,論争発生の背景と議論当事者の見解q)対立を確認するパート,論点を

要約するパート,議論当事者の見解を分析するパートの3つに分けることができ

る｡論争発生の背景と議論当事者の見解の対立を確認するパートでは,最初に,

リトルロックでおきた学校統合をめぐる論争事例を取り扱った教科書を読むこと

が学習者に求められる｡次真の資料6-4は,教科書の小単元5-1 ｢リトルロ

ックの暴動｣の箇所の記載内容である｡その後,学習者は,教科書に付随してい

る発間を答えることを通して,記載内容の確認を行う｡確認される項目は,次の

ような内容となっている｡

･リトルロックでは長年隔離教育が行われていたこと

･教育委員会はブラウン裁判の判決に基づいて学校統合を図ろうとしていたこ

と

･学校統合に対するフォーブス知事･リトルロックの市民と,デービス裁判官

の間には対立する主張や,主張の根拠となる見解(価値観や事実認識など)

があること(その内容も)

･暴動事件の起きた日時

･暴動の被害者の体験

･事件の結末(アイゼンハワー大統嶺による事件の暫定的な処置による解決)

などを確かめる｡

論点を要約するパートでは,論争事例の中で議論されている中心的問題(公的･

政策的問題)を発見することが求められる｡ここでは,フォーブス知事とデービ

ス裁判官が議論する中から,価値の対立構造｢平和と秩序　vs.教育の機会均等｣

が示され,その論点となる中心的問題(公的･政策的問題) ｢暴力に耐えてでもリ

トルロックの学校の統合を進めるべきか｣が確認される｡そして学習者は,議論

当事者であるフォーブス知事やデービス判事の見解を参考にしながら,自身の立

場やその根拠を示す｡
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資料6-4　理論書`'TeachingPubliclssuesintheHighSchool　の｢付録:リトル･ロックI ｣

にある文章資料

リトル･ロックはアーカンソー州の州都であり､最大の都市である｡人口は約120,000人でそのうち4分の

1が黒人である.多くの点で,典型的な南部の都市のようである.黒人と白人を胡り々のホテル,レストラン,

映画館,プール,そしてゴルフコースを持っている｡しかしながら,ここ20年,隔離がだんだん少なくなっ

てきている1956年,バスにおける隔離はなくなった｡都市病院はどちらの人種の人々も受け入れている｡

リトル･ロックの人々は｢自分たちは最も好意的な人々である｣と自慢する｡多くの来訪者も同意する｡そ

この多くの人々は(人種)融合に反対しているが,遅かれ早かれ融合はやってくると思っている｡リトル･ロ

ックの人々は､はとんどみんな暴力の使用には反対している｡彼らはそれは聖書に反することだからである｡

1955年,リトル･ロック教育委員会は学校を徐々に融合する計画を決定した｡白人の高校は少数の黒人を

1957年に受け入れることになり,中学校は1960年に,そして小学校は1963年に融合されることになった｡

全米黒人地位向上協会(NAACP)は裁判所にその計画は遅すぎると訴えた1956年4月,連邦最高裁判所は,

その計画は｢その速度が熟考される｣必要を満たしていると判断し,その計画を是認した｡これは9月3日に

学校が開始されるときに融合が始まるということを意味している｡

8月29日,白人の市民団体が州裁判所におしかけた｡彼らは,裁判所に学校の融合を阻止するように要請し

たo連署人の一人は,アーカンソー州の知事, Orval Faubusであった.彼はもし学校に黒人を入れたら,秦

動や流血の惨事が起きると証言した｡裁判官は同意し,市に融合をしないように命令した｡

8月30日,リトル･ロック教育委員会は連邦最高裁におしかけたo彼らは, Faubus知事と意見が異なり,

州裁判所の決定を却下するよう求めた.裁判官のRonald N. Daviesはそれを是とし,リトル･ロック市民に

学校の融合を妨げないように命じた｡舞台は今や,次の3週間の劇的な出来事のために用意されていた｡

9月2日の月曜日の午後,リトル･ロックはとんどの人々が知事の演説を聞くために,テレビのチャンネル

を合わせた　Faubus知事はゆっくりと,静かに,そして真剣に演説した.彼は,もし火曜日に学校が融合さ

れたら大変な事態になるといった｡それを妨げるために,彼はアーカンソー州兵を招集していた｡そして彼は､

私がこうしたのは融合を妨げるためではなく,法と秩序を守るためであると述べた｡彼は､アーカンソー州兵

の指揮官であるSherman T. Clinger少将に対して彼が送った電報を読んだ｡その命令とは, ｢黒人のための学

校を白人の立入禁止区域とし,現在まで白人のために用いられ,最近白人のために創立された学校は黒人の立

入禁止区域とするように命令する｡この命令は､州兵の動員解除や他の命令が出るまで有効である｣というも

のである｡

教育委員会のメンバーはそのニュースに荘然とさせられた｡彼らはテレビ放送の後､すぐに特別会議を召集

した｡その会議において彼らは,黒人の子供たちに今朝は中央高等学校に出席しないようにいうことを決定し

た｡

9月3日の火曜日の朝は暑い日だった｡中央高等学校の1900人の生徒が学校にきたとき､彼らは奇妙な光

景を目にした｡完壁に軍服をまとった270人の兵士に学校が囲まれていたのである｡彼らは光沢のあるヘルメ

ットを着用し､銃剣で武装したライフルと梶棒,そしてガスマスクを持っていた｡黒人の生徒は一人も姿をあ

らわさず,何も起こらなかった｡

その日の遅くに,連邦裁判所の法廷のDavies裁判官の耳にそれが届いた｡彼は教育委員会に兵士たちを無

視して,黒人を学校に通わせるよう命令した｡

9月4日の水曜日の朝､ 9人の黒人の生徒たちが中央高等学校に出席することを決意した｡学校の建物の前

には400人くらいの群集がいた｡黒人たちが学校に近づいたとき､誰かが叫んだ｡ ｢黒人だ!黒人が来たぞ!

ここに黒人がいる｣と｡

群集が前へ押し寄せてきた｡叫び声と金切り声があがった｡人々はののしり､悪口をはいた｡黒人の生徒た

ちは静かに,真剣に歩きつづけた｡最初に学校の入り口にたどり着いた黒人は15歳のElizabeth Eckfordであ

った｡兵士はライフルを持ち上げ,道をふさいだ　Elizabe血は恐怖に震え,泣きそうになった｡彼女は振り
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かえり,学校から歩いて立ち去り始めた.彼女がバス停まで退いたとき,群集は叫び声を上しヂ彼女をを劫1にし

た｡幾人かはまるで,彼女を攻撃しようとしているようであった｡彼女はようやくバス停にたどり着き,腰を

下ろした｡彼女は激しく泣いていた｡

他の黒人の生徒たちもまた学校に入るのを許されなかった｡兵士たちは秩序を維持し,黒人たちに争いをさ

せなかった｡黒人が立ち去ったとき.群集は次第にいなくなった｡

F.B.IはすぐにDavies裁判官からの指令に基づき調査を開始した.これはFaubus知事を怒らせた.彼はア

イゼンハワー大統領に長い電報を送った｡その電報の中で,知事はこれは｢干渉｣であると抗議し,法と秩序

を守ることが彼の義務であるといった｡彼は大統領に協力と理解を求めた｡知事はまた,彼の電話は盗隠され

ていると非難した｡

木曜日にロード･アイランド州のニューボートで休暇中の大統嶺は, Faubus知事の電報に返答した.アイ

ゼンハワー大統領はRBIによる知事の電話の盗隠を否定し, ｢憲法は私によって,私の指令に基づきいかなる

法的な手段でもって擁護されるだろう｣と述べた｡

同日,教育委員会はDavies裁判官の法廷に戻ってきた.全員が動揺していたため,彼らは裁判官に一時的

に融合を延期するよう要請した｡裁判官はこれを拒絶した｡彼は中央高等学校における融合を行うよう教育委

員会に命じ,リトル･ロックの市長であるWoodrow WilsonMannが地方警察はいかなるトラブルも処理でき

ると言ったことを指摘した｡

次の週,州兵は中央高等学校の外側で勤務したままであったo黒人は誰も入ろうとしなかった　Faubus知

事は,もし州兵を退去させたら深刻な暴動が起きる証拠を持っているといった｡アイゼンハワー大統嶺は状況

を密接に知ろうとし続けていた｡ F.B.Iは調査を継続した.中央高等学校において融合を強制するために連邦の

軍隊が送られてくるという噂があった｡ 9月11日, Faubus知事は大統領に電報を送り,問題に対する会議を

求めた｡アイゼンハワーは同意し,会議は9月14日に行われることになった｡

9月14日, Faubusは大統領に会うためニューボートに急いだ｡会議の後,両者とも満足そうに見えた｡彼

らは法廷の決定は尊重されるべきであると述べたが,合意に関して詳しくは何も述べなかった｡

これを訓1兵がとりのぞかれることを意味すると思っていた人々は,失望させられた｡兵士たちは配置された

ままであり､黒人は誰も高校に入ろうとしなかったのである｡知事はいつ兵士を取り除くかに関して何もほの

めかさなかった｡

9月20日, Davies裁判官は知事と州兵の指揮官に黒人たちが中央高校に入るのを妨げることをやめさせる

ために,アーカンソー州の弁護士を呼び寄せた｡

その夜, Faubus知事はラジオに出演し, Daivies裁判官の決定を批判したが,それに従うと述べた｡知事は

州兵に撤退するよう命令した｡知事は人々に,平静を保ち暴力を避けるよう要請した｡

州兵は撤退したが､ 9月23日の月曜日に高校はまだガードされたままであった｡この時それは,市の強力な

特派部隊と州警察によって守られていた｡加えて, 9人の黒人の生徒が学校に到着したとき,約500人の群集

がいた｡

群集はヒステリックで金切り声をあげる暴徒であった.警察を胡羊集を後退させておくことができなかった｡

大勢の人々は叫び,ののしりながら建物に群がった｡ ｢我々は彼ら全員をリンチにかける｣とある者は叫び､ ｢黒

人はどこだ?｣とある者は金切り声をあげた｡ ｢我々は絶対彼らを入れさせない｣

午前8時45分, 5人の黒人記者のうちの4人が学校の正門に向かって歩き始めた｡彼らを生徒と勘違いし

た群集は,叫び声をあげた｡彼ら(群集)は4人に突然襲いかかり､殴り,押しやった｡レポーターの一人は

飛びかかられ,打ち倒された｡この間に, 9人の黒人の生徒は冷静に側面のドアにすべりこみ､学校に入った｡

これは1000人にまで膨れ上がうた群集を激怒させた.彼らはヒステリックになり,大声をあげた｡ある者

は怒りに震えていた｡警察は今や完全に無力化した｡

すぐに,白人の生徒たちは学校から去り始めた｡建物の内側で激しい戦いが続いているという噂がたった｡

群集はどんどん大きくなり､険悪になっていった｡ある警察官が彼のバッジをはずし,群集に参加した｡学校
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に突撃を開始するという試みもあった｡

午後にとうとう,市長が屈した｡彼はより悪いトラブルの危険性のために黒人の生徒たちを学校から出すこ

とを決めた｡黒人たちは裏口から連れ出され､無事に車で送られた｡警察署長は黒人たちはもう去ったと発表

した｡暴徒は署長を信じなかった｡数人は学校の中に行き,徹底的に調査した｡彼らは戻ってきて,群集に黒

人を発見できなかったことを教えた｡その時だけ,群集は去り始めた｡

その夜,東部夏時間の6時23分,アイゼンハワー大統嶺は公式の声明を出した.彼はリトル･ロックの人々

に､融合を妨げるのをやめるよう命令し,連邦最高裁の命令を履行するために必要な,いかなる権力をも用い

るだろうと述べた｡

9月24日,黒人は誰も学校に姿を現さなかった｡この時,かなり静かであったけれども大勢の群集がそこに

いた｡リトル･ロック時間の午前10時22分,大統領は融合を執行するために,連邦軍兵士に命じてリトル･

ロック市に入らせた｡ 5時間後,冷酷な戦闘集団で有名な第101空挺師団がリトル｡ロックに到着し始めた｡

彼らは学校の周りの位置を確保するため迅速に,効率よく行動した｡町は静かで不気味であった｡

午前中に,連邦軍の兵士たちはしっかりと状況を制圧していた｡重装備の軍隊は,全ての重要地点に配置さ

れた｡兵士たちは,どんなトラブルもすぐに解決するよう指示されていた｡

｢南部は占領されている｣と誰かが叫んだ｡

｢ライフルを下に置け,そうすれば助けてやる｣と他の誰かが叫んだ｡

大勢の群集は-ケ所に集まり始めた｡陸軍中尉は大声で命令を下した｡すぐに,兵士小隊が駆け足で到着し

た｡彼らは群集を押し返した｡ある人は立ち去るのを拒絶した｡無口な兵士が彼の銃剣でその男を突いた｡彼

はC.E.Blakeという名の鉄道労働者であったBlakeはまた立ち去るのを拒絶した.彼はライフルをつかむと,

その兵士を押し返そうとした｡突然,ライフルの床尾が彼の頭に振り下ろされた　Blakeは額から血を流して

倒れた｡そして兵士は立ち去った｡

学校から100ヤード離れたところで,他の小さな集団が立ち退くのを拒絶していた｡陸軍中尉のWilliam

Nessはしばらくの間,群集を見ていた｡それから彼は｢自分で立ち去るのと,我々がお前たちを退かせるの

とどっちがいいか｣といった｡群集は立ち去った｡

午前9時22分, (町の)空間はサイレンの音で充満していた｡ストリートを疾走するのは,武装した兵士が

詰め込まれたジープによって護衛された軍の大型リムジンであった｡車は学校の前で止まらた.兵士の分隊も

学校内のトラブルを防ぐために中に入った｡

学校の外側では深刻なトラブルはなかった｡誰かが何かしようとするときはいつでも,すぐに追い払われる

か,逮捕された｡軍隊は強固で､頑丈であった｡学校の内側ではいくつかトラブルがあったようで､黒人たち

はののしられ,つまずかされ､あれこれこき使われたようである｡黒人の生徒たちはこれを全て否定している｡

57年度から58年度の間,学校では深刻な暴力はなかった｡数人の白人の生徒が,黒人とけんかを始めたこ

とで退学処分になった｡しかし学校の外側では,軍隊が厳しい統制を続けていた｡徐々に兵士は減らされたが,

多数の兵士が駐在していた｡しかしながら,ほとんどの人々は単に武装した連邦軍がそこにいるからという理

由で,中央高校には黒人の生徒がいるのであるということに同意していた｡多くの人々は,もし彼らが排除さ

れたら､より多くの暴動や争いが起きると信じていたのである｡
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最後の論争当事者の見解を分析するパートでは,中心的問題(公的･政策的問題)

｢暴力に耐えてでもリトルロックの学校の統合を進めるべきか｣を議論するフォ

ーブス知事とデービス裁判官の間に見られる見解(解釈･価値観)の不一致や,

彼らの主張や見解に基づいて学習者が中心的問題に対して自らの立場を示し,そ

の根拠を示す中で,学習者間で顕著となった見解の不一致に注目し,その相違点

に焦点が当てられ,ここから協議事項が決められる｡学習者は,分析的フレーム

ワークを活用して,どのような対立が事態の見解に発生しているのかを, ｢価値的

問題｣ ｢定義的問題｣ ｢事実的問題｣の側面から挙げ,協議事項を整理することに

なる｡これを図に示すと図6-5のようになる｡

｢価値的問題｣の場合,議論する者の判断の拠り所にした価値観･価値基準が

それぞれ何かを示すことから始まる｡この時利用されるのが, ｢法制的フレームワ

ーク(JurisprudentialFramework)｣と呼ばれる,合衆国憲法を支える法的な一

般的価値概念から成り立つ枠組みである｡これは民主主義の基本となる価値(自

由,公正,平和,公共の福祉など)と,その理念を実現するための手続的原理(逮

邦主義,三権分立,法の下の平等など)から設定されている87)｡学習者はこれを

利用して,議論にある価値の対立構造を簡潔に示すのである㍉o　ここでは｢平和と

秩序vs.教育の機会均等｣が示される｡

主 リトルロックで知事 はど

張 うすべきだつたか0 裁判
官はどうすべきだつた
か0

見 < 価値的問題>
解 平和と秩序はどのような

時人間の権利(教育の
機会均等)に優先する
か
< 定義的問題>
教育における｢平等な扱
い｣とは何か
< 事実的問題>
暴動はなぜ起こつたの
か0学校の統合が暴動
を引き起こすのか

学 校は統合されるべ き
であり､知 事はこれを妨
げるべきでない0

いかなる時も優先 しな

い

隔離教 育は ｢平等な扱

い｣に当たらない

暴動 は知 事が過剰 な
反応 を示 したから発 生
したのである0 リトルロツ
ク市民 は統合 を時代 の
流れ と考えていた上 ､
暴力 に反 対していた0
学校 の統 合を静かに受
け入れれ ば深刻 な暴
力 は起こらない

デ ー ビス裁 判 官

学 習 者 個 人

の 主 張 を示

す

一■

学習者個人
の見解を示
す

学習者個人
の見解を示
す
学習者個人■
の見解を示
す

学習者

=学校は統合されるべき
ではない0裁 判官 はこ
れを強制するべきでは
ない○

深刻な暴 力が発 生する
時は､優 先される

隔離教 育は ｢平等な扱

い｣に当たる

暴動 は学校 の統 合を裁
判官 が強制 したから発
生したのである0 リトル
ロックの市 民は､学校 の
統合 に反 対していた○
また統合が 他の地域で
暴動 につながつている

フォー ブ ス知 事

図6 - 5　ハーバード社会科が授業段階で行う,学習者の個人的見解の構築と,それに基

づいた価値形成の図(小単元｢リトルロックの暴動｣の場合)
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その後,実際に価値基準･価値観の合意を学習者が試みる特殊な活動が組まれ

る｡それは｢アナロジー(類推)紘(AnalogyMethod)｣と呼ばれる方法である｡

まず,簡潔に示された価値観の対立構造｢平和と秩序vs.教育の機会均等｣を踏

まえ,同質の対立構造を持つ事例を多く見出すことが求められる｡この時,明ら

かに｢平和と秩序｣を優先すべきだと思える事例や,その反対の事例が出される｡

こうした事例を出すことで,互いの価値観を揺さぶる｡例えばなぜ自分はリトル

ロックの事例では｢平和と秩序｣を優先すべきだと思うのに,別の事例では｢教

育の機会均等｣が優先されるべきだと考えるのかと疑問を持たせるのである｡学

習者は両者の何が違うのかを問い,その条件の違いを発見することになる｡そし

てどういった場合に｢平和と秩序｣は｢教育の機会均等｣などの人間の権利より

優先されるのか,その留保条件を学習者自身の手で見出しながら,両者の価値観
1

q)妥協点を探るのであるo　　　　　　　　　　　　　　〔

なお,このアナロジー(類推)法は,価値的問題の議論を促進するために,当

事の心理学で注目されていたアナロジー研究88)を参考にして,オリバーらが取

り入れたものである｡その背景には次のような問題意識があった89)｡

｢もし基本的な政治的倫理的対立があった場合,つまり,どちらの価値がより重

要な価値であるのかを主張者が合意できない場合,科学的手法はこの不一致を

解決することができない.�"　�"　�"(中略). . .生徒らは,どの公共政策を私たち

や政府は追及したいのかを意思決定する上で,自らの価値観を深めていくため

の戦略を補助してもらうべきなのである｡. . .(中略). . .今われわれは,料

学的手法を超越した,想像力豊かな戦略が必要とされている.ハーバード社会

科プロジェクトにおいてわれわれは,同質の事例を活用するという技法を生徒

らが活用することで自らの立場,価値観を明確にすることができるように訓練

した｡. . .(中略). . .アナロジー(類推)は,生徒が価値の葛藤を十分に整

理することを完全に実施するために大変に役立つのである｡｣

(括弧内は筆者が加えた)

つまり,科学的手法,おそらく仮説演鐸法のことであろうが,これだけでは価値

観の不一致(価値的問題)を解消するために議論を進めていくことはできないと
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オリバーらは判断し,価値的問題を解決することを専門とした新たな技法として

アナロジー(類推)法が採用されたのである｡

｢定義的問題｣は,論争当事者らの言葉の意味に注目し,その使われ方の違い

を発見することから始まる｡例えばここでは,教育における｢平等な扱い｣につ

いて違った活用がなされていることなどが指摘される｡そして,これも類似の事

例を踏まえながら,分離学校が生徒に｢平等な扱い｣をしているとされるには,

oかなる時なのかを検討する｡

なお,学習者がこの言葉の定義を考える時に,オリバーは辞書を活用すること

までは否定していないが,辞書にある定義を絶対視する行為に苦言を呈している｡

オリバーに言わせれば, ｢辞書の言葉の定義はしばしば時代遅れである｡また,短

い期間でのみ使われた言葉を含まないこともある｡また辞書の定義は不適切なも

のであるかもしれない｡なぜなら辞書は,典型的な解説だけを示していたり,性

質の中身を簡単に指摘しているだけに過ぎず,特定の議論の必要を満たすほど十

分に完壁なものではない｣のである90)｡

｢事実的問題｣は,議論当事者や学習者間に見られる問題の実態に関する解釈

の相違点など,証拠が不十分で真偽が分からない事実認識を挙げることから始ま

る｡例えばここでは,暴動が起きた原因は,デービス裁判官の命令か,それとも

フォーブス知事の過敏な反応か,その見解(解釈)が分かれ,さらにそのことが,

もし知事が騒がずに学校を統合していたら暴動が起こったかどうか,といった見

解の相違も生んでいるととなどが指摘される｡真偽が分からない事実認識を指摘

できたら,その真偽を調べるための研究計画を立てることが求められる｡そして

学習者自身の手でその真偽を判断するための研究活動が行われるのである｡

このように,学習者は,中心的問題に結論を出すべく,フォーブス知事やデー

ビス裁判官の見解の不一致や,これを踏まえて議論する学習者間に生まれた新た

な見解の不一致点から様々な課題を見出し,その解決に向けた探求活動に挑むこ

とになるが,この時,学習者間の対立や葛藤を激しいものにし,また,より多様

な点から学習者が考察できるようにするために,教師の発間も重要となってくる｡

教科書で示されたフォーブス知事とデービス判事の見解の対立点以外に,こ学習者

の間で見解の不一致を引き起こしそうな問題を教師が発問し,議論を生じさせる

ことが求められるのである｡教師がここで問うべき発間として,オリバーは次の
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ものを示している91)｡

《事実に関する発間》

･｢法律的に白人と黒人を別扱いすることは,どのくらい黒人を傷つけているのだ

ろうか｣

･｢教育的に別々に取り扱われることが正当化されている人種の間には,知的,肉

体的,精神的にどのくらいの差異があるのか｣　　　　　　　　　　′,

《価値に関する発間》

･｢共同体全体の倫理,安全,健康を守るために,人種間にどの程度の知的,肉体

的,精神的差異があれば,隔離学校が正当化されうるのか｣

《定義に関する発間》

･｢｢暴動｣ ｢暴力｣とは何か｡無言電話は｢暴力｣に入るのか｣

オリバーは,こうした探求の目的と評価の観点を次のように説明している92)｡

｢論争問題において探求することの目的は,生徒に一般的に正しいとされている

答えを見つけたり学んだりさせることにあるのではない｡多様な立場の人々の

見解を分析すること,そしてそれを通して自らの立場を合理的に正当化するこ

とが目的なのである｡この時,生徒は知識の精通に基づいて評価されるのでは

ない｡自らが到達した立場を合理的に正当化できるかどうか,そのパフォーマ

ンスに基づいて(教師は)評価する｡｣

これらの活動を一通り終えた後,デービス裁判官は学校統合を強制するべきだ

ったのか,フォーブス知事は頑強にこれを抵抗するべきだったのか,その意思決

定が求められる｡ここに至るまでに,学習者は,リトルロック事件に対し,その

事実認識,価値槻(法規範的価値基準),言葉の定義の各部門で自己の見解(解釈)

′を持ち,明確に結論が下せるようになることがハーバード社会科では求められて

いる｡

このように,オリバーはハーバード社会科の授業では次のような展開をとった｡

授業の目頭では,価値観のぶつかり合いだけでなく,問題や事件に対する当事者
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の解釈の食い違い,言葉の定義の違いなども描かれている複数の人間の見解が対

立した場面(論争場面)を学習者に提示することで,学習者間に見解(主張･価

値観(思念)･事実認識･言葉の定義など)の不一致･葛藤を｢強制的｣に生じさ

せ,議論を活発化させた｡そして次の段階として,論争事例の中で議論されてい

る中心的問題(公的･政策的問題)を学習者に発見させ,それがこれから話し合

う中心的問題であることを確認させた｡そして学習者が,その間題に対して,辛

件の当事者らの間にみられる対立する見解(解釈･価値観)を参考に､､しながら中

心的問題に対して自らの立場を示しその根拠を示す中で,学習者の間で顕著とな

った見解の不一致点に注目し,どのような対立が事態の見解に発生しているのか

を, ｢価値的問題｣｢定義的問題｣｢事実的問題｣の枠組みに合わせて整理したのち,

その解決に向けた議論に挑ませるように仕向けていた｡学習者は,この｢価値的

問題｣ ｢定義的問題｣ ｢事実的問題｣に挑む中で,中心的問題に対しての自らの主

張を変化させていくことになる93)｡さらには,単に学習者個人の判断基準(価値

観)を形成するだけでなく,学習者間でそれをぶつけ合って,最終的に合意を達

成することを要求し,そのための技法(アナロジー法など)を提供した｡オリバ

ーは,法規範的価値を批判的に吟味し検討し,個人の独自の見解を持つだけでな

く,違った考えを持つ人々と議論を通して,意見の統一を生み出すことができる,

まさに｢公としての市民｣に理想像を求めたのである｡

(2)法規範分析手法の獲得と普遍的な法規範的価値の形成

オリバーはハーバード社会科の授業で,複数の人間の見解が対立した場面(論

争場面)を学習者に提示することで,学習者間に見解(主張･価値観(思念)･事

実認識･言葉の定義など)の不一致･葛藤を｢強制的｣に生じさせ,議論を活発

化させた｡そして次の段階として,論争事例の中で議論されている中心的問題(公

的･政策的問題)を学習者に発見させ,それがこれから話し合う中心的問題であ

ることを確認させた｡そして学習者が,その間題に対して,事件の当事者らの間

にみられる対立する見解(解釈･価値観)を参考にしながら中心的問題に対して

自らの立場を示しその根拠を示す中で,学習者の問で顕著となった見解の不一致

点に注目し,どのような対立が事態の見解に発生しているのかを, ｢価値的問題｣
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｢定義的問題｣ ｢事実的問題｣の枠組みに合わせて整理したのち,その解決に向け

た議論に挑ませるように仕向けていた｡さらには,単に学習者個人の判断基準(価

値観)を形成するだけでなく,学習者間でそれをぶつけ合って,最終的に合意を

達成することを要求し,そのための技法(アナロジー法など)を提供した｡オリ

バーは,法規範的価値を批判的に吟味し検討し,個人の独自の見解を持つだけで

なく,違った考えを持つ人々と議論を通して,意見の統一を生み出すことができ

る学習者の育成を目指していた｡

こうしたハーバード社会科の授業の構造から,学習者はいったいどのような民

主主義社会の形成者として求められる手続き的知識を獲得することができるので

あろうか｡それは大きく言って,次の4点となる｡

①　社会的(宗教的)価値の表象的な部分,いわば言説を解明して理解する

(トウールミン図式の規範的価値(主張(O)の解明と理解)

②　社会的(宗教的)価値を支持する人間の価値の正当化の構造を分析し,彼ら

の背後にある価値観(思念)を明らかにして理解する

(トウールミン図式の根拠付け(W)保障的価値(B)の解明と理解)

③　価値観の異なる相手の考え方を踏まえた自己の価値観の反省と再構築

(①②で整理した価値の正当化の構造図(トウールミン図式)を括弧に入

れて,その外から学習者が個人個人自らの価値の正当化の構造図を形

成)

④　学級内での議論を通して統一見解を作成する

(③を括弧の入れて,その外から学習者全員が支持できるような価値の正

当化の構造図を形成)

※　そのための技法として,アナロジー法,三段論法などを習得

小単元｢リトルロック｣の場合,このうち①と②は,授業の前半部の学習過程

で獲得することができる｡というのも,小単元｢リトルロック｣では,授業の前

半で,デービス判事やフォーブス知事の主張(学校統合を進めるべきか否か)を

確認したのち,その見解を伺い,詳細にどのような不一致が両者に発生している

のかを｢事実｣ ｢価値｣ ｢定義｣に分けて整理した｡これはトウールミン図式で言
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うところの,それぞれ規範的価値(主張(O),データ(D),保障的価値(パッ

キング(B))に該当する｡これはまさにトウールミン図式を活用して,複数の他

者の価値正当化の構造を分析するといった,価値分析の技法を提供するに等しい｡

③④は授業の後半,実際に議論を学習者が行うところで獲得される｡ハーバー

ド社会科は学習者間の意見統一･合意形成に向けての技法も提供している｡これ

を通して学習者は,複数の他者(ここではデービス判事やフォ丁ブス知事)の価

値正当化の構造を踏まえ(括弧に入れ),自らの考えをまとめたのち,他の学習者

の見解を踏まえて再度それを反省し,全体の統一見解を見出す｡こうした授業過

程を通して, ③④の手続き的知識を獲得することができる｡

知事が過剰な反応
を示さなければ暴動
は発生しない(かっ
た)｡リトルロックの
住民は統合を時代
の流れと考えてい

理由付け
(W)

価値観
(B)

リトルロックで

すぐに学校
統合を進める
べきである

学校統合は人間の平等を達成
するための必要な政策であり､
知事を含めて人々はこれを受け
入れて速やかに平和に進めて
いかなくてはならない｡

人間の権利(教育を受ける権
刺)はいかなるものより大切であ
る｡

デービス裁判官らの考え方の
構造(トウールミン図式より)

フォーブス知事らの考え方の構
追(トウールミン図式より)

学習者自身の主張

別の学習者の主張

学習者自身の理由付
け

別の学習者自身の理
由付け

学習者自身の
価値観

別の学習者自
身の価値観

教室にいる学習者全体
の統一した主張

教室にいる学習者全
体の統一した理由付
け

教室にいる学習
者全体の統一し
た価値観

図6-6　小単元｢リトルロック｣の法規範的価値分析と文化的価値創造の図

(トウールミン図式より)
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こうした小単元｢リトルロック｣の授業で獲得される手続き的知識をトウール

ミン図式を使って示すと,前頁の図6-6のようになる｡ここで獲得した手続き

的知識は,普遍的な社会的価値の形成を目指す民主主義社会に必要と考えられる

全ての議論の能力を保障していると言える｡こうしたハーバード社会科の行う価

値学習は, ｢普遍的な法規範的価値の形成学習｣と見ることができる｡

4.問題別構成･議論型法規範的価値学習の特質

オリバーは,政府の政策や,司法判断,司法の解釈などを学習者の目でもう-

度反省的に吟味し,その再構築を図ることで,問題の認識能力や,法規範を構築

する上での議論のテクニックやその進め方,判断の規準,そして創造力といった,

妄り実践的な技能や,こうした法規範的価値の議論に積極的に参加して自らの考

えを述べることができる態度などを｢市民的資質｣と定義して,その育成をしよ

うと考えていた｡そしてこれを実現するために,ハーバード社会科において,次

のような内容編成･授業構成を採用している｡

まず内容編成の点からみると,オリバーは｢問題一主題アブロ⊥チ｣と｢歴史

危機アプローチ｣の二つを開発している｡ ｢問題一主題アプローチ｣は,テーマを

優先し,そのテーマに即した過去から現在に至るまでの実際の社会的な論争問題

事例のうち,特に公的な判断の下った事例や公的な判断が下りそうになっている

事例を中心に取り上げ,それを時系列に並べている｡そしてその議論と公的判断

(判例や政府の処置,政策など)を再検討することを通して,これまでの公的判

断を反省し,現代社会のあり方も問えるように構成されている｡｢歴史危機アプロ

ーチ｣は,特定の歴史事例を優先させ,その出来事の範囲内で現代でも議論にな

るような社会的な論争問題事例を教材化している｡また,歴史上で実際に下され

た判断の批判と再検討を通して過去の判断を反省するだけにとどまらず,現代の

類似事例との比較を積極的に行うことで,価値基準の一般化･普遍化を図ること

ができるように構成されている｡

また授業構成の点からみると,学習者の議論が活発になるように,冒頭では,

価値観のぶつかり合いだけでなく,問題や事件に対する当事者の解釈の食い違い,

言葉の定義の違いなども描かれている複数の人間の見解が対立した場面(論争場
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面)を学習者に提示することで,学習者間に見解(主張･価値観(思念)･事実認

識･言葉の定義など)の不一致･葛藤を｢強制的｣に生じさせている｡そして,

論争事例の中で議論されている中心的問題(公的･政策的問題)を確認した後,

学習者が,その間題に対して,事件の当事者らの間にみられる対立する見解(解

釈･価値観)を参考にしながら自らの立場を示しその根拠を示す中で,学習者の

間で顕著となった見解の不一致点に注目し,どのような対立が事態の見解に発生

しているのかを, ｢価値的問題｣ ｢定義的問題｣ ｢事実的問題｣の枠組みに合わせて

整理し,それぞれの議論に挑むことで,中心的問題に対しての自らの主張を反省

することができるような授業構成となっている｡さらには, ｢価値的問題｣などで

は,アナロジー法という新しい試みがとられ,学習者個人の価値観形成だけでは

なく,学習者間での見解及び中心的問題に対する意見の合意(集団レベルでの価

値観形成)に向けて話し合いが行える実用的な技法(手続き的知識)が提供され

でいる｡

つまり,ハーバード社会科は,内容はアメリカ合衆国においてこれまで起きた

様々な論争問題の課題別に編成され,授業はその論争をする当事者たちの実際の

議論を踏まえて,学習者自らの考えをまとめ,実際に下された判決や解決策を批

判し,新たなる政策や解決案(法規範的価値)を教室全体で形成する展開となっ

ていたとまとめることができる｡こうした内容編成･授業構成の特質から,オリ

バーがハーバード社会科を通して試みたような法規範的価値学習を,他の法規範

的価値学習と区別する上で,本研究では便宜上, ｢問題別構成･議論型法規範的価

値学習｣と定義する｡

なお,こうしたハーバード社会科からは,他の社会的価値を取り扱った価値学

習の｢問題別構成･議論型｣や,同じ法規範的価値を取り扱った他の型の価値学

習には見られない,問題別構成･議論型法規範的価値学習の固有の特質も指摘で

きる｡それは次の2点である｡

第一に,ハーバード社会科は,政策や法に対する人々(論争当事者)の意見や

見解の対立を比較することを通して,彼らの背後にある価値観(思念)の対立を

発見することだけでなく,その対立した価値観を踏まえて学習者間で討論するこ

とで,学習者個人の法規範的価値観が形成できるように挑んでいる点である｡つ

まり,学校現場が学習者の法規範的価値観の形成を直接試みているのである0
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第二に,ハーバード社会科は,学習者にただ議論を求めるだけでなく,価値観

の不一致の解消,つまり合意を要求し,またそのために必要とされるような手続

き的知識(例えばアナロジー法)の提供をしている点である｡これは,問題別構

成･議論型思想的価値学習(『思考への扉』)や,問題別構成･議論型文化的価値

学習(『文化の衝突』)には見られない特質である｡

これら問題別構成･議論型法規範的価値学習が持つ二つの特質については,例

えばハーバード社会科を開発したオリバーは何の言及もしていない｡しかしここ

には,法規範的価値の本質をオリバーが強く意識したことが,その背景にあると

考えられる｡法規範的価値というものは,時にして社会に何らかの弊害をもたら

し,その都度より合理的な代案が早急に望まれる｡しかしこのとき,個人が好き

勝手にそのあり方についての意見を持てばよいというわけにはいかない｡もしそ

れを認めるならば,カオスとなりうるからである｡法規範的価値は,社会の構成

員が合意して初めてその機能を果たすことができる性質を持つ｡オリバーは,紘

規範的価値が持つこうした性質(社会本位的で現代適応性･革新性重視)を強く

意識したのであろう｡

第5節　合衆国の法規範的価値学習の特質

一集団レベルでの価値観形成-

本章では,アメリカ合衆国における法規範的価値学習の三つの流れを,パトリ

ックとレミ-の『憲法の学習』,クラッディの『法と王冠』,オリバーらのハーバ

ード社会科の分析を通して解明してきた｡これらはその内容編成･授業構成から

それぞれ, ｢個別配列･理解型法規範的価値学習｣, ｢テーマ別構成｡比較型法規範

的価値学習｣, ｢問題別構成･議論型法規範的価値学習｣と呼べるものであった｡

これら三つには,次のような特質が見られる｡

第一の特質は,本章で取り上げた3つの教材,プロジェクト全てにおいて,学

習者を,民主社会の一員として社会に参加する態度を育成する手段として,法規

範的価値を取り扱っていることである｡そのアプローチには確かに3つの論には
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違いが生じている｡個別配列･理解型法規範的価値学習(『憲法の学習』)は既存

の法規範的価値の包括的理解に重点を置いていたことに対して,テーマ別構成･

比較型法規範的価値学習(『法と王冠』)や,問題別構成･議論型法規範的価値学

習(ハーバード社会科)は,こうした既存の法規範的価値を批判し,新たな法規

範的価値を構築することに重点を置いていた｡しかし,そのアプローチこそ違う

が,基本的には法規範的価値を取り扱うこと自体が,学習者の目を社会に向けさ

せることに一役買っており,個別配列･理解型法規範的価値学習,テーマ別構成･

比較型法規範的価値学習,問題別構成･議論型法規範的価値学習の3つともが,

この点を意識して法規範的価値を社会科に取り入れていた｡

第二の特質は,諸外国の法規範的価値をそれぞれ比較したり,一つの法規範的

価値に対しての対立する意見を上げる人々の考え方をぞれぞれ比較したりするこ

とで,各種文化的価値を対象化し,さらにはその背後にある価値観(思念)を発

見させていることである｡トウトミン図式を使って説明をするならば,法規範的

価値学習は,各種法規範的価値そのものの表面的な中身(規範的価値(C)の部

分)だけでなく,その価値を支持する人間が背後に持つ価値観(保障的価値(B))

の発見にも力点が置かれることを示している｡

第三の特質は,法規範的価値学習は,その他の,宗教的価値学習,思想的価値

学習,文化的価値学習と異なり,価値を批判･評価する活動の際,教室内での意

見の統一(合意形成)まで学習者に求めるケースが存在することである(問題別

構成･議論型法規範的価値学習)｡この場合,それに必要な手続き的知識(ハーバ

ード社会科の場合は, ｢アナロジー(類推)法｣)などが学習者に提供されていた｡

[〒盃巨
自らの価値観を,更に他の学習者同士での討論を通して彼らの
価値観と比較することで反省し,また相手の価値観を批判する
ことを通して,自分と他の学習者の問で合意できる問主観的な
価値観を構築し,これを正当化できる段階

図6-7　法規範的価値学習が提供する手続き的知識(トウールミン図式よ
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り)

こうした法規範的価値学習の特に問題別構成･議論型の授業方略を,トウール

ミン図式を使って説明をするならば(前頁図6-7参照),法規範的価値学習は,

各種法規範的価値そのものの表面的な中身(規範的価値(C)の部分)の理解や,

その価値を支持する人間が背後に持つ価値観(保障的価値(B))の発見に力点が

置かれる段階だけでなく,それらを踏まえて学習者が個人レベルで独自のトウー

ルミン図式を構築し,さらにはその個人レベルのトウールミン図式を集積して,

教室内で統一した集団レベルのトウールミン図式を完成させることまで求める,

つまり新しい法規範的価値を集団レベルで構築することまで求める授業と説明で

きる｡

このように,集団レベルで価値基準を形成することまで試みる法規範的価値学

習が学習者に提供するであろう民主主義社会の形成に必要な手続き的知識には,

次のものがある｡

①　社会的(法規範的)価値の表象的な部分,いわば言説を解明して理解する

(トウールミン図式の規範的価値(主張(O)の解明と理解)

②　社会的(法規範的)価値を支持する人間の価値の正当化の構造を分析し,彼

らの背後にある価値観(思念)を明らかにして理解する

(トウールミン図式の根拠付け(W)保障的価値(B)の解明と理解)

③　価値観の異なる相手の考え方を踏まえた自己の価値観の反省と再構築

(①②で整理した価値の正当化の構造図(トウールミン図式)を括弧に入

れて,その外から学習者が個人個人自らの価値の正当化の構造図を形

成)

④　学級内での議論を通して統一見解を作成する

(③を括弧の入れて,その外から学習者全員が支持できるような価値の正

当化の構造図を形成)

※　そのための技法として,アナロジー法,三段論法などを習得

こうした特質が,合衆国の法規範的価値学習に見られる背景には,法規範的価値
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学習の開発者が,社会本位的で現代適応性･革新性という法規範的価値が持つ固

有の性質(法規範的価値が価値として存在する条件)を意識し,それに基づいた

法規範的価値学習の開発をしていることがあると考えられる｡つまり彼らは,紘

規範的価値をどう維持ないし変革させていくのかといった問題を,社会的問題と

してとらえ,既存の法規範的価値にとって代わる新しい価値を,社会の一部,小

さな共同体とも言える教室での議論を通して創造し,最終的には何らかの意見の

統一までもってくることの必要性を認め,また早急に社会レベルでの意見の統一

が求められる問題であると考え,他者との議論を通して,集団レベルで新しい法

規範的価値の構築していくことを学校が担う使命があると判断し,あえて意見の

統一を学習者間に求め,またそのために必要な手続き的知識まで提供したと考え

られるのである｡
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〔註〕

1 ) croddy, M., Bringing the Bill of Rights to the Classroom: An Anecdotal

History of the Constitutional Rights Foundation, The Social Studies, vol.82,

1991, p.218.

2 )スターの論文(Starr, I., The Law Studies Movement: AMemoir, Peabody

JournalofEducation, vol.55, no.l, 1977, pp.6-ll.)などに,初期(50年代後

半から60年代)の法規範的価値を社会科に取り込もうとした人々の活動状況

が紹介されている｡

3)合衆国の多くの研究者や教育関係者が, 1960年代後半から,学校現場が,特

に社会科において法規範的価値を積極的に取り扱うようになったと指摘してい

る｡ (Croddy, M., Bringing the Bill of Rights to the Classroom: AnAnecdotal

History of the Constitutional Rights Foundation, op tit., p.218./ Caliber

Associates, The Promise of Law Related Education as Delinquency

Prevention, TechnicalAssistance Bulletin, 2001, no.19, p.l.)なお,関東弁

護士連合会によると,その先駆け的存在であるスターが法を社会科で積極的に

取り扱おうとし始めたのは, 1930年代であると指摘している｡ (関東弁護士連

合会編『法教育-21世紀を生きる子どもたちのために-』現代人文社,大学図

書, 2002年, 26頁)

4 ) u.S. Office of Education Study Group on Law Related Education, Final

Report of the Study Group on Law related Education, OE Publication

79-43000, 1978, p.43.

5) 『社会科教育(social Education)』などにも,社会科で法規範的価値を積極

的に取り上げ,これを議論することの重要性を唱える論文が1970年代に入っ

て多く現れる｡ (cf. Berg, R., ANewModelforLaw-Focused Education, Social

Education, vol.39, 1975, pp.163-164.)

6) 1973年にNCSSがその機関紙である『社会科教育(SocialEducation)』 (5

月号)で法をテーマとした教材の特集を組み,その-覧を取り上げているが,

その教材が開発された時期は,はば全てが, 1968年から1973年までに集中し
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ている｡詳しくは　GrossN., &Wilkes, P.F., The Constitution:Instructional

Sources and Resources, Social Education, vol.37,1973, pp.416-430.を参考に

されたい｡

7)この点はわが国の法関連教育の研究者である江口勇治氏も指摘している｡詳

しくは,江口勇治｢社会科における｢法教育｣の重要性-アメリカ社会科にお

ける｢法教育｣の検討を通して-｣ 『社会科教育研究』第68号, 1993年, 2
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化｣社会における社会科内容編成-アメリカ法関連教育プロジェクトを手がか

りにして-｣ 2000年度全国社会科教育学会研究大会(長崎)発表資料, 2000

年を参考にした｡
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13) Patrick, J. J., and Remy, R.C., op tit, p.ill.
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17) patrick, J･J., Teaching the Bill of Rights in Secondary School- Four Keys to

an Improved Civic Education, The Social Studies, vol.16, 1991, pp.227-228.

パトリックは1970年代初頭から社会科の教科書などの開発を始めるようにな

るが,その処女作は,科学主義社会科の理論家として知られるメトリンガトと

の合作である『アメリカの政治的態度』 (Mehlinger, H., and Patrick, J.J.,

American PoliticalBehavior, Ginn and Company, 1974.)であり,これはア

メリカ合衆国の法律や法制度の内容,市民の法制度への態度などを,当時の政

治学の最新の学説を持って解説した内容となっている｡この『アメリカの政治

的態度』は,フェントンのホルト社会科などと並んで,アメリカ合衆国では科
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SocialEducation, vol.5, 1977を参照されたい).
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対立が見られる裁判事例として｢スケンク対合衆国｣裁判などを挙げている
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20) 『核時代の国家安全保障シリーズ』 (Remy, R.C., and Patrick, J.J., National

Security ofa NuclearAge Series, AddisoirWesley, 1989)に関しては,池野

範男･橋本康弘･渡部竜也『アメリカ社会科における国家安全保障学習の展開

と構造』 IPSHU研究報告シリーズ研究報告No.30, 2002年を参照されたい｡
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22) patrick J.J., and Remy, R.C., Lesson on the Constitution, op cit., p.l.

23) Ibid.
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25) patrick J.J., and Remy, R.C., op tit., pp.297-298.

26) croddy, M., et al., Of Codes and Crowns, "Law in Social Studies"Series,

ConstitutionalRightsFoundation, 1983.この『法と王冠』の分析は,拙稿｢法

原理批判学習一法を基盤とした社会科の改革-｣ 『社会科研究』第56号, 2002
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に紹介されているものとしては, 『自由の基礎』というプロジェクトがある｡こ

れについては,中原朋生｢｢権利に関する社会的ジレンマ研究｣としての社会科

一権利学習プロジェクト『自由の基礎』を手がかりに-｣ 『社会科研究』第58

号, 2003年を参照されたい｡

27) ｢テーマ別構成･比較型｣については,第1章第2節を参照されたい｡

28) ｢問題別構成･議論型｣については,第1章第2節を参照されたい｡

29) croddy, M., Bringing the Bill of Rights to the Classroom: An Anecdotal

History of the Constitutional Rights Foundation, op cit.

30) croddy, M., Slow March of Democracy, SocialEducation, vol.52, no.3, 1988,

194-195.

31) Ibid., p.195.

32) Croddy, M., et al., Of Codes and Crowns, op cit., pp. 29-83.

33) Ibid.

34)このカリキュラムの構造については,拙稿｢市民的資質育成のための社会科

カリキュラムの構成原理-"社会科における法''シリーズを手がかりとして-｣

『教育学研究紀要』第二部,第46巻, 2000年, 165-170頁を参照されたい｡

35) croddy, M., et al., Of Codes and Crowns, op cit., pp. 29-83.

36) Croddy, M., Law Related Models for Teaching Controversial Issues,

International Journal of Social Education, vol.4, no. l, 1989.

37)この罪刑法定主義の論争に関しては,我妻柴『法律における理屈と人情』日

本評論社, 1955年や田中成明『現代理論法学入門』法律文化社, 1993年が詳

しい｡なお,この罪刑法定主義の客観論の呼び名は,我妻柴『法律における理

屈と人情』日本評論社, 1955年19-25頁を参考にした｡なおこの立場は他
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に｢客観主義刑論｣ ｢応報刑論｣とも呼ばれている｡

38)この罪刑法定主義の客観論の呼び名は,我妻柴,同上書19-25頁を参考

にした｡なおこの立場は他に｢主観主義刑論｣ ｢目的刑論｣とも呼ばれている｡

39)このハーバード社会科の分析は,筆者の次の二つの論文に基づいている｡

･拙稿｢アメリカ社会科における社会問題学習論の原理的転換- ｢事実｣を知

るための探求から自己の｢見解｣を構築するための探求へー｣ 『教育方法学

研究』第29号, 2003年｡

･拙稿｢アメリカ社会科における社会問題学習の授業構成論一分析枠組の必要

性-｣ 『日本教科教育学会誌』第27巻1号, 2004年｡

なお,ハーバード社会科の先行研究には次のものがある｡

･井上菜穂｢目標達成度を明確にした態度評価法-ハーバード社会科の社会的

論争問題分析テストSIATを題材に-｣ 『社会科研究』第57号, 2002年｡

･岡明秀忠｢対抗社会化をめざす社会科-D�"W　オリバーの場合-｣ 『教育学

研究紀要』第36拳第2部, 1990年.

･小田泰司｢ハーバード社会科の成立過程-フェスティンガトの不協和理論に

基づく議論方法の開発-｣ 『社会系教科教育学研究』第1~5号, 2003年｡

･尾原康光, ｢リベラルな民主主義社会を担う思考者･判断者の育成(1) -

D.W.オリバーの場合-｣ 『社会科研究』 43号, 1995年｡

･河田敦之｢合理的意思決定能力育成の社会科内容構成-J�"p　シェーバーの

公的論争問題学習を手がかりとして-｣ 『社会科研究』第30号, 1982年｡

｢合理的意思決定能力育成の方法原理-J�"p　シェーバーの公的論

争問題学習を手がかりとして-｣ 『教育学研究紀要』第27巻, 1982年｡

･児玉修｢社会的判断力育成の方法原理-D�"W　オリバーのケーススタディ

ー｣ 『教育学研究紀要』第22巻,第2部, 1990年｡

｢社会的判断力育成の教材構成-D�"W　オリバーの公的論争問題

について｣ 『社会科研究』第25号, 1976年｡

･棚橋健治｢ハーバード社会科･社会的論争問題分析テストの学習評価論一間

題場面テストによる社会科学習評価への示唆-｣『社会科教育研究』69号,

1993年｡

『アメリカ社会科学習評価研究の史的研究』風間書房, 2002年第5
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章｢社会構造分析力･社会問題解決力評価｣｡

･溝上泰｢オリバーの社会認識論｣ 『社会認識教育の理論と実践』葵書房, 1971

年｡

--, ｢社会科教育における｢論争問題｣の取り扱い-ニューマンの場

合-｣ 『社会科研究』 20号, 1972年｡

･溝口和宏｢歴史教育における開かれた態度形成-D.W.オリバーの『公的論争

問題シリーズ』の場合-｣ 『社会科研究』 42号, 1994年｡

･我妻みち子｢社会科における意思決定能力育成に関する一考察-ハーバード

社会科プロジェクトを手がかりとして-｣ 『社会認識教育学研究』第7号,

1992年｡

このうち,河田･溝上･我妻の研究は,オリバーやシェーバーの意思決定力･

社会的判断力や市民的資質育成に対する考え方･教育論の側面に注目し,彼ら

の論説を解説するものである｡棚橋･井上の研究は,ハーバード評価プログラ

ムであるSIATに注計した研究である.小田の研究は,ハーバード社会科の成

立過程の解明を試みたものであるo児玉･屈原･溝口の研究は,ハーバード社

会科の教育方法原理の解明を試みようとした研究であり,内容編成の原理(児

玉･溝口)と,授業理論である｢法理学的アプローチ｣の方法原理(屈原･溝

口)の解明を試みたものである｡なお拙稿2論文は,児玉･尾原･溝口の論文

と同じ位置づけにある｡しかし,後述(註70)に示すように,拙稿は,よりオ

リバーの解決に即して｢法理学的アプローチ｣の実態を解明している｡本論文

も,他論文が解明している内容編成原理や｢法理学的アプローチ｣の分析に対

していくつか疑問があるため,拙稿を優先して採用する｡

40) oliver, D.W., and Shaver, J.P., TeachingPublic Issues in the High School,

Houghton Mifflin Company, 1966, p.13.

41)これは,もともと1950年代にメトカーフが唱えた｢クローズド･エリア｣

論を採用し,具体化したものであると考えられる｡その類似性を,エバンスが

指摘している(Evans, R.W., andBrodkey, J., Anlssue-Centered Curriculum

for High School Social Studies, in Evans, R.W., and Saxe, D.W., Handbook

on TeachingSociallssues, NCSS Bulletin 93, NCSS,1996, pp.255-256. )

42)具体的には,ハーバード社会科を作成したメンバーの一人であるニューマン
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が,オリバーの協力の下,高校生の意識調査を実施し,ここから1960年代に

アメリカでは個人主義が進んでいることを明らかにした｡そしてその間題点を

指摘している｡なお,ニューマンはこの研究をまとめて,ハーバード大学から

博士号を授与されている｡詳しくはNewmann, F.M., Adolescent'sAcceptance

of Authority* A Methodological Study, Harvard Educational Review, vol.35,

no.3, 1965,p.309.及び,小田泰司｢ハーバード社会科の成立過程-フェスティ

ンガトの不協和理論に基づく議論方法の開発-｣ 『社会系教科教育学研究』第

15号, 2003年, 70-72頁を参照されたい｡

43) oliver, D.W., Educating Citizens for Responsible Individualism 1960-1980,

Shaver, J.P･ and Berlak, H., Democracy, Pluralism, and the Social Studies;

Reading and Commentary, Houghton Mifflin Company, 1967, p.110.

44)後述するが,例えば｢問題一主題アプローチ｣の各単元では,最初に必ず導

入小単元が設定され,ここでテーマに沿っての簡単なアメリカ史を学習するよ

うに設定されている｡これを小田泰司は,実際に学習者が論争を取り扱い,読

論を進めていく上で,歴史事象に関する基礎的な知識が必要と判断した結果で

あると指摘している｡ (小田泰司,前掲論文　65-66頁)

45)この歴史手段型歴史学習論の観点からハーバード社会科を解説した研究とし

て,溝口和宏｢歴史教育における開かれた態度形成-D�"W　オリバー『公的

論争問題シリーズ』の場合-｣ 『社会科研究』第42号, 1994年がある｡こち

らも参照されたい｡

46) Oliver, D.W., A Curriculum Based on the Analysis of Public Controversy,

Social Education, vol.29, 1965, pp.222-223. Shaver, J.P., Educational

Research and Instruction for Critical Thinking, Social Education, vol.26,

1962, pp.13-16. Oliver, D.W., and Shaver, J.P., TeachingPubliclssuesin the

High School, op cit.

47)オリバーらがハーバード社会科でどのように学術成果を位置づけていたのか,

またどのような科学哲学的観念を持っていたのか,その詳細については,次の

論文を見ていただきたい｡

�"Newmann, F.M., Evaluation ofProgramed Instruction in the Social Studies,

Social Education, vol.29, 1965.
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Oliver,D.W.,andShaver,J.P.,TeachingPublicIssuesintheHighSchool,

opcit.,pp.3-15,89-133.

Newmann,F.M.,QuestioningthePlaceofSocialScienceDisciplinesin

Education,SocialEducation,vol.31,no.2,1967.

Shaver,J.R,SocialStudies'TheNeedforRedefinition,SocialEducation,

vol.31,no.l,1967.

48)oliver,D.W.,ACurriculumBasedontheAnalysisofPublicControversy,

opat.,pp.222.

49)Ibid.

50)Krug,M.M.,TheJurisprudentialApproach:TheoryandPractice,Social

Education,vol.32,ゝ1968,p.790.

51)Ibid.

52)oliver,D.W.,andNewmann,F.M.,PublicIssuesSeries,American

EducationPublication,1968-1971.対象学年は,7学年から12学年である｡

なお,ハーバード社会科『公的論争問題シリーズ』は,次の教材からなる｡

Oliver,D.W.,&Newmann,F.M.,TheAmericanRevolution-'CrisisofLaw

andC-ろange,PublicIssuesSeries,HarvardSocialStudiesProject,

AmericanEducationPublications,1967.

TheRailroadEra:BusinessCompetitionandthePublicInterest,

PublicIssuesSeries′HarvardSocialStudiesProject,American

EducationPublications,1967.

-,TakingaStand'
-AGuidetoClearDiscussionofPublicIssues,

PublicIssuesSeries′HarvardSocialStudiesProject,American

EducationPublications,1967

●~~~ReligiousFreedom-MinorityFaithsandMajorityRule,Public

lssuesSeries′HarvardSocialStudiesProject,American

EducationPublications,1967.

●I--TheRiseofOrganizedLabor-'WorkerSecurityandEmployer

Rights,PublicIssuesSeries,HarvardSocialStudiesProject,

AmericanEducationPublications,1967.

･--Thelmmigrant'sExperience:CulturalVarietyandthe"Melting

Pot,PublicIssuesSeries,HarvardSocialStudiesProject,
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AmericanEducationPublications,1967.

,NegroViewsofAmerica-TheLegacyofOpression,PublicIssues

Series,HarvardSocialStudiesProject,AmericanEducation

Publications,1967.

~,MunicipalPolitics:InterestGroupsandtheGovernment,Public

lssuesSeries′HarvardSocialStudiesProject,American

EducationPublications,1967.

･~-I-TheNewDeal-FreeEnterpriseandPublicPlanning,Public

lssuesSeries′HarvardSocialStudiesProject,American

EducationPublications,1968.

,TheRightsoftheAccused-'CriminalProcedureandPublic

Security,PublicIssuesSeries,HarvardSocialStudiesProject,

AmericanEducationPublications,1968.

●~~~TheLawsuit:LegalReasoningandCivilProcedure,PublicIssues

Series,HarvardSocialStudiesProject,AmericanEducation

Publications,1968.

-,Community0-ろange-Law,Politics,andSocialAttitudes,Public

lssuesSeries,HarvardSocialStudiesProject,American

EducationPublications,1968.

-,ColonialAfrica-TheKenyaExperience,PublicIssuesSeries,

HarvardSocialStudiesProject,AmericanEducation

Publications,1968.

,CommunistC-ムina'
�"CommunalProgressandIndividualFreedom,

PublicIssuesSeries′HarvardSocialStudiesProject,American

EducationPublications,1968.

NaziGermany-'SocialForcesandPersonalResponsibility,Public

lssuesSeries,HarvardSocialStudiesProject,American

EducationPublications,1968.

20thCenturyRussia-'AgentsoftheRevolution,PublicIssues

Series,HarvardSocialStudiesProject,AmericanEducation

Publications,1968.

･-�",TheCivilWar-'CrisisinFederalism,PublicIssuesSeries,

HarvardSocialStudiesProject,AmericanEducation

Publications,1969.

･-RaceandEducation-IntegrationandIndividualFreedom,Public
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Issues Series, Harvard Social Studies Project, American

Education Publications, 1969.

-, Technology and Public Policy- Uses and Control of Knowledge,

Public Issues Series, Harvard Social Studies Project, American

Education Publications, 1969.

,Status- Achievement and Social Values, Public Issues Series′

Harvard Social Studies Project,　American Education

Publications , 1969.

Revo2ution and World Politics-' The Search for National

lndependence, Public Issues Series, Harvard Social Studies

Project, American Education Publications, 1970.
､･

-　The Limits of War-'National Policy and World Conscience,

Public Issues Series, Harvard Social Studies Project, American

Education Publications, 1970.

･ -　　　　　Organizations among Nations- The Search for the World Order,

Public Issues Series, Harvard Social Studies Project, American

Education Publications, 1970.

, Diplomacy and International Law- Alternative to War, Public

lssues Series, Harvard Social Studies Project, American

Education Publications, 1970.

53) Oliver, D.W., and Newmann, F.M., Taking a Stand: A Guide to Clear

Discussion of Public Issues, Public Issues Series, Harvard Social Studies

Project, American Education Publications, 1967.

54)なお,ハーバード社会科の内容編成(｢歴史危機アプローチ｣と｢問題一主

題アプローチ｣)に関する研究としては,次の論文がある｡

･児玉修｢社会的判断力育成の教材構成-D�"W　オリバーの公的論争問題に

ついて｣ 『社会科研究』第25号, 1976年｡

･溝口和宏｢歴史教育における開かれた態度形成-D.W.オリバーの『公的論争

問題シリーズ』の場合-｣ 『社会科研究』 42号, 1994年｡

溝口は, ｢歴史危機アプローチ｣を民主主義解体過程の/反省, ｢問題-主題ア

プローチ｣を制度の民主化過程の吟味がそれぞれ目的であると評した｡しかし

この解釈には疑問があるo　一点目として,溝口は｢歴史危機アプローチ｣を民

主主義解体過程の反省とし,単元『ナチス･ドイツ』を事例にこれを説明して
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いるが,これは単元『ナチス･ドイツ』だからそのように説明ができるのであ

り,同じく｢歴史危機アプローチ｣に位置づけられている単元『ニューディー

ル』や単元『アメリカ独立戦争』には,その説明は少し無理があると言える｡

例えばニューディール政策は,労働者の権利を認めるなどの政策が実施され,

今なおF･ルーズベルトはアメリカ国民に愛されている｡こうしたニューディ

ール政策を｢民主主義の解体過程｣と言い切るだけの材料は乏しいよう.二点

目として,ニューディール政策やアメリカ独立戦争に側面があっても,このよ

うなレッテル付けをすることは,オリバーが最も嫌う歴史評価(歴史解釈)の

押し付けにつながると言えはしないだろうか｡また,アメリカの労働組合の成

立過程などを安易に｢民主化過程｣とレッテル付けしてしまうことも,歴史評

価の押し付けだけでなく,オリバーがさらに嫌う政治的社会化につながる危険

さえあるo　三点目に,オリバー,シェーバー,ニューマンの論文,理論書その

他どこを見ても,溝口の言う内容編成論が示されていないことである｡これら

の人物に言われていないことでも,事実に適合するならば問題はないが,実態

と溝口の説明には不一致が多々見られ,さらにはオリバー自身もそういった説

明を示していないとなると,ハーバード社会科の内容編成に関する溝口の説は,

再検討の余地があろう｡

対して児玉は, ｢歴史危機アプローチ｣を, ｢社会的価値の解釈や社会的価値

相互の対立をめぐって危機的状況にある歴史的なエピソードや時代に焦点を当

て,その状況内で複雑に相互作用している諸問題の分析を試みるものである｣

と説明している｡また, ｢問題一主題アプローチ｣に関しては, ｢現代的なある

特定の主題に焦点を当て,その主題を過去のある地点から現代へと展開させる

ものである｣と説明している｡これは,オリバーの説明を要約したものであり,

筆者は児玉説が｢歴史危機アプローチ｣ ｢問題一主題アプローチ｣の説明として

は,支持できるものであると判断した｡

なお,オリバーは,どの単元が｢問題-主題アプローチ｣に属し,どの単元

が｢歴史危機アプローチ｣に属するのかに関しては,部分的にしか示していな

い｡そのため,全29ある単元の配分は,児玉と溝口で違いが見られる｡児玉

説を支持する筆者としては,単元の配分も,基本的には児玉説に基づいている｡

ただし, 『外交と国際法』 『国家間の組織』 『戦争の制限』 『革命と国際政治』の
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単元に関しては,筆者は｢問題一主題アプローチ｣に分けた｡

55)oliver,D.W.,andShaver,J.P.,TeachingPublicIssuesintheHighSchool,

opcit.,p.138.

56)Ibid.,p.141.

57)Ibid.,pp.142-145.

58)Oliver,D.W.,andNewmann,F.M.,RaceandEducation-'Integrationand

IndividualFreedom,PublicIssuesSeries,HarvardSocialStudiesProject,

AmericanEducationPublications,1969.

59)小田泰司,前掲論文65-66頁｡

60)溝口和宏,前掲論文｡

61)例えば,R･ラトクリフらが開発した『v-I-C』(Ratcliffe,R.H.,andMiles,

E.W.,VitalIssuesofConstitution,HoughtonMifflinCompany,1989.)の内

一容編成原理などに見ることができる｡詳しくは,溝口和宏｢歴史教育による社

会的判断力の育成(1)一法的判断力育成のための歴史教材例-｣『社会科研究』

第50号,1999年を参照されたい｡

62)oliver,D.W.,andShaver,J.P.,TeachingPublicIssuesintheHighSchool,

opcit.,p.138.

63)Ibid.,p.139.

64)Oliver,D.W.,andNewmann,F.M.,TheAmericanRevolution-'CrisisofLaw

andC.丘ange,PublicIssuesSeries,HarvardSocialStudiesProject,American

EducationPublications,1967.この単元『アメリカ独立戦争』の分析は,宇津

剛･横山秀樹･山田秀和･渡部竜也｢ハーバード社会科における社会科授業論:

価値を分析･検討する社会科授業論｣池野範男研究代表者『現代民主主義社会

の市民を育成する歴史授業の開発研究』(平成13-15年度科学研究費補助金研

究成果報告書,2004年)60-79頁に基づく｡

65)oliver,D.W.,andNewmann,F.M.,TheNewDeal'
-FreeEnterpriseand

PublicPlanning,PublicIssuesSeries,HarvardSocialStudiesProject,

AmericanEducationPublications,1968.

66)Oliver,D.W.,andShaver,J.P.,TeachingPublicIssuesintheHighSchool,

opcit.,p.139.
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67) Ibid.

68) oliver, D.W. A Curriculum Based on the Analysis of Public Controversy,

op at., pp.221-222

69) Newmann, F.M., The Analysis of Public Controversy- New Forcus on Social

Studies, The SchoolReview, vol.73, 1965.

70) Levin, M., and Oliver, D.W., A Law and Social Science Curriculum Based

on the Analysis of Public Issues-'Final fieport, Office of Education, 1969,

pp.20-22.

71)先行研究において,児玉修が振り分けたものがあるが,筆者の分け方もこれ

とほぼ同じである｡詳しくは,児玉修｢社会的判断力育成の教材構成-D-W

オリバーの公的論争問題について｣ 『社会科研究』第25号, 1976年を参照さ

れたい｡

72)なお,ハーバード社会科の小単元の授業構造である｢法理学的アプローチ｣

についての研究としては,次の二つの論文がある｡

･屈原康光, ｢リベラルな民主主義社会を担う思考者･判断者の育成(1) -

D.W.オリバーの場合-｣ 『社会科研究』 43号, 1995年｡

･溝口和宏｢歴史教育における開かれた態度形成-D.W.オリバーの『公的論争

問題シリーズ』の場合-｣ 『社会科研究』 42号, 1994年｡

しかし,尾原は,授業展開に関するオリバーの解説を翻訳してそのまま紹介し

ているに過ぎず,ここからではハーバード社会科の授業理論の本質がはとんど

見えてこない｡この点,教授書形式で再現した溝口は,同アプローチの具体的

な実態が良く分かる点で評価できる｡しかし,溝口は同アプローチの｢価値観

の不一致の解消を目指した議論｣に注目する一方で,同アプローチにおける｢分

析的フレームワーク｣の存在や,事実認識の不一致の解消を目指した議論や,

言葉の定義の不一致とその解消を目指した議論の側面に触れていない｡オリバ

ーは公的論争問題を,価値対立と事実解釈対立,定義対立の三段階で見ている

はずだが,氏が再現した教授書小単元｢労働者と法｣にも,小単元｢ある町の

家族｣にも,価値的問題とその議論の側面のみが示されている.ハーバード社

会科の評価テストであるSIATでは,こうした論争における事実認識の不一致

の発見や,処理,定義の不一致の発見や処理を評価する項目がかなり設定され
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ていることからも,オリバーがハーバード社会科においてこの｢事実的問題｣

｢定義的問題｣の2側面をかなり重視したことは明確であり,筆者は『政策の

立案』に示された解説などを踏まえ,理論書に示されている小単元｢リトルロ

ックの暴動｣の授業をあえて教授書に再現し,法理学的アプローチにおける分

析的フレームワークの役割や, ｢事実的問題｣ ｢定義的問題｣の議論の位置づけ

などを示した｡ (なお, SIATについて詳しくは,棚橋健治｢ハーバード社会科･

社会的論争問題分析テストの学習評価論一間題場面テストによる社会科学習評

価への示唆-｣ 『社会科教育研究』 69号, 1993年を参照されたい｡)

73) ｢法理学的アプローチ｣は,裁判で活用される審議手法から生み出されたも

のであるとオリバーは説明している(Oliver, D.W., and Baker, S., The Case

Method, SocialEducation, vol.23, 1959,pp.25-26.)｡これは,ハーバード社会

科を開発したハーバード大学が,法律学の権威であることも関係すると筆者は

-考えている｡なお,この｢法理学的アプローチ｣は,後に法関連教育の研究者

の間で注目されることになる｡例えば,第3節で取り扱った『法と王冠』を作

成したCRFは, 1970年代にニューマンをゲストとして招いて, ｢法理学的アプ

ローチ｣の指導を仰いでいる(Croddy,M., BringingtheBillofRightstothe

Classroom: An Anecdotal History of the Constitutional Rights Foundation,

op at., p.218.

74)森分孝治｢社会科授業構成の類型｣社会認識教育研究会編『社会認識教育の

探求』第一学習社, 1978年, 385頁｡

75)多くは,第1章のメトカーフの授業論などを参照されたい｡

76) 1960年代に入ると,科学主義社会科の影響があって,この問題状況の認識

をより科学的なものにしようと,学術成果(有力な学説)を参考にするように

なり, 1950年代までは解決案の議論に時間を割いていたことを見直して,より

多くの時間を問題状況の事実分析に時間を費やし,教材作成側が提示したデー

タから,研究者の問題に関する事実的説明(解釈)の有力な学説を発見すると

いうブルーナ-のき｢発見学習｣が取り入れられたりもした｡この代表的な人物

にマシヤラスがいる.彼は元々デューイストだが,ブルーナ一に大きく影響さ

れ,ブルーナ-の発見学習に似た探求学習論を提案したことはよく知られてい

る｡彼は,問題の議論｢How:どうするべきか｣の前に, ｢What:何が問題か｣
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｢Why:なぜその間題が発生したのか｣といった問題の構造を探求することの

重要性を説き,ここで当時最も有力であった学説に基づいた問題の解釈を発見

させる手法を考案した｡彼の開発した『探求の世界史』の単元の中にも,その

姿勢を見ることができる(例えば『社会構造』などに見ることができる｡ただ

し,本論文第1章で示した『政治システム』には,あまりはっきり出てはいな

い)｡なお,ここの研究として詳しくは,小原友行の一連のマシヤラス研究に詳

しい｡

･小原友行｢社会科探求学習における教材構成-E.G.マシヤラスの場合-｣ 『教

育学研究紀要』 21号, 1975年｡

･-　　　　｢社会科学習原理としての探求-E.G.マシヤラスの場合-｣ 『社

会科研究』 24号, 1976年｡

｢小学校社会科における市民的資質育成の理論と授業構成-E.G.

マシヤラス, T.カルトソトニス, J.Lバースの場合-｣ 『高知大学教育学部

研究報告』第一部, 35号, 1983年｡

77) oliver, D.W., and Shaver, J.P., TeachingPublic Issues in the High School,

op cit.,p.32.

78) Ibid., pp.132-133.

79)オリバーはかつて,中国共産党政権における不遇な一女性の体験記を下に学

習者に議論を迫ったが,一個人の不遇な状況を共感させるだけのものとなり,

資料不足などもあって偏った見方を教え込ませてしまう危険すら生み出してし

まったという苦い経験があった(この事実は,小田が明らかにしている｡詳し

くは小田泰司｢ハーバード社会科の成立過程-フェスティンガトの不協和理論

に基づく議論方法の開発-｣ 『社会系教科教育学研究』第15号, 2003年, 69

頁を参照されたい).オリバーはこの後,どのような教材を使うのが一番効率よ

く論争ができるのかを研究し,対立する見解をそのまま提示する手法が効果的

であるとの結論を導き出したoオリバーは, ｢解釈がするどく対立するエッセイ

は,オープンエンドな討論を導きやすい｡対して,一つのレポートやナレーシ

ョンは,質問を生み出すよりも,それに答えるための材料として扱われる傾向

がある｣と述べている(Newmann, F.M., and Oliver, D.W., Case Study

Approach in Social Studies, SocialEducation, vol.31, 1967, p.113.)
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80)Oliver,D.W.,andShaver,J.P.,EvaluatingtheJurisprudentialApproachto

theSocialStudies,TheHighSchoolJournal,vol.46,1962,pp.53-63.

81)Oliver,D.W.,andShaver,J.P.,TeachingPublicIssuesintheHighSchool,

opcit.,pp.126-130.

82)oliver,D.W.,andBaker,S.,TheCaseMethod,opcit.,p.26.Oliver,D.W.,

EducatingCitizensforResponsibleIndividualism,1960-1980,Patterson,F.,

CitizenshipandaFreeSociety'
-EducationfortheFuture,NCSSthe30th

YearbookofNCSS,1960,pp.201-227.(inShaver,J.R,andBerlak,H.,

Democracy,Pluralism,andtheSocialStudies'/ReadingandCommentary,

HoughtonMifflinCompany,1967,pp.112-114.)なお,ハーバード社会科の

授業方略である｢法理学的アプローチ｣の再現に関しては,これらオリバーら

の一連の書物や論文の他に,棚橋健治のハーバード社会科の評価研究や,アメ

ハリカ合衆国においてオリバーの｢法理学的アプローチ｣を研究している以下の

論文も参考にした｡

�"Singleton,L.R.,andGiese,J.R.,PreparingCitizenstoParticipatein

DemocraticDiscourse:ThePublicIssuesModel,inEvans,R.W.,and

Saxe,D.W.,optit.,pp.59-65.

�"Harris,D.,AssessingDiscussionofPublicIssues:AScoringGuide,in

Evans,R.W.,andSaxe,D.W.,op<?/｣.,pp.289-297.

83)oliver,D.W.,andShaver,J.P.,TeachingPublicIssuesintheHighSchool,

opcit.,p.88.

84)Ibid.,pp.88-89.

85)Ibid.,p.94.

86)Ibid.

87)Ibid.

88)1960年代以降,心理学の分野でアナロジー(類推)法は注目されてくる｡

cf.Dreistadt,R.,AnAnalysisoftheUseofAnalogies&Metaphorsin

Science,TheJournalof'Psychology,vol.68,1968.

89)Shaver,J.P.,ValuesandtheSocialStudies,inMorrissett,L,etal.,

ConceptsandStructureintheNewSocialScienceCurricula,HoltRinehart298



and Winston, 1967, pp.121-122.

90) oliver, D.W., and Shaver, J.P., TeachingPublic Issues in the High School,

op cit.,p.94.

91) oliver, D.W., Educating Citizens for Responsible Individualism, 1960-1980,

op at., pp.110-112.

92) Newmann, F.M.,叩d Oliver, D.W., Case StudyApproach in Social Studies,＼＼ノ

op at., p.113.

93)こうした授業構成は,かつてデューイが提示し,価値学習に応用した｢反省

的思考法｣ ((資料などから)問題の発見- (下位の)議題の設定-仮説の提示

→調査･資料の収集-資料の分析･一般化-仮説の修正一間題への主張の修正)

に類似している｡オリバーは,社会問題の事実的説明(解釈)を,教師側や教

材作成者側が前もって｢間違いの少ない説明｣ ｢客観的な説明｣として提示する

-ことを否定する点で,確かにこれまでのデューイストの多くの人たちとは立場

を異にしているが,その｢反省的思考｣の形式を踏襲して(ないしは発展させ

て)いる点に,オリバーがアメリカ合衆国国内でデューイストの一人として評

価されている所以がある｡
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終章　社会科における価値学習の原理と方法

一分析の成果が示唆するもの-

第1節　研究成果の総括

本研究は,序章第1節｢研究主題｣の目頭や章末1)でも示したように,各穫社

会的価値を取り扱った学習が対象とした価値街域と,その内容編成,授業構成,

そして学習が保障する,民主主義社会形成の際に求められる手続き的知識との間

の関連性を解明することを目的とする｡そのために本研究では,まず序章･第1

章で1960年代後半のアメリカ新社会科運動期に特に焦点をあて,社会的価値を

学習過程に取り入れたいわゆる価値学習がアメリカ国内で盛んになってきた背景

を明らかにし,民主主義社会における価値学習の意義を考察したのち,その価値

学習を,その取り扱う社会的価値の違いを視点に類型化するために,第2章にお

いて,社会的価値をその性質･機能を下に宗教的価値･思想的価値･文化的価値･

法規範的価値に分類した見田の価値の4類型理論を参考にして,価値学習を宗教

的価値学習･思想的価値学習･文化的価値学習･法規範的価値学習の4つに分け

た｡次頁の表7-1は,見田が示した価値の4類型であるo

この類型理論に基づいて,第3章から第6章まで,各種価値学習が対象とする
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社会的価値の街域(宗教的価値･思想的価値･文化的価値･法規範的価値)別に,

内容編成･授業方略と,そしてその学習が学習者に提供しようと考えている民主

主義社会形成に必要とされる手続き的知識の特質の分析･解明を行ってきた｡

表711　価値の類型表(フレームワ-ク)

時間的パースペクティブ

伝統性■●継続性重視 現代適応性●革新性重視

社
自己本位

宗教的価値 思想的価値
A

葦/$
(宗教●経典)⇒日常での (倫理●人間哲学) ⇒日常で

個人の多様な行為を生む の個人の多様な行為を生む

社会本位

文化的価値 法規範的価値

(伝統的慣習)⇒日常での (■法●判例) ⇒政治的●経済
ペ 文化的社会的現実を生む 的社会的現実を生む

(見田宗介『価値意識の理論一欲望と道徳の社会学-』弘文堂, 1966年, 32真の第一図｢価

値の類型表｣より筆者抜粋｡ただし一部手直ししている｡)

第3章では,宗教的価値を取り扱った学習,いわゆる宗教的価値学習に焦点を

あてたo　宗教的価値は,自己本位的で伝統性･継続性重視という固有の性質を持

つとされる｡つまり,ある社会的価値が宗教的価値として人々に藷識され存在す

るための条件として,その社会的価値の内容が,それを信ずるある複数の人間に

とっては,日常で生活するために有効と思われるような何らかの指針(基準)を

提示できるが,それを信じない人間には何の指針も提示しえないような個々の単

位のものであること,そしてその内容は長い歴史の中で大きく変化せず守られ続

けていることの2つがあるとされている｡

こうした宗教的価値学習には,大きく2つの流れを見ることができる｡1つは,

多様な宗教の教義や,それにまつわる慣習･儀式など,各種宗教的価値に関する

情報をできるだけ包括的かつ正確に子どもたちに伝えることで,子どもたちの宗

教的基礎知識(religious literacy)を保障し,また他宗教への誤解や偏見を解消

し,さらには,宗教的寛容心(religious tolerance)を育てることを目的とした

ものである｡こうした宗教的価値学習は,世界の主要宗教の教義や習慣などの宗

教的価値に関する様々な情報を学習者に提示するために,内容編成の点からみる

と,全体計画においては,基本的に世界の主要宗教が包括的に扱われ,各単元で

は,それらが宗教別に個別に取り扱われている｡また小単元では,単元が取り扱
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う宗教の各種個別情報(｢宗教の歴史｣ ｢教祖｣ ｢神｣ ｢経典の中身｣ ｢聖地｣ ｢儀礼｣

｢暦｣ ｢シンボル｣ ｢宗教芸術｣など)を系統的に取り扱うようになっている｡さ

らに授業構成の点からみると,教科書が提供する各種宗教的価値に関する諸情報

を学習者が十分に理解できるように,小単元単位で,学習者は情報の把握とその

確認となる発間への対応が繰り返し求められている｡こうした内容編成･授業構

成の特質から,こうした宗教的学習を本研究では｢個別配列･理解型宗教的価値

学習｣と定義した｡この事例として,アルクレイピッチが開発した『世界の宗教』

などを挙げることができる｡

もう1つは,そうした各種宗教の宗教的価値の多様性を伝えるだけでなく,そ

の比較･検討をさせることで,その宗教間に普遍としてある価値観(思念)を発

見し,そのことで他宗教を特異なものとして好奇的に見る態度や,ステレオタイ

プな見方,偏見を克服することを目的としたものである｡こうした宗教的価値学

習は,宗教間に普遍としてある価値観(思念)を発見することを目的としていた

ために,内容編成の点からみると,全体計画において,各単元では,各宗教が共

通して持つ教義や儀礼といった内容(祭典,儀式,聖書と主な概念など)をテー

マとして設定し,そのテーマに沿って世界の複数の主要な宗教の個別内容(宗教

的価値)を単元内で示す構成をとる｡また授業構成の点からみると,各単元のテ

ーマに沿った各種宗教の個別内容(宗教的価値)を理解するだけに終わらず,比

較して,共通性や相違性を発見する活動が組まれ,そのことで,各種宗教の背後

に共通する価値観(思念)や,相違する価値観(思念)を発見できるような展開

になっている｡こうした内容編成･授業構成の特質から,こうした宗教的学習を

本研究では｢テーマ別構成･比較型宗教的価値学習｣と定義した｡この事例とし

て,ダイヤグラム･グループが開発した『比較宗教』などを挙げることができる｡

この個別配列･理解型宗教的価値学習とテーマ別構成･比較型宗教的価値学習

は,そのどちらもが授業方略として宗教的価値の理解に重点を置く分,その評価

や批判を求める発間や活動を全く設定しなかったという共通点を持つ｡こうした

原因としては,宗教的価値学習の開発者が,自己本位的で伝統性･継続性重視と

いう宗教的価値が持つ固有の性質を意識し,それに基づいた宗教的価値学習の開

発をしていることがあると考えられる｡つまり彼らは,宗教的価値の選択という

問題を完全に｢個人的問題｣として位置付づけることで,教室全体で議論して何
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らかの宗教的価値の優劣を決定したり,従来の宗教的価値にとって代わる新しい

価値を創造したりすることの必要性を否定したと考えられるのである｡そのため

宗教的価値学習はどちらのタイプとも学習者に提供できる手続き的知識が制限さ

れ,次の2つに限定されてしまった｡

①　社会的(宗教的)価値の表象的な部分,いわば言説を解明して理解する

(トウールミン図式の規範的価値(主張(O)の解明と理解)

②　社会的(宗教的)価値を支持する人間の価値の正当化の構造を分析し,彼ら

の背後にある価値観(思念)を明らかにして理解する

(トウールミン図式の根拠付け(W)保障的価値(B)の解明と理解)

トウールミン図式で示せば,下の図7-1のように,分析対象となる宗教的価

値を支持する人々の価値の正当化構造を解明するといった手続き的知識を獲得す

るのが宗教的価値学習の限界である｡筆者はこうした段階の手続き的知識を,第

一レベルの手続き的知識と名付けたい｡

l 【■データ(D)】r T 1 【主張(C)】l

- 【根拠付け(W)】■

■【パッキング(B)】l
第一レベルの手続き的知識　　分析対
象となる価値が正当化される構造をトー
ルミン図式で整理することができる

図7-1 :宗教的価値学習が提供する手続き的知識(トウールミン図式より)

第4章では,思想的価値を取り扱った学習,いわゆる思想的価値学習に焦点を

あてた｡思想的価値は,自己本位的で現代適応性･革新性重視という固有の性質

を持つとされる｡つまり,ある社会的価値が思想的価値として人々に認識され存

在するための条件として,その社会的価値の内容が,ある複数の人間にとっては,

日常で生活するために有効と思われるような何らかの指針(基準)を提示できる
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が,別の人間には何の指針も提示しえないような個々の単位のものであること,

そしてその内容は時代の要請や環境の変化などで絶えず変化を続けていることの

2つがあるとされている｡

こうした宗教的価値学習には,大きく2つの流れを見ることができる｡1つは,

各種イデオロギーの問題に対して多角的な視野から考察でき,最終的に独自の見

解を見出すことができるような子どもを育てようと試みるものである｡こうした

価値学習は,イデオロギーに関して多角的な議論を試みる必要があったため,内

容編成の点からみると,各教科書のテーマとして｢国家主義｣ ｢国際主義｣ ｢資本

主義｣ ｢社会主義｣ ｢共産主義｣ ｢フェミニズム｣ ｢人種主義｣といったイデオロギ

ーを設定している｡また各単元の章には,各種イデオロギーにおいて論争となっ

てきた問題を発間形式で設定し,小単元には,その1つ1つに章で設定されてい

る発間に対しての思想家の様々な主張や見解を設定しており,学習者の視点を多

角的なものにするような工夫がなされている｡また授業構成の点からみると,各

種イデオロギーにおいて論争となってきた問題を学習者が考えていくにあたって,

その間題に対してコメントをしている各思想家の見解を比較し,背後にある価値

観の違いを発見する活動が組まれており,学習者はそのまったく相異なる思想家

の価値観を踏まえて,個々の独自の考え方,思想的価値を自由に,そして多角的

に考察していくことができるような展開になっている｡こうした内容編成･授業

構成の特質から,こうした思想的学習を本研究では｢テーマ別構成･比較型思想

的価値学習｣と定義した｡この事例として,レオーネが開発した"ISM"シリー

ズを挙げることができる｡

もう1つは,日常の人間哲学的な課題に直面した時に,歴史上の人物の思想を

学び,それを批判的に検討することを通して,現在や未来の必要性にあわせて使

用することができるような能力を学習者に育成しようと試みるものである｡こう

した思想的価値学習は,歴史上の人物から思想的価値を学び,それを批判的に検

討しようとするものであったため,内容編成の点からみると,古代にも現代にも

共通する永続的だが,決して社会的な合意形成が必要ではなく個人レベルで決着

をすればよいような,日常生活における人間のあり方を問う問題を教材選択の基

準とし,そうした問題に実際に直面した過去の人物たちを取り上げている｡そし

て授業構成の点からみると,過去の先人たちがその間題にどのような解答を示し
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たのかを分析し,それ以外の解決案の可能性を検討し,それを参考に自分ならど

うするのか検討するように学習者を導く展開をとる｡こうした内容編成･授業構

成の特質から,こうした思想的学習を本研究では｢問題別構成･議論型思想的価

値学習｣と定義した｡この事例として,スタールが開発した『思考への扉』など

を挙げることができる｡

このテーマ別構成･比較型思想的価値学習と問題別構成･議論型思想的価値学

習は,そのどちらもが授業方略として,思想的価値の批判･評価を求めても,そ

れに関しての教室内での意見の統一まで求めるような指示をしていない,つまり

価値観形成を個人レベルに範囲をしぼるといった共通点をもっている｡

こうした原因として,思想的価値学習の開発者が,自己本位的で現代適応性･

革新性という思想的価値が持つ固有の性質を意識し,それに基づいた思想的価値

学習の開発をしていることがあると考えられる｡つまり思想的価値学習の開発者

は,学習者の思想的価値観の形成といったものを,個人的問題として考えている

が,しかし宗教的価値の場合と違って,それは,議論を通して他者の思想とのぶ

つかり合いの中,自らの,そして他者の価値観の反省と新しい価値の構築を常時

進めていくものであると捉えたことが背景にあると考えられる｡

こうしたことから思想的価値学習はどちらのタイプも学習者に提供できる手続

き的知識が,宗教的価値学習より若干増えた｡具体的には次の3つになる｡

①　社会的(思想的)価値の表象的な部分,いわば言説を解明して理解する

(トウールミン図式の規範的価値(主張(O)の解明と理解)

②　社会的(思想的)価値を支持する人間の価値の正当化の構造を分析し,彼ら

の背後にある価値観(思念)を明らかにして理解する

(トウールミン図式の根拠付け(w)保障的価値(B)の解明と理解)

③　価値観の異なる相手の考え方を踏まえた自己の価値観の反省と再構築

(①②で整理した価値の正当化の構造図(トウールミン図式)を括弧に入

れて,その外から学習者が個人個人自らの価値の正当化の構造図を形成)

トウールミン図式で示せば,次頁の図7-2のように,分析対象となる思想的

価値を支持する人々の価値の正当化構造を解明したのち,それを踏まえて(括弧
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に入れて)自らの思想的価値を構築するといった手続き的知識を獲得する｡筆者

はこうした段階の手続き的知識を,宗教的価値学習が提供した手続き的知識のレ

ベルと区別し,こちらの方がより高次であることを示すために,第二レベルの手

続き的知識と名付けたい｡

第二レベルの手続き的知識
分析対象となる価値が正当化される構造を踏まえ(括弧に入
れ) ,学習者が独自の価値観に基づいて主張をし,それを正当
化できる

､図7-2 :思想的価値学習が提供する手続き的知識(トウールミン図式より)

第5章では,文化的価値を取り扱った学習,いわゆる文化的価値学習に焦点を

あてた｡文化的価値は,社会本位的で伝統性･継続性重視という由有の性質を持

つとされる｡つまり,ある社会的価値が文化的価値として人々に認識され存在す

るための条件として,その社会的価値の内容が,ある一定の範囲の社会の構成員

の多くが,日常で生活するために有効と思われるような何らかの指針(基準)を

提示できること,そしてその内容は長い歴史の中で大きく変化せず守られ続けて

いることの2つがあるとされている｡

こうした文化的価値学習には,大きく2つの流れが見られる｡ 1つは,文化間

に上下はないとした精神に則り,異文化への偏見を見直すために,異文化に関す

る知識を獲得し,それを認めることができる寛容的な態度(CulturalTolerance)

の育成を試みる立場である｡こうした文化的価値学習は,文化に優劣はないとし

た考え方に基づいているため,特定の地域の文化的価値に対象を限定することを

避ける傾向がある｡そのため,内容編成では,基本的に世界中の国々をまんべん

なく取り扱うために,章は,ヨーロッパ,オリエント(アジア),太平洋地域,中

東,アフリカ,ラテンアメリカ,北アメリカと,地域別に構成し,ここで地域に

漏れがないように編成している｡また授業構成からみると,世界各地のできるだ
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け多くの地域(国)の様々な文化的価値を,政治的慣習,生活･風俗,儀礼-と

いったように文化的内容の項目別に系統的に扱おうとする傾向が見られる｡また,

学習者がより楽しく学習できるように,教師がただ学習者に解説していく形は避

けられ,クイズ形式が採用されるなどの工夫がなされることもある｡こうした内

容編成･授業構成の特質から,こうした文化的学習を本研究では｢個別配列･理

解型文化的価値学習｣と定義した｡こうした事例としては,ウイラーが開発した

『国と文化』などを挙げることができる｡

もう1つは｢多文化的再構築主義(Multicultural Reconstructionism)｣と呼

ばれる考え方に基づいた教材の開発である｡ ｢多文化的再構築主義｣とは,単に世

界各地の伝統的慣習といった文化的価値に関する情報を提供するだけでなく,こ

れの比較を通して背後にある価値観(思念)の違いを解明してみたり,さらには

それを批判的に吟味してみたりなどして,間地域的に融合した新しい｢ユートピ

ア｣的文化的価値を構築しようとする動きである｡ただし,教師が前もってその

｢ユートピア｣を示すことはない｡学習者自身が対話を通じて作り上げていくこ

とが基本的に求められるのである｡

この｢多文化的再構築主義｣に基づいた文化的価値学習にも,そのアプローチ

の違いから, 2つの流れを見ることができる｡ 1つは,他地域の文化的価値を知

ることで,相手への偏見を無くし,それを尊重する態度を育成するだけでなく,

それらの文化的価値が合衆国にどのような影響を与えているのか,そして今後そ

れらをアメリカ国民である学習者個人は,そして合衆国はどのように取り入れ,

どのような文化的価値を構築していくのか,といったことを考えていく態度や,

そのための技能(手続き的知識)を育成しようと試みるものである｡こうした文

化的価値学習は,他地域の文化的価値を合衆国に取り入れる際に,それらを比較･

考察することが求められる｡そのため内容編成の点からみると,単元を建築,芸

術,音楽,言語,文学,食べ物,貨幣といった文化的なテーマごとに分け,下位

の小単元では,そのテーマに沿った世界各国の個別内容(文化的価値)が,国な

いし地域別に取り扱われている｡また,授業構成では,そうしたテーマに沿った

各国の文化の個別内容(文化的価値)を理解するだけに留まらず,それがアメリ

カ社会にどのような影響を与えているのかを調査したり,それらの比較をして学

習者個人の価値基準を構築したりする展開となっている｡こうした内容編成･授
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業構成の特質から,こうした文化的学習を本研究では｢テーマ別構成･比較型文

化的価値学習｣と定義した｡こうした事例としては,シュル･ヒ-ベンタールが

開発した『文化の関係』などを挙げることができる｡

｢多文化的再構築主義｣に基づく文化的価値学習としてのもう1つのアプロー

チは,世界の人々が,拡大するグローバル化,アメリカ化の波に翻弄され,伝統

的価値を維持するのか,それとも変革するのか,その判断を迫られている実際の

問題場面を学習者に見せることで,世界の実態を理解させるだけではなく,自国

の文化的価値を反省する機会を提供し,そうした自国の文化的価値を批判的に吟

味することができる力の育成を試みるものである｡こうした文化的価値学習は,

世界の人々が,拡大するグローバル化,アメリカ化の波に翻弄され,伝統的価値

を維持するのか,それとも変革するのか,その判断を迫られている実際の問題場

面を学習者に示し,これを議論させていくことが求められる｡そのため内容編成

からみると,グローバル化によってアメリカン･スタンダードが世界各地域に広

がり,その地域に伝統的に根付いている文化的価値と衝突を起こしたことが原因

で生まれたもので,今日のアメリカ社会ではほとんど議論されることがない,自

明となっているような文化的価値に関する対象地域での議論が積極的に取り扱わ

れている｡また,授業構成の点からみると,学習者に諸外国で起こる対象地域の

伝統的な文化的価値対西洋の文化的価値の葛藤が引き起こす論争的な問題の実例

を｢体験｣させ,問題に直面した主人公と,主人公に意見する様々な人々など当

事者たちの議論を踏まえさせることで,グローバル化によって変化しつつある世

界の伝統的な文化的価値の実態を理解し,さらにはより深い議論を通して価値葛

藤に対しての学習者自らの考え方,文化的価値の基準(価値観)を構築する展開

となっている｡こうした内容編成･授業構成の特質から,こうした文化的学習を

本研究では｢問題別構成･議論型文化的価値学習｣と定義した｡こうした事例と

しては,ラーナ-が開発した『文化の衝突』などがある｡

このように文化的価値学習には,個別配列･理解型文化的価値学習,テーマ別

構成･比較型文化的価値学習,問題別構成･議論型文化的価値学習の3つが存在

するが,このうち個別配列･理解型文化的価値学習は,授業方略として文化的価

値の理解に重点を置く分,その評価や批判を求める発間や活動を全く設定してい

ない｡そのため個別配列･理解型文化的価値学習は学習者に提供できる手続き的
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知識が制限されてしまうことになった｡それに対して,テーマ別構成･比較型文

化的価値学習と問題別構成･議論型文化的価値学習は,授業方略として諸外国の

文化的価値をそれぞれ比較したり, 1つの文化的価値に対しての対立する意見を

上げる人々の考え方を比較したりすることで,各種文化的価値を対象化し,さら

にそれを批半[l･評価するところまで授業で求めている｡しかしその議論の到達点

として教室内での意見の統一まで求めるような指示はなく,価値観形成を個人レ

ベルに範囲をしぼっていた｡

こうした原因としては,文化的価値学習の開発者が,社会本位的で伝統性･継

続性という文化的価値が持つ固有の性質を意識し,それに基づいた文化的価値学

習の開発をしていることがあると考えられる｡つまり彼らは,文化的価値をどう

維持ないし変革させていくのかといった問題を,社会的問題としてとらえ,既存

の文化的価値にとって代わる新しい価値を,社会の一部,小さな共同体とも言え

る教室での議論を通して創造し,最終的には何らかの意見の統一までもってくる

ことの必要性を認めつつも,早急には社会レベルでの意見の統一が求められない

問題でもあると考え,他者との議論を通して,個人レベルで新しい文化的価値の

構築していく段階を学校現場が担うだけで十分であると判断し,あえて合意形成

まで求めることを避けたと考えられるのである｡

こうしたことから文化的的価値学習が学習者に提供できる手続き的知識は,忠

想的的価値学習とほぼ同じ程度と考えられる｡具体的には次の3つになる｡

①　社会的(文化的)価値の表象的な部分,いわば言説を解明して理解する

(トウールミン図式の規範的価値(主張(O)の解明と理解)

②　社会的(文化的)価値を支持する人間の価値の正当化の構造を分析し,彼ら

の背後にある価値観(思念)を明らかにして理解する

(トウールミン図式の根拠付け(W)保障的価値(B)の解明と理解)

③　価値観の異なる相手の考え方を踏まえた自己の価値観の反省と再構築

(①②で整理した価値の正当化の構造図(トウールミン図式)を括弧に入

れて,その外から学習者が個人個人自らの価値の正当化の構造図を形成)

トウールミン図式で示せば,次頁の図7-3のように,分析対象となる文化的
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価値を支持する人々の価値の正当化構造を解明したのち,それを踏まえて(括弧

に入れて)自らの文化的価値を構築するといった手続き的知識を獲得する｡筆者

はこうした段階の手続き的知識を,思想的価値学習が提供した手続き的知識のレ

ベルと同様に,第二レベルの手続き的知識と名付けたい｡

第二レベルの手続き的知識
分析対象となる価値が正当化される構造を踏まえ(括弧に入
れ),学習者が独自の価値観に基づいて主張をし,それを正当
化できる

図7-3 :文化的価値学習が提供する手続き的知識(トウールミン図式より)

第6章では法規範的価値を取り扱った学習,いわゆる法規範的価値学習に焦点

をあてた｡法規範的価値は,社会本位的で現代適応性･革新性重視という固有の

性質を持つとされる｡つまり,ある社会的価値が法規範的価値として人々に認識

され存在するための条件として,その社会的価値の内容が,ある一定の範囲の社

会の構成員の多くが,日常で生活するために有効と思われるような何らかの指針

(基準)を提示できること,そしてその内容はそしてその内容は時代の要請や環

境の変化などで絶えず変化を続けていることの2つがあるとされている｡

こうした法規範的価値学習は,大きく2つの流れをみることができる｡1つは,

既存の法規範的価値を公的な判断基準として習得し,他の事例にも活用できるよ

うにする能力を育成しようとする立場である｡この立場にある法関連教育の開発

者･理論家らは,合衆国憲法や権利章典,刑法,民法の内容や,法的手続き,そ

して合衆国国内で起きた重要裁判の判例などの法規範的価値は,アメリカ国民と

して最低限知っておかねばならないアメリカの公的判断基準であると考え,こう

した既存の司法判断や司法の解釈といった公的判断基準を学習者に着実に理解･

習得させることの重要性を主張する｡そのため,内容編成の点からみると,合衆

国憲法や権利章典,刑法,民法の内容や,法的手続き,そして合衆国国内で起き
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た重要裁判の判例などの法規範的価値(公的判断基準)を,包括的に取り扱う傾

向がある｡また授業構成の点からみると,そうした法規範的価値(公的判断基準)

が生み出されることになった事件のあらすじを確認したのち,その重要裁判の判

例などの法規範的価値(公的判断基準)の歴史的意味や存在意義を考えさせるこ

とで,それらの法規範的価値(公的判断基準)の内容だけでなく,その重要性や

存在意義を含めて"共感的に''学習者に伝達しようとする展開をとる｡こうした

内容編成･授業構成の特質から,こうした法規範的学習を本研究では｢個別配列･

理解型法規範的価値学習｣と定義した｡こうした事例としては,パトリックとレ

ミ-が開発した『憲法の学習』などを挙げることができる｡

もう1つは,民法やその他法律の内容や,司法判断,司法の解釈などの既存の

法規範的価値を,学習者の目でもう-度反省的に吟味し,学習者独自の法規範的

価値(判断基準)の再構築をして,これに従って行動できる能力を育成しようと

試みる立場である｡ただし,教師が前もってその｢理想像｣を提示することはな

い｡学習者自身が対話を通じて作り上げていくことが基本的に求められるのであ

る｡この立場は,学習者間の議論を通して,学習者自身の価値(判断基準)の構

築を行うために必要とされる,問題の認識能力や,法規範を構築する上での議論

のテクニックやその進め方,そして創造力といった,より実践的な技能や,法規

範的価値の議論に積極的に参加して自らの考えを述べることができる態度などの

育成に重点を置く｡

この法規範的価値学習にも,そのアプローチの違いから,さらに2つの流れを

見ることができる｡ 1つは,他地域の法規範的価値を知ることで,相手への偏見

を無くし,それを尊重する態度を育成するだけでなく,それらの法規範的価値が

合衆国にどのような影響を与えているのか,そして今後それらをアメリカ国民で

ある学習者個人は,そして合衆国はどのように取り入れ,どのような法規範的価

値を構築していくのか,といったことを考えていく態度や,そのための技能(辛

続き的知識)を育成しようと試みるものである｡こうした法規範的価値学習は,

他地域の法規範的価値を合衆国に取り入れる際に,それらを比較･考察すること

が求められる｡そのため,内容編成の点からみれば,単元ではテーマとしてそれ

ぞれ｢法治主義｣ ｢罪刑法定主義｣ ｢司法権の独立｣ ｢司法権の市民参加｣ ｢抵抗権｣

などの法規範を取り上げる｡そして授業構成の点からみると,テーマで取り上げ
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た法規範の発生から今日に至るまでの質的変遷の過程を概観するような展開とな

り,前半部では主に法原理発生の背景,要因を探る点に力点が置かれ,後半部で

は,法原理の発生当初の形式と現在の形式を比較して,どちらが優れているのか

を学習者自身に考えさせる展開となっている｡この優劣を判断する際,長い歴史

の過程で変形した現在の法原理の形式と,発生当初の法原理の形式とを比較･評

価することで,両者の背後にある意図や価値観(思念)の違いを発見し,それを

踏まえて学習者が判断することが求められる｡こうした内容編成｡授業構成の特

質から,こうした法規範的学習を本研究では｢テーマ別構成･比較型法規範的価

値学習｣と定義した｡こうした事例としては,クラッディが開発した『憲法の学

習』などを挙げることができる｡

もう1つのアプローチは,これまでの政府の政策や,司法判断,司法の解釈な

どを学習者の目でもう-度反省的に吟味し,その再構築を図ることで,問題の認

識能力や,法規範を構築する上での議論のテクニックやその進め方,判断の規準,

そして創造力といった,より実践的な技能や,こうした法規範的価値の議論に積

極的に参加して自らの考えを述べることができる態度などの育成を試みるもので

あるo　こうしたアプローチでは,-､政府の執った政策決定の過程や',司法の判決ま

での過程を授業で取り扱う必要がある｡そのため,内容編成の点からみると,チ

ーマを優先し,そのテーマに即した過去から現在に至るまでの実際の社会的な論

争問題事例のうち,特に公的な判断の下った事例や公的な判断が下りそうになっ

ている事例を中心に取り上げ,それを時系列に並べている｡そして授業構成から

みると,その議論と公的判断(判例や政府の処置,政策など)を再検討すること

を通して,これまでの公的判断を反省し,現代社会のあり方も問えるように構成

されている｡また授業過程ではアナロジー法などの技法が学習者に提示されおり,

学習者個人の価値観形成だけではなく,学習者間での見解及び中心的問題に対す

る意見の合意(集団レベルでの価値観形成)に向けて話し合いが行える実用的な

技法(手続き的知識)を習得できるようになっている｡こうした内容編成･授業

構成の特質から,こうした法規範的学習を本研究では｢問題別構成･議論型法規

範的価値学習｣と定義した｡こうした事例としては,オリバーらが開発したハー

バード社会科(『公的論争問題シリーズ』)を挙げることができる｡

このように法規範的価値学習には,個別配列･理解型法規範的価値学習,チ-
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マ別構成･比較型法規範的価値学習,問題別構成･議論型法規範的価値学習の3

つが存在するが,このうち個別配列･理解型法規範的価値学習は,授業方略とし

て法規範的価値の理解に重点を置く分,その評価や批判を求める発間や活動を全

く設定していない｡そのため個別配列･理解型法規範的価値学習は学習者に提供

できる手続き的知識が制限されてしまうことになった｡それに対して,チ-マ別

構成･比較型法規範的価値学習と問題別構成･議論型法規範的価値学習は,授業

方略として諸外国の法規範的価値をそれぞれ比較したり, 1つの法規範的価値に

対しての対立する意見を上げる人々の考え方を比較したりすることで,各種法規

範的価値を対象化して批判･評価しするところまで授業で求めている｡さらに問

題別構成･議論型法規範的価値学習の場合,法規範的価値の批判･評価の際の議

論の到達点として教室内での意見の統一まで求めており,そのための技法(アナ

ロジー法など)も提示されている｡つまり,価値観形成を集団レベルで行おうと

しているのである｡

こうした原因としては,法規範的価値学習の開発者が,社会本位的で現代適応

性･革新性という法規範的価値が持つ固有の性質を意識し,それに基づいた法規

範的価値学習の開発をしていることがあると考えられる｡つまり彼らは,法規範

的価値をどう維持ないし変革させていくのかといった問題を,社会的問題として

とらえ,早急に社会レベルでの意見の統一が求められる問題であると考え,他者

との議論を通して,集団レベルで新しい法規範的価値の構築していくことを学校

が担う使命があると判断し,あえて意見の統一を学習者間に求め,またそのため

に必要な手続き的知識まで提供したと考えられるのである｡

こうしたことから法規範的価値学習はどちらのタイプも学習者に提供できる手

続き的知識は,他の宗教的価値学習,思想的価値学習,文化的価値学習より多く

なる｡具体的には次の4つになる｡

①　社会的(宗教的)価値の表象的な部分,いわば言説を解明して理解する

(トウールミン図式の規範的価値(主張(O)の解明と理解)

②　社会的(宗教的)価値を支持する人間の価値の正当化の構造を分析し,彼ら

の背後にある価値観(思念)を明らかにして理解する

(トウールミン図式の根拠付け(W)保障的価値(B)の解明と理解)
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③　価値観の異なる相手の考え方を踏まえた自己の価値観の反省と再構築

(①②で整理した価値の正当化の構造図(トウールミン図式)を括弧に入

れて,その外から学習者が個人個人自らの価値の正当化の構造図を形

成)

④　学級内での議論を通して統一見解を作成する

(③を括弧の入れて,その外から学習者全員が支持できるような価値の正

当化の構造図を形成)

※そのための技法として,アナロジー法,三段論法などを習得

トウールミン図式で示せば,下の図7-4のように,分析対象となる法規範的

価値を支持する人々の価値の正当化構造を解明したのち,それを踏まえて(括弧

に入れて)自らの法規範的価値を構築するといった手続き的知識を獲得する｡筆

者はこうした段階の手続き的知識を,宗教的価値学習や思想的価値学習,文化的

価値学習が提供した手続き的知識のレベルと区別し,こちらの方がより高次であ

ることを示すために,第三レベルの手続き的知識と名付けたい｡

E【デ■タ(D)】■ l【主張(C)】

【根拠付け(W )】

【パッキング(B)】

第3レベルの手続き的知識
第2レベルで生み出した自らの価値観を,更に他の学習者同士での討論を通して彼ら
の価値観と比較することで反省し,また相手の価値観を批判することを通して,自分と
他の学習者の間で合意できる間主観的な価値観を構築し,これを正当化できる段階

図7-4:法規範的価値学習が提供する手続き的知識(トウールミン図式より)

このように,本研究では,見田の示した価値の4類型に基づいて,価値学習を

その取り扱う社会的価値の性質･性能を視点として,宗教的価値学習･思想的価

値学習･文化的価値学習･法規範的価値学習の4つに分け,それぞれ個別に,各

種社会的価値を取り扱った学習の対象とした価値額域と内容編成,授業構成,そ
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して学習が保障する,民主主義社会形成の際に求められる手続き的知識との間の

関連性を解明してきた｡次節では,その成果を表にまとめ,そこから導き出され

る,対象とした価値嶺域と内容編成,授業構成,そして学習が保障する,民主主

義社会形成の際に求められる手続き的知識との間の関連性に関する原理の抽出を

試みる｡

第2節　研究の示唆するもの一価値学習の原理と方法-

1.価値学習の街域依存性

本研究では,これまで,見田の示した価値の4類型に基づいて,価値学習をそ

の取り扱う社会的価値の性質･性能を視点として,宗教的価値学習･思想的価値

学習･文化的価値学習･法規範的価値学習の4つに分け,それぞれ個別に,各種

社会的価値を取り扱った学習の対象とした価値嶺域と内容編成,授業構成,そし

て学習が保障する,民主主義社会形成の際に求められる手続き的知識との間の関

連性を解明してきた｡その明らかになった結果を整理したのが表7-1である｡

表7-1の説明をしよう｡まず表7-1の横軸を説明する｡筆者は,第2章か

ら第6章までの各種価値学習の分析を通して,価値学習には大きく2つのアプロ

ーチが存在することを筆者は発見した｡ 1つは,政治的社会化が進む現代民主主

義社会に対して,それに負けないようにより多くの価値的知識･情報を理解する

ことで対応しようとす声考え方を基本に持つ立場で,筆者はこれを｢多元的価値

観習得アプローチ｣と呼ぶことにする｡もう1つは,従来から社会に存在する社

会的価値に対する多様な人々の考え方の批判的検討などを通して新しい社会的価

値の再構築をする試みをすることで価値多元化が進む現代民主主義社会に対して,

対応するという考え方を基本に持つ立場で,筆者は｢創造的価値観形成アプロー

チ｣と呼ぶことにする｡後述するが,筆者は,各種価値学習が取り扱う価値の蘭

域と,その価値学習が提供する内容編成･授業構成･手続き的知識の関係性を解

明する上で,この｢多元的価値観習得アプローチ｣と｢創造的価値観形成アプロ

ーチ｣とでは,違う結果が発見できた｡そのため,筆者は縦軸にこの｢多元的価
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表7 I 1価値学習の構造(対象とする価値領域と教育目的･手続き的知識･該当教材の関係) (筆者作BE)

多元的価値酔習得アプローチ
創造的価値観形成アプローチ

個人レベルの価値観形成 集団レベルの価値観形成

宗
許

壁

習

員警
●複数の宗教の宗教的価値や, さら

にその背後にある価値観 (思念)
を理解する■

Oft Inァ

(丑 宗教的価値の表象的な部分, い
わば言説を解明して理解する

② 宗準的価値を女持する人間の価

値の正当化の構造を分析し, 彼ら

の背後にある価値観 (思念) を明
らかにして理解する
【トウールミン●第1 レベル】

∧ 該
肇 義

∨ 材

■< 個別配列●理解型>
『世界の宗教』

< テーマ月順巨成●比較型>
『比較宗教』

(該当なし) (該当なし)

忠
京

響

習

敬
育
目
的

●他者の思想の鍵帥勺検討を通して, 彼ら

の奥底にある価値観 (思念) を発見し,
これを踏まえて個人の思想の反省と再
構築をする

藁葺 ①+②十③､価値観の異なる相手の考え方を踏まえた自己の価値観の反省と再構築【第2レベルの手続き的知識】1
∧ 該

.f

(該当なし) < テーマ別構成●比較型>

ÌSM シリーズ

< 間勧 順蔓成●議論型>

『思想ヘの扉』

(該当なし)

文

敬
育

●複数の地域の文化的価値や, さら ●ある文化的価値に関する考え方や, その

にその背後にある価値観 (思念) 背後にある価値観 (思念) を踏まえて,
目
的

を理解する 自らの文化的価値や生活スタイルを反

省し, これの再構築を図る

5

① 文化的価値の表象的な部分, しノ､ ①十②+

わば言説を解明して理解する ③ 価値観の異なる相手の考え方を踏ま
括

壁

習

(多 文化的価値を支持する人間の価 えた自己の価値観の反省と再構褒

値の正当化の構造を分析し, 彼ら

の背後にある価値観 (思念)■を明

らかにして理解する
【第1レベルの手続き的知識】

【第2 レベルの手続き的知識】

∧ 該
琴 義 ■

< 個月順己列 ●理解型> < テーマ別構成●鞄醇型> (該当なし)

『国と文化』 『文化の関係』

< 間勧 u構成●議論型>

『文化の衝突』

法
規

戟

●多様な法規範的価値や, さらにそ ●ある法規範的価値に対する論争などか ■●ある法規範的価値に対する論争から,

の背後にある価値観 (思念)■を理 ら, 意見の分かれる人々の背後にある価 意見の対立する人々の背後にある価
育
目
的

解する 値観 (思念) を明確にし, それを踏まえ 値観 (思念) を明確にし, それを踏

て自らの価値観を反省し, これの再構築 まえて, 教室全体で新たな法規範的

を図る 価値の再構築を図る

刃刃
(丑 法規範的価値の表象的な部分, ①+②+ ①+②+ ③+ ■

寓

彊

白得
さ

a s�"00m o*Jm o

いわば言説を解明して理解する ③ 価値観の異なる相手の考え方を踏ま ④ 学級内での議論を通して統一見解
② 法規範的価値を支持する人間の えた自己の価値観の反省と再構築 を作成する (その手法として､ アナ

価値の正当化の構造を分析し, 彼 【第2 レベルの手続き的知識】 ロジー法や三段論法)

二子こ
習 疏

普
的

らの背後にある価値観 (思念) を

明らかにして理解する
【第1レベルの手続き的知識】

【第3 レベルの手続き的知識】

串 式
< 個別配列 ●理解型> < テーマ別構成●比較型> < 同産別構成●議論型>

『憲法の学習』 『法と王冠』 ハーバード社会科(『公的論争問題シリ

ーズ』)



値観習得アプローチ｣と｢創造的価値観形成アプローチ｣の2つをあえて設定す

ることにした｡

次に表7-1の縦軸を説明する｡縦軸には,本研究で設定した4つの価値学習

である宗教的価値学習,思想的価値学習,文化的価値学習,法規範的価値学習が,

順番に左から並んでいる｡その下位には,各種価値学習それぞれに｢教育目的｣

｢学習者が習得できる手続き的知識｣ ｢該当する教材<該当する類型>｣が設定さ

れ,各種価値学習の開発者が共通して持っている｢教育目的｣,各種価値学習が学

習者に提供できる手続き的知識,その該当する教材を示すための項目が並んでい

る｡

宗教的価値学習の場合,そのタイプとして,個別配列･理解型宗教的価値学習

(『世界の宗教』)とテーマ別構成･比較型宗教的価値学習(『比較宗教』)の2つ

が見られたが,これらはどちらも複数の宗教の宗教的価値に関する詳細な情報を

(場合によっては,そうした価値の背後にある価値観(思念)までも)理解する

ことに重点が置かれている反面,学習者が独自の宗教的価値を創造するような発

間や指導は設定されていなかった｡このことから,どちらのタイプも｢多元的価

値観習得アプローチ｣に属すると考えられる｡

思想的価値学習の場合,そのタイプとして,テーマ別構成･比較型思想的価値

学習("ISM　シリーズ)と問題別構成･議論型思想的価値学習(『思考への扉』)

があったが,この両者とも複数の思想家の思想的価値を,その価値の背後にある

価値椀(思念)までも含めて理解するだけでなく,学習者が独自の思想的価値を

創造することまで求めていた｡このことから,そのどちらのタイプも｢創造的価

値観形成アプローチ｣に属すると考えられる｡

文化的価値学習の場合,そのタイプとして,個別配列･理解型文化的価値学習

(『国と文化』),テーマ別構成･比較型文化的価値学習(『文化の関係』)と問題別

構成･議論型文化的価値学習(『文化の衝突』)があった｡この内,個別配列･理

解型文化的価値学習は,複数の地域の文化的価値に関する詳細な情報を理解する

ことに重点が置かれている反面,学習者が独自の文化的価値を創造するような発

間や指導は設定されておらず,このことから,このタイプは｢多元的価値観習得

アプローチ｣に属すると考えられる.対して,テーマ別構成･比較型文化的価値

学習と問題別構成･議論型文化的価値学習は,両者とも複数の文化的価値を,そ
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の文化的価値の背後にある価値観(思念)までも含めて理解するだけでなく,学

習者が独自の文化的価値を創造することまで求めていた｡このことから,そのど

ちらのタイプも｢創造的価値観形成アプローチ｣に属すると考えられる｡

法規範的価値学習の場合,そのタイプとして,個別配列･理解型法規範的価値

学習(『憲法の学習』),テーマ別構成･比較型文化的価値学習(『法と王冠』)と問

題別構成･議論型法規範的価値学習(ハーバード社会科)があった｡この内,個

別配列･理解型法規範的価値学習は,多様な法規範的価値に関する詳細な情報を

理解することに重点が置かれている反面,学習者が独自の法規範的価値を創造す

るような発間や指導は設定されておらず,このことから,このタイプは｢多元的

価値観習得アプローチ｣に属すると考えられる｡対して,テーマ別構成･比較型

法規範的価値学習と問題別構成･議論型法規範的価値学習は,両者とも複数の法

規範的価値を,その法規範的価値の背後にある価値観(思念)までも含めて理解

するだけでなく,学習者が独自の法規範的価値を創造することまで求めていた｡

このことから,そのどちらのタイプも｢創造的価値観形成アプローチ｣に属する

と考えられる｡

こうした表7-1からは,次の4つの一般原理を見出すことがセきる.その第

一として, ｢多元的価値観習得アプローチ｣をとる場合,その多くが｢個別配列･

理解型｣が内容編成･授業構成の原理として採用されていることである｡現代社

会に存在する,より多様な価値観の存在と,その内容を確実に知ること,理解す

ることが｢多元的価値観習得アプローチ｣では要求される｡この｢個別配列･理

解型｣はそうした要求に最も応えることができる内容編成･授業構成原理と開発

者の間で判断されていることを伺うことができる｡逆に｢創造的価値観形成アプ

ローチ｣をとる場合,各種社会的価値の批判的検討が可能になるような内容編成

や授業方略が求められるため,各種テーマ別に諸外国の社会的価値などと自国の

社会的価値の比較を試みる｢テーマ別構成･比較型｣や,実際に従来の社会的価

値についての議論が行われている論争の実例を取り上げて,そこでの論争を踏ま

えて学習者に社会的価値について考えさせる｢問題別構成･比較型｣が採用され

る傾向がある｡

第二の特質として, ｢多元的価値観習得アプローチ｣は,宗教的価値学習,文化

的価値学習,法規範的価値学習に見られるが,価値の性質として現代適応性や革
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新性を求められる思想的価値や法規範的価値を取り扱う学習の場合は,価値の性

質として伝統性･継続性が求められる宗教的価値や文化的価値を取り扱う学習と

比べると,このアプローチを採用するケースが大変に少ないことが見て取れる｡

思想的価値学習の場合,筆者が管見する限りにおいて合衆国国内においてこのア

プローチを採用した教材を発見することはできなかった｡例え存在したとしても,

その数は大変に少ないと考えられる｡また,法規範的価値学習の場合であっても,

このアプローチを採用している教材は数が少なく,今回分析の対象とした『憲法

の学習』でも,単元によっては判例などの批判的検討を求めるなど,一貫してこ

のアプローチを採用しているとは言い難い｡

第三の特質として,第二の特質の裏返しともなるが, ｢創造的価値観形成アプロ

ーチ｣は,価値の性質として伝統性･継続性が求められる宗教的価値や文化的価

値を取り扱う学習の場合は,価値の性質として現代適応性や革新性を求められる

思想的価値や法規範的価値を取り扱う学習と比べると,このアプローチを採用す

るケースが大変に少ないことが見て取れる｡例えば宗教的価値学習の場合,この

｢創造的価値観形成アプローチ｣を採用する教材は,筆者が管見する限りにおい

て存在しなかった｡例え存在しても,その数は大変に少ないもの.と考えられる｡

また,文化的価値学習の場合も,この｢創造的価値観形成アプローチ｣は最近に

なって｢多文化的再構築主義｣の考えが登場してから少しずつ採用されるように

なったのであり,従来はこのアプローチに属する学習はほぼ皆無であったであろ

うし,現在も決して多いとは言えない｡

第四の特質として, ｢創造的価値観形成アプローチ｣をとる価値学習でも,その

対象とする価値の嶺域によって,学習者に求められる価値への態度や,方略が異

なることを挙げることができる｡自己本位的な性質を持つ思想的価値を扱う学習

や,社会本位ながら,伝統性･継続性が重視され,集団間の合意がすぐには求め

られない文化的価値を取り扱う学習は,学習者個人の価値観の形成に重点が置か

れており,教室内で何かしらの統一見解を構築するようには要求されておらず,

またそのために必要な手続き的知識を提供されることもなかった｡これに対して,

社会本位的な性質を持ち,かつ現代適応性･革新性が求められる性質を持つ法規

範的価値を取り扱う学習は,教室内での統一見解を求め,その目的を達成するた

めに,アナロジー法や三段論法などの手続き的知識が学習者に提供されていた｡
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これら4つの特質から, ｢価値学習の領域依存性｣とも呼べる,各種の価値学習

が対象とする社会的価値の蘭域と,その学習が学習者に育成しようと考えている,

各種社会的価値に対する態度,及び,それら社会的価値に対応するための方略と

の関係性の原理を見ることができる｡つまり,各領域の価値学習が学習者に求め

る態度や方略の中身は,その対象となる社会的価値の性質に依存するところが大

きいという関係性の一般原理である｡対象となる社会的価値の性質がより社会本

位で,現代適応性･革新性重視をしたものほど,集団間の｢議論｣ができるよう

な戦略が組まれ, ｢議論｣が重視される｡逆に,自己本位で,伝統性･継続性重視

をした社会的価値ほど,集団間の｢議論｣が求められることがないのである｡

こうした原理が見出せるのは,各種社会的価値が持つ性質が,それぞれの価値

学習の教材開発において,開発者に影響を与えたことが原因と考えられる｡つま

り,合衆国の価値学習の開発者は,はっきりと自覚していたのか,潜在的意識の

下であったのかは定かでないが,各種社会的価値が持つ性質を認識し,その性質

に応じて,社会的価値の種類によって,学習の育成するべき目標,内容編成や授

業方略を分けて組んだのである｡

このことは同時に,各種価値学習が民主主義社会に対して果たす役割が,対象

とする社会的価値の性質によって変化することをも意味する｡より社会本位的で

現代適応性を性質として持つ社会的価値を扱う場合ほど,｢学習者の社会参加｣｢議

論を通した新しい社会的価値の創造｣が目標の中核を占めるようになり,そのた

めに必要とされる態度の育成や,そのための手続き的知識が提供されるようにな

る｡＼また,より自己本位的で伝統性や継続性を性質として持つ社会的価値を扱う

場合はど, ｢自らとは異なる価値観の理解｣ ｢個人の思慮深い価値観の形成｣が目

標の中核を占め,そのために必要な態度の育成や,手続き的知識の提供がなされ

るのである｡

このことは,価値学習には合意形成(教室内での統一見解)が必要であるのか,

それとも不要であるのかというわが国の論争に対して1つの新たな視点を提供す

る｡それは,対象となる社会的価値が持つ性質によって合意が求められるのか否

かが分かれてくるという見解である｡さらに言えば,社会本位で現代適応性･革

新性といった性質を持つ法規範的価値を取り扱う学習は,合意形成が求められる

ことになり,自己本位で現代適応性･革新性といった性質を持つ思想的価値や,
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社会本位ながら伝統性･継続性といった性質を持つ文化的価値を取り扱う学習は,

個人レベルでの価値観形成に留まり,自己本位で伝統性･継続性といった性質を

持つ宗教的価値を取り扱う学習は,価値を議論し批判的検討することそのものが

不要であると結論付けることができるのである｡

社会的価値が持つ性質に応じて,各種価値学習の方略や社会に果たす役割を分

担するこの考え方を,筆者は｢価値学習の蘭域依存説｣と名づけたいと考えてい

る｡

2.　価値学習を社会科の中心に位置付けることの意義

最後に,前節の分析成果を踏まえて,価値学習を社会科の中心に位置付けるこ

との意義について考えて見よう｡筆者は,この意義は, ｢多元的価値観習得アプロ

ーチ｣を採用するか, ｢創造的価値観観形成アプローチ｣を採用するかで異なって

くると考える｡

まず, ｢多元的価値観習得アプローチ｣をとる場合,従来科学主義社会科などが

目指してきた社会の客観的把握という幻想を打破し,その背後の価値を社会科の

学習対象に含んだ点こそ新しいが,実態はその理解に終始し,学習形態は古典的

な暗記中心形式で,同じく価値を取り扱い,これを共感的に理解させることを目

的とした教科である｢道徳｣との差異が少ない｡強いて言えば, ｢道徳｣は地域社

会の価値に内容が限定されており,政治的社会化が明確に目標として設定されて

いることに対して, ｢多元的価値習得アプローチ｣をとる価値学習は,取り扱う街

域が地域社会に限定されておらず,政治的社会化は目標とされていないことがあ

る事くらいであろう｡つまり,社会科としてのオリジナリティは少ないのである｡

この場合,社会科は他教科の中で埋没し,社会科解体論を促進することにつなが

る危険性があると考えられる｡

これに対して｢創造的価値観観形成アプローチ｣の場合, ｢理解｣とは違った試

みが要求され,他教科には見られない手続き的知識を習得でき,社会科としてオ

リジナリティを発揮できる｡その中でも特に,法規範的価値を取り扱う学習は,

普遍的価値を形成するための手続き的知識を提示する｡これは社会科を,社会的

現実を形成する価値の理解する学習から,価値の議論と評価を通して社会的現実
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を｢構築｣する学習へ転換することを保障するものであり,社会科を市民的資質

育成を目指すわが国の教育の理念を最も実践的に実現することのできる中核的教

科目へと,その位置付けを高めるものとなる｡

社会科は, ｢創造的価値観観形成アプローチ｣をとる価値学習,その中でも特に

法規範的価値を扱う学習を中心に据えることで,他教科のように｢理解｣を軸に

置く学習とは一線を画すことになり,市民的資質育成を目的とする教科である社

会科のオリジナリティを発揮でき,その理念の実現がもっとも可能となる｡そし

て,民主主義社会が続く限りにおいて,全教科の中核(コア)たる位置を確保す

ることになるのである｡

〔lit〕

1)ここで言うのは,序章第1節の章末の｢(ア)　多様にある価値学習の対象と

する価値の領域と,内容編成･授業方略の関係性,及びその方略が提供する,

価値多元社会に対応するための手続き的知識(技法)との関係性の体系的｡原

理的説明｣のことである｡
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